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「秋
田
藩
家
蔵
文
書
」
の
成
立
の
過
程

は
じ
め
に

一　

元
禄

・
宝
永
期

＾
一　
明
和
～
寛
政
期

〓
＾

文
化
期
以
降

お
わ
り
に

は

じ

め

に

い
わ
ゆ
る

「
秋

田
藩
家
蔵
文
書
」

の
編
纂

・
成
立

の
過
程

に

つ
い
て
は
、

『
秋
田
縣
史
』
の
記
述
を
う
け
て
、
市
村
高
男
氏

・
根
岸
茂
夫
氏

に
よ
り
詳
細
な

検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
先
学

の
研
究
成
果
に
よ
れ
ば
、
現
在
秋
田

県
公
文
書
館

（
以
下
、
公
文
書
館
と
略
称
）
所
蔵
と
な

っ
て
い
る

一
秋
田
藩
家

蔵
文
書
」

の
編
纂

・
成
立

の
過
程
は
以
ド

の
よ
う
に
要
約

で
き
る
。

三
代
藩
主
佐
竹
義
処

の
時
代
、
「
佐
竹
家
譜

」
の
編
纂
を
進
め
る
過
程

で
所

蔵
史
料

の
提
出
が
命
じ
ら
れ
た
。
元
禄
九
年

の
文
書
提
出
命
令
を
受
け
て
、
秋

「秋
田
藩
家
蔵
文
書
」の
成
立
の
過
程

伊

藤

勝

美

田
藩
十
は
そ
れ
ぞ
れ
の
相
伝
文
書

・
記
録

・
系
図
な
ど
と
と
も
に
、
覚
書

（提

出
文
書
の
リ
ス
ト
）
を
文
書
所
に
提
出
し
た
。
文
書
所
で
は
提
出
さ
れ
た
諸
史

料
の
臨
写

・
編
纂
を
行
う
と
と
も
に
、
真
偽
の
鑑
定

・
相
伝
の
正
統
性
を
審
議

し
、
提
出
者
に

「青
印
状
」
を
添
え
て
原
本
を
返
却
し
た
。
そ
の
際
、
偽
文
書

・

他
家
伝
来
の
文
書
は
召
Ｌ
ら
れ
た
も
の
も
あ
る
。
そ
の
後
、
明
和

・
文
化
期
に

追
加

・
増
補
が
行
わ
れ
て

「
六
十

一
冊
」
と
な

っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の

「
六
十

一
冊
」
は
秋
田
藩
内
で
は
ど
の
よ
う
な
ま
と
ま
り

と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
先
に

「秋
田
藩
家
蔵
文
書
」

の
伝
来
の
過
程
を
た
ど
る
際
に
、
「御
蔵
書
日
録
」
（整
理
記
号

ｏ
番
号
　
Ａ
Ｏ

Ｃ
．
九^
―

一
）
に
注
目
し
た
。
こ
の
回
録
は
、
秋
田
藩
の
記
録
方
右
筆
の
調
査

に
よ
り
、
人
保
三
年
に
そ
の
原
型
が
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
公
文
書
館
所
蔵

の

「秋
田
藩
家
蔵
文
書
」
六
卜

一
冊

（
Ａ
．
八^
０
１
六
九
―

一
～
六

一
）
に
対

応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
資
料
は
、
こ
の
目
録
で
は

「
三
．部
下
」
に
分
類
さ
れ
て

い
る

（表
１
参
照
）
。

「
二
部
下
」
に
記
録
さ
れ
た
各
史
料
は
、
編
纂
年
代
を
念
頭
に
置
い
て
配
列



「秋
田
藩
家
蔵
文
書
」
の
成
立
の
過
程

さ
れ
た
も

の
と
考

え
ら
れ
る
。
表

１

の
１
～
９
は
元
禄

・
宝

水ヽ
期

、
　

１４
～

‐７

は
明
和
～
寛
政
期
、

１８
は
文
化
期
以
降

に
成
立

し
た
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
れ
を

現
在
公
文
書
館

で
使
用
し

て
い
る
整

理
記
号

・
番
号

で
示
せ
ば
、

以
ド

の
よ
う

に
な
ろ
う
。

元
禄

・
宝
永
期
　
Ａ
二
八
０
１
六
九
―

一
～
．
九́
、
三
六
、
四
０
～
五
■
、

圧
七
～
五
九

（
四
十
六
冊
）

明
和
～
寛
政
期
　
Ａ
三
八
０
１
六
九
―
三
●
～
二
五
、
二
九
、

圧
ｉ
～
五
六

（十

一
冊
）

文
化
期
以
降
　
　
Ａ
二
八
０
　
」ハ
九
ｌ
ｉ
八

（
一
冊
）

本
稿

で
は
、

こ
の

．．期

に
作
成
さ
れ
た
史
料

の
う
ち
、
特

に
文
書
提
出
命
令

と

「
青
印
状

一
を
念
頭

に
置

い
て
、
「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
」

の
編
纂

・
成
立

の

過
程

に

つ
い
て
検
討
す
る
。
な
お
以
ド

で
は
、
「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
」

一

（
Ａ

二
八
〓
　
六
九
―

一
）
は
ヽ
一
家
蔵
文
書
」

一
の
よ
う
に
略
記
す
る
。

一　

元
禄

・
宝
永
期

元
禄
期

の
修
史
事
業

の
開
始
を
告
げ
る
も
の
と
し
て
、
元
禄
九
年

の
文
書
提

出
命
令

（史
料
１
）
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
史
料
１
は

「
国
血
縮
鯨
こ

一別
篇

嘉
部
三
八

（
Ａ
Ｓ
一
０^
九
―

一
七
圧
―
三
八
）
所
収

「
御
文
書
取
纏
」
の
元
禄

九
年
十
二
月
十
四
日
条

（出
典

「
山
方
太
郎
左
衛
門
泰
純
処
持
被
　
仰
渡
拍
し

に
記
録
さ
れ
た
も

の
で
あ
る

（
ヨ

」

の
上

の
算
用
数
字

は
、

使
宜
上
筆
者
が

付
し
た
も
の
。
史
料
２
も
同
様
）
。

文
面
に
は

「
子
八
月
」
と
あ
る
が
、
元
禄
九
年
十
二
月
六
日
条

（出
典

「
疋

田
斎
定
綱
処
持
田
崎
治
左
衛
門
秀
満
目
記
し

の

「
此
度
従
江
戸
被
　
仰
付
、

御
家
中
諸
ｌｆ
系
図

・
証
文
写
差
Ｌ
可
中
山
」
と
い
う
記
事
と
あ
わ
せ
て
、
こ
の

命
令
は
元
禄
九
年
十
＾
．月
に
藩
内
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

史
料
２
は
、
秋
田
県
立
秋
田
図
書
館
時
代
に

「
御
文
書
御
改
に
付
御
文
書
処

覚
」
（
Ａ
Ｏ
Ｉ
（
八
―
四
）
と
い
う
史
料
名
で
整
理
さ
れ
て
い
る
。
大
館
佐
竹

家
旧
蔵
文
書
を
お
さ
め
た

「佐
竹
文
庫
円
録
」
式
に

「
元
禄
年
間
」
の
も
の
と

し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
ほ
ぼ
同
内
容
の
も
の
が

「‐国
典
類
抄
」
に
お
さ
め
ら
れ

て
お
り
、
元
禄
卜
年
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

史
料
１

覚

１

一
御
当
家
御
系
図
之
写
、
古
来
よ
り
持
来
又

ハ
新
規

二
写
致
処
持
候
者

ハ
、

本
書

二
而
成
共
写

二
面
成
共
可
被
差
出
候
、　
一
覧
之
上
其
主
江
可
被
返
置

候
事

２

一
自
分
之
系
図
、
在
来
候
通
写

二
而
可
被
差
出
候
、
御
記
録
之
末

二
書
載
ら

る
へ
き
事

３

一
綸
旨

・
院
宣

・
令
旨
井
御
教
書

・
御
ド
文

・
御
感
状

・
御
証
文

・
御
書
又

ハ
占
キ
書
状
等
処
持
仕
候
者

ハ
、
写
候
而
可
被
浮
上
候
、
自
然
焼
失
又

ハ

粉
失
等

二
而
、
写
斗
処
持
之
面
々
も
可
有
之
、
左
候

ハ
ヽ
、
中
伝
之
通
書

付
、
可
被
差
出
候
事

４

一
御
当
家
之
　
御
先
祖

新
羅
二
郎
義
光
公
以
来
古
き
覚
書
、
如
何
様
成
怪
と
存
候
書
物
成
共
、
致



通 番
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一秋
田
藩
家
蔵
文
書
」
の
成
立
の
過
程

処
持
候
者

ハ
、
本
書
成
共
写

二
而
成
共
、
虚
実
之
構
な
く
在
来
候
通

二
書

付
、
可
被
差
出
候
事

５

一
先
祖
之
軍
忠

・
武
功
、
或

ハ
戦
死
或

ハ
忠
死
等
之
品
々
、
党
吉
勿
論
、
噺

伝

・
語
伝
之
通
、
虚
実
之
構
な
く
苫
付
、
可
被
差
出
候
事

６

一
面
々
先
祖
之
興
廃
、
中
伝

・
咄
伝
た
り
共
書
付
可
被
差
出
、
覚
書
等

ハ
勿

論
、
写

二
致
可
被
差
出
候
事

７

一
御
当
家
之
故
実
又

ハ
古
戦
之
御
勝
負
等
之
義
、
占
老
之
中
伝
又

ハ
自
分
之

覚
書

・
咄
伝

・
申
伝
た
り
共
、
可
被
差
出
候
事

８

一
古
キ
ロ
記

・
覚
書
等
之
様
成
事
長
キ
書
物

ハ
、
写
候
而

ハ
手
間
取
尺
行
中

間
敷
候
間
、
其
侭

二
而
可
被
井
出
候
、
左
候

ハ
ヽ
、
御
用

二
人
候
事

ハ
書

抜
、
本
書

ハ
共
主

へ
可
被
相
返
、
元
来
本
書
差
Ｌ
候
様

二
可
被
　
仰
付
候

へ
共
、
自
然
紛
失
等
之
気
遣
も
可
有
之
哉
と
、
写
候

――――
指
１１
候
様
被
　
仰

出
候
、
写

二
而
成
共
本
書

二
而
成
共
、
其
分
は
勝
手
次
第

二
可
被
致
事

他
家
よ
り
　
御
当
家
江
被
参
候
衆
中
、
如
何
様
之
義

ニ
ーーｌｉ
被
罷
越
候
哉
、

中
伝
相
知
候
通
委
細

二
書
付
、
可
被
差
出
候
事

御
当
家

二
対
し
敵
対
又

ハ
先
祖
逆
心

・
謀
反
等
之
義
、
中
伝

・
咄
伝
之
通

も
無
遠
慮
可
被
書
出
候
事

組
ド
在
之
面
々
、
此
御
書
付
写
候
而
相
渡
、
書
Ｌ
候
様

二
可
被
中
渡
事

陪
臣
等
に
も
、
御
附
人
之
子
孫

・
武
勇
之
子
孫

・
御
当
家

二
不
限
由
緒
在

之
面
々
、
中
伝

ｏ
咄
伝
之
通
其
Ｌ
人
相
尋
、
委
細

二
可
被
差
出
候
事

天
徳
寺

・
宝
鏡
院

・
六
供
之
キ
院

・
一
乗
院

・
金
乗
院

・
束
清
寺
其
外

へ

も
可
相
尋
事

‐４

一
御
当
家
之
御
軍
法
之
書
丼
御
弓
法
之
書
等
持
伝
候
も
の
、
粗
有
之
様

二
相

聞
得
候
、
左
候

ハ
ヽ
、
本
書

二
而
成
共
写

二
而
成
共
、
勝
手
次
第
可
被
差

出
候
、
実
録
た
る
二
お
ゐ
て
ハ
御
信
用
可
在
事

‐５

一
御
当
家
江
他
処
よ
り
参
候
御
書
等
致
処
持
候
者
、
可
被
差
上
候

‐６

一
計
策
之
書
又

ハ
他
家

二
而
取
扱
候
吉
状
成
共
致
処
持
候

ハ
ヽ
、
写
候
而
差

Ｌ
可
中
候
、
其
外
仮
令
　
御
当
家

二
而
無
用
成
書
物
等

ニ
ーーーー
も
、
持
伝
候

分
写
候
而
可
被
差
出
候

‐７

一
幼
少
之
者

ハ
書
物
以
ド
見
分
難
キ
者
可
在
之
候
、
左
候

ハ
ヽ
、
親
類

・
縁

者
之
者

二
相
談
為
致
見
分
、
中
伝

・
咄
伝
を
も
書
付
、
可
被
差
出
候

‐８

一
在
江
戸
又

ハ
遠
方

へ
罷
越
候
者
共
、
書
付
差
出
候
義
不
罷
成
者
可
有
之
候
、

左
様
之
者
共

ハ
　
公
用
相
済
以
後
、
心
静

二
覚
書
等
を
も
仕
候
而
可
被
差

出
候
、
左
候

ハ
ヽ
、
其
断
を
役
人
共

へ
可
中
達
候
、
仮
令
在
合
候
者
之
内

二
も
、
覚
書
写
杯
仕
候

ニ
ハ
ロ
数
も
懸
り
手
間
取
中
事
可
有
之
候
、
其
段

ハ
不
苦
候
間
、
成
程
念
を
入
、
委
細

二
吉
出
候
様

二
可
被
致
事

右
之
通
、
虚
実
之
構
な
く
申
伝

・
聞
伝
等
を
も
無
遠
慮
書
付
可
申
出
候
、

連
々
御
系
図

・
御
伝
記
等

二
可
被
書
載
之
候
年
代
事
、
旧
候
事
一一而
説
々
・

区
々
而

一
致

ニ
ハ
在
之
間
敷
候
、
面
々
被
書
出
候
趣
、
古
キ
御
系
図

・
御

伝
記
等
江
引
合
考
之
、
又

ハ
伝
来
之
書
籍
等
を
以
考
之
、
符
合
す
る
を
以

証
と
し
而
被
書
載
事
も
可
有
之
候
、
異
説
之
信
用
し
難
キ

ハ
削
之
、
正
説

を
以
御
家
譜

二
可
被
載
、
末
代
　
御
家
之
為
且
ハ
面
々
家
之
為

二
も
罷
成

事

二
候
、
労
々
不
ば
有
疎
意
候
、
た
と
ひ
無
出
処
書
物
又

ハ
証
拠
な
き
申

伝
た
り
共
書
付
可
被
中
Ｌ
候
、
毛
頭
其
出
処

・
証
拠
御
穿
撃

・
御
吟
味
等

13 10 912 11



被
遊
間
敷
候
、
遠
慮
な
く
可
被
書
出
候
、
只
中
伝

・
語
伝
を
も
古
来
之
御

系
譜

・
御
伝
記
等

二
符
合
之
義
出
来
候

ハ
ヽ
幸
た
る
へ
く
候
、
御
尋
迄
之

事

二
候
、
虚
実
之
義

ハ
、
数
帖
之
御
引
合
物
在
之
御
極
被
遊
候
義

二
御
座

候
間
、
無
気
遣
可
被
申
―‐
候

追
啓

１

一
此
通
御
用

二
付
被
　
仰
触
候
通
、
万

一
も
故
実
も
承
伝
又

ハ
書
録
以
下
致

処
持
な
か
ら
不
申
出
候

ハ
ヽ
、
何
そ
之
時
分
故
有
り
候
と
中
候
而
も
、
以

後
之
中
分

ハ
於
御
当
家
御
信
用

・
御
取
立
有
問
敷
候
、
隠
置
脇
よ
り
相
知

候

ハ
ヽ
、
御
尋
之
１１
品

二
よ
り
御
断
可
被
遊
候

２

一
自
分
之
系
図
又

ハ
証
文
以
下
、
或

ハ
故
実

・
書
物
或

ハ
覚
書

・
家
伝

二
而

も
、
他
見
之
気
遣
可
在
之
候
間
、
各
封
印

ニ
ｌｆｌｉ
可
被
差
出
候
、
役
人
誓
詞

被
　
仰
付
候
、
相
達
候
己
後
封
切
披
見
可
被
仰
付
事

３

一
此
御
書
付
、
御
家
中
周
く
流
布
仕
候
様

二
無
之
候

ハ
ヽ
、
子
細
を
不
存
候

而
中
上
候
義
致
思
慮
者
可
在
之
候
間
、
処
々
ニ
ーーｌｉ
写
取
り
、
陪
臣
以
ド
迄

相
達
候
様

二
可
被
申
渡
事

４

一
御
城
下
之
外
、
在
々

・
組
下
等
陪
臣
以
ド
迄
相
達
候
様

二
可
被
致
候
事

５

一
一
家
た
る
者

ハ
、
応
笛
た
る
者
よ
り
書
出
シ
候
義
を
存
候
者

ハ
、
不
申
上

候
共
不
苦
候
、
兄
弟

・
諸
親
類
可
致
相
談
事

ハ
、
相
談
之
上

二
而
成
共
可

被
中
上
候
、
又

一
分
々
二
成
共
勝
手

二
可
被
中
上
候

６

一
右
之
通
、
急
度
相
調
候
事
罷
成
間
敷
候
間
、
来
七
月
中
迄
之
内
可
被
中
上

候
、
夫
過
候
而

ハ
十
月
中
成
共
不
苦
候
、
尚
遅
成
中
候
子
細
御
座
候

ハ
ヽ

十
月
中
其
断
を
中
立
、
遅
成
中
候
義
不
苦
候
間
、
委
細

二
相
調
可
被
差
出

「秋
田
藩
家
蔵
文
書
」の
成
立
の
過
程

候

７

一
其
家

二
面

ハ
承
伝

・
間
伝
も
無
之
、
却
面
他
家
之
者
存
候
事
も
可
有
之
候
、

左
様
之
義
も
不
苫
候
間
、
怪
敷
儀

ｏ
疑
敷
義
成
共
虚
実
之
無
構
、
中
伝

・

語
伝
之
通
可
被
書
出
事

右
之
通
、
書
付
共
封
印

二
而
段
々
差
出
候

ハ
ヽ
、
其
侭

二
而
受
取
置
、
追

面
御
左
右
次
第
注
文

二
而
可
被
差
出
候
、
以
上

子
八
月
　
日

史
料
２

覚

１

一
今
度
、
御
文
書
御
改
之
義
、
岡
本
又
太
郎
江
被
　
仰
付
候
間
、
旧
冬
被

仰
渡
候
通
、
綸
旨
　
院
宣
　
〈
こ
口
・
御
内
書

ｏ
御
教
書

・
御
ド
文

・
奉
書

井
　
御
当
家
御
先
祖
よ
り
　
鑑
照
院
様
迄
被
ド
候
御
感
状

・
御
書

・
御
証

文
等

ハ
不
中
及
、
他
家
よ
り
之
感
状

・
文
書

・
証
文
、
付
古
キ
書
状

・
聞

癬」峰に時日［珈但．［嘲購議〓焼́、本贈一脚制鰍“之二『『響”［制

候
者

ハ
、
其
写
可
被
指
出
候
事

２

一
最
前
被
　
仰
渡
候
通
、
日
記

・
其
外
大
分
之
書
物
以
下
は
、
早
速
難
指
出
、

或
在
江
戸

・
遠
路
公
用
、
或
病
人

・
幼
少
に
て
其
事
難
弁
、
或

一
家
他
所

な
と
に
在
之
面
々
ハ
、
又
太
郎
方
迄
断
を
仕
、
十
月
中
迄
之
内
、
可
被
指

出
候
、
尚
滞
候
子
細
在
之
候
者
、
又
太
郎
方
江
中
出
、
可
請
指
図
事

３

一
御
先
祖
御
代
々
故
実

・
占
戦
御
勝
負

・
古
キ
書
物

・
古
老
之
伝
説
井
先
祖

之
軍
忠

・
武
功
、
或
戦
死
或
忠
死
等
之
品
々
、
面
々
先
祖
之
興
廃
、
旧
冬

五



「秋
田
藩
家
蔵
文
書

あ
成
立
の
過
程

委
細
御
書
付
を
以
被
　
仰
触
候
通
、
無
遠
慮
可
被
申
Ｌ
事

４

一
所
々
流
布
致
候
伝
説

に
て
、
中
卜

に
も
不
及
と
存
候
書
物
成
共
、
自
分

に

打
捨
不
指
置
、
書
付
可
被
指
出
候
、
御
見
合
之
為
、

人
用
在
之
儀
候
間
、

無
遠
慮
幾
重

に
も
書
出
可
被
中
事
、
支
配
組
ド

・
陪
臣

・
又
内
之
者
た
り

と
も
、
其
頭
々

・
其
人
主
江
中
出
候
者
、
自
分

に
不
押
置
、
可
被
指
出
候
、

尚
疑
敷
無
心
元
存
候
儀

に
て
、
急
度
指
出
候
儀
遠
慮

二
候
者
、
左

二
書
付

候
会
日
、
役
人
内
証

―，∫
中
承
候
事

５

一
右
之
書
物
又
相
窺
候
儀
、

以
Ｌ

史
料
１
の

「来
Ｌ
月
中
」
（追
幣
の
６
）
と
は
元
禄
卜
年
Ｌ
月
の
こ
と
で
あ

り
、
こ
の
Ｌ
月
ニ
ト
八
日
に
岡
本
又
太
郎

九
朝
が
文
書
改
本
行
に
任
命
さ
れ
た
こ

史
料
２
は
、
こ
の
時
期
の
文
書
改
が
日
本
元
朝
の
も
と
で
進
め
ら
れ
る
こ
と
を

藩
内
に
通
達
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
ｃ
す
で
に
同
年
二
月
～
四
月
に
か
け
て

大
和
田
時
胤

・
中
村
光
得
が
常
陸
国
内
の
史
料
調
査
を
行

っ
て
い
た
が
、
―
月

以
降
は
彼
ら
も
岡
本
元
朝
の
指
揮
ド
で
活
躍
す
る
こ
と
に
な
る
。

史
料
１
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
当
初
の
提
出
史
料
は
、
佐
竹
家
に
関

わ
る
も
の
に
つ
い
て
は

「本
書

一一
而
成
共
写

・一
面
成
土
Ё

（
史
料
１
の
ｌ

ｏ
４

な
ど
）
、
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は

「
写

二
而
」
（
２

ｏ
３

ｏ
６
な
ど
）
と
い
う
指

示
で
あ

っ
た
が
、
史
料
２
で
は

「
写

二
一向
」
か
ら

「本
書

二
而
成
共
写

二
而
成

共
」

に
変
わ

っ
て
い
る
部
分
が
あ
る

（史
料
１
の
３
と
史
料

２

の
１
）
。

原
本

提
出
が
求
め
ら
れ
る
一朝
囲
が
徐

々
に
拡
大
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

史
料
ｌ

ｏ
２
の
命
令
を
う
け
て
藩
十
は
系
図

・
曲
緒
書

・
文
書
等
を
写

で
提

出
し
た
。

子
れ
ら
は
秋
田
図
書
館
が

「
几
禄
家
伝
文
書

一
と
し
て
整
理
し
た
文

書
群
と
、
秋
田
県
庁
か
ら
の
移
管
資
料

に
も
多
数
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
う
ち

系
図

に

つ
い
て
は
、
元
禄
卜
年
卜
二
月

・
―‐ｉ‐
卜
三
年
九
月

の
提
出
命
令
を
経

て

享
保
卜
二
年
五
月
二
日
の

「
諸
十
系
図
」

の
清
書
完
成

に
至

っ
て
ひ
と

つ
の
区

切
り
を
迎
え
る
。
一‐家
蔵
文
書

」
に
記
録
す
る
た
め
に
文
書

の
原
本
提
出
を
明

記
し
た
命
令
は
確
認

で
き
な

い
が
、
「
青
印
状
」
が
発
給

さ
れ
始
め
る
元
禄
ト

一
年

に
は
、
原
本
提
出
を
強
力
に
求
め
る
段
階

に
入

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

文
書
所

で
は
、
藩
十
が
提
出
し
た
史
料
を
詳
細

に
検

‐
…‐ｌ
、
臨
写
し
、
特

に
花

押
部
分

に

つ
い
て
は
原
本

に
忠
実

に
写
し
た
。
相
伝
文
書

の

１１１
統
性
を
認
め
た

も
の
に

つ
い
て
は
、
Ｆ
日
印
状
」
を
添
え
て
提
出
者

に
返
却

し
た
が
、

認
め
な

か

っ
た
も

の
に

つ
い
て
は
召
―‐
げ
た
り
、
他
家

に
渡
し
た
も
の
も
あ

っ
た
。

な
お
、
「
青
印
状
」
は
相
伝
文
書
と
し
て
藩
―‥
の
家

に
保
管

さ
れ
る
が
、

藩

（文
書
所
）

で
は

「
被
仰
渡
控
帳
」
と
し
て

一
占
印
状
」

の
文
面
と
発
給
先
を

記
録
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
元
禄
卜

一
年
か
ら
宝
永
Ｌ
年
に
か
け
て
、

数
回
に
わ
け
て
発
給
し
た
こ
と
が
わ
か
る

（
一
部

に
正
徳

・
享
保
期

の
も
の
あ

り
。
後
述
）
。
史
料
３
は
個
々
の
家

に
伝
え
ら
れ
た

翌
日
印
状

」
の

一
例

で
あ

フＯ
。
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史
料
３

小
藤
太

受
取
状
五
通

花
押
未
詳
書
式
通

袋
田
駿
河
守
愛
義
書
壱
通

女
文
壱
通

常
俊
耕
絡
書
壱
通

岩
城
忠
次
郎
貞
隆
君
書
壱
通

占
来
書
壱
通

右
伝
来
之
文
書
た
る
事
顕
然
也
、
偶
委
細
写
之
御
記
録
江
被
載
置
乏
、
向
来

火
災

・
紛
失
等
於
有
之
は
、
以
御
序
御
写
拝
領
、
可
備
後
代
之
亀
鑑
も
の
也

宝
永
四
年
二
月
日

（肖
印
）

宝
永
六
年
二
月
ニ
ト
ニ
日
、
岡
本
元
朝
ら
担
当
者

へ
の
論
功
行
賞
が
あ
り
、

文
書
所
の
活
動
も
ひ
と

つ
の
区
切
り
を
迎
え
た
。
宝
永
六
年
二
月
付
の

「
御
文

書
井
御
書
物
帳
目
録
受
取
渡
目
録
」
（
Ａ
Ｓ
〇
一
九^
―

一
）
が
、
中
村
又
左
衛

門

（光
得
）
か
ら
吉
成
藤
兵
衛

ｏ
渡
辺
奥
右
衛
門
に
引
き
渡
さ
れ
た

（宝
永
七

年
七
月
付
）
の
も
そ
の

一
環
で
あ
ろ
う
。

「家
蔵
文
書
」

一
～
二
九
、
三
六
、
四
０
～
五
＾
一、
五
七
～
五
九
の
四
十
六

冊
の
原
型
は
、
元
禄

・
宝
永
期
に
成
立
し
た
と
考
え
る
が
、
現
状
の

「家
蔵
文

書
」
四
卜
六
冊
が
す
べ
て
こ
の
時
期
に
成
立
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
前
述
の

「御
文
書
井
御
書
物
帳
日
録
受
取
渡
目
録
」
に
記
録
さ
れ
た

「家
蔵
文
書
」
は
、

資
料
名
で
見
る
か
ぎ
り
現
状
の

「
家
蔵
文
書
」
と
は
違
う
構
成
に
な

っ
て
い
る

一秋
田
藩
家
蔵
文
書
あ
成
立
の
過
程

部
分
が
あ
る
。
ま
た
こ
の

一，受
取
渡
目
録
」
と

「
文
書
目
録
」

翁
家
蔵
文
書
」

一
）
と
で
も
、
資
料
名
に
若
■
の
食
い
違
い
が
あ
る
。
こ
の
＾
一冊
と
も
現
状
の

「家
蔵
文
書
」
の
構
成
と
は

一
致
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

「
被
仰
渡

控
帳
」
七

（
Ａ
Ｓ
■
八
０
１

．́^
―
七
）
と

「
同
」

一
九

（
Ａ
Ｓ
二
八
０
１
三
―

一
九
）
に
は
正
徳

・
享
保
期
に
発
給
さ
れ
た

「
青
印
状
」
の
宛
先
が
記
録
さ
れ

て
お
り
、
前
述
の
論
功
行
賞
と
引
継
以
降
に
も
文
書
の
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

元
禄

・
宝
永
期
に
そ
の
原
型
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
初
代
藩
主
佐
竹
義

宣
ま
で
の

「
佐
竹
家
譜
」
の
う
ち
、
特
に

「
義
宣
家
譜
」

に
は

「
家
蔵
文
書
」

に
記
録
さ
れ
た
史
料
が
多
数
引
用
さ
れ
て
い
る
。
岡
本
元
朝

・
中
村
光
得
ら
担

当
者
の
熱
意
の
ほ
ど
が
う
か
が
わ
れ
る
。

そ
の
後
文
書
所
は
、
享
保
十
年
八
月
四
日
に
記
録
所
と
改
称
、
同
十
＾
．年
一
．

月

「
秋
田
史
館
」
の
印
文
の
青
印
は
封
印
さ
れ
、
使
用
す
る
場
合
は
家
老
の
許

可
が
必
要
と
な

っ
た
。
元
禄

・
宝
永
期
に

「家
蔵
文
書
」
の
編
纂
を
担
当
し
た

文
書
所
の
藩
内
に
お
け
る
位
置
付
け
は
、
享
保
期
の
藩
政
改
革
を
経
て
大
き
く

変
化
し
た
と
い
え
よ
う
。

一
一　
明
和
～
寛
政
期

明
和
期
の
文
書
提
出
命
令
と
し
て
は
史
料
４
が
あ
げ
ら
れ
る
。
史
料
４
は

「
明
和
年
中
御
書
物
再
御
吟
味
之
節
拍
」
と
表
題
の
あ
る
簿
冊

（
県
Ａ
八
九
）

の
全
文
で
あ
る
。

Ｌ

石
ナ|



一秋
田
藩
家
蔵
文
書
」
の
成
立
の
過
程

史
料
４

此
度
御
記
録
所
御
書
キ
物
再
御
吟
味
被
成
置
候
間
、
古
き
書
キ
物
所
持
之
面
々
、

真
偽
之
無
差
別
本
書
可
被
差
出
候
、
御
吟
味
之
Ｌ
右
本
書

ハ
可
被
返
付
候

一
徳
雲
院
様
御
代
、
元
禄
年
中
諸
士
由
緒
書
差
出
候
も
の
ハ
、
家
系
御
記
録
汀

被
載
置
候
、
其
後
再
御
吟
味
丼
近
代
分
レ
迄
書
続
義
も
不
仰
出
候
、
依
面
此

度徳
雲
院
様
被
為
継
思
召
を
、
再
御
吟
味
井
近
代
分
レ
迄
苫
続
候
様
、
分
流

・

家
伝
と
も

二
取
纏
、
嫡
家
よ
り
可
被
差
出
候
、
若
嫡
庶
之
伝
相
知
兼
候

ハ
ヽ
、

双
方
よ
り
可
被
差
出
候

但
家
伝
書
は
竪
閉
紙

二
而
可
被
差
出
候

一
在
京

・
在
江

二
而
家
伝
吉
当
時
難
差
出
面
々
ハ
、
共
断
中
出
、
ド
着
之
■
可

差
出
候

一
御
取
立
之
面
々
ハ
、
尤
家
伝
書
江
具
サ
ニ
其
旨
可
相
記
候

一
占
書
き
物
井
家
伝
と
も

二
此
度
不
差
出
も
の
ハ
、
後
来

二
至
り
願
中
上
候
而

も
御
取
上
被
成
間
敷
候

一
諸
寺
院

・
社
人

・
修
験
井
軽
き
御
奉
公
之
面
々
又

ハ
陪
臣

・
百
姓

・
町
人
た

り
と
も
、
古
書
き
物
所
持
之
者

ハ
可
差
出
候
、
以
前
之
通
御
吟
味
被
成
置
候

一
御
記
録
所
休
日
は
、
御
会
所
御
休
日
之
通

二
候

右
之
通
、
壱
丁
井
支
配
有
之
面
々
ハ
其
方
江
も
中
渡
、
当
卜
二
月
十
四
Ｈ
迄

二
御
記
録
所
江
可
被
中
出
候
、
尤
難
心
得
義
は
御
記
録
所
江
可
被
相
伺
候
、

己
上

五
月

「
国
典
類
抄
」
後
篇
嘉
部
三
四

（
Ａ
Ｓ
一
．Ｃ
九
―

一
七
六
―
三
四
）
所
収
の

「御
文
書
取
纏
」
明
和
三
年
正
月
二
十
三
日
条

（出
典

「
土
屋
弥
圧
左
衛
門
知

虎
大
小
姓
御
番
頭
勤
中
目
記
し

で
は
末
尾
の
部
分
が
以
下
の
よ
う
に
な

っ
て

い
る
。

右
之
通
、
支
配
有
之
面
々
は
共
方
汀
も
中
渡
、
当
九
月
晦
日
切
御
記
録
処
江

可
被
中
出
候
、
尤
難
心
得
義

ハ
御
記
録
処
江
可
被
相
伺
候
、
以
Ｌ

正
月

と
こ
ろ
で
、
同
年
四
月
ニ
ト
六
日
条

（出
典

一‐同
上
し

に
は
、
以
下
の
記

載
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
提
出
期
限
の
検
討
が
な
さ
れ
、
同
年
二
月
二
日
に
仰
渡

さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
先
頃
被
指
出
候
御
家
中
系
譜

・
文
書
之
義
、
再
御
吟
味

二
付
被
　
仰
渡
候

義
、
来
始

二
被
　
仰
渡
候
様

二
評
義
致
候
而
、
九
月
中

二
書
出
候
様

二
候

得
共
、
是
迄
相
延
候
故
、
先
頃
被
仰
聞
候
通
、
卜
二
月
十
四
日
切

二
書
出

候
様

二
被
　
仰
触
可
中
候
、
只
今
御
苫
物

二
為
相
認
指
上
候
間
、
弥
被
仰

触
候
醐
被
　
仰
知
可
中
候
段
被
　
仰
聞
候

明
和
三
年
の
文
書
提
出
命
令
に
よ
り
藩
七
が
提
出
し
た
史
料
に
対
し
て
、
記

録
所
が

「青
印
状
」
を
与
え
た
の
は
寛
政
年
間
で
あ

っ
た

（
二
十
数
年
た

っ
て

い
る
が
、
こ
の
間
に
安
永
七
年
の
久
保
田
城
本
丸
火
災
が
あ
り
、
こ
れ
が
発
給

の
遅
れ
の

一
因
で
あ
ろ
う
）
こ
と
は
、
史
料
５
か
ら
推
測
で
き
る
。
史
料
５
は

「
御
青
印
控
草
稿
」
（県
Ａ

一
＾

．四
）
に
よ
る
。
こ
の
簿
冊
は
、
元
禄

・
宝
永
期

の

「被
仰
渡
控
帳
」
と
同
様
に
文
化

・
文
政
期
発
給
の

「青
印
状
」
を
記
録
し

た
も
の
で
あ
る
。



史
料
５

佐
竹
左
衛
門
家
人御

代
　
九
十
郎

右
関
東
譜
代
之
家
臣

二
面
、
先
祖
及
与
江
南
左
衛
門
義
種
所
授
之
証
文
令
伝

来
候
所
、
元
禄
年
中
家
筋
御
吟
味
之
醐
節
、
故
有
之
右
証
文
不
差
出
、
明
和

年
中
再
御
吟
味
之
節
差
出
、
寛
政
年
中
御
記
録

二
被
載
置
、
御
青
印
書
被
ド

候
、
依
之
此
度
御
吟
味
之
上
、
元
禄
之
度
被
定
置
候
証
文
伝
来
之
子
孫

二
準

し
、
向
後
家
系
御
記
録
江
被
載
下
も
の
也

文
政
八
年
．
．月
日

ま
た
、
明
和
の
提
出
命
令
に
よ
り
、
藩
十
は
元
禄

・
宝
永
期
に
提
出
し
た
も

の
も
再
提
出
し
て
い
る
が
、
以
前
記
録
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
確
認
の
上
返

却
さ
れ

（再
度
記
録
は
さ
れ
な
い
）
、
新
規
に
提
出
分
の
う
ち
、
相
伝
文
書
の

正
統
性
が
認
め
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て

コ
円
印
状
」
（宛
先
は
提
出
者
名
）
が

発
給
さ
れ
た
こ
と
が
史
料
６
か
ら
推
測
で
き
る
。

史
料
６
の
石
井
鶴
治
は
、
文
化
二
年
石
井
永
治
提
出

の

「
石
井
氏
系
図
」

（
Ａ
二
八
八
．
二
―
五
五
）
に
よ
れ
ば
、
石
井
忠
寄

（鶴
治

・
靭
負

・
永
治
）

の
こ
と
で
あ
り
、
彼
は
安
永
三
年
十
月
に
石
井
家
を
継
い
で
い
る
。
し
た
が

っ

て
史
料
６
は
、
安
永
四
年
間
卜
二
月
の
史
料
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
。

史
料
７
の
年
代
を
推
定
で
き
る
史
料
と
し
て

一被
仰
渡
控
帳
」
七

（
Ａ
Ｓ
三

八
０
１
三
―
七
）
が
あ
る
。
内
題
に
は

「
国
座
之
面
々
江
被
仰
渡
控
、
寛
政
五

年
癸
丑
二
月
」
と
あ
り
、
石
井
永
治
あ
て
の
も
の
は
見
ら
れ
な
い
が

（回
座
で

は
な
い
た
め
）
、
同
体
裁
の
資
料
が
多
数
記
録
さ
れ
て
お
り
、
寛
政
五
年
二
月

「秋
田
藩
家
蔵
文
書
」
の
成
立
の
過
程

に
出
さ
れ
た
も
の
考
え
る
ｃ
ま
た
、
石
井
永
治
は
前
述
の
系
図
に
よ
り
、
鶴
治

と
同

一
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。

史
料
６

覚

石
井
　
鶴
治

一
請
取
状
五
通

一
花
押
未
詳
書
式
通

一
袋
田
駿
河
守
愛
義
書
壱
通

一
女
文
壱
通

一
常
俊
姓
名
未
詳
書
壱
通

一
岩
城
忠
次
郎
貞
隆
君
書
壱
通

一
占
来
書
壱
通

．
御
青
印
書
壱
通

右
拾
二
通
、
御
吟
味
相
済
本
書
被
返
付
候

一
占
系
図
弐
巻

右
御
吟
味
中
被
留
置
候

一
元
服
之
書
壱
通

一
袋
田
駿
河
守
愛
義
書
壱
通

一
花
押
計
之
占
書
壱
通

右
二
通
共
此
度
御
記
録
江
被
載
置
、
本
書
被
返
付
候
、

御
青
印
書
可
被
添
下
候
、
以
上

開
十
二
月
十
六
日
　
御
記
録
処

追
而



「秋
田
藩
家
蔵
文
書

あ

成
立
の
過
程

史
料
７

覚

石
井
　
水ヽ
治

袋
田
駿
河
守
愛
義
書

一
通

元
服
書

一
通

花
押
之
占
書

一
通

右
明
和
年
中
差
出
候
所
、
御
記
録

二
被
載
置
、
其
醐
本
書
被
返
付
候
、
追
而

御
青
印
書
可
被
添
ド
被
　
仰
渡
候
趣
此
度
中
出
候
、
御
吟
味
之
次
第
有
之
間
、

右
書
早
々
可
指
出
候

占
系
図
弐
巻

続
系
図
壱
冊

同
　
　
士τ
冊
　
同
　
五
郎
右
衛
門

同
　
　
士τ
冊
　
同
　
又
左
衛
門

右
明
和
年
中
指
出
候
趣
此
度
中
出
候
得
共
、
安
永
年
中
御
本
丸
御
焼
失
之
醐

焼
失
致
候
哉
、
当
時
無
之
候
、
此
旨
可
相
意
得
候

二
月
日
　
御
記
録
所

な
お
、
元
禄

・
宝
永
期
の

「被
仰
渡
控
帳
」
に
類
す
る
も
の
と
し
て
は

「御

青
印
控
車
稿
」
（県
Ａ

一
三
二
）
が
あ
る
。
史
料
６

ｏ
７
の
石
井
鶴
治

（永
治
）

宛
の
文
面
は
記
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
一‐家
蔵
文
書
」
に
も
新
規
提
出
の
三
点
は

記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
明
和
～
寛
政
期
の
編
纂
過
程
を
知
る
上
で
貴
重

な
史
料
で
あ
る
。

「家
蔵
文
書
」
に
も
記
録
さ
れ
、
一青
印
状
」
が
発
給
さ
れ
た
例

（「御
青
印

控
草
稿
」
に
も
記
録
さ
れ
て
い
る
）
と
し
て
は
、
史
料
８
が
あ
る
。

史
料
８

金
　
与
七
郎

小
野
寺
保
通
書
式
通

右
伝
来
之
文
書
た
る
事
顕
然
也
、
委
細
写
之
御
記
録
被
載
置
乏
、
向
来
火
災

・

紛
失
等
於
有
之

ハ
、
以
御
序
御
写
拝
領
、
可
備
後
代
之
亀
鑑
も
の
也

寛
政
五
年
二
月
日

（占
印
）

〓
一　
文
化
期
以
降

「家
蔵
文
書
」
〓
八^

（表
１
の
１８
）
は
、
文
化
年
間
以
降
に
編
纂
さ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
前
節
ま
で
に
見
た
よ
う
な
文
書
提
出
命
令
は
確
認
で
き

な
い
。
し
か
し
編
纂
の
き

っ
か
け
と
な

っ
た
の
は
、
文
化
二
年
正
月
の
被
仰
渡

（史
料
９
）
で
あ

っ
た
と
推
測
で
き
る
。

史
料
９

（　
一日
）
　

　

　

（
会
所

力
）

文
化
■
年
■
正
月
廿
□
□
、
於
御
□
□
御
張
出
を
以
被
仰
渡
、
左
之
通

覚

明
和
年
中
御
家
中
系
図

［御
取
纏
可
被
］
成
置
、
其
刻

一
統
御
記
録
所

（
紛

）

稚

書
出
候
処
］
、
安
永
年
中
　
御
本
丸
御
焼
失
之
節
、
焼
亡
或
□

乱

・
水
浸

等

二
相
成
候
間
、
其
後

［追
々
］
被
返
候
、
依
而
此
度
新

二
御
取
纏

［被
成

置
候
間
］
、
元
祖
よ
り
当
代
迄
相
知
候

［丈
ケ
］
相
調
可
被
書
出
、
不
造
事
蹟

ハ
記
載
致
間
敷
候



但
宝
永
年
中
系
図
拝
領

［之
面
々
は
］
、
元
禄
よ
り
以
来
可
被
書
出
候
、

共

［他
は
」

一
統
元
祖
よ
り
可
被
書
出
候

系
図
調
方
左
之
通

一
姓
氏
名

・
実
名

・
幼
名
之
事

但
改
名
致
候
輩

ハ
以
前
之

［名
ｏ
実
名
］
共

二
可
相
記
事

（
生

）

一
□
年
月
日
之
事

（中
略
）

右
之
通
、
美
濃
紙
竪
帖
小
日
張
致
、
末
文

二
指
出
候
節
之
年
月
日

・
名
前

相
記
、
両
判

二
而
可
被
指
出
候

系
図
指
出
方
左
之
通

一
宗
家
之
面
々
ハ
、
分
家
之
系
図
取
纏
可
被
指
出
候

但
分
流
系
図

ハ
、　
一
家
限
別
冊

二
相
調
可
被
指
出
候
丼
御
附
人
又
は
証
文

伝
来
之
陪
臣

二
分
流
有
之
分
、
右
同
断

（中
略
）

右
之
通
取
纏
、
久
保
田
ハ
当
七
月
限
、
在
々
ハ
同
八
月
限
御
記
録
所
江
可

被
指
出
候
、
惣
而
難
心
得
義
有
之
候

ハ
ヽ
、
同
処
江
可
被
相
伺
候

右
之
趣
、
壱
町
井
支
配
有
之
面
々
ハ
其
方

へ
も
可
被
中
渡
候
、
以
Ｌ

正
月

史
料
９
は
、
「
町
触
拍
」

一
九

（
Ａ
三

一
七
―
五
七
―
二
０
）
か
ら
の
抜
粋

で
あ
る
。
「被
仰
渡
控
帳
」

一
四

（
Ａ
Ｓ
＾
．八
０
１
三
―

一
四
）

に
ほ
ぼ
同
文

の
内
容
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
「
町
触
拍
」
の
虫
損
部
分
は
同
書

に
よ
り
復
元

で
き
る
。
た
だ
し
同
書
の
末
尾
は
以
下
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

「秋
田
藩
家
蔵
文
書
」
の
成
立
の
過
程

右
之
通
取
纏
、
　

御
城
ド
は
来
四
月
限
、
在
々
は
同
五
月
限
、
御
記
録
所
江

可
被
差
出
候
、
惣
而
難
心
得
儀
有
之
候

ハ
ヽ
、
同
処
江
可
被
相
伺
候

右
之
通
、
文
化
元
年
甲
子
十
二
月
御
役
頭
江
差
出
、
直
々
老
衆
江
被
仰
上

候
処
、
同
二
乙
■
正
月
廿
三
日
町
触

二
而
被
　
仰
渡
候

但
久
保
円
ハ
当
七
月
限
、
在
々
ハ
同
八
月
限
と
被
　
仰
渡
候

し
た
が

っ
て
、
「
町
触
拍
」
所
収
の
被
仰
渡
は
、
原
案
が
文
化
元
年
卜
二
月

に

「御
役
頭
」
に
提
出
さ
れ
、
「老
衆
」
（家
老
）
の
裁
粉
を
経
て
、
翌
年
正
月

二
十
二
日
に

「‐町
触
」
と
し
て
仰
渡
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
際
、
提
出
期

限
に
つ
い
て
は
原
案
で

「
御
城
下
は
来
四
月
限
、
在
々
は
同
五
月
限
」
と
あ

っ

た
も
の
が
、
「
久
保
円

ハ
当
七
月
限
、
在
々
ハ
同
八
月
限
」
と
変
更
さ
れ
た
こ

と
が
わ
か
る
。

こ
の
命
令
を
受
け
て
藩
に
提
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
文
化
二
年
～
二
年
の

藩
士
の
系
図
の
な
か
に
は
、
山
緒
書
部
分
に
相
伝
文
書
の
リ
ス
ト
が
記
録
さ
れ

て
い
る
も
の
が
あ
り

（前
述
の

「‐石
井
氏
系
図
」
も
そ
の

一
例
）
、
記
録
所

で

は
確
認
の
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
た
も
の
に
つ
い
て
原
本
を
提
出
さ
せ
、
検
討

後
に
原
本
の
返
却

・
〓
日
印
状
」
の
発
給

・
「家
蔵
文
書
」

へ
の
記
録
と
な

っ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
「家
蔵
文
書
」
三
八
に
記
録
さ
れ
た
所
蔵
者
は
三
卜
二
人
で
あ
る
が
、

こ
の
う
ち
三
卜
二
人
に
つ
い
て
は
、
文
化
五
年
二
月
付
で

「青
印
状
」
が
発
給

さ
れ
た
こ
と
が
、
「，御
青
印
控
」
（県
Ａ

一
二
四
）
に
よ
り
推
定
で
き
る
。
同
書

に
は
、
文
化

・
文
政
期
の

「青
印
状
」
の
発
給
先
が
二
十
八
人
分
記
録
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
つ
ち
＾
十́
二
人
分
が
文
化
五
年
二
月
付

で
あ
り
、
「
家
蔵
文
詳
」

一

．



一秋
田
藩
家
蔵
文
書
」
の
成
立
の
過
程

三
八
に
記
録
さ
れ
た
所
蔵
者
の
う
ち
の
一
．十
二
人
と

一
致
し
て
い
る
。
こ
の
こ

と
か
ら

「家
蔵
文
書
」
の
編
纂
に
は
、
文
化
五
年
に
ひ
と

つ
の
画
期
が
あ

っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

「御
占
印
控
」
に
記
録
さ
れ
た
他
の
十
五
の
発
給
先
の
う
ち
、
「家
蔵
文
書
」

三
八
に

一
、
同
三
七
に
三
、
同
六

一
に
二
が
確
認
で
き
る
。
「
御
蔵
書
目
録
」

に
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
小
倉
忠
右
衛
門

・
池
見
安
左
衛
門
所
蔵
史
料

九
点
が

「
家
蔵
文
書
」

二^
六
所
収
分
と
重
複
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
「
家
蔵
文

書
」
三
七
に
つ
い
て
は
構
成
Ｌ
の
問
題
が
あ
る
が
、
文
政
年
間
に
確
認
さ
れ
た

史
料
が
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
こ
れ
は

「家
蔵
文
書
」
六

一
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
「家
蔵
文
書
」
六
●
は
表
題
に

「
家
蔵
文
書
断

片
」
と
あ
る
よ
う
に
、
他
と
は
性
格
が
異
な
る
も
の
と
考
え
る
。

「御
青
印
控
」
の

「家
蔵
文
書
」
三
七
に
は
石
井
新
蔵
人
所
蔵
史
料
が
二
点

記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
の

一
点
が
史
料
１０
で
あ
る
。
「
御
青
印
控
」

に

よ
れ
ば
文
政
元
年
十
＾
．月
付
で
青
印
状
が
発
給
さ
れ
て
お
り
、
「
渋
江
和
光
目

記
」
。
一〇
の
文
政
元
年
十
二
月
卜
六
日
条
に
も
こ
の
史
料
が
引
用
さ
れ
、
「
十

二
所
給
人
石
井
新
蔵
人
所
持
、
今
日
御
記
録
所
よ
り
御
青
印
被
相
渡
候
由
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
発
給
目
が
確
認
で
き
る
。

史
料
１０

高

根

織

部

石

井

蔵

人

刃
心　
　
　
堅
　
物

谷
田
部
久
右
衛
門

ァイ

ナ

御
検
地
中
、

い

つ
れ
の
村

に
て
も
可
相
心
得
次
第
之
事

一
伝
馬
五
疋
、
村

つ
た
ひ
に
可
出
事

一
上
下
拾
八
人
之
賄
、
ロ

二
三
度

つ
ゝ
、
但
壱
汁
壱
菜
之
事
、

は
み
、　
一
ロ

ニ
付
大
豆
弐
升

つ
ゝ
之
事

一
酒

ハ
か
た
く
停
止
之
事

右
肝
煎

・
百
姓
如
在
中
間
敷
も
の
也

慶
長
拾
九
年

二
月
九
日
　
　
　
　
　
　
渋
　
江
　
内
　
膳

（黒
印
）

な
お
、
史
料
１１
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
藩
■
に
と

っ
て
は
所
蔵
史
料

が
藩
に
よ
っ
て
記
録

・
保
証
さ
れ
る
こ
と
自
体
、
家
の
存
続
に
か
か
わ
る
重
大

な
問
題
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

史
料
１１

佐
竹
左
衛
門
家
人

菊
地
　
文

一
郎

右
関
東
譜
代
之
家
臣

二
而
、
三
代
之
祖
摯
前
康
秀
江
所
与
之
書
姓
名
及
大
閤
秀

吉
公
朱
印
之
書
他
家
令
伝
来
之
所
、
元
禄
年
中
文
書
御
吟
味
之
節
、
故
在
之
御

青
印
不
被
下
、
寛
政
年
中
御
記
録

二
被
載
置
、
御
青
印
書
被
添
下
、
尚
此
度
南

左
衛
門
尉
義
種
中
祖
孫
兵
衛
江
所
与
之
書
差
出
之
、
御
記
録

二
被
載
置
、
御
青

印
書
被
添
下
候
、
依
之
御
吟
味
之
上
、
元
禄
之
度
被
定
置
候
証
文
伝
来
之
子
孫

二
準
し
、
向
後
家
系
御
記
録
江
被
載
下
も
の
也

文
政
十
年
十
月
日

助
右
衛
Fll



お

わ

り

に

本
稿

で
は
、
公
文
書
館
所
蔵

の

「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
」
六
卜

一
冊
の
編
纂

・

成
立

の
過
程

に

つ
い
て
、
人
保
期

の

「
御
蔵
吉
目
録
」

の
記
載
内
容
を
も
と
に

三
期

に
区
分
し
て
検
討
し
て
み
た
。

文
書
提
出
命
令
か
ら

「
青
印
状
」

の
発
給

に
い
た
る
過
程
は
各
時
期
と
も
同

様

に
見
え
る
が
、
編
纂
を
担
当
し
た
文
書
所

（記
録
所
）

の
藩
内

に
お
け
る
位

置
は
変
化
し
て
い
る
。
享
保
期

に
記
録
所

に
改
称
さ
れ
、
「
秋

田
史
館
」

の
青

印
が
封
印
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
典
型

で
あ
ろ
う
。

ま
た
元
禄

・
宝
永
期

に
は

「
御
文
書
」
も

「
文
書
□
録
」
に
含
ま
れ
て
い
た

が
、
人
保
期

に
は
別
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
「
家
蔵
文
書
」

の
性
格

は
藩
政
期

に
も
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

筆
者
は
先

に

一
佐
竹
家
譜

一
の
編
纂
過
程
を
た
ど

っ
て
み
た
が
、

こ
こ
で
も

編
纂
方
針

の
変
化
が
あ

っ
た
ｃ
元
禄

・
宝
永
期

に
そ
の
原
型
が
成
立
し
た
と
考

え
ら
れ
る
佐
竹
義
宣

（初
代
藩
卜
）
ま
で
の
家
譜

の
う
ち
、
特
に

「義
宣
家
譜

一

に
は
同
時
期

に
編
纂
が
進
め
ら
れ
た

「
家
蔵
文
井
」
に
記
録
さ
れ
た
史
料
が
多

数
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
前
述

の
と
お
り
で
あ
る
。
一
代^
藩
主
義
隆
以
降

の
家
譜

に
は

「
家
蔵
文
書
」
か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ
な
く
な
り
、
圧
代
藩
主

の

「
義
峯
家
譜
」
か
ら
は

「
御
Ｈ
記
」
を
主
と
し
て
引
証
す

る
こ
と
が
明
文
化

さ

れ
た
。

こ
の

「
義
峯
家
譜
」
が
完
成
し
た
の
が
明
和
＾
年^

で
あ

っ
た
。

藩
十

に
交
付
さ
れ
た

「
青
印
状
」

に
は

「
御
記
録

二
被
載
置
」
と
い
う
文
書

一秋
田
藩
家
蔵
文
書
」の
成
立
の
過
程

が
記
さ
れ
て
い
る
こ
藩
ｌｆ
の
相
伝
文
書

の

一
御
記
録
」
と
は

一
家
蔵
文
書
」

の

こ
と
で
あ

っ
た
。
新
規
提
出
分

に

つ
い
て

「
御
記
録
」
公
家
蔵
文
書
し

が
編

纂
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す

で
に
編
纂

さ
れ

て
い
る

「
家
蔵
文
書
」

に
は

「
御
記
録
」
と
し
て
の
位
置
付
け
が
継
続
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
家
蔵
文
書
」
は
藩
と
藩
十

の
双
方

に
と

っ
て
、
そ
の
系
譜
を
公
的

に
確
認

す
る
う
え
で
、
保
管

・
利
用
さ
れ
て
き
た
史
料
群

の

一
部
と
考
え
ら
れ
る
。
藩

に
と

っ
て
は
、
家
臣
団
統
制

の
面
か
ら
も
藩
ｌｆ
の
系
譜
を
把
握
す
る
必
要
が
あ

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
系
図
だ
け
で
な
く
相
伝
文
書

の
提
出
を
求
め

て
い
る
と
こ
ろ
に
、
検
討

に
あ
た

っ
て
の
姿
勢
が
わ
か
る
。

「
家
蔵
文
書
」

に

記
録
さ
れ
る
こ
と
は
、
相
伝
文
書

が

「
後
代

の
亀
鑑
」

と
し

て
藩
か
ら
保
証

さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
藩
―‐
の
家
が
藩
内

に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
で
も
あ

っ

た
。
「
家
蔵
文
書
」

の
編
纂
が
継
続
さ
れ
た
こ
と
は
、
文
書
を
伝

え
る
こ
と

の

重
要
性
が
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
反
映

で
あ
ろ
う
。

一証（１
）

「秋
田
縣
史
」
第
二
冊

（
．
七
六
～

一
八
八
ベ
ー
ジ
）。
『秋
田
県
史
」
第
二
巻

近
世
編
上

（四

一
八
～
四
一
０^
ベ
ー
ジ
）。
市
村
高
男

一
い
わ
ゆ
る

『
秋
田
藩
家

蔵
文
書
」
に
つ
い
て
の
覚
書
」
∩
．小
山
市
史
研
究
』
第
二
号
）。
根
岸
茂
夫

「
元

禄
期
秋
田
藩
の
修
史
事
業
」
含
．栃
木
史
学
』
第
五
号
）

（２
）

拙
稿

「『秋
田
藩
家
蔵
文
書
」
の
伝
来
の
過
程
」
（秋
田
県
公
文
書
館

一
研
究
紀

要
』
第
二
号
）

（３
）

「義
処
家
譜

一
下

（Ａ
Ｓ
●
八
八
―

一
―

一
七
）
に
よ
れ
ば
、
義
処
は
元
禄
九
年

二
月
十
六
日
参
勤
交
代
の
た
め
に
秋
田
を
出
発
、
四
月
十

．
日
に
江
戸
に
到
着

し
て
い
る
。
史
料
１
の
提
出
命
令
が
出
さ
れ
た
八
月
に
は
義
処
は
江
戸
に
お
り
、

一
一二



一秋
田
藩
家
蔵
文
書

ゐ

成
立
の
過
程

秋
田
に
い
る
者
に
と

っ
て
は

「従
江
戸
被
　
仰
付

一
と
い
う
表
現
に
な
る
の
で

あ

ろ

う

。

（
４
）

一国
典
類
抄
」
前
篇
嘉
部
三
八
所
収

一御
文
書
取
纏

一
元
禄
卜
年
八
月
十
六
日
条

（出
典

「‐泰
純
処
持
被
仰
渡
拍
し
。
　
一
国
典
類
抄
」
で
は
、
４
の

「
一
、
所
々
流

布
教
候
伝
説
に
て
、
中
Ｌ
に
も
不
及
と
存
候
吉
物
成
共
、
自
分
に
打
捨
不
持
置

一

部
分
が

一
＾
、
処
々
流
布
致
候
伝
説
等
成
共
自
分

二
打
捨
差
置
」
と
あ
り
、
史

料
２
の
４
の

一
に
て
、
中
上
に
も
不
及
と
存
候
書
物
」

の
部
分
が

「
等

一
に
置

き
換
え
ら
れ
て
い
る
。

（
，

）

前
掲

（
１
）
根
岸
論
文
。
な
お
公
文
書
館
所
蔵
の

「
金
砂
日
記
」

の
類
吉
と
し

て
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

「
金
砂
日
記

一
■

四
―

．
´
七
）

「金
砂
紀
行

一
（十

＾
七

一
）

「金
砂
日
記
写
」
（狩

一
三
四
）

「常
陽
経
歴
之
日
記

一
（
Ａ
Ｈ
＾
八
八
―

．
）

「
金
砂
＝
記
抜
書
」
公
伊
．り
園
茶
話

一
六

（八
―
六
九
九
）
所
収
）

（
６
）

一
国
典
類
抄
」
」理
婦
嘉
部
三
八
所
収

「
御
文
書
取
纏

一
元
禄
十
年
■
月
朔
Ｈ
条

（出
典

「
山
方
太
郎
左
衛
門
泰
純
処
持
田
崎
善
助
秀
叙
御
物
頭
勤
中
国
記
し

（
７
）

『
秋
田
県
歴
史
資
料
＝
録
　
第
―
．１
集
」
に
、
秋
田
図
書
館
が

一
元
禄
家
伝
文
書

一

と
い
う
独
立
文
庫
名
で
ま
と
め
た

一
１
、
四
九
二
点
」

の
系
図

・
由
緒
書
等
が

整
理
さ
れ
て
い
る

（
Ａ
二
八
八
．
三
―
六
八
七
～
三

一
八

一
）
。
ま
た
秋
田
県
庁

か
ら
の
移
管
資
料

に
も
三
圧
●
点
余
の
系
図

・
曲
緒
書
等
が
含
ま
れ
て
い
る

（県
Ｂ
Ｉ
二
八
～
九

．
四
の
中
に
混
在
）。
こ
の
両
者
は
秋
田
藩
か
ら
秋
田
県
に

移
さ
れ
、
そ
の

一
部
が
秋
田
図
書
館
に
貸
し
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
関
覧
請

求
の
頻
度
が
非
常
に
高
い
こ
と
か
ら
、
再
整
理
が
大
き
な
課
題
の
ひ
と
つ
と
な
っ

て
い
る
。

（
８
）

前
掲

（
１
）
根
岸
論
文
で
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
元
禄
卜
年
卜
二
月
の

提
出
命
令
は

一
国
典
類
抄

一
前
篇
嘉
部
三
八
所
収

一
御
文
書
取
纏
」
元
禄
十
年

卜
‐
月
日
不
知
条

（出
典

一山
方
清
兵
衛
利
直
日
記
し
、
同
―
三
年
九
月
の
提

出
命
令
は

一
国
典
類
抄
」
前
篇
嘉
部
．一
八
所
収

一
御
文
書
取
纏

」

九
月
ニ
ト
九
日
条

（出
典

一向
右
近
守
政
御
相
手
番
勤
中
国
記

じ

の
命
令
）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

遠
藤
巌
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

前
掲

（
２
）
拙
稿
註

（
２３
）
で
再
整
理
の
た
め
の
調
査
が
必
要

で
あ
る
こ
と
に

ふ
れ
て
い
る
が
、
「‐被
仰
渡
控
帳
」
（
Ａ
Ｓ
一
．八
０
１
三
―

一
～
二
０
）

の
再
整

理
は
、
一家
蔵
文
書
」
の
編
纂

・
成
立
の
過
程
を
検
討
す
る
う
え
で
も
不
可
欠
な

仕
事
で
あ
る

（表
２
は
そ
の
基
礎
資
料
の

一
部
で
あ
る
）。
な
お
、
前
述
の

「
御

蔵
書
Ｈ
録
」
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る

（
算
用
数
字
は
便
官
上
付
し
た

も
の
）。

九
部

ｌ
　

一
御
系
図
御
伝
記
御
改

二
付
御
家
中
江
被
仰
触
之
拍

　

一
冊

２
　

一
廻
座
之
面
々
江
被
仰
渡
拍

　
一
冊

３
　

一
支
流
之
面
々
証
文
草
稿

　
一
冊

４
　

．
御
旗
本
被
仰
渡
拍
　
十
六
冊

但
元
禄
十
１
年
よ
り
寛
政
五
年
ま
て

一ｂ
　

＾
御
旗
本
丼
在
々
被
仰
渡
拍
　
一二
冊

但
元
禄
十
四
年

　

．
冊

同
寛
政
十
二
年

　

＾
冊

同
文
化
二
年
　
　
．
冊

６
　

一
在
々
被
仰
渡
拍
　
八
冊

但
元
禄
十
二
年
よ
り
享
保
六
年
迄

７
　

．
在
々
給
人
被
仰
渡
拍
　
卜

・．́
冊

内
寛
政
五
年
　
十
冊

同
寛
政
八
年

　
一
冊

同
寛
政
九
年
　
＾
一冊

８
　

一
御
旗
本
在
々
御
奉
公
格
式

　

．
冊

（ド
洛
一

（
９
）

（
１０
）

辰 禄
ブヽ  |´

り1 「1

イ寸 イ11



表
‐
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卑墜

表 2 「被仰渡控帳」 (A S280-3-1～ 20)

紙 (内 題)             '11 ~~~1民
~~~~~――

w]|´       |ヽ         1 口‖ ワ
 |

元禄H～ 12年1 1 1在 々江被仰渡控帳一秋
田
藩
家
蔵
文
書
」
の
成
立
の
過
程

「

~~~~「 ~~~~           ~  ~~~~~

1 2 1旗本被仰渡 (町 置書付相渡控) 元禄13年
■――十一――――――――――――――

1 3 1御旗本被仰渡控

1 4 1御旗本被仰渡控

ラ亡ネ泉15■三

元禄1611

5

6

7 1廻座之面 ,々l:被 仰渡控

宝永4～ 6イ ]i

|(元禄 13年 1点 アリ)

1宝永7年～享保9イ「

|(寛延4イ]il点 アリ)

克政5年

1 4 1
1      1

|
-―

―

旗本被仰渡控

― 十
――

旗本被仰渡控

8 1四家始引渡 )「 分流家人被仰渡||| 寛政5(「

9 1角館元御家中被仰渡||| 寛政5イ「

10 1大山 |‐ 郎組 ド院内給人被仰渡オ|| 寛政5イ「

|(寛政9イ 111点 アリ)

1寛政5イ「

‐   7

1   7

11 戸村 |´大人・向帯フ」組 ト

横手給人,|:被 仰渡拍

12 1御旗本諸十江被仰渡lil
‐
寛政5年

13 1佐竹主計丼組下給人江再被仰渡控 寛政9年

1 14 1久 保 lll在 々江被仰渡控 文化2年 ____IJ生

‐   7

両」1百面

「

シ)~~~~      |

ハ摯生枷哩――■遅糠
寛政5年

1191注所千被仰渡稿   ~
20 (表 紙ナシ)

註、 通番は整理記レナ・番 llの :番 目の数字と一致させた。 1は整理記 号・番号AS
280-3 1と 対応する。備考欄には「御蔵言日録」の「九部Jに 記録 された史料で

対応すると思われるものを算用数字で示 した。

この20冊 のうち、文書返却等にともなう「青印状」の発給の記録という視点で時

期を区分すれば以 下のようになろう。

元禄 01主永期 1～ 4、 16、 5、 (19)、 (6)

l}:徳 ■享保期 19、 6

7 .

寛政期

その他

7～ 12、 15、 17、 (13)

14(文 化2年の系図提出命令)

18(出 仕 0継 |1等の先例の記録)

20(中村光得 。大和田時胤の書状等)



「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
」
の
成
立
の
過
程

（
Ｈ
）

史
料
３
は

「
秋
田
縣
史
』
第
二
冊

（
一
八
四
～

．
八
五

ペ
ー
ジ
）

に
紹
介
さ
れ

て
い
る
が
、
原
本
は
人
館
市
ケ
一中
央
図
書
館
所
蔵
の
　
真
崎
文
庫
」

に
お
さ
め

ら
れ
て
い
る

（請
求
記
号
Ｍ
・
一七
六
）
。
「真
崎
文
庫

一
は
真
崎
勇
助
の
収
集
資

料
が
中
心
と
な

っ
て
い
る
が
、
一
秋
田
縣
史
』
の
執
筆
を
分
担
し
た
際

に
も
活
用

さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
な
お
史
料
６

（
Ｍ
・
一七
七
）
・
史
料
７

（
Ｍ
三

七
八
）
も

「真
崎
文
庫

」
所
収
史
料
で
あ
る
。

（
‐２
）

梅
津
半
右
衛
門
忠
昭
は
家
老

に
も
な

っ
た
秋
田
藩

の
重
臣
の
ひ
と
り
で
あ
り
、

義
宣
家
譜

」
に
は
梅
津
忠
昭
家
蔵
文
書
が
八
卜
八
点
引
用
さ
れ
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
、
一
家
蔵
文
書

」
´

（文
書
日
録
）

に
名
前
が
記
録
さ
れ
、
一‐家
蔵
文
書
」

一
一四
の
題
姿
に
も

「
梅
津

。
梅
津
」
と
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
四́
の
冒
頭

の
日
録
に
は
梅
津
与
左
衛
門
忠
経
の
名
前
し
か
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
梅
津
忠
昭

家
蔵
文
書
は

「家
蔵
文
書
」
の
中
に
は
伝
わ

っ
て
い
な
い
。
前
述

の

一
御
蔵
書

目
録

一
で
は
、
一
七
之
内
義
部

」
に

一‐梅
津
半
右
衛
門
忠
昭
所
蔵
文
書
写

．
冊
」

と
記
録
さ
れ
て
お
り
、
な
ん
ら
か
の
理
由
で

「家
蔵
文
書

一
か
ら
は
ず
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
か
。

（
日
）

一
国
典
類
抄

一
前
篇
嘉
部
三
八
所
収

「御
文
書
取
纏

一
享
保
十
二
年
二
月
一
．十
１
´
１

条

（出
典

一
御
政
務
処
御
書
物
今
宮
大
学
義
透
御
家
老
勤
中
目
記

し

（
‐４
）

「
国
典
類
抄

一
後
篇
嘉
部
三
四
所
収

「
御
文
書
取
纏
」
明
和

‐^．年
五
月
二
日
条

（出
典

「
上
屋
弥
五
左
衛
門
知
虎
大
小
姓
御
呑
頭
勤
中
国
記

し

（
‐５
）

史
料
８
の

一
青
印
状

一
（
Ａ
Ｈ
一
．八
八
．
‥

―
一
七
‐　
´
）
の

一
小
野
寺
保
通
書

式
通
」
に
該
当
す
る
史
料
は
、
金
弥
八
郎
道
秀
宛
正
保
三
年
五
月
圧
日
付

の
小

野
寺
保
道
名
字
書
出
三
通
で
あ
り
、
一‐家
蔵
文
書
」
圧
二
の
四
二
番
目
と
四

．
番

目
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
原
本
か
と
考
え
ら
れ
る
史
料
は
、
史
料
８

と
同
様
に
公
文
書
館
所
蔵

一
東
山
文
暉

一
（東
山
太
二
郎
氏
収
集
資
料
）

に
お
さ

め
ら
れ
て
お
り
、
一家
蔵
文
書
」
所
収
史
料
と
の
対
応
関
係
は
以
下
の
通
り
で
あ

ワう
。

「
家
蔵
文
書

一
た
三
―
四
＾
一…
…
Ａ
Ｈ
ｌ
八
八
　
三

十
一
七
　
・二

一
家
蔵
文
書

一
五
■
―
四
三
…
…
Ａ
Ｈ
二
八
八
．
１
１

．
七

―
二

一
六

（
‐６
）

拙
稿

「
『
佐
竹
家
譜
』
編
纂
に
関
わ
る
若
Ｆ
の
史
料
」
（
秋
―――
県
公
文
書
館

『
研

究
紀
要
」
創
刊
号
）

（
‐７
）

一
町
触
拍

」一
二
四

（
Ａ

一́
一
Ｌ
‐
五
七

‐
三
圧
）
に
は
、
一
御
近
代
よ
り
格
合
御

取
立
、
又
は
百
姓

・
町
人
武
ゴｆ
に
被
召
立
候
を
新
家
と
唱
候
事
」
と
し
て
、
文

政
八
年
六
月
二
十
二
日
の
被
仰
渡
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
公
文
書
館
所
蔵
と
な
っ

た
藩
世
の
系
図
に
は

「新
家

一
の
も
の
も
含
ま
れ
て
お
り
、

そ
の
整
理
は
今
後

の
課
題
と
し
て
残

っ
て
い
る
。
な
お
、
一
渋
江
和
光
Ｈ

‐ｉ己
」
四
二

（
Ａ
三
八
九

‐

二

一
九
　
四
三
）

の
文
政
八
年
六
月
＾
一卜
三
日
条

に
は
、
前
述
の
被
仰
渡
が

「
町
触
」
と

一‐組
ド
持

一
の

一系
統
の
回
文
で
和
光
の
家
に
伝
え
ら
れ
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。
文
政
八
年
以
降
に
発
給
さ
れ
た

「
青
印
状

一
を
検
討
す
る
―‐

で
の
参
考
と
な
ろ
う
。

付
記
　
本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
、
人
館
市
立
中
央
図
書
館
に
、
「
真
崎
文
庫
」
所
収
資

料
の
関
覧
の
便
官
を
は
か

っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
感
謝
い
た
し
ま
す
。

（古
文
書
課
専
門
員
　
い
と
ら
ン　
か

つ
み
）



秋
田
県
布
達
集
に
つ
い
て

は
じ
め
に

一　

秋
田
県
布
達
集

の
概
要

一　
布
達
と
は
何
か

１
　
布
達

の
種
類

２
　
布
達

の
内
容

３
　
布
達

の
方
法

●
．

職
務
分
課
の
変
遷
と
布
達
集

お
わ
り
に

は

じ

め

に

布
達
と
は
、
広
く

一
般

に
ふ
れ
達
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
通
達

の
こ
と

で
あ
る
が
、
特

に
明
治
卜
九
年

（
一
八
八
六
）
の
公
文
式
制
定
以
前

の
行
政
命

令
を
総
称
し
て
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。

当
時

の
中
央
政
府

で
あ
る
太
政
官
か
ら
発
せ
ら
れ
た
命
令
を
布
告
と
い
つ
が
、

秋
田
県
布
達
集
に
つ
い
て

藤

隆

そ
れ
ら
が
各
府
県
に
令
達
さ
れ
、
各
府
県
で
さ
ら
に
管
内
に
ふ
れ
達
す
る
た
め
、

印
刷
さ
れ
、
各
大
小
区

・
戸
長
役
場

・
浦
役
場
あ
る
い
は
郡
役
所

ｏ
町
村
役
場

に
頒
布
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
令
達
さ
れ
た
府
県
の
行
政
命
令
を
編
綴
し
た
も
の
を

布
達
集
と
よ
び
、
各
都
道
府
県
に
お
い
て
府
県
庁
文
書
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い

ＺＯ
。秋

田
県
で
は
、
明
治
五
年

（
一
八
七
二
）
の
県
庁
開
庁
か
ら
、
布
達
が
県
報

に
登
載
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
明
治
二
十
二
年

（
一
八
八
九
）
ま
で
が
、
若
ト

の
欠
本
を
除
き
ほ
ぼ
揃

っ
て
い
る
。
本
館
で
は
、
太
政
官
の
目
誌
布
告
を
含
め

約
二
〇
０
冊
の
布
達
関
係
簿
冊

（官
省
指
令
、
往
復
文
書
な
ど
を
除
く
）
を
所

蔵
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
県
の
布
達
と
よ
べ
る
も
の
は
、
編
綴
の
違
い
に
よ
る

重
複
を
除
く
と
、
明
治
五
年
か
ら
ニ
ト
ニ
年
ま
で
の
分
で
九
十
六
冊
と
な

っ
て

い
る
。

ま
た
、
秋
田
県
立
図
書
館

に
お
い
て
古
書
店
か
ら
購
入
し
た
布
達
集
が
、
明

治
六
年
か
ら
二
十
１
年
ま
で
八
十
冊

（太
政
官
布
告
五
冊
を
含
む
）
あ
り
、
す

べ
て
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
に
収
め
た
Ｌ

で
、
プ
リ

ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
複
製
本
を

佐



秋
田
県
布
達
集
に
つ
い
て

一
Ｃ
Ｏ
冊
に
編
綴
し
直
し
て
、
本
館

の
関
覧
室

に
配
架
し

て
い
る

（
そ
の
後
、

利
用
の
簡
便
化

の
た
め
目
次
編
四
冊
と
、
三
井
本

の
欠
本
分
を
補
う
補
遺
編
ヽ
．

十
六
冊
を
追
加
し
全

一
二^
３
冊
と
な

っ
た
）
。

布
達
集
は
、
太
政
官

の
施
策
を
研
究
す
る
だ
け
で
な
く
、
明
治
期

の
秋
田
県

の
県
政
を
知
る
Ｌ

で
基
本
と
な
る
史
料
と
い
え
る
。
今
回
の
複
製
本

の
配
架

に

よ

っ
て
布
達
集

の
利
用
が
す
す
み
、
秋
田
県

の
明
治
前
期

の
地
方
行
政
史
研
究

が
進
展
す
る
こ
と
を
願

っ
て
い
る
が
、
本
稿

で
は
、
史
料
解
題
と
し
て
布
達
集

利
用
の

一
助
と
な
る
よ
う
秋
田
県
布
達
集

の
概
要

に

つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た

い
。

一　

秋
田
県
布
達
集
の
概
要

各
都
道
府
県
庁
で
保
存
さ
れ
て
い
た
文
書
、
す
な
わ
ち
府
県
庁
文
書
に
お
い

て
、
布
達
類
は
、
明
治
前
半
の
基
本
的
な
史
料
と
し
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ

と
は
、
兼
ね
て
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

上
條
宏
之
氏
は
日
本
占
文
書
学
講
座
第
九
巻
の

「
府
県
庁
文
圭
己

に
お
い
て
、

府
県
庁
文
書
の
種
類
の
筆
頭
に
あ
げ
、
「府
県
行
政
の
基
本
的
な
動
向
を
伝
え

る
も
の
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
山
中
永
之
佑
氏
も
、
大
阪
府
布
達
を
例
に
あ
げ

て

「
明
治
の
は
じ
め
か
ら
十
年
代
の
地
方
行
政
を
知
り
得
る
非
常
に
貴
重
な
資

料
」
と
述
べ
て
い
る
。

各
県
で
の
保
存
状
況
を
す
べ
て
網
羅
し
た
も
の
は
な
い
が
、
高
橋
善
Ｌ
氏
の

「
県
庁
文
書
」
に
よ
る
と
、　
一
九
七
四
年
段
階
で
、
岩
手

・
神
奈
川

・
新
潟

・

岐
阜

ｏ
滋
賀

・
徳
島

・
人
分

・
熊
本

・
宮
崎

・
鹿
児
島
の
十
県
の
県
庁

・
県
立

図
書
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（
こ
の
段
階
で
は
秋
田
県

は
入

っ
て
い
な
い
）
。

ま
た
、
明
治
六
年
段
階
で
太
政
官
に
よ
っ
て
、
各
県
の
初
期
の
布
達
が
ま
と

め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
の

『
府
県
概
則
』

（全
五
巻
）

が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

管
内
布
達
は
、
太
政
官
の
中
央
令
達
を
受
け
て
出
さ
れ
て
は
い
る
が
、
各
府

県
独
自
に
出
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
各
府
県
ご
と
に
検
討
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
印
刷
さ
れ
た
も
の
と
は
い
え
、
郡
役
所
文
書
や
戸

長
役
場
文
書
の
中
で
、
偶
然
に
ま
と
ま

っ
た
形
で
見

つ
か
る
場
合
を
除
け
ば
、

県
庁
保
存
文
書
と
い
う
形
で
し
か
残
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が

っ
て
、
県

立
の
公
文
書
館
の
基
礎
作
業
の
大
き
な
柱
と
し
て
、
布
達
関
係
の
整
理
と
い
う

も
の
が
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

戸
長
役
場
に
残
さ
れ
た
布
達
類
と
い
っ
て
も
、
他
の
部
署
に
宛
て
ら
れ
た
も

の
は
残
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
〈
／
回
配
架
し
た
秋
田
県
立
図
書
館
蔵

の
１
井
氏
本
と
よ
ば
れ
る
布
達
の
内
容
を
見
て
み
る
と
表
１
の
よ
う
に
な

っ
て

い
る
。
三
井
氏
本
は
、
昭
和
六
十
二
年
に
秋
田
市
内
の
古
書
店

（
三
島
書
房
）

よ
り
購
入
し
た
も
の
で
、
当
時
の
書
店
主
が
死
亡
し
て
い
る
た
め
、
詳
し
い
経

緯
は
不
明
だ
が
、
お
そ
ら
く
ど
こ
か
の
戸
長
の
家
に
ま
と
ま

っ
て
残

っ
て
い
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
庁
内
の
達
で
あ
る
庁
中
達
が
無
い
し
、
告

示
の
中
で
も
掲
号
達
が
全
く
無
く
、
郡
役
所

へ
の
達
で
あ
る
丙
号
達

・
郡
号
達

も
部
分
的
に
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
。



表 1 秋田県布達集 0三井氏本目録

年代 1  資 *斗 名 内   容

1ヽ61秋田県布令    完     573番 ～786番

二 71秋田県触示____■■■第本 |ビ奎]う番
1  81秋日1県触示    第 ‐～第八 11番～677番

0‐ 面蔦�京  T丁可葛死丁蒸 こ頓
~~~~

10 本火[■ 嚇t角虫′ス 1第
‐～第 111番～403番 、乙1番 ～211番

秋 |‖ 県布達 1第 ^～ 第 1 1111号～193号、乙1号 ～110'ナ

11  1蒙章::I糞
:範‐ =__|

11響葬藷11二 |

出itt_|■二11雄:撃讐量三二二三三
=丁

量

イ浦幸鳥 1111イ ヽ    |20剰 全――_|=_二
「

二単達1911ヽ_型1%●?09■____  |

雉  1争
重刊堤程111ビ

号―― ―― ―|

1可樫盤鮮」警[竃:[=::ゴ:L
1秋田県令     完    1県 令1号～77号

秋 lll県 令    ‐全    1県 令1号～56号

上旦墜 OJtt■il全 _量二______・ i命準2″ ll、 11「8号～61写‐

|             ルャ|+1正]_1111イ Rヽり |― RR与 }                  |

`請

 考

秋
田
県
布
達
集

に

つ
い
て

馨
二三 三市 丁

■ 郵 、ギ
1・― T・二

=・
――J璽 亜≡III:亜:萱二
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表 2 秋田県布達集・公文書館所蔵 リス ト

秋
田
県
布
達
集
に
つ
い
て

Ｏ́



秋
田
県
布
達
集
に
つ
い
て

11096

連
●
て
Ｆ
戸

ま
た
布
達
関
係
の
簿
冊
の
主
な
も
の
は
表
３
に
あ
げ
た
。

三
井
氏
本
と
本
館
所
蔵
の
相
違
を
ま
と
め
る
と
表
４
の
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、

明
治
六
、
九
年
の
三
冊
分
が
欠
本
と
な

っ
て
い
る
も
の
の
、
相
互
に
欠
本
を
補

う
と
明
治
五
年
か
ら
´
十́
二
年
ま
で
が
ほ
ぼ
揃

っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

次
に
、
布
達
関
係
が
全
体
の
館
蔵
資
料
の
中
で
ど
う
い
う
位
置
を
占
め
て
い

の
分
野
別
リ
ス
ト
の
う
ち
、
布
達
集
は
三
分
野
に
分
類
さ
れ
て
お
り
、
あ
わ
せ

て
九
八

一
冊

（九
．
八
％
）
を
占
め
る
。
こ
の
ほ
か
に
、
郡
行
政

・
市
町
村
行

政
関
係
に
ま
だ
関
係
簿
冊
が
含
ま
れ
て
お
り
、
戦
前
公
文
書
の
約

一
割
は
布
達

関
係
と
い
っ
て
よ
い
。
特
に
明
治
二
十
年
代
ま
で
の
簿
冊
は
、
明
治
九
年
か
ら

の
各
部
課
の
事
務
簿
と
並
ん
で
、
布
達
関
係
が
非
常
に
大
き
な
位
置
を
占
め
て

い
る
と
い
え
る
。

一
一　
布
達
と
は
何
か

１
　
布
達
の
種
類

そ
も
そ
も
布
達
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

布
達
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
、
広
辞
苑
に
よ
る
と

「
ひ
ろ
く

一
般
に
ふ
れ
達

す
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
通
達
」
と
な

っ
て
い
る
。
広
辞
苑
に
は
他
に
も
、
布
告

（
一
般
に
知
ら
せ
る
こ
と
）
、
達

（
た
っ
し

¨
官
庁
か
ら
人
民
へ
通
知
す
る
こ
と
、

ま
た
そ
の
文
書
）
、
告
示

（国
家

・
地
方
公
共
団
体
な
ど
が
広
く

一
般

に
向
け

一
一
一

る
の

か
を

見
て
み
る

表
5

に
あ
る
ル

お
り

公
開
目
録

C

五
五
冊l



表 3

◎整I型 番号10967～ 11948 4251‖ |

その他 (郡関係等)  451‖ |

0秋 卜1県関係 (管 内布達)

布達集関係 0所蔵一覧

言14701冊

(官省指令、往復文書等を除 く)

1案自Я景昔

｀留

メ器 1騨ず 1

本県布達留   17冊 |_A/112～ 19

1本県達吉留   24冊 I M7～ 19

1本県ff示 留   14冊 I M15～ 22

1駿旧蹴令 1淵 IM男二男
l1/Nl号達    1 7冊 I M13～ 18

1郡 レナ達     1 5冊 I M19～ 22

1卿曙♯群1珊 1弊∬
1堪
慌規

1珊 1権御

管内4f達オ||な ど

町1号

乙号

乙号

郡役所への達書、筆書き

31～ Tl
Fi:中 令達、「

i:Fナ 達など

|

|

秋
田
県
布
達
集
に
つ
い
てM19～ 22

M22～ 29

二I______上型_1_:望三I翌
O太政官関係 (中 央令達 )

1郷窯革
写

1御達書7J

I御石j(1手 御i主留

1布告全書

1太政τf布 (IF書

1太政官布告留

1太政官布告全書

1禽
警唇漏通し

仝書

1官省公達留

1利 l税 寮達留
1勅令

1宮内省達留、告示達
1文

部省 (公 )達留
1司法省達留

1外務省布達留
1内 務省布達留

1大蔵省達留

地租改il:事 務局公達
1会計検査院達

1陸、海軍省公達留

陸軍省達留

1海軍省達留

1農商務省達留
L部省達留

1教部省 li達留

1輿
冥驚着撻影

会達留

1閣省訂|1令達綴

117冊 |

113冊 |

:冊
|

:器 |

131冊 |

電冊|

11冊 |

|:‖||
161冊 |

1011111

1 1冊 ‐
127冊 |

128冊 |

1 1冊
1 1「

ll l

l lllll l

117‖ |

1 411111

1 21111

1 3111‐

131冊 |

i柵 |

18‖ |

K4～ M4
Ml～ 4、

M2
M4～ 5

M4～ 6

M7
M7～ 12

M13～ 18

A/19～ 16

M4～ 5

M5～ 18

N/16～ 9

M19～ 20

N/16～ 17

M6～ 2()

M6～ 19

M6～
M7～ 19

N/15～ 20

N/18～ 13

M13～ 15

M6～ 8

A/17～ 18

M9～ 17

M14～ 16

M6～ 18

M6～ 10

M13～ 14

M16～ 23

�128-35

内務省達留、現行内務省布達便覧
大蔵省布達全吉、大蔵省告示など

陸lr省達全書など

「:部 省公達留、 1:部 省告示留など

各人|「1達 及JII令 、各人 lli劇 |1令編 Fけ



表 4 秋田県布達集所蔵状況

※li井本あり、本館なし

(三井氏本と本館所蔵の相違)

|  ~11ザ
|

‐日嗣
‐‐一

秋
田
県
布
達
集
に
つ
い
て

M16
M17
M19
M20

乾1～ 189号

乾1～ 125号

号外、諭達

達1～ 167号 、諭達、郡16～ 269号

告示1～ 101号 、

郡8～ 61号

諭達、郡 18～356号

1薔 ::

※本館あり、三井本なし

M5 11～ 241番 (整理番号 l1096、 11007)

M6 11～ 335番 (11038、 11037)

474～ 572番 (11035)

M7 1乙 1～ 69番 (H039)
M8 1乙 1～ 142番 (11040)

M9 1乙 1～ 100番 (11041)、 乙201～ 227番 (11042)

M14114～ 12号 (11054)

M151丁 1～ 5号 (11060)

M161掲 1～ 15号 (11062)

M171掲 6～ 241号 (11085、 11083、 11084)

M181達 無号番外 (11076、 11077)

掲1～ 119号 (11088、 11086、 11087)

M2o⊥ 秋田県詞|1令 1～I号 (1 lJ1 06)____ J

※本館、三井本ともになし

Ⅲ囲□
表 5 公開目録 (戦前永年文書)内容別一覧 全10155冊

1磐鴇再f百菫丼伴‰ 全要甕
而 靖 網

進憾  嘲勒珈鶉■
1器場

1扉
~~~~~嘉

繭 原 珈

「

IEI面
隔記、議奏

~~~~極
而百 瓢 理装面れ つ

村行政
~~t蕎

請轟轟著
三二il橘

|一
一 ― ― 一

― ―

―
―

―

―

   一

―

―

一
― 一 一 ― 一 ―

‐

― ― 一

1民生、 L木        1発 電所、公角
^水

面埋立
盟堡 1 1051 101

1令達等    1県 庁‖誌、士族卒
盟
聟将』

叫饗 IJttLす
~    

「

一

IT下 ,

:「1 1



秋
田
県
布
達
集
に
つ
い
て

て
行
う
通
知
）
、
諭
達

（官
府
か
ら
触
れ
さ
と
す
こ
と
）
な
ど
が
あ
り
、
厳
密

な
区
別
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
現
在
も
使
わ
れ
て
い
る
の
は
告
示
の
み
で
あ
り
、
他
は
過

去
の
あ
る
時
代

（す
な
わ
ち
明
治
前
期
）
に
の
み
使
わ
れ
た
法
形
式
と
い
え
る
。

現
在
の
よ
う
な
法
形
式
が

一
応
整
え
ら
れ
た
の
は
、
明
治
十
九
年

（
Ｔ
（
八
六
）

二
月
二
十
六
日
官
報
登
載
の
勅
令
第

一
号
に
よ
っ
て
一公
文
式
が
公
布
さ
れ
た
こ

と
に
よ
る
。

こ
れ
ら
の
法
形
式
の
変
遷
と
秋
田
県
の
布
達
の
文
書
記
号
の
変
化
を
た
ど

っ

て
み
る
と
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

明
治
の
初
期
の
法
令
は
、
太
政
官
か
ら
発
せ
ら
れ
る
段
階
で
、
江
戸
幕
府
の

御
沙
汰
書
の
形
式
に
則

っ
て
発
令
さ
れ
、
末
尾
の
文
言
に
よ
っ
て
仰

・
御
沙
汰

・

布
告

・
布
達

・
達
な
ど
と
区
別
さ
れ
て
い
た
。

秋
田
県
で
は
、
「
御
布
令
書
写
」

（
十
七
冊
）
、
「‐御
布
告
控
」

（十
三
冊
）
、

「
御
達
吉
写
」
３
一冊
）
と
い
う
形
で
、
そ
れ
ら
の
写
し
が
、
慶
応
四
年

（
一
八

六
八
）
か
ら
明
治
四
年

（
一
八
七

一
）
ま
で
残
さ
れ
て
い
る
。

明
治
四
年

（
一
八
七

一
）
、
廃
藩
置
県
後
に
太
政
官
の
改
革

（
二
官
六
省
制

か
ら

二́
院
八
省
制

へ
）
が
行
わ
れ
、
そ
れ
に
伴

っ
て
正
院
か
ら
出
さ
れ
た
事
務

章
程
に
よ
っ
て
、
太
政
官
か
ら
発
令
す
る
制
度

・
条
例
に
関
す
る
も
の
を
布
告

と
し
、
各
官
省
か
ら
発
令
さ
れ
る
制
度

・
条
例
に
関
し
な
い
も
の
を
布
達
と
し

て
区
別
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
各
官
省
に
よ
る
布
告
も
同

時
に
存
在
し
、
必
ず
し
も
こ
の
区
分
は
明
確
で
は
な
か

っ
た
。

こ
う
し
て
各
県
に
は
、
太
政
官
及
び
各
官
省
か
ら
布
告

・
布
達
が
令
達
さ
れ

二
四

る
こ
と
と
な
り
、
秋
田
県
で
は
、
明
治
五
年

（
一
八
七
一
一）
二
月
十
二
日
の
県

庁
開
庁
布
告
を
第

一
番
と
し
て
、
管
内
の
布
達
が
始
ま
る
こ
と
と
な

っ
た
。
こ

の
段
階
で
は
、
布
達
は
印
刷
さ
れ
て
お
ら
ず
、
写
し
が
掲
示
さ
れ
て
い
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

廃
藩
置
県
後
県
庁
開
庁
ま
で
の
間
は
、
「御
布
告
御
達
留
」
（全
五
冊
中
三
冊

現
存
）
が
あ
り
、
中
央
官
庁
か
ら
の
令
達
を
ま
と
め
て
い
る
。
内
容
を
見
る
と
、

明
治
五
年
二
月
か
ら
の
管
内
布
達
と
の
重
複
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

管
内
布
達
は
太
政
官
布
告
を
そ
の
ま
ま
中
継
し
た
の
で
は
な
く
、
太
政
官
各
省

か
ら
の
布
告

・
達
の
う
ち
、
県
庁

へ
の
連
絡
は
そ
の
ま
ま

「
御
布
告
御
達
留
」

と
し
て
残
し
、
管
内
に
知
ら
せ
る
必
要
の
あ
る
も
の
を
布
達
と
し
て
再
編
集
し

た
も
の
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

明
治
六
年

（
一
八
七
三
）
の
七
月
十
八
日
及
び
八
月
ニ
ト
八
日
の
太
政
官
布

告
に
よ

っ
て
、
布
告

・
達
類
の
結
文
例
が
示
さ
れ
、
全
国

一
般
に
公
布
す
る
太

政
官
布
告
と
各
官
省
の
布
達
、
官
庁
に
対
す
る
訓
令
で
あ
る
太
政
官
達

ｏ
官
省

達
が
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

秋
田
県
で
は
、
明
治
六
年

（
一
八
七
三
）
の
布
達
五
百
四
番
で
、
活
版
所
を

設
け
て
、
布
告

・
布
達
類
が
十
月

一
日
よ
り
印
刷
さ
れ
、
大
小
区
に

一
部
づ

つ

配
布
す
る
旨
が
布
達
さ
れ
た
。
印
刷
が
開
始
さ
れ
た
の
は
、
卜
月

一
日
付
け
の

布
達
五
百
七
十
三
番
か
ら
で
あ
り
、
県
立
図
書
館
蔵
の
三
井
氏
本
布
達
集
は
こ

の
番
号
よ
り
始
ま
り
、
こ
れ
を
も

っ
て
秋
田
県
の
活
版
印
刷
の
創
始
と
し
て
い

Ｚり
。り]

7台

メく
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七
年

（
一
八
七
四
）

一
月

一
日
よ
り
、

こ
れ
ま
で
の
結
文
例
が

「
此
旨
布
令

（相
達
）
候
事
」
か
ら

「此
旨
触
示
候
事
」
と
か
わ
る
こ
と
に
な
り
、
簿
冊
名

も

「管
内
布
達
控

（留
と

か
ら

「
本
県
触
示
留
」
に
か
わ

っ
た
。

明
治
六
～
十

一
年
は
、
「官
省
府
県
公
達
モ
ノ
」
と

「
本
県
触
示

モ
ノ
」

に

区
別
さ
れ
、
法
令
番
号
は
年
月
日
順
に
通
し
番
号
と
し
て
編
綴
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
他
、
番
外

・
無
番
が
あ
り
、
番
外
は
翌
明
治
七
年
よ
り
達

（
乙
番
）
と
な

り
、
無
番
は
個
人
宛
の
通
知
な
い
し
は
特
定
の
者
に
宛
て
た
告
諭
な
ど
と
思
わ

れ
る
。

明
治
七
年

（
一
八
七
四
）
六
月
二
日
か
ら
乙
番
が
出
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
番
外

と
し
て
出
さ
れ
て
い
た
達
書
を
乙
番
と
す
る
旨
が
、
乙
第

一
番
に
書
か
れ
て
い

る
。
乙
番
は
明
治
卜
九
年

（
一
八
八
六
）
ま
で
は
年
ご
と
に
ま
と
め
ら
れ
て
、

「本
県
達
書
留
」
と
し
て
編
綴
さ
れ
て
い
る
。

明
治
卜

一
年

（
一
八
七
八
）
卜
月
ニ
ト

一
日
の
触
示
三
百
四
番
で
、
翌
十
二

年

一
月

一
日
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
触
示
を

「布
達
甲
第
何
号
」
と
し
、
簿
冊
名

は

「本
県
布
達
留
」
と
な
り
、
達
は
乙
第
何
番
か
ら

「
乙
第
何
号
」
に
改
正
す

る
こ
と
に
な

っ
た

（達
の
簿
冊
名
は
こ
れ
ま
で
ど
お
り
）。

明
治
十
二
年

（
一
八
七
九
）

一
月
六
日
の
甲
第

一
号
で
、
布
告
布
達
の
書
文

例
の
改
正
を
行
い
、
次
の
三
区
分
と
し
た
。

一
¨
¨
¨
¨
¨

‐ま へ 民
¨
『
一
囀
¨

‐ま （
達

¨
¨
¨
」
「

諄
は

達
「嘲

喘
「
達
候
事
し

そ
の
後
、
こ
の
書
文
例
は
、
同
年
二
月
二
十
日
の
甲
第
四
十
七
号
で
、
乙
号

秋
田
県
布
達
集
に
つ
い
て

を
町
村
事
務
所
の
他
に
郡
役
所
に
も
宛
て
る
こ
と
と
し
、
さ
ら
に
翌
ト
ー
年
”

甲
第
百
五
十
九
号
で
、
丁
号

（
一
郡
あ
る
い
は
数
郡

へ
の
布
達
）
と
番
外

（
一

郡
あ
る
い
は
数
郡
、
町
村
役
場

へ
の
達
）
が
追
加
さ
れ
た
。

明
治
十
四
年

（
一
八
八

一
）
卜
二
月
二
日
の
太
政
官
達
で
、
諸
官
庁
よ
り
発

せ
ら
れ
る
法
令
は
、
布
告

・
布
達

・
達

・
告
示
の
四
形
式
と
な

っ
た
。
布
告
と

布
達
は
太
政
官
よ
り
発
令
さ
れ
、
布
告
は
法
律

・
規
則
、
布
達
は
諸
省
か
ら
布

達
す
る
法
規
類
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
達
は
諸
省
卿
よ
り
府
県
長
官

へ
の
達
し
、

告
示
は
太
政
官
や
諸
省
よ
り

一
時
公
布
す
る
に
と
ど
ま
る
も
の
を
さ
す
。

明
治
十
五
年

（
一
八
八
＾
．）
に
な
る
と
、
甲
号
布
達
と
乙
号
達
の
他
に
、
告

示
が
加
わ
る
。
六
月
九
日
か
ら
Ｌ
月
ニ
ト
八
日
に
か
け
て
、
番
号
の
な
い
告
示

が
三
卜
五
件
だ
さ
れ
、
八
月
七
日
よ
り
告
第

一
号
が
始
ま

っ
て
い
る
。
同
年
ト

‐
月
二
十
四
日
の
告
示
で
、
管
内

一
般

へ
の
告
示
を
乾
号
、　
一
郡
又
は
数
郡

へ

の
告
示
を
坤
号
、
人
民
に
関
係
薄
く
秋
田
日
々
新
聞
に
掲
載
す
る
告
示
は
新
告

第
何
号
と
す
る
こ
と
に
し
た
。

明
治
卜
六
年

（
一
八
八
三
）
、
十
七
年

（
一
八
八
四
）
と
布
達

・
達

・
告
示

の
三
形
式
で
続
く
が
、
卜
八
年

（
一
八
八
五
）
に
な
る
と
翌
十
九
年
の
初
め
に

か
け
て
、
達
に
無
号
番
外

（沿
海
郡
役
所
、
浦
役
場
宛
）
、
告
示
に
掲
号

（
他

県
の
告
示
で
掲
示
用
）
が
追
加
さ
れ
る
。

明
治
卜
九
年

（
一
八
八
六
）
二
月
一
十́
六
日
に
勅
令
第

一
号
と
し
て
公
文
式

が
公
布
さ
れ
、
太
政
官
布
告
を
廃
止
し
て
、
新
た
に
法
律

・
勅
令

・
閣
令

・
省

令
の
形
式
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

こ
の
勅
令
を
受
け
て
、
秋
田
県
で
は
同
年
四
月
六
日
に
庁
内
の
達
し
で
あ
る

二
五



秋
田
県
布
達
集
に
つ
い
て

庁
号
達

の
第

一
号

で
、

め
た
。

一
右
布
達
ス
し

一郡
に
と
ど
ま
る
も
の
は
乙
号
告

小́

（結
文
は

「‐右
告
示
ス
し

庁
中
達
は
庁
第
何
号

（結
文
は

一‐右
相
達

ス
し

郡
役
所

・
戸
長
役
場

・
浦
役
場
等

へ
の
連
達
は
丙
第
何
号

（結
文
は
庁
と
同
じ
）

秋
田
師
範
学
校

・
中
学
校

・
病
院

・
勧
業
委
員

・
駅
逓
取
締
役
等

へ
の
達

は
第
何
号

（文
書
記
号
な
し
、
結
文
は
庁
と
同
じ
）

沿
海
浦
役
場
の
み
へ
の
達
は
無
号

（結
文
は
庁
と
同
じ
）

論
達
は
号
外

（結
文
は

「右
諭
達

ス
し

同
年
四
月
七
日
に
は
、
甲
．
．卜
九
号
で
、
布
達
告

小
管
内
公
布
式
を
定
め
た

旨
を
発
し
、
同
国
の
内
第

一
号
で
政
府
の
公
文
式
発
布
の
手
続
を
郡
役
所

・
町

村
戸
長
役
場
に
通
知
し
た
ｃ

さ
ら
に
、
同
年
八
月
二
日
の
庁
号
達
で
、
庁
令
達
文
例
が
改
正
さ
れ
、
文
書

記
号
結
文
例
が
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
。

（
乙
号
は
従
前
通
り
）

従
前
の
布
達
は
県
令
と
す
る
　
文
書
記
号
は
秋
田
県
令
第
何
号

従
前
の
丙
号
達
は
秋
田
県
達
と
す
る
　
文
書
記
号
は
秋
田
県
達
第
何
号

従
前
の
特
選
訓
示
は
訓
令
と
す
る

（結
文
は

「
右
訓
令
ス
し

訓
令
の
う
ち
　
秋
田
師
範
学
校
、
病
院
等

へ
は
庁
第
何
号

郡
役
所
、
戸
長
役
場
、
浦
役
場

へ
は
郡
第
何
号

一
時

の
公
布

に
と
ど
ま
る
も
の
は
告

小^
と
す
る

（結
文
は

「
右
告

小^
ス
し

文
書
記
号
は
秋
田
県
第
何
号

諭
達
は
号
外

で
は
な
く
諭
達
と
明
記
す
る

こ
の
う
ち
告

小
は
、
さ
ら
に
八
月
卜
一
日́
に
告
示
式

の
改
正
が
行
わ
れ
、
秋

田
県
第
何
号
は
秋
田
県
告
示
第
何
号
と
改
め
ら
れ
た
。

明
治
１
十
１
年

（
一
八
八
九
）

に
な
る
と
、
一
．月
十

一
日
に
人
日
本
帝
国
憲

法
が
発
布
さ
れ
る
が
、
秋
田
県

で
は
、
四
月

一
日
に
公
文
例
及
び
文
書
符
号
の

改
定
が
行
わ
れ
、

こ
れ
ま
で
の
布
達
は
、
秋
田
県
令

・
秋
田
県
告
示

・
秋
田
県

諭
達

（郡
役
所
、

市
役
所
、

町
村
役
場
、
庁
中
各
部
あ

て
）
・
秋
田
県
訓
令

（所
属
吏
員
を
指
定
し
て
発
す
る
も
の
）

の
四
形
式

に
統

一
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ

二た
。同

年
五
月
十

一
日
の
秋
田
県
令
第
圧
卜
三
号

で
、
五
月
卜
五
Ｈ
よ
り
県
令
は

秋
田
県
報

に
掲
載
す
る
を
も

っ
て
公
布
式
と
す
る
旨
が
発
せ
ら
れ
、
ま
た
た
月

十
五
日
の
秋
田
県
訓
令
第
八
卜
四
号

で
、　
一
般

に
発
す
る
訓
令
諭
達
も
秋
田
県

報

に
登
録
す
る
を
も

っ
て
公
布
式
と
す
る
旨
が
出
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
、
以
後

の
布
達
は
秋
田
県
報

に
よ

っ
て
周
知
す
る
こ
と
と
な
り
、
印
刷
物

の
頒
布

に
よ

る
布
達
公
布
は
明
治
＾
十^
二
年
五
月
十
五
日
を
も

っ
て
終
わ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

布
達
関
係

の
歴
史
的
流
れ
は
以
上

の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
が
、
前
掲

の
上

條
宏
之

「
府
県
庁
文
書
」

に
は
、
長
野
県

の
布
達

の
例
が
示
さ
れ
て
お
り
、
そ

れ
と
比
較
す
る
と
、
県
に
よ

っ
て
か
な
り
の
差
異
が
あ
り
、
布
達
は
県
独
自

の

も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

例
え
ば
、
長
野
県

で
は
明
治
卜
年

の
段
階

で
、
秋
田
県
の
明
治
卜
二
年
以
降

一 条
時 規
の  ・
公 規
布 サ[」
●  は
各 卜

IJ

郡 号
も イ∫
し 達
く ⌒
は  糸吉
一 文
ヽ

  は



と
同
じ
よ
う
に
甲
乙
内
と
い
う
文
書
記
号
を
使
用
し
て
い
る
か
、
甲
号
か
官
省

の
布
告

・
布
達
と
な

っ
て
お
り
、
秋
田
県
で
は
太
政
官
布
生
回存
）含
ん
で
い
な
い
。

ま
た
、
秋
田
県
で
は
布
達
文
例
の
改
正
が
明
治
十
１
年
と
十
九
年
の
三
度
行
わ

れ
て
い
る
が
、
長
野
の
場
合
は
明
治
十
五
年
で
あ
り
、
各
県
で

一
斉
に
文
例
が

改
正
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い

（
た
だ
し
明
治
卜
九
年
の
改
正
は
、
公
文
式
公
布

を
受
け
て
行
わ
れ
た
も
の
な
の
で
、
長
野
で
も
同
様
の
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る

と
思
う
が
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
）。
さ
ら
に
、
長
野
で
は
明
治
二
十
三
年
か
ら

二
―
年
に
か
け
て
県
令

・
告
示

・
告
諭

・
達

・
訓
令

・
内
訓

・
庁
達
に
細
分
化

さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
秋
田
県
の
場
合
は
明
治
＾
．十
二
年
に

県
令

・
告
示

・
諭
達

・
訓
令
の
四
形
式
に
ま
と
め
ら
れ
、　
一
カ
月
後
に
は
県
報

に
登
載
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

他
の

一
県
の
み
と
の
比
較
で
は
断
定
的
な
こ
と
は
い
え
な
い
が
、
少
な
く
と

も
各
県
独
自
の
編
集
方
法
に
よ
っ
て
府
県
布
達
が
令
達
さ
れ
て
い
た
の
が
実
状

で
あ
ろ
う
。

２
　
布
達
の
内
容

文
書
記
号
を
は
じ
め
と
し
て
、
各
県
の
布
達
に
違
い
が
あ
る
事
が
わ
か

っ
た

が
、
内
容
は
ど
う
で
あ
る
か
、
が
次
の
問
題
と
な
る
。
他
の
県
の
布
達
の
内
容

に
つ
い
て
は
、
詳
し
く
調
べ
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
の
で
、
『
府
県
概
則
』

を
材
料
に
検
討
し
て
み
た
い
。

『
府
県
概
則
』
は
、
国
立
公
文
書
館
が
所
蔵
し
、　
一
九
八
七
年
に
公
刊
さ
れ

た
布
達
関
係
の
史
料
集
で
あ
る
。
監
修
者
の
石
井
良
助
氏
は
巻
木

の
解
説
で
、

こ
の
史
料
を
次
の
よ
う
に
意
義
づ
け
て
い
る
。

秋
田
県
布
達
集
に
つ
い
て

明
治
初
年
の
中
央
政
府
の
法
令
集
で
あ
る

一法
令
全
書
」
に
対
し
て
、
地
方

関
係
の
基
本
記
録
と
し
て
内
閣
文
庫
に

『
府
県
史
料
』
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
明

治
七
年
に
編
集
が
は
じ
ま

っ
た
も
の
で
あ
り
、
明
治
六
年
以
前
の
地
方
行
政
を

知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
『
府
県
概
則
』
は
、
明
治
六
年
以
前
の
地
方
行
政
に

関
わ
る
法
令
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
同
時
代
の
貴
重
な
史
料
で
あ
る
と
と

も
に
、
『
府
県
史
料
』
が
広
く
知
ら
れ
た
史
料
で
あ
る
の
に
対
し
、
『府
県
概
則
』

は
最
近
に
な

っ
て
＝
録
に
載
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
研
究
の
蓄
積
が
ほ
と
ん

ど
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
今
後
の
地
方
行
政
研
究

・
地
方
史
編
纂
に
重
要
な
史

料
で
あ
る
。

本
館
で
は

『
府
県
史
料
』
に
つ
い
て
は
、
昨
年
度
の
事
業
で
、
本
県
分
四
ト

ー
冊
を

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
収
め
、
印
画
紙
焼
き
付
け
し
た
写
真
帳
を

一秋

田
県
史
料
」
と
し
て
関
覧
室
に
備
え
、　
一
般
の
利
用
に
供
し
て
い
る
。
原
本
と

し
て
は
、
副
本

（史
料
名
は

一
秋
田
県
史
稿
し

を
明
治
八
年
か
ら
十
五
年
ま

で
の
分
四
卜
六
冊
を
所
蔵
し
て
い
る
。

『府
県
史
料
』
の
補
完
的
な
意
義
を

『府
県
概
則
』
は
も

っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
が
、
『
府
県
概
則
』
に
お
い
て
秋
田
県
分
は
一
．項
目
が
取
リ
１１
げ

ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
う
ち
、
三
項
目
は
本
館
所
蔵
の
布
達
に
よ

っ

て
確
認
で
き
る
が
、
庁
内
規
則
の
み
が
欠
本
に
あ
た

っ
て
い
て
本
館
で
は
知
り

得
な
い
史
料
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
た
が

っ
て
、
『
府
県
概
則
』
に
つ
い
て
は
、
秋
田
県
分
の
み
に
関
し
て
い

う
と
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
史
料
と
は
い
え
な
い
が
、
明
治
初
年
の
各
県
の
布
令
を

網
羅
し
て
い
る
点
で
、
本
県
の
布
達
と
の
比
較
が
で
き
、
そ
れ
に
よ

っ
て
本
県

ｉ

」



秋
田
県
布
達
集
に
つ
い
て

の
布
達
の
特
色
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
Ｌ
い
う
・点
で
意
味
の
あ
る
史
料
集
と
い

え
る
。『府

県
概
則
』
は
、
庁
内
規
則

・
管
下
布
令

・
庶
務

・
聴
訟

・
租
税

ｏ
出
納

の
各
部
門
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
秋
田
県
の
例
で
み
る
と
、
租
税
の
水
利
堤
防

に
入
れ
ら
れ
て
い
る
記
事
が
管
内
に
令
達
さ
れ
た
布
達
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、

他
県
の
場
合
も
、
こ
こ
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
す
べ
て
管
内
布
達
で
あ
る

と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
特
に
雑
多
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
管
ド
布
令

に
絞

っ
て
そ
の
内
容
の
比
較
検
討
を
し
て
み
た
い
ｃ

管
下
布
令
に
つ
い
て
、
解
説
で
は

「
管
ド
の
町
村
に
対
し
て
府
県
の
示
し
た

法
令
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
町
村
の
各
方
面
の
活
動
に
対
す
る
法
令
が
示
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、
明
治
政
府
に
よ
る
新
た
な
立
法
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、

江
戸
時
代
の
流
れ
を
汲
む
も
の
も
あ
り
、
明
治
初
年
の
み
な
ら
ず
、
幕
末
の
町

村
の
実
態
を
知
る
の
に
役
立

つ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

管
下
布
令
に
扱

っ
て
い
る
年
代
は
、
明
治
元
年
か
ら
六
年
に
及
ぶ
が
、
布
達

と
し
て
の
比
較
を
す
る
上
で
は
、
明
治
五
年
以
降
と
な
る
。
そ
こ
で
、
日
次
よ

り
明
治
六
年

一
～
二
月
に
該
当
す
る
も
の
を
取
り
上
げ
、
本
館
所
蔵
の
管
内
布

達
留

（整
理
番
号

一
一
０
三
八
、
明
治
六
年

一
～
二
月
、
布
達

一
～
百
圧
卜
四

番
）
と
比
較
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
管
下
布
令
の
該
当
法
令
を
あ
げ
る
と
表
６
の
よ
う
に
な
る
。

合
計
で
４‐

（
一
月
１２
、
一
月^
２‐
、
二
月
８
）
で
あ
る
。
書
式
を
み
る
と
、
令

が
１０
、
禁
が
８
、
心
得
が
６
、
手
続

・
方

・
届
が
６
、
規
則
が
５
、

そ
の
他

（廃

ＩＬ

・
制

・
検
査

・
取
計

・
掲
示
）
が
５
と
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
内
容
と

し
て
は
、
営
業
に
関
す
る
も
の
が
１３
、
宗
教
に
関
す
る
も
の
が
１０
、
外
国
人
に

関
す
る
も
の
が
２
、
そ
の
他
の
命
令
１１
、
手
続
に
関
す
る
も
の
５
と
な

っ
て
い

′つ
。こ

れ
ら
が
こ
の
時
期
に
出
さ
れ
た
各
県
の
す
べ
て
の
布
令
を
網
羅
し
て
い
る

わ
け
で
な
い
の
で
、
こ
れ
の
み
で
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、　
一
定
の
傾

向
は
読
み
と
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
秋
田
県
の
場
合
は
百
圧
卜
四
件
の
布
達
が
出
さ
れ
て
お
り
、

ち
な
み
に
標
目
の
最
初
の
部
分
を
あ
げ
る
と
、
表
７
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

表
７
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
管
内
布
達
は

一^^
種
類
に
分
か
れ
て
お
り
、
官
省

府
県
公
達
モ
ノ

（太
政
官
各
省
か
ら
布
告
さ
れ
た
も
の
、
の
ち
の
太
政
官
布
告
）、

本
県
触
示
モ
ノ

（本
県
独
自
の
布
達
、
の
ち
の
布
達
甲
号
）
、
番
外

（
の
ち
の

達
乙
号
）
と
な

っ
て
い
る
。

『府
県
概
則
』
の

「管
ド
布
令
」
は
、
「管
下
の
町
村

に
対
し
て
府
県
の
示

し
た
法
令
」
（解
説
）
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
分
類
か
ら
す
れ
ば
、

の
ち

の
乙
号
と
な
る
番
外
が
該
当
す
る
が
、
内
容
か
ら
み
て
番
外
は
特
定
の
町
村
あ

る
い
は
階
層
に
む
け
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
管
ド
布
令
の
内
容
と
は

＾
致
し

な
い
。
例
え
ば
、
『
府
県
概
則
』
で
秋
田
県
の
管
下
布
令
と
し
て
載
せ
ら
れ
て

い
る

「喚
出
遅
不
参
贖
罪
例
」
↑
一巻
＾
一三
七
頁
）
は
、
明
治
六
年
秋
田
県
布

達
ｉ
百
八
十
七
番
の
こ
と
で
、
こ
れ
は
本
県
触
示
モ
ノ
の
中
に
入

っ
て
い
る
。

ま
た
、
掃
除
規
則
と
し
て
他
県
で
出
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
明
治
六
年
秋
田
県

布
達
七
十
一
．番
で
、
太
政
官
布
告
一
．百
１
．十
五
号

（明
治
五
年
十
月
二
十
八
日
、

「法
令
全
書
」
明
治
五
年

・
二

一
九
頁
）
を
受
け
た
官
省
公
達

モ
ノ
と
な

っ
て
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秋
田
県
布
達
集
に
つ
い
て

い
る
。
し
た
が

っ
て
、
『
府
県
概
則
』

で

一
管
ド
布
令
」

と
し

て

一
括

し

て
扱

わ
れ
て
い
る
布
令

で
あ

っ
て
も
、
秋
田
県

で
は
、
内
容

に
よ

っ
て
適
宜

に
官
省

公
達

モ
ノ
、
本
県
触
示

モ
ノ
、
番
外

に
振
り
分
け
て
布
達
し
て
い
る
と
い
え
る
。

他
県
の
場
合

に

つ
い
て
、
先

の
掃
除
規
則
を
例

に
み
て
み
る
。
掃
除
規
則
は
、

一
覧

の

一
月

の
水
沢
県

の
例

の
他
、
同
じ
よ
う
な
内
容

の
布
令
が
、
東
京
府

・

滋
賀
県

・
広
島
県

で
出
さ
れ
て
い
る
。
時
期
は
‐――
い
順
に
、
東
京
府
が
明
治
．．．

年
九
月

（
‐
巻

‥１
．四
頁
）
、
滋
賀
県
が
明
治
五
年
八
月

（
．
．巻

一
八
六
頁
）
、
水

沢
県
が
明
治
六
年

一
月

（
＾
．巻
‐

一
七
頁
）
、
秋
田
県
が
同
年

二
月
、

広
島
県

が
同
年
九
月

（
■
巻
１
．七

一
頁
）
と
な

っ
て
い
る
。

掃
除
規
則
は
、
基
本
的

に
は
道
路

の
清
掃
を
町
村
ご
と
に
や
る
よ
う
に
府
県

か
ら
各
町
村

に
通
達
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
秋
田
県

で
は
明
治
圧
年
―
月

の
太
政

官
布
告
を
そ
の
ま
ま
令
達
し
て
お
り
、
明
治
五
年
卜
月
に
は
全
国

に
こ
の
法
令

が
出
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
東
京
府

・
滋
賀
県
は
こ
の
人
政
官

布
告
が
出
さ
れ
る
前
に
独
自

に
同
じ
よ
う
な
布
令
を
出
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、

内
容
も
各
府
県
独
自

の
も
の
で
あ
り
、
東
京
府
は
道
路
だ
け
で
な
く
屋
敷
内

の

中
取
り
な
ど
も
命
じ
て
い
る
。
ま
た
、
太
政
官
布
告
後

に
出
さ
れ
た
水
沢
県

・

広
島
県
の
場
合
も
太
政
官
布
告

の
令
達

で
は
な
く
、
例
え
ば
水
沢
県
は
道
路
修

繕
も
あ
わ
せ
て
命
じ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
独
自

の
内
容
と
な

っ
て
い
る
ｃ

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
太
政
官
布
告

で
あ

っ
て
も
そ
の
ま
ま
各
府
県

で
令
達

さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
県
の
状
況

に
応
じ
た
時
期

・
内
容

で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
県

独
自
の
布
達
が
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

時
期
と
い
う
こ
と
に
関
連
し
て
、
も
う

一
つ
例
を
あ
げ
る
。

番

に

一
乞
食

ノ
類

へ
米
銭
等
施
与
不
相
成
」
と
あ
る
が
、

こ
の
布
令
も
各
県

で

出
さ
れ
て
い
る
。
『
府
県
概
則
」

で
確
認

で
き
る
の
は
、
兵
庫
県

∩
乞
食
取
扱
」

‥
巻

一
だ

一貞
）
、
東
京
府

公
‐乞
食

二
物

ヲ
与

フ
ル
ヲ
禁

」
・
．巻

ｉ
七
頁
）
、

置
賜
県

（「
乞
者
処
分

一
一
巻^
ｌ
三
四
頁
）
の
三
府
県

で
あ
る
。

時
期
は
、
兵
庫
が
明
治
五
年
五
月
、
東
京
が
同
年
十
月
、
秋
田
が
明
治
六
年

一
月
、
置
賜
が
同
年
十
月

で
あ
る
。

こ
れ
は
西
か
ら
東

へ
、
同
じ
東
北

で
も
都

市
か
ら
郡
部

へ
と
、
乞
食

に
対
す
る
扱

い
が
厳
し
さ
を
増
し
て
い
く
過
程
を

小

し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

総
じ
て
い
う
と
、
各
府
県

で
は
、
府
県
の
事
情

に
よ

っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期

に
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容

で
府
県
独
自

の
法
令
と
し
て
布
達
を
出
し

て
い
た
と
い
え

る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
太
政
官
布
告
と
各
府
県

の
布
達
を
比
較
す
る
こ

と
に
よ

っ
て
、
そ
の
府
県

の
そ
の
当
時

の
実
状
と
い
う
も
の
が
、
あ
る
程
度
明

ら
か
に
な
る
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
の
点

に

つ
い
て
は
、
今
後

の

研
究

の
成
果
を
待
ち
た
い
。

な
お
人
島
美
津
子
氏
は

『
明
治
国
家
と
地
域
社
会
』

に
お
い
て
、
各
府
県

の

独
自

の
布
達
案

・
行
政
措
置
案
は
太
政
官
宛

に
東
候

・
具
中
さ
れ
太
政
官

で
許

可

・
修
正

・
却
ド
が
行
わ
れ
、
中
央

の
指
令
に
違
背
し
て
専
断
し
た
場
合
は
懲

戒

の
対
象
と
な
る
が
、
現
実

に
は

「
府
知
事
県
令
は
、
自
己

の
権
限

で
中
央
か

ら
出
さ
れ
た
法
令
を
地
方

の
実
情

に
即
し
て
具
体
化
す
る
施
行
令
を
発
布
し
た

り
、
中
央

の
法
令

の
規
定
が
な
い
事
例

に

つ
い
て
は
、
そ
の
問
隙
を
埋
め
る
地

方
法
令
を
発
布
し
た
」
と
述

べ
て
お
り
、
１１
の
結
論
を
裏
付
け
る
。
ま
た
、
秋

田
県
を
含
む
東
北
地
方

の
特
色
と
し
て

「
東
北
地
方
は
他
府
県
出
身
者
が
地
方

秋
|||

此t

4j
達

l‐



官
と
し
て
乗
り
込
み
旧
胃

一
洗
を
め
ざ
す
統
治
を
容
赦
な
く
断
行
し
た
地
域
」

で
あ
る
と
し
て
、
フ
」
れ
ら
朝
敵
藩
地
域

に
対
す
る
統
治

は
、

旧
藩
■
や
旧
藩

十
族

に
対
し
顧
慮
を
払
う
必
要
が
な
か

っ
た
だ
け
に
、
と
も
す
れ
ば
専
制
的

に

な
る
傾
き
が
あ

っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の

「
専
制
的
」

の
具
体
的
内
容

は
、
管
内
布
達

の
状
況
を
追
う
こ
と
で
後
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
わ
れ
る
。

３
　
布
達
の
方
法

人
島
美
津
子
氏

の
前
掲
書

に
は
、
新
潟
県

の
戸
長
職
務

の
例
と
し
て
、
布
告

布
達

の
徹
底
方
法
と
し
て
次

の
よ
う
な
や
り
方
が
と
ら
れ
た
こ
と
が
述

べ
ら
れ

て
い
る
。

「
布
告
布
達
は
、
県
庁

・
郡
役
所
か
ら
郡
ド

の
数

ケ
村
を
組
み
合
わ
せ
た
―‐‐―

達
組
合
内

の
郵
使
局

に
郵
送
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
総
代
戸
長
役
場

に
配
達
後
、

「
小
走
」
の
手

で
順
次
戸
長
役
場

へ
回
送
さ
れ
た
。
布
告
布
達
を
人
手
し
た

戸
長
は
、
毎
月
少
な
く
と
も
二
日
以
―‐
、
戸
長
役
場
ま
た
は
学
校
な
ど
使
宜

の
場
所

へ
住
民
を
呼
び
集
め
て
こ
れ
を
読
み
聞
か
せ
、
分
か
り
や
す
い
説
明

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
さ
ら
に
布
告
布
達
は
各
戸

へ
順
次
回
覧
さ

れ
、
周
知
が
図
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
地
域

に
よ

っ
て
は
小
字
単
位

で
報
知
会

が
開
か
れ
、
部
落
総
代
や
村
会
議
員
が
中
心
と
な

っ
て
の
会
読
も
行
わ
れ
て

い
る
。
な
お
明
治

一
九
年

の
官
報
公
刊
以
後
は
、
県
庁
か
ら
の
配
布
に
代
わ

っ

て
、
官
報
購
読
が
各
戸
長
役
場

の
義
務
と
な
る
。
」

本
県
の
場
合
は
、
明
治
六
年
十

一
月
ニ
ト
三
日
の
番
外
布
達

で
、
区
長

の
職

務

に

一
布
告
之
旨
区
内
無
遺
漏
通
達
」
す
る
こ
と
が
第

一
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

翌
明
治
六
年
十

一
月
四
日
の
布
令
第
六
百
四
十
九
番

で
布
達

の
方
法

に

つ
い
て

秋
田
県
布
達
集
に
つ
い
て

触
れ
、
布
告
の

一
般
熟
知
に
つ
い
て
は

一
区
戸
ｋ

二
於
テ
専
ラ
ーー‐
当

一
す
こ
こ

と
が
確
認
さ
れ
、
そ
れ
が
徹
底
し
な
い
た
め

一布
令
ノ
文
字
有
之
分

ハ
各
村
使

宜
ノ
地

二
三
卜
日
間
必
掲
示
可
致
」
と
し
て
、
布
達
の
結
文
例
を

「太
政
官
御

布
告
、
諸
省
御
布
達
掲
示
ス
ヘ
キ
分
」
は

「
右
之
通
御
布
告

（布
達
）
相
成
候

條
此
旨
布
令
候
事
」
と
し
、
「
県
限
布
令
掲
示
ス
ヘ
キ
分
」
は

一‐此
旨
布
令
候

事
」
と
す
る
こ
と
に
し
た
ｃ

し
た
が

っ
て
、
以
前
よ
り
戸
長
に
お
い
て
布
達
告
知
が
職
務
と
な
っ
て
お
り
、

掲
示
が
そ
の
方
法
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
時
点
で
そ
れ
を

ニ^
ト
＝

の
掲
示
と
定
め
徹
底
を
図
る
と
と
も
に
、
「布
令
」
の
文
字

の
有
無
に
よ

っ
て

掲
示
す
る
も
の
と
、
単
な
る
戸
長

へ
の
連
絡
で
掲
示
す
る
必
要
の
な
い
も
の
を

区
別
し
た
の
で
あ
る
。

掲
示
場
所
は
各
区
で
違

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
明
治
六
年
卜
二
月
卜
四
日

の
布
令
第
百
＾
．番

（同
年
十

一
月
＾
卜́
八
日
の
司
法
省
布
達
を
受
け
た
も
の
）

で
は
、
地
方
裁
判
所
前
と
戸
長
宅

――ｌｊ
が
布
達
掲
示
場
所
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い

る

（地
方
裁
判
所
が
未
設
置
の
場
合
は
県
庁
前
）
。
ま
た
そ
の
卜
目
後
の
、
明

治
六
年
十
＾
．月
＾
卜^
四
日
に
は
布
令
百
八
番
に
よ

っ
て
、
布
達
は
便
宜
の
地
で

―
ト
ロ
間
掲
示
す
る
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
、
そ
れ
に
伴

っ
て
従
来
の
高
札
が
取

り
除
か
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
れ
以
前
は
高
札
に
よ
る
掲
示
も
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

で
は
、
戸
長
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
渡
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
明
治
七
年

四
月
二
十
日
の
触
示
第
二
百
六
卜
番
に
よ
る
と
、
本
庁

・
支
庁
詰
月
番
戸
長
が

廃

―１１
さ
れ
た
の
に
伴

っ
て
、
「自
今
御
布
令
御
布
達
等
各
小
区
扱

工
向
ケ
郵
便



秋
田
県
布
達
集
に
つ
い
て

ヲ
以
差
送
候
」
と
あ
り
、
そ
れ
ま
で
は
月
番
戸
長
と
い
う
の
が
本
庁
や
支
庁

に

‐‥
‐
――
め
て
お
り
、
直
接
手
渡
し
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
時
か
ら
各
小
区
ご
と
に
郵
送

さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

人
島
氏

の
前
掲
書

に
よ
る
と
、
新
潟
県

の
場
合
、
回
達
組
合
と
い
う
の
が
郡

役
所
と
戸
長
役
場

の
連
絡
を
行

っ
て
い
る
が
、
本
県
の
場
合
は
、
は
じ
め
は
月

番
戸
長
が
そ
の
役
目
を
も

っ
て
お
り
、
廃
止
後
は
戸
長
宛
直
接
郵
送
と
い
う
形

に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

〓
一　
職
務
分
課
の
変
遷
と
布
達
集

．
・
一
・

一

明
治
十
六
年
か
ら
布
達
が
半
減
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
前
年
か
ら
は
じ
ま

っ
た

告
示
が
１
●
●
近
く
出
さ
れ
る
こ
と
に
伴

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ち
な
み
に
、
掲
号
達
が
明
治
卜
六
年
か
ら
卜
八
年
の
三
ケ
年
の
み
に
出
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
後
ど
う
な

っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
こ
れ
が
そ
の
後
も
年
毎

に

一
〇
０
～
一
０́
０
件
が

つ
づ
い
た
と
す
れ
ば
、
郡
号
達
と
あ
わ
せ
て
か
な
り

の
数
の
布
達
類
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

以
Ｌ
の
こ
と
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
人
民
に
対
す
る
布
達
が
、
無
記
号
か
ら

甲
号

・
県
令
と
変
わ
る
に
つ
れ
、
数
が
減

っ
て
い
る
の
に
対
し
、
全
体
の
数
は

逆
に
わ
ず
か
な
が
ら
増
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
職
制
の
変
化
に
伴

っ
て
布
達
の

形
式
が
分
化
し
て
多
様
化
す
る
と
と
も
に
、
人
民
以
外

へ
の
令
達
が
増
加
し
て
、

行
政
制
度
そ
の
も
の
が
肥
人
化
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

し
た
が

っ
て
、
布
達
の
変
化
は
、
部
課
変
遷
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
県
行
政
の
構
造
の
分
析
が
可
能
と
な
る
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
こ
で
、
ま
ず
簿
冊
に
占
か
れ
た
部
課
名
を
確
認
し
て
み
る
。
本
館
所
蔵
の

布
達
集
の
編
綴
卜
体
は
、
大
き
く
分
け
て
一
．課

（掛
）
で
あ
る
。
明
治
六
年
か

ら
卜
五
年
に
か
け
て
記
録
掛

（係
）
が
担
当
、
そ
の
後
、
明
治
十
六
年
か
ら
二

卜
年
ま
で
を
文
書
課
が
担
当
し
て
い
る
。
こ
の
二
課

（掛
）
の
他
に
、
丙
号
達

（明
治
十
二
～
卜
四
）
が
整
理
科
、
丙
号
達

・
郡
号
達

（
明
治
卜
五
～
二
十
）

が
文
書
課
と
な

っ
て
い
る
。

ま
た
、
庁
中
例
規

（明
治
卜
二
～
）
に
つ
い
て
は
知
事
官
房
が
担
当
し
て
い

Ｚり
。他

に
、
部
分
的
な
も
の
と
し
て
、
明
治
九
年
に
第

一
課
受
付
掛
、
明
治
二
十

明
治
五
年

か
ら
三
ト

に
な

っ
て
い
る
。

年
に
よ

っ
て
か
な
り
の
バ
ラ
つ
き
が
み
ら
れ
、
特
に
明
治
ト
ー
～
十
六
年
ま

で
が
、
他
の
年
代
に
比
べ
る
と
数
が
少
な
い
が
、
こ
の
表
に
は
な
い
内
号
達
の

数
字
を
足
す
と
、
ほ
ぼ
他
の
年
代
と
同
じ
ぐ
ら
い
と
な
る
。
数
字
的
に
は
、　
一

年
で
六
●
●
～
八
●
●
ほ
ど
の
布
達
類
が
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
い
え

アＯ
。人

民

一
般
に
対
し
て
出
さ
れ
る
布
達
に
注
目
し
て
み
る
と
、
は
じ
め
Ｌ
●
０

番
台
で
あ

っ
た
も
の
が
、
達
の
公
布
に
よ

っ
て
数
を
減
ら
し
て
い
き
、
明
治
ト

ニ
年
に
大
幅
に
減

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
年
か
ら
丙
号
達
が
出
さ
れ
る
こ

と
に
な

っ
た
の
と
、
こ
の
年
よ
り

「官
省
公
達
モ
ノ
」
と

「‐本
県
布
達

モ
ノ
」

の
区
別
が
な
く
な

っ
て
、
本
県
布
達
に

一
本
化
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、

表

８

の
よ

う



表 8 年次別布達数一覧表

年 度 者i達 1 達  1告 示 掲 号 郡
=■=======¬ ========十二======  ―

1 81 677 142

百「
~丁

葛 1

「
~~~~

1 10

］
づ そ  の 他  1合 計

秋
田
県
布
達
集

に

つ
い
て

||

1    241
11

1    781
1‐

1 7871

1~蔦
｀
・

..

2071 901
1    90

※明治5年 は3月 13日 から、明治22年 は5月 15日 まで

布達   (M5)無 号→ (M12)lll号 → (M19)りit令

達    (M7)乙 号       → (M19)丙 号→ (M19)県達

告示   (M15)告 号→ (M16)乾 号→ (M19)乙 号→ (M19)告 示

郡 号 (M12)丙 号 ,(M19)君
|`号

明治19年 の数字は各項日に該当する令達を足したもの

無番、番外、号外、諭達等の番号のないものは除いた

※このほかに郡役所宛の丙号達の筆書きの原稿が8冊 ある (整 I里 番号 10967～ 73)

実数は次の通 り

M12欠、M13(641)、 M14(426)、 M15(354)

M16欠、M17(328)、 M18(386)

※郡
'ナ

達はすべてあるわけではなく、確認できる最 も大きい写
‐
数をとった

一一一一一一

一一一二
一一二
一一一一一二
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一・・・・・・・・・・・・・・・・・・二
一一一一一



秋
田
県
布
達
集
に
つ
い
て

年

に
庶
務
課
の
編
綴
し
た
も
の
が

一
冊
づ

つ
あ
る
。
さ
ら
に
庁
中
達
は
、
兵
事

課

（
明
治
十
三
～
十
五
）
、
庶
務
課

（
明
治
卜

一́
～
十
五
）
、
第

一
課
庶
務
係

（明
治
十
六
～
ニ
ト

ニ
）
、
第

一
部
議
事
課

（明
治
ｔ
ｌ
～
ニ
ト
ー
）

の
も
の
が

あ
る
。

そ
の
他
、
部
課
名
が
わ
か
る
も
の
を
す

べ
て
拾
う
と
表
９
の
よ
う
に
な

っ
て

い

る

。
次
に
こ
れ
ら
の
部
課
が
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
て
い
る
か
を
た
ど

っ
て
み
る
。

本
館
の
専
門
員
で
あ

っ
た
高
橋
務
氏

（秋
田
県
立
湯
沢
高
校
教
諭
）
は
、
本
館

研
究
紀
要
創
刊
号
に

「
明
治
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て
」
を

載
せ
て
い
る
。
こ
の
論
文
が
扱

っ
て
い
る
時
期
は
、
明
治
六
年
か
ら
二
十
二
年

ま
で
と
本
稿
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

以
ド
、
高
橋
論
文
の
成
果
を
も
と
に
職
務
分
課
の
変
遷
と
布
達
集
の
関
係
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
県
庁
組
織
全
体
の
職
務
分
課
は
高
橋
論
文
を
参
照
し

て
も
ら
う
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
布
達
関
係
の
担
当
部
課
の
変
遷
に
し
ば

っ

て
み
る
こ
と
に
す
る
。

布
達
の
担
当
部
課
が
わ
か
る
も
の
で
最
も
古
い
の
は
、
明
治
五
年
の
庶
務
課

規
則

（九
月
二
十
五
日
）
に
よ

っ
て
、
「管
内
ノ
告
達

ハ
文
書
掛
之
ヲ
担
当
ス
」

と
あ
る
も
の
で
あ
る
。
布
達
は
す
で
に
明
治
五
年
の
．一一月
卜
三
日
か
ら
出
さ
れ

て
い
る
の
で
、
そ
れ
ま
で
も
庶
務
課
が
担
当
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の

段
階
で
担
当
係
を
文
書
掛
と
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

翌
明
治
六
年
八
月
二
十
五
日
の
秋
田
県
職
務
章
程
に
よ
る
と
、
「
御
布
達

ノ

書
類

ハ
都
テ
奏
任
官

ヨ
リ
庁
中
国
覧
」
と
あ
り
、
太
政
官
各
省
か
ら
の
布
告

・

表 9 布達集担当部課名一覧

「『副
一
部

一
　

・
‐ｌ木

一
度
　
一

十 年

M19～ 21

M22～ 24

M20～ 21

M22

秋田県令達

秋田県令達

主任分令達綴

内務省公布留

大蔵省布達留

内務省達全書

布告、勅令

学務主任分

第二課学務係

第 部́議事課

庶務課

■木課

庶務課文書掛

庶務課第四部 |
|

〕:任分諸達  1 地方財政課

文部省布達留 1 教育課一‐̈̈‐‐
M6～ 13

M7

Mll～ 14

M16

M19

Ψ I量霊 二主T劃
三

四



布
達
類
は
庁
中
で
回
覧
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
以
前
か
ら
行
わ

れ
て
い
た
や
り
方

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

こ
れ
ま
で
の
文
書
掛
が
廃
さ
れ
て
、

「ｌｆ
民
布
達
」
（県
か
ら

一
般
人
民

へ
の
布
達
）
に
つ
い
て
は
、
各
課
担
当
か
ら

庶
務
課
調
査
掛
に
付
与
す
る
こ
と
に
な

っ
て
お
り
、
同
課
常
務
掛
が
　
配
達
処

分
」
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
調
査
掛

（全
課
に
置
か
れ
た
）
は
課
の
総
括

・

管
理
的
な
役
職

（明
治
九
年
よ
り
課
長
と
な
る
）
で
あ
り
、
令
達
に
関
し
て
は

特
に
庶
務
課
の
調
査
掛
が
総
括
的
責
任
を
持

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

明
治
八
年
に
な
る
と
、　
一
月
十
九
日
に
庶
務
課
常
務
掛
は
庶
務
課
庶
務
掛
と

変
更
さ
れ
た
。
さ
ら
に
六
月
＾
卜^
＾
目^
に
は
、
庶
務
掛
の
分
掌
と
し
て

「諸
布

達
ノ
件
々

一
切
之
ヲ
担
当
」
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

し
か
し
、
同
年
卜

一
月
‐
十
日
に
太
政
官
で

一‐府
県
職
制
並
事
務
章
程

」
が

制
定
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
県
の
行
政
組
織
が

一
新
さ
れ
た
。
庶
務
課
は
、
学

務
掛
と
勧
業
掛
を
分
課
し
、
新
た
に
■
木
掛
を
入
れ
て
第

一
課
と
な

っ
た
。
布

達
類
は
新
設
の
第

一
課
受
付
掛
が
担
当
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

明
治
八
年
十
一
．月
二
十
七
日
の
秋
田
県
職
務
章
程
に
よ
る
と
、
受
付
掛
は

「管
内
布
達
ノ
事
ヲ
掌
」
り
、
一‐士
民
布
達
」
に
つ
い
て
は
各
課
担
当
が
証
印
を

捺
し
て
受
付
掛
に
附
し
、
同
掛
に
よ

っ
て

一
配
達
」
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

庶
務
掛
の
分
掌
が
受
付
掛
に
移
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
が
、
諸
務
掛
も
同
時
に

存
在
し
た
。
ま
た
第

一
課
に
は
、
同
じ
く
新
設
さ
れ
た
記
録
掛
が

「庁
中

一
般

ノ
記
録
文
書
ヲ
編
輯
貯
蔵
」
す
る
こ
と
に
な

っ
て
お
り
、
文
書
は
こ
こ
で
残
さ

れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
の
段
階
で
、
こ
れ
ま
で
文
―――
掛
↓
常
務
掛
↓
庶
務
掛

と
わ
た
さ
れ
て
き
た
布
達
が
、
記
録
掛
に
よ
っ
て
編
集
保
存
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

秋
田
県
布
達
集
に
つ
い
て

た
の
で
あ
る
ｃ
現
在
残
さ
れ
て
い
る
初
期
の
布
達
の
編
集
部
課
が
記
録
掛
と
な
っ

て
い
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
布
達
集
の
編
綴
は
、

―‐ｌ
く
と

も
明
治
九
年
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

第

一
課
の
掛
と
し
て
、
受
付
掛

・
記
録
掛

・
諸
務
掛
の
関
係
が
ど
う
な

っ
て

い
た
か
と
い
う
と
、
明
治
九
年
七
月
二
日
の
第

一
課
分
係
処
務
規
定
に
よ
る
と

次
の
よ
う
で
あ

っ
た
。

受
付
掛
に
は
、
受
付
を
業
務
と
す
る
受
付
主
任
と
雑
務
主
任
が
あ
り
、
雑
務

主
任
の
職
務
の
中
に

「
到
達
ノ
公
布

二
Ｌ
官
管
内
布
達
ノ
印
ヲ
捺
シ
テ
ド
付
セ

ハ
事
ノ
緩
急
ヲ
量
り
帳
簿
卜
原
書
ト
ニ
番
号
及
ヒ
結
文
ヲ
記
載
シ
速

二
活
版
社

ヘ
ド
付
ス
／
同
社
刻
成
テ
１１
納
セ
ハ
部
数
ヲ
検
シ
之
ヲ
受
領
シ
其
証
ヲ
付
ス
／

各
課
各
所
ヨ
リ
出
ス
処
ノ
管
内
触
示
区
戸
長
達
等
ノ
如
キ
モ
亦
同
ド

‐
ン
一
と
あ
り
、

官
省
公
達
の
う
ち
管
内
に
布
達
す
る
も
の
と
各
課
各
所
か
ら
出
す
管
内
触
示
達

に
つ
い
て
、
受
付
掛
の
雑
務
卜
任
が
番
号
を

つ
け
て
印
刷
頒
布
を
担
当
し
て
い

た
。
そ
の
後
に
つ
い
て
は
、
記
録
掛
の
職
務
を
み
て
み
る
と
、
記
録
掛
に
は
記

録
主
任
と
国
史
地
誌
主
任
が
置
か
れ
、
記
録
主
任
の
職
務
の
中
に
次
の
．
一項
目

が
あ
る
。
ま
ず

「
本
県
触
示
達
書
等
総
テ
刊
行
ス
ル
モ
ノ
受
付
掛

ヨ
リ
必
ズ
二

部
送
付
ス
ル
」
と
あ
り
、
保
存
用
に
一
部^
が
記
録
掛
に
送
ら
れ
て
く
る
こ
と
に

な

っ
て
い
た
。
そ
し
て

「
一
部

ハ
事
類
ヲ
分
テ
逐
次

二
編
輯
シ

一
ｌｉｌ

二
其
沿
革

ヲ
瞭
然
タ
ラ
シ
メ
照
査

二
便

ニ
ス
尚
ホ
皆
巻
端

二
番
号
事
ロ
ヲ
標
記
ス
一
と
あ

り
、
番
号
を
振

っ
て
巻
頭
に
標
＝
が
付
い
た
簿
冊
の
形
式
に
し
た
の
は
記
録
掛

で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
部
課
名
の
な
い
明
治
五
年
の
管
内
布
達
控
も
同
じ

体
裁
を
取

っ
て
い
る
の
で
記
録
掛
が
編
綴
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

二
五



秋
田
県
布
達
集
に
つ
い
て

朱
書
き
で
後
か
ら

つ
け
ら
れ
た
番
号
も
記
録
掛
で
行

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
諸
務
掛
は
名
簿
主
任
と
諸
務
主
任
が
い
て
、
諸
務
主
任
の
職
務
の
中
に

「官
省
布
達
府
県
来
輸
四
民
願
伺
届
等
各
課
担
当
ノ
条
――

二
適
当

ス
ル
正
条
ナ

キ
事
務

ハ
普
ク
担
当
ス
」
と
あ
り
、
布
達
類
で
担
当
部
課
の
不
明
な
も
の
は
諸

務
掛
が
担
当
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

明
治
十

一
年
に
な
る
と
、
太
政
官
の

「府
県
官
職
制
」
制
定
に
よ
っ
て
、
秋

田
県
庁
組
織
も
大
幅
に
変
更
さ
れ
た
。
第

一
課
は
庶
務
課
と
い
う
課
名
に
も
ど

り
、
記
録
掛
は
そ
の
ま
ま
だ

っ
た
も
の
の
受
付
掛
が
廃
止
さ
れ
た
。
か
わ

っ
て

臨
時
の
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
た
の
が
整
理
科
で
あ
る
。
高
橋
論
文
に
よ
る
と
、

整
理
科
は
、
庁
内
各
課

へ
の
法
令

・
往
復
文
書
の
分
配
を

一
手
に
行
い
、
県
庁

全
体
の
窓
日
と
し
て
の
役
割
も
も

っ
て
お
り
、
「
ま
さ
に
増
大
し
た
県
令
の
事

務
を
処
理
す
る
、
臨
時
の
県
令
直
轄
機
関
」

で
あ

っ
た
。
布
達
に
関
し
て
は

「管
内
布
連
諸
達
及
諸
規
則
等
ノ
議
案

ヲ
検
視
」
し
、
「布
告
布
達
ノ
印
刷
及
頒

布
」
を
分
掌
と
し
た
。

明
治
十
四
年
に
な
る
と
、
庶
務
課
に
往
復
掛
が
新
設
さ
れ
、
「
公
文
受
付
諸

達
印
刷
稟
中
指
令
ノ
浄
書
等

二
関
ス
ル
事
」
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
り
、
整
理

科
は
整
理
課
と
な

っ
て
調
査
掛
と
職
務
掛
が
置
か
れ
、
調
査
掛
は

「官
省
院
ノ

稟
中
郡
町
村
ノ
諸
達
指
令
及
諸
規
則
等
ノ
議
案
ヲ
批
議
」
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
議
案
の
検
視
と
印
刷

・
頒
布
を

一
手
に
行

っ
て
い
た
整
理
科
の
職

務
を
、
議
案
の
検
視
は
整
理
課
調
査
掛
、
印
刷
頒
布
は
庶
務
課
往
復
掛
が
分
担

す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
庶
務
課
記
録
掛
の
職
務
は
従
前
で
あ

っ
た
。

明
治
卜
六
年
六
月
に
秋
田
県
事
務
章
程
が
改
正
さ
れ
、
整
理
課
が
廃
止
さ
れ
、

一二
エハ

庶
務
課
も
往
復
掛

・
記
録
掛
が
新
設
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
布
達
を
扱

っ
て
き
た

部
署
が
す
べ
て
な
く
な
り
、
庶
務
課
文
書
掛
に
統
合
さ
れ
た
。
六
月
卜
六
日
の

庶
務
課
処
務
仮
規
程
に
よ
る
と
、
文
書
掛
は
第

一
部
と
第
二
部
に
分
か
れ
、
第

一
部
は

「文
書
編
輯
図
書
保
存
」
す
な
わ
ち
旧
記
録
掛

の
分
掌
を
引
き
継
ぎ
、

第
一
部́
は

「
往
復
文
書
ヲ
掌
理
」
・
「
布
告
布
達
等
ノ
印
刷
頒
布
」
・
「
県
令
名
及

県
名
ヲ
以
発
遣
ス
ル
文
書
ヲ
浄
書
」
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
整
理
課
調
査
掛
と

庶
務
課
往
復
掛
の
職
務
を
併
せ
持

つ
こ
と
に
な
り
、
文
書
に
関
す
る
す
べ
て
の

事
務
が
文
書
掛
で

一
本
化
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

し
か
し
明
治
卜
九
年
に
な
る
と
、
四
月
八
日
に
秋
田
県
事
務
章
程
の
改
定
に

よ
り
、
庶
務
課
文
書
掛
が
廃
止
さ
れ
、
布
達
に
関
し
て
は
庶
務
課
庶
務
部
と
新

設
の
令
官
房
の
秘
書
部

・
往
復
都
が
あ
た
る
こ
と
に
な

っ
た
。
各
課
事
務
規
程

に
よ
る
と
、
秘
苫
部
が

「枢
密
文
書
並

二
訓
示
内
訓
等
ヲ
処
弁
シ
及
其
文
書
保

存
ノ
事
」
と
あ
り
、
往
復
部
は

「
文
書
編
纂
図
書
保
存

二
関

ス
ル
事
務
」
と

「布
告
布
達
告

小
達
等
ヲ
印
刷
頒
布
及
主
務
省
報
告

二
関

ス
ル
事
務
」
を
掌
理

す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。
ま
た
、
庶
務
部
は

「布
達
布
告
及
郡
役
所
戸
長
役

場

へ
達
ス
ル
文
書
調
査
ノ
事
」
と
な

っ
て
お
り
、
管
内
布
達
の
流
れ
は
、
庶
務

部
で
作
成
さ
れ
、
令
官
一房
に
ま
わ

っ
て
、
秘
吉
部
が
検
討
し
た
も
の
を
、
往
復

部
が
印
刷
頒
布
し
保
存
す
る
、
と
い
う
形
と
な

っ
た
。

こ
の
改
定
は
、
前
々
年
に
内
記
と
会
務
掛
を
引
き
継
ぐ
本
局
が
で
き
た
こ
と

の
延
長
に
あ
り
、
文
書
に
関
し
て
は
、
こ
の
年
公
文
式
が
発
せ
ら
れ
て
公
文
書

の
形
式
が
整
え
ら
れ
た
こ
と
に
対
応
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
同
年

六
月

一
日
に
は
令
官
房
文
書
編
纂
細
則
が
定
め
ら
れ
、
八
月
二
日
に
は
庁
令
達



文
例
、
八
月
十
二
日
に
は
告
示
式
が
改
―――
さ
れ
た
。
こ
の
文
書
編
纂
保
存
に
つ

い
て
の
流
れ
は
、
翌
明
治
二
十
年
に
文
書
編
纂
及
保
存
規
則

へ
と
ま
と
ま

っ
て

い
く
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
県
庁
組
織
は
大
き
く
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。明

治
十
九
年
七
月
二
十
日
勅
令
第
五
十
四
号

（「地
方
官
官
制
し

が
出
さ
れ
、

そ
れ
に
伴

っ
て
秋
田
県
で
は
、
同
年
九
月
八
日
に
秋
田
県
処
務
細
則
を
制
定
し

た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
令
官
一房
は
廃
止
さ
れ
、
県
庁
事
務
を
大
き
く
第

一
部
と

第
二
部
に
三
分
し
た
編
成
と
な

っ
て
お
り
、
第

一
部
に
置
か
れ
た
文
書
課
が
文

書
の
取
り
扱
い
を

一
手
に
行
う
形
と
な

っ
た

（
は
じ
め
同
じ
第

一
部
の
庶
務
課

が

「
本
県
令
達
訓
令
告
示
諭
達
案
ノ
調
査
」
を
職
務
と
し
て
い
た
が
、
翌
年

一

月
に
は
文
書
課
に
そ
の
職
務
も
移
さ
れ
た
）
。
す
な
わ
ち
、　
こ
の
年

の
四
月
は

じ
め
ま
で
文
書
掛
が
や

っ
て
い
た
仕
事
を
、
た
力
月
を
経
て
文
書
課
に
そ
の
ま

ま
引
き
継
い
だ
形
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

明
治
二
十
二
年
二
月
二
十
八
日
の
改
定
で
、
文
書
課
が
廃
止
さ
れ
庶
務
課
が

そ
の
職
務
を
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な

っ
た
が
、
文
書
の
編
纂
保
存
を

一
課
が
ま
と

め
て
行
う
と
い
う
体
制
は
変
わ
ら
な
か

っ
た

（
こ
の
改
定
で
知
事
官
房
が
設
け

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
明
治
十
二
年
以
降
の
庁
中
例
規
が
知
事
官
房
で
編
綴
さ

れ
た
）
。
こ
う
し
て
文
書
課
と
い
う
課
名
で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、　
一

部
署
に
よ

っ
て
文
書
が
収
受

・
作
成

・
編
纂

・
保
存
さ
れ
る
と
い
う
形
が
で
き

あ
が
り
、
現
在
の
学
事
文
書
課
に
至
る
流
れ
が
作
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

秋
田
県
布
達
集
に
つ
い
て

お

わ

り

に

秋
田
県
布
達
集
の
概
要
を
ま
と
め
て
み
た
が
、
そ
の
内
容
に
踏
み
込
ん
だ
分

析
と
は
な
ら
な
か

っ
た
。
管
内
布
達
は
、
太
政
官
布
告
を
も
と
に
し
て
い
る
部

分
も
あ
る
が
、
各
県
独
立
の
内
容
を
も

っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
確
と
な

っ

た
。
と
す
れ
ば
、
今
後
の
課
題
は
お
の
ず
と

一
つ
一
つ
の
布
達
の
内
容
の
検
討

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
今
ｌｉｉｌ
の
複
製
本
の
配
架
に
よ
っ
て
、
県
内
外
の
近
代

地
方
史
研
究
者
の
利
用
が
し
や
す
く
な

っ
た
の
で
、
今
後
の
研
究
の
進
展
に
大

い
に
期
待
し
た
い
。

ま
た
、
本
稿
は
あ
く
ま
で
も
複
製
本
の
解
題
と
し
て
の
目
的
を
も

つ
も
の
で

あ
り
、
太
政
官
布
達
を
含
め
た
官
省
公
達
あ
る
い
は
Ｌ
中
指
令
等
、
庁
中
達

・

郡
号
達
を
含
め
た
布
達
類
全
体
の
検
討
に
は
至
ら
な
か

っ
た
。
さ
ら
に
、
各
県

ご
と
の
布
達
の
内
容
の
比
較
検
討
も
部
分
的
に
と
ど
ま

っ
て
し
ま

っ
た
。
こ
れ

ら
は
自
分
自
身
の
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
後
日
を
期
し
た
い
。

蛇
足
で
は
あ
る
が
、
以
下
雑
感
を
多
少
述
べ
て
み
た
い
。
史
料
群
ご
と
の
解

題
と
い
う
の
は
、
ま
ず
館
全
体
の
資
料
そ
の
も
の
に
対
す
る
評
価
や
分
析
が
あ

り
、
そ
の
上
で
基
本
と
な
る
史
料
群
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。
例
え
ば
布
達
と
い
う
も
の
を
取
り
上
げ
て
も
、
同
じ
府

県
庁
文
書
で
も
県
に
よ

っ
て
残
存
の
形
態

・
内
容
は
違

っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
史
料
が
館
全
体
の
史
料
の
中
で
ど
う
い
う
位
置
を
占
め
る
の
か
、
そ
の
時

代
の
史
料
の
中
で
ど
う
い
う
意
味
を
持

っ
て
い
る
の
か
、
他
と
比
較
し
て
ど
う

三
七



秋
田
県
布
達
集
に
つ
い
て

い
う
特
色
を
持

っ
て
い
る
の
か
等
の
点
が
ま
ず
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

本
館
の
公
文
書
の
目
録
は
、
内
容
別
と
し
て
分
野
ご
と
の
ま
と
ま
り
を
示
し

て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
あ
る
テ
ー
マ
に
つ
い
て
知
り
た
い
と
漢
然
と
思

っ
て
い

る
と
き
は
そ
れ
で
用
が
足
り
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
さ
ら
に
す
す
ん
で
関
連
資

料
を
探
そ
う
と
す
る
と
き

（例
え
ば
関
連
法
規
、
関
係
機
関
の
別
の
資
料
等
）、

は
た
し
て
そ
れ
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
日
録
に
よ

っ
て
示
さ
れ
て
い
る
か
と
い
え
ば

そ
う
で
は
な
い
。
日
録
に
は
、
専
門
的
知
識
を
持
た
な
い

一
般
利
用
者
あ
る
い

は
こ
れ
か
ら
研
究
を
始
め
よ
う
と
す
る
人
に
対
す
る
配
慮
が
必
要
な
の
で
は
な

い
か
。
こ
れ
ま
で
の
日
録
論
は
、
占
文
書
研
究
者
の
理
論
や
図
占
館
の
分
類
法

に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
て
い
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

日
々
作
成
さ
れ
る
現
代
公
文
書
を
対
象
と
す
る
公
文
書
館
に
お
い
て
は
、
ひ

と
り
研
究
者
の
み
を
利
用
対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
、　
一
般
利
用
者
に
対
す
る

視
点
が
よ
り
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
研
究
者
に
対
す
る
案
内
役
と
し
て

の
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
で
は
な
く
、
日
々
の
暮
ら
し
の
中
に
公
文
書

・
占
文
書
が
生

き
て
い
く
た
め
の
手
助
け
と
し
て
の
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
が
本
来
の
職
務
で
あ
ろ
う
。

公
文
書
館
の
業
務
は
、
そ
の
よ
う
な
認
識
の
Ｌ
に
立

っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
る
と
思
う
。　
一
般
利
用
者
に
と

っ
て
、
そ
の
時
代
の
人
間
的
役

割
を
は
た
す
と
思
わ
れ
る
基
本
文
献
を
、
よ
り
分
か
り
や
す
い
形
で
、
よ
り
利

用
し
や
す
い
形
で
提
供
す
る
こ
と
が
、
そ
の
手
始
め
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

今
回
の
布
達
集
の
複
製
本
の
配
架
と
こ
の
解
題
が
、　
一
般
利
用
者
の
利
用
の

基
礎
作
業
と
し
て
意
味
の
あ
る
仕
事
で
あ

っ
た
と
い
え
れ
ば
、
公
文
書
課
の
こ

の

一
年
の
業
務
の

一
つ
が
報
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
筆
を
欄
く
。

/ヽ

一証（
１
）

山
中
永
之
佑

一
歴
史
研
究
と
公
文
書
館

一
（
「
北
の
丸
』
´
一１
）

（
２
）

木
村
礎
編

『
文
献
資
料
調
査
の
実
務
』
（柏
書
房
、　
＾
九
七
四
年
）
所
収

（
３
）

石
井
良
助
監
修

『．府
県
概
則
」
↑
日
史
社
、　
一
九
八
七
年
）

（
４
）

「府
県
概
則
」
の
本
県
分
は
次
の

，
力
所
で
あ
る
。

一
巻
二
九
五
頁
の
庁
内
規
則

（明
治
六
年
八
月
分
は
本
館
欠
本
）

二
巻
二

二́
七
頁
の
管
ド
布
令

（明
治
六
年
布
達
一
百^
八
卜
Ｌ
番
、
本
県
触
示

モ

ノ
）

三
巻
三
六
五
頁
の
租
税

（明
治
六
年
布
達
Ｌ
十

一
番
、
官
省
公
達
モ
ノ
）

た
だ
し
全
く
同
じ
史
料
で
は
な
く
、
多
少
の
字
句
の
異
同
が
あ
る
。

（
５
）

人
島
美
津
Ｆ

『
明
治
国
家
と
地
域
社
会
』
（岩
波
書
店
、　
一
九
九
四
年
）

（
６
）

大
島
前
掲
書
三

＾
～

二́
四
頁

（
７
）

人
島
前
掲
書
四
九
頁

（
８
）

大
島
前
掲
書

一
二
五
頁

付
記
　
な
お
、
資
料
の
ひ
と

つ
ひ
と

つ
に
は
出
典
の
注
記
を

つ
け
な
か

っ
た
が
、
布

達
に
つ
い
て
は
、
複
製
本
の
秋
田
県
布
達
集
を
、
職
務
分
課
に

つ
い
て
は
前
掲
高
橋
論

文
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（公
文
書
課
専
門
員
　
さ
と
う
　
た
か
し
）



記
録
史
料
の
展
示
に
関
す
る

試
論

は
じ
め
に

公
文
書
館

の
普
及
活
動

に

つ
い
て

１
　
普
及
活
動

の
位
置
付
け

２
　
普
及
活
動

の
対
象
者
層

の
分
析

公
文
書
館

の
展
示
活
動

に

つ
い
て

１
　
展
示
活
動
を
め
ぐ
る
問
題
点

２
　
展
示
活
動

の
日
常
業
務
と
の
連
動

３
　
公
文
書
館

の
展
示

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
イ

４
　
記
録
史
料
認
識
論

に
よ
る
史
料
群
展
示

鉄
道
事
務
関
係
簿
冊
群

の
展
示
計
画

１
　
史
料
群

の
内
的
構
造

の
再
構
成

２
　
史
料
群
整
理
か
ら
の
展
示
構
成

結
び
に
か
え
て

記
録
史
料
の
展
示
に
関
す
る

一
試
論

柴

田

矢日

彰

は

じ

め

に

現
在
、
国
内
の
多
く
の
公
文
書
館
で
は
、
普
及
活
動
の

一
環
と
し
て
定
期
的

に
展
示
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
秋
田
県
公
文
書
館
に
お
い
て
も
、
平
成
五
年
開

館
時
の
特
別
展
以
後
、
毎
年
企
画
展
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
国
内
に

お
い
て
、
公
文
書
館
固
有
の
展
示
論
は
未
だ
確
立
を
見
ず
、
展
示
活
動
を
本
来

的
業
務
と
考
え
る
か
否
か
に
つ
い
て
も
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
展
示
活
動
は

時
間
と
手
間
の
掛
か
る
仕
事
で
あ
り
、
故
に
そ
の
位
置
付
け
の
曖
昧
さ
は
館
の

業
務
全
体
に
も
影
響
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
公
文
書
館
固
有
の
展
示
を
日
指
し
た
例
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
北
海
道

立
文
書
館
や
柳
川
古
文
書
館
な
ど
の
先
駆
的
な
実
践
が
あ

っ
た
。
ま
た
、
普
及

活
動
の
視
点
か
ら
欧
米
公
文
書
館
の
展
示
活
動
を
紹
介
し
た
森
本
祥
子
氏
の
研

究
も
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
及
び
実
践
を
踏
ま
え
、
公
文
書

館
の
展
示
活
動
の
在
り
方
を
模
索
す
る
試
論
で
あ
る
。

二
九



記
録
史
料
の
展
示
に
関
す
る

一
試
論

一　

公
文
書
館
の
普
及
活
動
に
つ
い
て

１
　
普
及
活
動
の
位
置
付
け

展
示
は
普
及
活
動
の
範
疇
に
入
る
と
共
に
、
そ
の
有
効
な
手
段
で
も
あ
る
。

ァ
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
の
公
文
書
館
で
、
展
示
活
動
が
普
及
の
主
要
な
手
段
と

認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
森
本
氏
に
よ
り
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
同
氏

の
指
摘
の
通
り
、
日
本
の
文
書
館
学
に
お
い
て
は
、
普
及
活
動
自
体
が
確
固
と

し
た
位
置
付
け
を
さ
れ
て
き
て
い
な
い
。
故
に
、
ま
ず
普
及
活
動
を
公
文
書
館

の
業
務
の
中
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
、
前
提
と
し
て
必
要
と
思
わ
れ
る
。

安
藤
正
人
氏
は
、
公
文
書
館
等
に
お
け
る
史
料
管
埋
の
目
的
を

「史
料
を
社

会
的

・
文
化
的
資
源
と
し
て
広
く
、
か

つ
永
続
的
に
利
用
で
き
る
よ
う
、
適
切

な
保
存

・
公
開
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、
こ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
」
と
定
義
し
、

日
的
達
成
の
作
業
プ

ロ
セ
ス
を
段
階
的
に
設
定
し
て
い
る
。
①
調
査
収
集
、
②

整
理
記
述
、
③
保
存
管
理
、
④
利
用
提
供
、
の
四
段
階
で
あ
る
。
国
際
的
に
認

識
さ
れ
て
い
る
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
の
主
要
業
務
に
大
体
対
応
し
て
い
る
。

こ
の
中
で
も

「④
利
用
提
供
」
が
、
最
も
普
及
活
動
を
必
要
と
す
る
段
階
と

考
え
ら
れ
る
。
公
文
書
館
の
保
存
す
る
記
録
史
料
は
、
社
会
の
構
成
員
全
て
に

と

っ
て
の
記
録
遺
産
で
あ
る
。
こ
れ
を
預
か
る
公
的
史
料
保
存
機
関
と
し
て
は
、

そ
の
利
用
の
機
会
を
最
大
限
に
保
証
す
る
こ
と
が
社
会
的
責
務
と
考
え
ら
れ
る
。

利
用
の
機
会
は

一
部
の
研
究
者
に
で
は
な
く
、
社
会
の
構
成
員
全
て
に
平
等
に

保
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
機
会
を
保
証
さ
れ
た
個
人
が
利
用
す
る
か
否
か
は

四
〇

ま
た
別
次
元
の
問
題
で
あ
る
。
機
会
の
保
証
に
は
、
公
文
書
館
の
役
割
や
収
蔵

史
料
の
概
要
が
、
広
く

一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
故

に
、

公
文
書
館
の
利
用
提
供
に
普
及
活
動
が
不
可
欠
と
な
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
国
内
に
お
い
て
は
、
普
及
活
動
以
前
に
利
用
提
供
自
体
に
関
す
る

研
究
が
充
分
に
行
な
わ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
森
木
氏
は
、
普
及
活
動
の

阻
害
要
因
の

一
つ
と
し
て
、
日
本
の
史
料
管
理
学
が
史
料
保
存
中
心
に
発
達
し

て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
閲
覧
な
ど
の
利
用
や
、
展
示
な
ど
の
普
及
活

動
が
、
史
料
を
傷
め
た
り
劣
化
の
時
期
を
早
め
る
た
め
、
保
存
の
立
場
か
ら
歓

迎
さ
れ
な
か

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

古
文
書
や
県
庁
簿
冊
等
を
物
理
的
に

「紙
」
と
し
て
の
み
扱

っ
た
場
合
、
確

か
に
保
存
と
利
用
と
は
相
反
す
る
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
記
録
史
料
と
し
て

考
え
た
場
合
、
将
来
に
お
け
る
利
用
を
全
く
前
提
と
し
な
い

「
保
存
の
た
め
の

保
存
」
は
本
末
顛
倒
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
秋
田
県
公
文
書
館
は
、
毎
年
県
庁

の
公
文
書
を
引
き
継
ぎ
選
別
保
存
す
る
仕
事
を
主
要
業
務
の

一
つ
と
し
て
い
る
。

小
玉
誠

一
郎
氏
は

「
将
来
の
人
び
と
が
過
去
を
振
り
返
り
歴
史
を
検
証
す
る
こ

と
に
よ

っ
て
新
た
な
も
の
を
生
み
出
す
た
め
の
資
料
と
し
て
も
利
用
で
き
る
、

い
わ
ば
県
民
す
べ
て
の
公
的
記
録
遺
産
」
と
し
て
公
文
書
保
存
の
意
義
を
述
べ

て
い
る
。
将
来
に
向
け
記
録
遺
産
を
よ
り
良
い
状
態
で
伝
え
、
研
究
等
の
た
め

の
記
録
史
料
と
し
て
役
立
て
て
も
ら
う
こ
と
が
、
館
で
の
保
存
の
目
的
な
の
で

あ
る
。
複
製
本
や
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
作
成
な
ど
原
本
保
存

へ
の
配
慮
は
、
記

録
史
料
の

「永
続
的
な
利
用
」
が
目
的
で
あ
り
、
「
保
存
の
た
め
の
保
存
」
が

目
的
で
は
な
い
。



「
公
文
書
館
法
」
で
は
、
史
料
の
保
存
と
利
用
に
つ
き
、
ど
の
よ
う
に
規
定

さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
第

一
条
に
は
同
法
制
定
の
目
的
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
法
律
は
、
公
文
書
等
を
歴
史
資
料
と
し
て
保
存
し
、
利
用
に
供
す
る
こ

と
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
公
文
書
館
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（傍
線
筆
者
）

同
法
に
お
い
て
は
、
史
料
の
保
存
と
利
用
と
が

同
等
の
重
要
性
を
持

つ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
公
文
書
館
に
お
け
る
保
存
と
利
用

は
、
市
列
し
て
考
え
る
べ
き
機
能

で
は
な
い
。

前
述
の
よ
う
に
、
保
存
が
将
来
の
利
用
を
目
的

に
行
な
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
保
存
と
利
用
は

一

本
の
ベ
ク
ト
ル
上
に
あ
る
連
続
し
た
機
能
と
考

え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
史
料
管
理
１１
、
保
存
段
階

の
後
に
利
用
段
階
が
来
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、

右
記

「公
文
書
館
法
」
第

一
条
か
ら
も
読
み
取

れ
る
。

保
存
か
ら
利
用
ま
で
の
過
程
を
さ
ら
に
細
か

く
分
け
た
の
が
、
前
述
安
藤
氏
の
史
料
管
理
の

四
作
業
プ
ロ
セ
ス
で
あ
ろ
う
。
同

一
史
料
に
対

す
る
管
理
を
考
え
た
場
合
、
安
藤
氏
が
呈
示
し

た
作
業
プ

ロ
セ
ス
は
、
図
１
の
よ
う
に
ベ
ク
ト

ル
上
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ

記
録
史
料
の
展
示
に
関
す
る
．
試
論

を

一史
料
管
理
ベ
ク
ト
ル
」
と
呼
ぶ
）
同
　
史
料
に
と

´
て
は
、
止
合
収
集
件

業
も
整
理
記
述
作
業
も
史
料
管
理
上
の

一
通
過
点
で
あ
る
。
ベ
ク
ト
ル
上
で
考

え
た
場
合
、
四
つ
の
プ
ロ
セ
ス
は
個
々
に
存
在
す
る
業
務
で
は
な
い
。
四
つ
で

セ
ッ
ト
に
な

っ
て
史
料
管
理
と
い
う

一
業
務
を
構
成
す
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
各
プ
ロ
セ
ス
内
の
具
体
的
業
務
も
、
史
料
管
理
ベ
ク
ト
ル
Ｌ
に
位

置
付
け
ら
れ
る
。

史
料
管
理
ベ
ク
ト
ル
上
の
各
プ
ロ
セ
ス
に
進
行
順
序
は
有

っ
て
も
、
侵
劣
や

主
従
の
別
は
無
い
筈
で
あ
る
。
例
え
ば
、
同

一
史
料
に
と

っ
て
、
整
理
記
述
と

利
用
提
供
の
プ
ロ
セ
ス
は
異
な
る
時
点
に
存
在
す
る
。
同
時
点
で
優
劣
主
従
を

比
較
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
現
在
、
整
理
記
述
プ

ロ
セ
ス
に
あ
る
史
料
群
も

将
来
的
に
は
利
用
提
供
プ
ロ
セ
ス
ま
で
達
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
整
理
記
述

を
本
来
的
業
務
と
し
利
用
提
供
を
非
本
来
的
と
す
る
考
え
方
は
、
史
料
管
理
ベ

ク
ト
ル
上
で
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
日
本
の
公
文
書
館
で
は
、
保
存
管
理
ま
で
が
重
視
さ
れ
、
普
及
活

動
な
ど
利
用
提
供
段
階
の
業
務
が
軽
視
さ
れ
る
傾
向
が
、
と
も
す
れ
ば
見
ら
れ

る
。
森
本
氏
は
、
各
都
道
府
県
の
公
文
書
館
条
例
中
で
普
及
活
動
の
位
置
付
け

が
不
明
確
な
こ
と
を
、
活
動
消
極
化
の
原
因
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
。
条
例
で

の
位
置
付
け
の
不
明
確
さ
は
、
公
文
書
館
の
各
業
務
を
史
料
管
理
ベ
ク
ト
ル
Ｌ

で
捉
ら
え
ず
、
個
々
に
存
在
す
る
業
務
と
認
識
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
公
文
書
館
で
実
際
に
史
料
管
理
を
担
当
す
る
職
員
に
も
、
各
業
務
を
個
々

に
捉
ら
え
る
傾
向
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。

で
は
何
故
、
本
来

一
連
の
も
の
で
あ
る
筈
の
史
料
管
理
ベ
ク
ト
ル
上
の
各
業

四
一

史料調査

移管収集

評価選別

史料整f里

H録作成

検索「1動化

保存修復

環境管理

公開閲覧

普及活動

図 1 史料管理ベク トル

利 lll提 供



務
が
、
個
々
の
も
の
と
捉
ら
え
ら
れ
る
の

か
。
原
因
と
し
て
、
図
２
の
よ
う
に
、
現

実
の
書
庫
内
に
複
数
の
史
料
群
が
保
管
さ

れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ベ
ク
ト
ル
１１
で
時
点
の

異
な
る
プ
ロ
セ
ス
を
進
行
し
て
い
る
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。
同

＾
史
料
群
の
場
合
、

時
点
の
異
な
る
プ
ロ
セ
ス
を
同
時
に
進
行

す
る
こ
と
は
有
り
得
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

複
数
の
史
料
群
が
存
在
す
る
場
合
、
史
料

群
Ａ
が
利
用
提
供
、
史
料
群
Ｂ
が
整
理
記

述
、
史
料
群
Ｃ
が
調
査
収
集
、
と
異
な
る

プ
ロ
セ
ス
を
進
行
す
る
こ
と
が
有
り
得
る
。

そ
の
結
果
、
外
見
Ｌ
、
各
プ
ロ
セ
ス
の
業

務
の
並
存
が
起
こ
る
。
こ
の
｝ア
」
が
、
各

業
務
間
で
価
値
が
比
較
さ
れ
、
本
来
的

・

非
本
来
的
の
区
別
が
付
け
ら
れ
る
原
因
に

も
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
同

一
史
料
群
で
は
、
史
料
管
理
ベ
ク
ト
ル
上
の
作
業
プ
ロ
セ
ス
問

に
本
来
的

・
非
本
来
的
の
区
別
は
存
在
し
な
い
。
故
に
、
複
数
史
料
群
の
異
な

る
プ
ロ
セ
ス
の
業
務
が
並
存
す
る
場
合
で
あ

っ
て
も
、
そ
の
間
に
本
来
的

・
非

本
来
的
の
区
別
は
付
け
ら
れ
な
い
。
史
料
群
の
全
体
量
や
作
業
の
進
捗
状
況
に

よ
る
優
先
順
位
は
付
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
も
作
業
の
進
捗
に
よ
り
将
来
的
に
変

円

ｉ

化
し
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
。

史
料
管
理
ベ
ク
ト
ル
１１
の
各
プ

ロ
セ
ス
の
業
務
は
、
全

て
本
来
的
業
務
と
見

倣

さ
れ
る
。
故

に
、
利
用
提
供
プ

ロ
セ
ス
に
不
可
欠
な
普
及
活
動
も
本
来
的
業

務

で
あ
る
ｃ
ま
た
、
普
及
活
動
は
利
用
提
供
以
外

の
プ

ロ
セ
ス
に
お
い
て
も
有

効

で
あ
る
。
東
京
都
公
文
書
館
や
新
潟
県
立
文
書
館
な
ど
で
は
、
庁
合

で
の
公

文
書
廃
棄
防
止

の
た
め
、
移
管

の
重
要
性
を
訴
え
る
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
配
付
し

た
例
が
あ
る
。
ま
た
、
北
海
道
立
文
書
館
や
柳
川
古
文
書
館
な
ど
で
は
、
文
書

の
保
存
修
復
や
保
存
環
境
に
関
す
る
展
示
実
践
の
例
も
あ
る
。
そ
の
他
、
文
書

の
受
入
れ
か
ら
選
別
、
日
録
作
成
、
保
存
ま
で
の
過
程
を
バ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
展

示
な
ど
で
普
及
さ
せ
る
方
法
も
考
え
ら
れ
る
。

普
及
活
動
が
本
来
的
業
務
で
あ
れ
ば
、
そ
の
具
体
的
手
段
の
展
示
活
動
も
本

来
的
業
務
に
な
る
筈
で
あ
る
。
欧
米
の
公
文
書
館
に
お
い
て
も
、
展
示
活
動
は

普
及
活
動
の
主
要
な
柱
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
普
及
活
動
が
史
料

管
理
ベ
ク
ト
ル
上
の
各
作
業
プ

ロ
セ
ス
で
有
効
と
す
れ
ば
、
展
示
活
動
も
同
様

の
筈
で
あ
る
。
前
記
の
北
海
道
立
文
書
館
と
柳
川
古
文
書
館
の
展
示
実
践
例
は
、

保
存
管
理
プ
ロ
セ
ス
の
普
及
活
動
と
見
倣
さ
れ
る
。

２
　
普
及
活
動
の
対
象
者
層
の
分
析

公
文
書
館
の
展
一小
活
動
に
つ
き
論
議
さ
れ
る
際
、
対
象
者
層
を
ど
こ
に
設
定

す
る
か
が
問
題
と
な
る
。
秋
田
県
公
文
書
館
の
平
成
六
年
度
企
画
展

「
公
文
占

で
読
む
明
治
の
学
校
教
育
」
と
七
年
度
企
画
展

「
明
治
十
年
代
　
秋
田
の
勧
農

政
策
」
で
は
、
対
象
者
層
を
高
校
生
以
上

一
般
と
設
定
し
た
。
し
か
し
実
際
に

は
、
歴
史
愛
好
者
か
ら
研
究
者
ま
で
の
、
歴
史
に
比
較
的
関
心
の
高
い
層
向
け

図 2 複数史料群のベク トル進行差
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の
内
容
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
他
館
の
展
示
解
説
資
料
を
見
て
も
、
地
域
史
テ
ー

マ
の
展
示
に
な
る
と
、
歴
史
に
関
心
の
高
い
層
向
け
の
内
容
の
も
の
が
多
い
。

一
方
、
柳
川
占
文
書
館
の
中
野
等
氏
は
、
同
館
常
設
展
示
の
構
成
に
あ
た
り
、

「
展
示
』
業
務
は
文
書
館

（史
料
館
）
と
不
特
定
市
民
と
の
初
期
的
な
接
点
」

と
の
考
え
に
立
ち
、
対
象
者
層
を

一
般
市
民
レ
ベ
ル
に
設
定
し
て
い
る
。
ま
た
、

千
葉
県
文
書
館
の
高
橋
覚
氏
は
、
企
画
展

一房
総
の
記
録
を
残
す
―
ア
ー
カ
イ

ブ
ズ
の
世
界
―
」
に
つ
い
て
、
同
様
に
対
象
者
層
を

一
般
市
民
レ
ベ
ル
に
設
定

し
な
が
ら
も
、
同
時
に
利
用
者
の
底
辺
拡
大
も
目
指
し
て
い
る
。

展
示
活
動
の
対
象
者
層
を
、
公
文
書
館
や
歴
史
資
料

に
関
心
の
高

い
層
と
、

一
般
の
余
り
関
心
の
高
く
な
い
層
の
ど
ち
ら
に
設
定
す
る
か
で
、
現
在
、
考
え

方
に
振
幅
が
出
来
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
れ
ま
で
対
象
者
層
の
把
握
に
つ

き
各
館
で
共
通
認
識
が
持
た
れ
な
か

っ
た
こ
と
も
原
因
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、

展
示
活
動
の
み
で
は
な
く
、
普
及
活
動
全
体
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

故
に
、
ま
ず
普
及
活
動
の
対
象
者
層
の
分
析
が
必
要
と
な
る
。
平
成
八
年
十

月
に
秋
田
市
で
開
催
さ
れ
た
全
史
料
協
の
第
二
１
回
全
国
大
会
を
素
材
に
考
え

て
み
た
い
。
同
大
会
の
テ
ー
マ
は
、
「史
料
保
存

へ
の
理
解
を
求
め
て
―
文
書

館
制
度
の
普
及
」
で
あ

っ
た
。

大
会
テ
ー
マ
研
究
会
の
全
体
会
で
は
、
高
橋
―ｌｉ
雄
、
渡
辺
英
人
、
高
埜
利
彦

の

．́．氏
か
ら
報
告
が
行
な
わ
れ
た
。
高
橋
氏
は
、
歴
史
資
料
に
関
わ
り
の
少
な

い

一
般
の
人
達
に
、
公
文
書
館
が
積
極
的
に
自
己
の
役
割
を
浸
透
さ
せ
る
こ
と

を
中
心
に
報
告
し
た
。
ま
た
、
高
埜
氏
は
、
学
校
教
育
の
場
で

一
般
学
生
に
史

料
保
存
の
理
解
者
を
広
げ
社
会
に
送
り
出
す
こ
と
を
、
大
学
で
の
実
践
例
に
基

記
録
史
料
の
展
示
に
関
す
る
一
試
論

づ
き
報
告
し
た
。
両
氏

の
報
告
は
方
法
は
異
な
る
が
、
共

に

一
般
市
民

レ
ベ
ル

ヘ
の
普
及
を
狙

っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
渡
辺
氏
は
、
公
文
書
館
を
利

用
す
る
立
場
、
即
ち
歴
史
研
究
者
等

の
立
場
か
ら
報
告
し
た
。
同
氏
は
、
利
用

す
る
立
場
か
ら
公
文
書
館

に
求
め
る
も
の
と
し
て
、
適
切
な
文
書
目
録
、
情
報

ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
、

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
等
み
承
″げ

て
い
る
。

こ
れ

ら
は
殆
ど
収
蔵
史
料

の
内
容

に
関
す
る
情
報

で
、
通
常
、　
一
般
市
民
が
積
極
的

に
公
文
書
館

に
提
供
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
。

全
体
会

で
の

一^．氏

の
報
告
か
ら
、　
一
般
市
民
と
、
研
究
者
等

の
利
用
者
と

で

は
、
公
文
書
館

に
対
し
求
め
る
情
報

の
異
な
る
こ
と
が
分

る
。

そ

の
違

い
は
、

ま
た
、
普
及
活
動
も
双
方

に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
相
応
し
い
方
法

で
行
な
わ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。　
一
般
市
民

に
は
、
高
橋
氏
や
高
禁
氏

の
報
告

に
あ
る
よ
う
に
、
ま
ず
公
文
書
館

の
役
―――――
と
史
料
保
存

の
重
要
性
等
を
理
解
し

て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
利
用
者

に
は
、
渡
辺
氏

の
報
告

の
よ
う
に
、
収
蔵

史
料

に
関
す
る
情
報
が
適
切

に
伝
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
対
象
を
或
る
程
度

区
分
し
な
い
と
、
折
角

の
普
及
活
動
も
無
駄
弾
丸
が
多
く
な
り
、
効
果
も
半
減

し
兼
ね
な
い
。

普
及
活
動

に
、
「
理
解
者
層
拡
大
」
と

「
利
用
者
層
拡
大
」

の
二

つ
の
目
的

を
設
定
す
る
と
分
り
や
す
い
。

こ
の
二

つ
は
、
図
書
館
と
博
物
館

の
普
及
活
動

に
も
設
定
出
来
る
。
「
理
解
者
屈
」
と

「
利
用
者
層
」

の
概
念

は
左

の
よ
う

に

定
義
さ
れ
る
。

理
解
者
層
…
…
一
館

の
存
在
意
義
や
役
割
等
を
理
解
し
て
い
る
人
び
と
の
層
」

利
用
者
層
…
…
一
館
を
実
際

に
利
用
す
る
可
能
性
を
持

つ
人
び
と
の
層
」

四
三



記
録
史
料
の
展
示
に
関
す
る
．
試
論

理
解
者
層
は
利
用
者
層
の
母
体
と
な
る
が
、
こ
の
層
の
人
び
と
全
て
が
利
用
者

に
転
化
す
る
必
要
は
無
い
。
理
解
者
層
の
広
が
り
は
、
館
自
体
の
社
会
的
存
在

基
盤
と
し
て
重
要
な
の
で
あ
る
。
故
に
、
理
解
者
数
の
増
加
と
利
用
者
数
の
増

加
と
は
正
比
例
し
な
い
。
ま
た
、
理
解
者
層
も
利
用
者
層
も
内
部
に
更
に
細
か

い
段
階
を
有
し
て
い
る
。
公
文
書
館
の
利
用
者
層
の
場
合
な
ら
、
歴
史
愛
好
者

か
ら
研
究
者
ま
で
の
幅
を
持

つ
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

さ
て
、
図
３
で
概
念
を

小^
し
た
通
り
、
図
書
館
や
博
物
館
の
理
解
者
層
は
ほ

ぼ
社
会
全
体
に
広
が

っ
て
い
る
と
見
て
良
い
。
今
日
、
図
書
館
や
博
物
館
の
役

割
を
知
ら
な
い
人
び
と
は
希
少
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
館
の
普
及
活
動
で
は
、
新

着
図
書
の
紹
介
、
展
示
や
講
座
の
開
催
な
ど
利
用
者
層
拡
大
に
主
力
が
注
が
れ

る
。
そ
れ
に
対
し
、
公
文
書
館
の
理
解
者
層
の
広
が
り
は
相
当
小
さ
く
、
利
用

者
層
の
広
が
り
に
も
影
響
し
て
い
る
。
今
日
、
公
文
書
館
の
普
及
活
動
は
、
理

解
者
層
と
利
用
者
層
の
両
方
の
拡
大
を
目
的
に
行
な
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

大
会
テ
ー
マ
研
究
会
の
分
科
会
に
お
い
て
、
群
馬
県
立
文
書
館
の
吉
江
剛
氏

は
、
同
様
の
意
見
か
ら
、
次
の
二

つ
を
文
書
館
を
知

っ
て
も
ら
う
段
階
と
し
て

挙
げ
た
。
「①
存
在
そ
の
も
の
を
知

っ
て
も
ら
う
段
階
」
、
「
②
利
用
に
至
ら
な

い
が
史
料
保
存
の
重
要
性
を
理
解
し
て
も
ら
う
段
階
」
、
「③
史
料
を
利
用
し
て

も
ら
う
段
階
」
で
あ
る
。
①
と
②
は
本
稿
の

「
理
解
者
層
拡
大
」
、
③
は

「
利

用
者
層
拡
大
」
に
対
応
す
る
。

ま
た
、
理
解
者
層
拡
大
と
利
用
者
層
拡
大
の
両
普
及
活
動
は
、
同
時
並
行
で

行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
理
解
者
層
を
広
げ
る
こ
と
は
急
務
で
あ
る
が
、　
一

方
、
収
蔵
史
料
の
情
報
を
求
め
る
利
用
者
層
も
常
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
社

会
全
体

に
理
解
者
層
が
広
が
る

の
を
待
ち
、
利
用
者
層

へ
の
済

及
を
行
な
う
の
で
は
、
現
実

の

要
求

に
応
え
る
こ
と
は
出
来
な

い
。森

本
氏
は
、
日
本
に
お
け
る

普
及
活
動
の
阻
害
要
因
と
し
て
、

「利
用
者
を
伝
統
的
に
イ

コ
ー

ル
歴
史
研
究
者
と
考
え
て
き
た

こ
と
」
を
挙
げ
て
い
る
。
現
在

で
も
、
理
解
者
層
拡
大
の
普
及

活
動
は
、
そ
の
必
要
を
広
く
認

識
さ
れ
る
に
至

っ
て
い
な
い
と

思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
柳
川
占

文
書
館
の
常
設
展
示
は
、　
一
般

市
民
レ
ベ
ル
に

「史
料
と
は
何

か
」
の
認
識
を
浸
透
さ
せ
た
点

で
、
先
駆
的
意
義
が
大
き
い
。

し
か
し
、
利
用
者
層
拡
大
も
公

文
書
館
の
普
及
活
動
の
目
的
と

し
て
重
要
で
あ
る
。
両
層

へ
の

普
及
活
動
は
、
妊
い
に
否
定
し

層

図 3 理解者層と利用者層の広が り (概念図)
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合
う
関
係

で
は
な
く
、
補
完
し
合
う
関
係
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

現
在
、
公
文
書
館

で
行
な
わ
れ
る
各
種

の
普
及
活
動
も
、
理
解
者
層
拡
大
と

利
用
者
層
拡
大

の
も
の
と
に
分
類
さ
れ
る
筈

で
あ
る
。
前
者

に
は
、
業
務
案
内

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
や
館
内
案
内
ビ
デ
オ
の
制
作
な
ど
、
後
者

に
は
、
翻
刻
刊
行
や

日
録
編
成
な
ど
が
該
当
す
る
。

展
示
活
動

の
場
合
、
理
解
者
層
拡
大
が
目
的

で
あ
れ
ば
館
業
務

の
紹
介
や
史

料
学
的
知
識

の
普
及
、
利
用
者
層
拡
大

で
あ
れ
ば
収
蔵
史
料

の
紹
介
が
卜
に
な

る
傾
向

に
あ
る
。
そ
の
組
合
せ
と
し
て
、
次

の
四
通
り
が
考
え
ら
れ
る
。

ア
　
常
設
展

で
理
解
者
層
拡
大
、
企
画
展
や
特
別
展

で
利
用
者
層
拡
大

の
展

一小
を
行
な
う
。

イ
　
理
解
者
層
拡
大
と
利
用
者
層
拡
大

の
展
示
を
交
Ｌ

に
行
な
う
。

ウ
　
利
用
者
層
拡
大

の
展
示

の
中

に
、
理
解
者
層
拡
大

の
部
分
を
設
け
る
。

工
　
利
用
者
層
拡
大

の
展
示

に
お
い
て
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
や
ビ
デ
オ
な
ど
別

媒
体

に
よ
り
理
解
者
層
拡
大

の
普
及
活
動
を
行
な
う
。

組
合
せ
の
ア
の
例
と
し
て
は
、
栃
木
県
立
文
書
館

の
平
成
．
．年
度
以
後

の
展

示
活
動
が
あ
夕
。
イ
の
部
類

に
は
、
千
葉
県
立
文
書
館

の
平
成
六
年
度
企
画
展

「
房
総

の
記
録
を
残
す
―

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
世
界
―

」
や
、

徳
島
県
立
文
書
館

の
平
成
七
年
度
資
料
展

「
古
文
書

の
保
存
と
補
修
」
が
入
る
。

ウ
の
例
と
し
て

は
、
北
海
道
立
文
書
館

の
平
成
一
．年
度
特
別
展

「新
し
い
史
料
、
よ
み
が
え
る

歴
史
」
が
あ
る
。
ま
た
、
同
館

の
常
設
展
示
は

工
の
例

に
入
る
。

普
及
活
動

の
位
置
付
け
と
対
象
者
層

の
分
析

に
よ
り
、
展
示
活
動

の
位
置
と

対
象
者
層
も
明
確

に
な

っ
て
き
た
。
次

に
、
公
文
書
館

の
展
示
活
動
が
如
何

に

記
録
史
料
の
展
示
に
関
す
る

一
試
論

在
る
べ
き
か
を
考
え
て
み
た
い
。

一
一　
公
文
書
館
の
展
示
活
動
に
つ
い
て

１
　
展
示
活
動
を
め
ぐ
る
問
題
点

前
節
で
、
普
及
活
動
の
位
置
付
け
よ
り
、
展
示
活
動
を
公
文
書
館
の
本
来
的

業
務
と
し
て
位
置
付
け
た
。
し
か
し
、

こ
れ
ま
で
公
文
書
館
の
展
示
活
動
は

「非
本
来
的
業
務
」
と
し
て
槍
玉
に
挙
が
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。
展
示
の
準
備

に
は
時
間
と
手
間
が
掛
か
る
。
秋
田
県
公
文
書
館
の
前
述
二
企
画
展
の
準
備
に

お
い
て
も
、
か
な
り
の
時
間
が
史
料
調
査
に
必
要
と
さ
れ
た
。
群
馬
県
立
文
書

館
や
栃
木
県
立
文
書
館
で
は
、
展
示
業
務
の
見
直
し
が
行
な
わ
れ
た
例
も
あ
る
。

時
間
と
手
間
の
掛
か
る
仕
事
が

「非
本
来
的
業
務
」
で
あ
れ
ば
、
館
の
業
務
全

体
に
ま
で
影
響
が
及
ぶ
。

そ
れ
故
、
展
示
活
動
が

「非
本
来
的
業
務
」
と
見
倣
さ
れ
る
原
因
の
究
明
が

必
要
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
公
文
書
館
の
展
示
活
動
が
如
何
に
あ
る
べ
き
か
を
模

索
す
る
人
口
に
も
な
る
。
展
示
活
動
の
役
割
が
軽
視
さ
れ
た
大
本
の
原
因
は
、

普
及
活
動
の
位
置
付
け
が
充
分
で
な
か

っ
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、
展
示
活

動
自
体
の
有
す
る
問
題
と
し
て
は
、
次
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

第

一
点
は
、
現
在
の
日
本
に
お
い
て
、
博
物
館
等
の
展
示
に
対
す
る
正
当
な

評
価
の
機
会
が
少
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
新
井
勝
紘
氏
と
古
田
伸
之

氏
に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
展
示
構
成
の
た
め
に
は
、
論
文
作
成
に
も
匹

敵
す
る
準
備
調
査
が
必
要
と
な
る
。
が
、
展
示
に
対
す
る
評
価
の
場
は
論
文
の

四
五



記
録
史
料
の
展
示
に
関
す
る
．
試
論

そ
れ
に
比
べ
か
な
り
少
な
い
。
両
氏
共
、
論
文
評
や
書
評
に
相
当
す
る

「
展
示

評
」
の
確
立
を
提
唱
し
て
い
る
。
展
示
に
対
す
る

一
般
の
評
価
が
未
だ
低
い
現

況
で
は
、
公
文
書
館
の
職
員
も
展
示
活
動
に
価
値
を
見
出
し
難
い
。

第
一
．点
は
、
展
示
が
特
別
イ
ベ
ン
ト
的
に
行
な
わ
れ
、
日
常
業
務
か
ら
遊
離

し
が
ち
な
こ
と
で
あ
る
。
展
示
の
た
め
の
史
料
調
査
や
パ
ネ
ル
作
成
な
ど
は
、

日
常
業
務
と
連
動
さ
れ
ず
別
個
に
行
な
わ
れ
る
場
合
が
多
い
。
し
か
も
、
時
――１１

と
手
間
と
予
算
が
相
当
に
掛
か
る
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、
開
催
期
間
が
終
わ
る
と

撤
去
さ
れ
る
た
め
、
仕
事
の
成
果
と
し
て
は
残
り
難
い
。
ま
た
、
普
及
効
果
も

館
内
の
職
員
に
は
直
ぐ
に
把
握
し
難
い
。
大
き
な
仕
事
の
制
に
、
職
員
に
は
Ｈ

常
業
務
を
圧
迫
す
る

「特
別
イ
ベ
ン
ト

一
の
イ
メ
ー
ジ
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。

第
１
点
は
、
歴
史
系
博
物
館
の
展
示
と
の
境
――
が
曖
昧
な
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
た
め
、
博
物
館
の
業
務
で
あ
る
展
示
活
動
を
公
文
書
館
が
嗜
複
し
て
行
な
う

よ
う
に
見
倣
さ
れ
る
。
特
に
地
域
史
的
テ
ー
マ
の
展
示
の
場
合
、
こ
の
問
題
が

顕
在
化
し
が
ち
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
歴
史
系
博
物
館
の
展
示
に
対
し
、
公
文
書

館
の
展
示
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
如
何
に
持

つ
か
に
繋
が
る
。

以
１１
三
点
の
内
、
第

一
点
日
は
公
文
書
館
レ
ベ
ル
で
解
決
出
来
る
問
題
で
は

な
い
。
今
後
、
一‐展
示
評
」
の
確
立
は
全
学
問
分
野
で
検
……ヽｌ
さ
れ
る
べ
き
問
題

だ
ろ
う
。
公
文
書
館
レ
ベ
ル
で
解
決
出
来
る
問
題
は
、
第
二
点
日
と
第

１．点
目

で
あ
る
。
従

っ
て
、
公
文
書
館
で
展
示
活
動
を
行
な
う
前
提
と
し
て
、
日
常
業

務
と
の
連
動
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
が
必
要
に
な
る
ｃ

２
　
展
示
活
動
の
日
常
業
務
と
の
連
動

ま
ず
、
展
・小
活
動
を
公
文
書
館
の
日
常
業
務
、
即
ち
史
料
管
理
ベ
ク
ト
ル
Ｌ

四
六

の
他
業
務
と
連
動
さ
せ
る
可
能
性
を
探
る
。
秋
田
県
公
文
書
館

の
企
画
展

「
明

治
卜
年
代
　
秋
田
の
勧
農
政
策
」

の
準
備
過
程
を
検
討
材
料
と
す
る
ｃ

表
１
は
準
備
過
程

の
具
体
的
作
業
を
纏
め
た
も

の
で
あ
る
。
経
験
か
ら
言
え

ば
、
展
示
簿
冊
を
最
終
選
択
し
構
成

レ
イ
ア
ウ
ト
を
作
成
す
る
ま
で
が
、
準
備

過
程

の
た
制

で
あ
る
。
解
説
キ

ャ
ブ
シ
ョ
ン
等

の
原
稿
作
成
ま
で
で
、
過
程

の

八
割
と
な
る
。
地
域
史
的

テ
ー

マ
の
展

示
の
場
合
、
関
係
史
料

の
調
査
研
究
が

必
要

で
、

こ
れ
に
相
当

の
時
間
を
費
や

す
か
ら
で
あ
る
。
明
治
期

の
県
庁
簿
冊

か
ら
関
係
史
料
を
探
す
場
合
、　
一
枚

一

枚
捲

っ
て
の
調
査

に
な
る
。

こ
の
時

の
展
・小
準
備

で
は
、
関
係
史

料

の
調
査
を
閲
覧
＝
録

の
■
次
点
検
作

業
と
の
連
動

で
行
な

っ
た
。
展
示
準
備

の
調
査
も
日
録

の
点
検
作
業
も
、
共

に

県
庁
簿
――――

の
内
容
を
見
る
必
要
が
あ
り
、

仕
事

の
連
動
が
吋
能

で
あ

っ
た
。
史
料

管
理
ベ
ク
ト
ル
■
、
日
録

の
点
検
作
業

は
整
理
記
述
プ

ロ
セ
ス
に
属
す
る
。

こ
の
プ

ロ
セ
ス
で
は
、
ま
た
、
史
料

整
理
と
の
連
動
も
可
能

で
あ
ろ
う
。
企

画
展

「
明
治
十
年
代
　
秋
田
の
勧
農
政

表 1 企画展「明治十年代 秋田の勧農政策Jの準備過程

・展示テーマ及び方針の決定

.0先行研究、参考資料の調査

|・
書庫内の関係簿 llllの 調査

・展示簿 IFIの選択決定

|・ 展示 レイアウトのイ乍成

|・ 企1両 展実施計画の起案

・角ギみをキャフ・ションイ也房(11イ乍1成

。資料写真撮影

・ ポスター、 リーフレット発注

・展示パネル (地 図、図表等)発注

・ ホスター、 リーフレットの発送

・マスコミヘの広報依頼

・展示作業



策
」

の
際
、
高
橋
務
氏
は
明
治
十
年
代

の
県
庁
勧
業
簿
冊
群
を
整
理
し
て
い
る
。

地
域
史
的

テ
ー

マ
の
展
示
は
収
蔵
史
料

の
紹
介

に
な
り
、
史
料
整
理
と
の
連
動

が
最
も
理
想
的
と
思
わ
れ
る
。

展
示
活
動
は
、
整
理
記
述
プ

ロ
セ
ス
以
外

で
は
、
ど
の
プ

ロ
セ
ス
の
業
務
と

連
動
可
能
だ
ろ
う
か
。
北
海
道
立
文
書
館

の
特
別
展

「
新
し
い
史
料
、
よ
み
が

え
る
歴
史
」
が
良

い
例
を
示
し
て
い
る
。
同
展
示

で
は
、
全
ヒ
ゾ
ー
ン
の
内
に

一
史
料

の
保
存
と
保
護
」

の
ゾ
ー
ン
が
設
定
さ
れ
た
。

こ
の
ゾ

ー

ン
の

「
資
料

の
補
修
」

の
小

コ
ー
ナ
ー
で
は
、
職
員

に
よ
る
文
書

の
裏
打
ち
作
業
が
写
真

で

展
示
さ
れ
た
。
同
館

で
は
、
日
常
、
職
員

の
手

で
文
書

の
補
修
が
行
な
わ
れ
て

い
た
た
め
、

こ
の
よ
う
な
展
示

に
結
び
付

い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
保
存
管
理

プ

ロ
セ
ス
の
業
務
が
展
示
活
動
と
連
動
し
た
例
と
言
え
る
。

ま
た
、
管
見

で
は
実
践
例
を
知
ら
な
い
が
、
調
査
収
集
プ

ロ
セ
ス
の
業
務
と

展
示
活
動
と

の
連
動
も
考
え
ら
れ
得
る
。
秋
田
県
公
文
書
館

で
は
、
県
庁
か
ら

公
文
書
が
移
管
さ
れ
、
そ
の
評
価
選
別
が
行
な
わ
れ
る
ｃ
燻
蒸
消
毒
、
点
検
及

び
パ
ソ
コ
ン
入
力
、
評
価
選
別
と
い

っ
た

一
連

の
過
程
を
展
示
表
現
す
る
こ
と

も
将
来
的

に
は
可
能

で
あ
る
。

展
示
活
動
は
、
史
料
管
理
ベ
ク
ト
ル
上

の
ど
の
作
業
プ

ロ
セ
ス
の
業
務
と
も

表
現
方
法
次
第

で
連
動
す
る
可
能
性
を
持

つ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

ア
メ
リ

カ

・
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
協
会
が

一
九
八
０
年
当
時
、
展
示
活
動
と
他
業
務
と
の
連

動
を
既
に
意
識
し

て
い
た
こ
と
は
、
森
本
氏

に
よ
り
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

展
示
活
動

の
日
常
業
務
と
の
連
動
は
、
展
示
内
容

に
公
文
書
館

の
業
務

の
特

色
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
る
。
そ
れ
は
、
公
文
書
館

の
展
示
の
ア
イ
デ
ン

記
録
史
料
の
展
示
に
関
す
る

一
試
論

テ
ィ
テ
ィ
に
も
繋
が
る
。

３
　
公
文
書
館
の
展
示
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

公
文
書
館

の
展
示
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
最
初

に
意
識
さ
れ
た
の
は
、
管

見
の
限
り
で
は
北
海
道
立
文
書
館

の
常
設
展
示

で
あ
る
。
昭
和
六
十
年

の
同
館

開
館
時
よ
り
の
展
示

で
、
文
書

に
よ
る
通
史
的
展
示

に
、
文
書

の
保
存
と
文
書

館

の
役
割

に
関
す
る
展
示
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
平
成
１
年

に
同
館

で
開
か
れ
た
特
別
展

「新
し
い
史
料
、
よ
み
が

え
る
歴
史
」

に
お
い
て
は
、
前
述

の
通
り
、
「
史
料

の
保
存
と
保
護
」

の
ゾ

ー

ン
が
設
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
同
展
示
に

つ
き
青
山
英
幸
氏
は
、
各
文
書

の
重
層

性
と
独
自
性
を
提
示
す
る
展
示
、
及
び
文
占
群
を
群
と
し
て
提
示
す
る
展
示

の

構
想
も
準
備
段
階

で
検
討
さ
れ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。

同
年
、
柳
川
古
文
書
館

の
中
野
等
氏
は
、
千
葉
市

で
開
催
さ
れ
た
全
史
料
協

の
第

一
六
日
全
国
大
会

に
お
い
て
、
公
文
書
館
固
有

の
展
示
論

の
必
要
を
述

べ

同
館

で
の
展
示
実
践
を
報
告
し
た
。
同
氏
は
、
埃
塗
れ
で
虫
喰

い
の
あ
る
ボ

ロ

ボ

ロ
の
書
付
を
敢
え
て
展
示
し

一
史
料
と
は
、
あ
る
い
は
文
書
と
は
何
か
」
を

一
般

に
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
が
、
公
文
書
館
固
有

の
普
及
活
動
で
あ
る
と
し
た
。

展
示

に
よ
り
史
料

に
対
す
る

一
般

の
認
識
を
改
め
、
保
存

の
重
要
性
を
訴
え
る

こ
と
が
目
的

で
あ
る
。
公
文
書
館

の
展
示
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
、
全
国
人

会

の
場

で
初
め
て
１１
張
さ
れ
た
意
義
は
大
き
い
。

中
野
氏
は
、
公
文
書
館
固
有

の
史
料
保
存
業
務
を
展
示

に
反
映
さ
せ
、

ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
出
す

こ
と
に
成
功
し
た
。
同
氏

の
展
示
論
は
、
そ
の
後
、
公

文
書
館

に
お
け
る
展
示
活
動

の
考
え
方

に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
同
氏

川

Ｌ



記
録
史
料
の
展
示
に
関
す
る

．
試
論

の
実
践
は
、
展
示
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
確
立

の
方
法
と
し

て
は
正
し

い
。
だ

が
、

こ
れ
を
公
文
書
館

の
展
示
が

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
出
す
唯

一
の
方
法
と

見
る
と
、
却

っ
て
展
示
活
動

の
可
能
性

の
幅
を
狭
め
る
虞
れ
が
あ
る
。
史
料
管

理
ベ
ク
ト
ル
ーー
、
各
作
業

プ

ロ
セ
ス
の
業
務

に
展
示
活
動
と
の
連
動

の
可
能
性

が
存
在
す
る
。
保
存
管
理
プ

ロ
セ
ス
以
外

の
業
務
を
展
示

に
反
映

さ
せ

て
も
、

公
文
書
館

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
出
せ
る
笛

で
あ
る
。

安
藤
氏
は
、

ア
ー
キ
ビ
ス
ト
と
歴
史
研
究
者

の
研
究
領
域
を
図
４
の
よ
う
に

示
し
て
い
る
。
同
氏
は

「
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
の
行
う
べ
き
研
究
は
記
録
史
料
学

で

あ
る
」
と
述

べ
て
い
る
。

ア
ー
キ
ビ
ス
ト
の
研
究
領
域
が
記
録
史
料
学
な
ら
ば
、

そ
の
展
示
活
動
も
同
じ
領
域

で
行
な
わ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
歴

史
研
究
者

に
よ
る
展
示
活
動
、

は
　
　
即
ち
歴
史
系
博
物
館
の
そ
れ
は
、

‐ｉ，３
　
　
歴
史
学
の
領
域
で
行
な
わ
れ
て

ス
　
　
　
る
。

ア
ー
キ
ビ

ス
ト
に
よ
る

社
　

　

展
示
活
動
、

即
ち
公
文
書
館

の

ア．　
　

そ
れ
は
、
記
録
史
料
学
の
領
域

糧
　
　
で
行
な
わ
れ
た
時
、
初
め
て
ア

料

　

　

ノ
ム
ァ
ン

テ

ィ

テ

ィ
牟
品
軍
り
と

者
υ

融
　
　
・４
っれ
る
。
ま
た
同
氏
は
、
記

Ｆ
　

　

録
史
料
学
が
記
録
史
料
認
識
論

人雌
　
　
ル」管
理
論
の
」
領
域
か
ら
成
る

安

　

と
述
べ
⊂́
い
な
。

史
料
管
理
ベ
ク
ト
ル
Ｌ
の
各
作
業
プ
ロ
セ
ス
の
業
務
は
、
記
録
史
料
管
理
論

の
領
域
で
論
ぜ
ら
れ
る
。
中
野
氏
に
よ
る
実
践
例
は
、
保
存
管
理
プ
ロ
セ
ス
の

業
務
を
反
映
し
て
お
り
、
管
理
論
の
領
域
の
展
示
と
考
え
ら
れ
る
。
前
記
の
北

海
道
立
文
書
館
の
二
実
践
例
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
保
存
管
理
プ

ロ
セ
ス
以

外
の
業
務
を
展
示
表
現
し
て
も
、
こ
の
領
域
内
の
位
置
付
け
に
な
る
。
館
内
で

の
文
書
搬
人
や
燻
蒸
消
毒
等
の
過
程
を
写
真
バ
ネ
ル
で
展
示
紹
介
す
る
な
ど
良

い
例
で
あ
る
。
こ
の
領
域
で
の
展
示
に
は
、
博
物
館
に
は
無
い
公
文
書
館
固
有

の
業
務
が
反
映
さ
れ
、
比
較
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
出
し
や
す
い
。

一
方
、
記
録
史
料
認
識
論
は
、
図
の
よ
う
に
記
録
史
料
学
と
歴
史
学
と
が
重

な
る
領
域
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
歴
史
系
博
物
館
で
も
古
文
書
や

」―千
絵
図
の
展

示
が
行
な
わ
れ
得
る
。
故
に
、
公
文
書
館
が
こ
の
領
域
で
展
示
を
行
な
う
場
合
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
明
確
化
が
特
に
重
要
に
な
る
。

笠
谷
和
比
古
氏
は
、
史
料
理
解
の
四
段
階
と
し
て
、
Ｃ
記
載
内
容
の
理
解
、

②
媒
質
の
理
解
、
０
様
式
の
理
解
、
④
）存
在
の
理
解
を
挙
げ
て
い
か
。
国
立
国

文
学
資
料
館
史
料
館
の
特
別
展

「
近
世
文
字
社
会
の
ひ
ろ
が
り
―
史
料
館
収
蔵

史
料
展
―
」
は
、
一０
と
０
を

一
部
展
示
表
現
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
記
録
史

料
認
識
論
の
展
示
も
、
こ
の
場
合
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
出
し
や
す
い
。

し
か
し
、
現
在
、
地
域
史
的
テ
ー
マ
に
収
蔵
史
料
を
位
置
付
け
る
タ
イ
プ
の
展

示
が
、
比
較
的
多
く
の
館
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は

一
応
、
④
を
展
示

表
現
し
た
部
類
に
入
る
と
思
わ
れ
る
。
が
、
外
見
１１
、
歴
史
系
博
物
館
の
展
示

を
文
書
で
行
な

っ
た
形
に
な
り
、
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
が
若
Ｆ
弱
い
。
歴
史
系

博
物
館
の
展
示
と
の
境
目
が
曖
昧
に
な
る
の
は
、
実
に
こ
の
タ
イ
プ
の
展
示
で

図4 アーキビストと歴史研究者の研究領域
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あ
る
（）
ま
た
、
準
備
調
査
に
時
間
が
掛
か
る
の
も
こ
の
タ
イ
プ
で
あ
る
。
中
野

氏
ら
が
展
示
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
記
録
史
料
管
理
論
に
求
め
た
の
は
、
こ

の
従
来
型
の
展
示
に
対
す
る
批
判
と
解
さ
れ
る
。

現
在
、
展
示
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
模
索
は
、
記
録
史
料
管
理
論
の
領
域

に
向
か
う
動
き
を
見
せ
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
動
き
は
理
解
者
層
拡
大
の
普

及
活
動
を
指
向
し
て
い
る
。
管
理
論
の
展
示
は
、
人
体
に
お
い
て
収
蔵
史
料
の

紹
介
よ
り
も
業
務
の
紹
介
に
な
る
た
め
、
理
解
者
層
拡
大
の
普
及
活
動
に
比
較

的
向
い
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
記
録
史
料
学
に
は
記
録
史
料
認
識
論
の
領
域
も
存
在
す
る
。

記
録
史
料
学
の
領
域
で
の
展
示
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持

つ
な
ら
ば
、
管
理

論
ば
か
り
で
な
く
、
認
識
論
の
領
域
で
も
可
能
性
が
模
索
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

筈
で
あ
る
。
認
識
論
の
展
示
は
、
収
蔵
史
料
そ
の
も
の
の
紹
介
と
な
る
た
め
、

利
用
者
層
拡
大
の
普
及
活
動
に
比
較
的
向
い
て
い
る
。

中
野
氏
は
、
展
示
活
動
を

「
文
書
館

（史
料
館
）
と
不
特
定
市
民
と
の
初
期

的
な
接
点
」
と
し
、
目
的
を
理
解
者
層
拡
大
に
絞

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
展
示

活
動
が
利
用
者
層

へ
の
普
及
と
し
て
重
要
で
あ
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
前
述

の
通
り
、
利
用
者
層
内
に
も
初
歩
的
段
階
か
ら
専
門
的
段
階
ま
で
広
い
幅
が
あ

る
。
収
蔵
史
料
の
翻
刻
本
や
史
料
日
録
の
刊
行
な
ど
は
、
中
で
も
専
門
的
段
階

に
比
較
的
近
い
人
び
と
向
け
の
普
及
活
動
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
普
及
対
象
は

や
や
限
ら
れ
た
層
に
な
る
。

展
示
活
動
の
場
合
は
、
初
歩
的
段
階
の
利
用
者
層
に
対
し
て
も
普
及
効
果
を

挙
げ
る
可
能
性
を
持

つ
。
こ
の
段
階
の
人
び
と
は
歴
史
に
関
心
が
有
る
も
の
の
、

記
録
史
料
の
展
示
に
関
す
る
．
試
論

公
文
書
館
の
収
蔵
史
料
に
つ
い
て
の
具
体
的
知
識
に
乏
し
い
。
故
に
、
収
蔵
史

料
の
展
示
解
説
が
情
報
発
信
と
し
て
有
意
義
に
な
る
。
秋
田
県
公
文
書
館
に
お

い
て
も
、
展
示
を
見
た
人
館
者
が
収
蔵
史
料
に
関
心
を
持
ち
、
後
に
関
覧
利
用

に
結
び
付
い
た
例
が
あ
る
。
展
示
は
利
用
者
層
拡
大
の
た
め
の
、
言
わ
ば

「収

蔵
史
料
の
シ
ョ
ー

・
ウ
ィ
ン
ド
ー
」
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
得
る
。
ま
た
、

マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
広
報
を
効
果
的
に
行
な
え
ば
、
地
域
の
潜
在
的
利
用
者
層
の

掘
り
起
こ
し
も
可
能
で
あ
る
。
普
及
対
象
の
広
が
り
は
大
き
い
。

展
示
は
公
文
書
館
と

「
不
特
定
市
民
」
と
の
初
期
的
接
点

で
あ
る
が
、
「
不

特
定
市
民
」
は
潜
在
的
な
理
解
者
層
と
利
用
者
層
の
双
方
を
含
む
と
考
え
る
べ

き
で
あ
る
。
展
示
活
動
も
ま
た
、
理
解
者
層
拡
大
と
利
用
者
属
拡
大
の
バ
ラ
ン

ス
を
取

っ
て
行
な
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
故
に
、
利
用
者
層
拡
大
の
た
め
に
、

記
録
史
料
認
識
論
の
領
域
で
の
展
示
も
必
要
に
な
る
。
管
理
論
の
領
域
に
お
け

る
展
示
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
イ
追
求
は
、
既
に
中
野
氏
ら
の
実
践
に
よ
り
試
み

ら
れ
た
。
本
稿
で
は
、
認
識
論
の
領
域
に
お
け
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
イ
の
追
求

を
試
み
、
展
示
論
全
体
と
し
て
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
た
い
。

現
在
、
多
く
の
公
文
書
館
で
、
地
域
史
的
テ
ー
マ
に
収
蔵
史
料
を
位
置
付
け

る
タ
イ
プ
の
展
示
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
歴
史
系
博
物
館
の
展
示
と
の
重
複
、

日
常
業
務
か
ら
の
遊
離
な
ど
の
問
題
が
集
中
す
る
の
は
こ
の
タ
イ
プ
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
在

一
般
的
な
こ
の
タ
イ
プ
は
、
最
初
に
記
録
史
料
認
識
論
を
意
識

し
て
で
は
な
く
、
歴
史
系
博
物
館
の
展
示
を
元
に
生
ま
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ

る
。
そ
れ
故
、
認
識
論
の
領
域
の
展
示
を
再
検
討
し
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確

立
す
る
こ
と
が
、
問
題
解
決
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
収
蔵
史
料
紹
介

四
九



記
録
史
料
の
展
示
に
関
す
る
一
試
論

の
展
示
は
、
史
料
整
理
と
の
連
動
の
可
能
性
を
持

つ
。
史
料
整
理
に
は
史
料
認

識
が
必
要
で
あ
る
。
故
に
認
識
論
の
展
示
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
史
料
整
理
と

の
具
体
的
な
連
動
方
法
も
発
見
出
来
る
筈
で
あ
る
。

４
　
記
録
史
料
認
識
論
に
よ
る
史
料
群
展
示

記
録
史
料
認
識
論
の
領
域
で
展
示
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
イ
を
考
え
た
場
合
、

記
録
素
材
や
様
式
等
の
属
性
を
表
現
す
る
方
法
と
、
記
録
史
料
群
の
内
的
構
造

を
表
現
す
る
方
法
と
が
あ
る
。
第

一
の
方
法
は
、
前
述
の
国
立
国
文
学
資
料
館

史
料
館
の
展
示
で
試
み
ら
れ
た
。
本
稿
で
は
第
二
の
方
法
を
検
討
す
る
。

秋
田
県
公
文
書
館
の
合
画
展

「
公
文
書
で
読
む
明
治
の
学
校
教
育
」

で
は
、

県
庁
学
務
関
係
部
課
の
簿
冊
を
中
心
に
紹
介
し
た
。
「
明
治
卜
年
代
　
秋
田
の

勧
農
政
策
」
で
は
勧
業
関
係
部
課
の
簿
冊
を
中
心
と
し
た
。
特
定
部
門
に
テ
ー

マ
を
絞
る
と
、
必
然
的
に
特
定
史
料
群
の
文
書
が
中
心
に
な
る
。
過
去
の
一
．
つ

の
企
画
展
で
は
、
史
料
群
を
特
に
意
識
し
た
訳
で
は
な
か

っ
た
。
し
か
し
、

「史
料
群
展
示
」
を
意
識
す
る
こ
と
が
、
歴
史
系
博
物
館
的
な
テ
ー
マ
展
示
か

ら
の
脱
却
に
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。
公
文
書
館
の
収
蔵
史
料
群
の
調
査
分
析
は
、

通
常
、
館
職
員
以
外
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
故
に
、
展
示
に
史
料
群
の
調
査
結

果
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
、
公
文
書
館
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
イ
に
繋
が
る
。

安
藤
氏
は
、
記
録
史
料
の
科
学
的
認
識
の
た
め
に
＾
．重
の
史
料
学
的
手
続
き

が
必
要
と
述
べ
て
い
る
。
第

一
に

「
個
々
の
記
録
史
料
そ
れ
自
体
の
属
性
を
理

解
す
る
」
こ
と
、
第
一
．に

「個
々
の
記
録
史
料
を
記
録
史
料
群
全
体
の
な
か
に

位
置
づ
け
て
、
そ
の
存
在
の
意
味
を
理
解
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
手
続

き
を
、
同
氏
は

「
記
録
史
料
群
の
構
造
的
認
識
」
と
し
て
い
る
。

五
〇

記
録
史
料
群
の
構
造
的
認
識
は
、
史
料
管
理
ベ
ク
ト
ル
ト
で
は
、
通
常
、
史

料
整
理
で
必
要
と
さ
れ
る
。
安
藤
氏
は
、
史
料
整
理
の
最
終
目
的
を

「史
料
群

の
階
層
構
造
」
の
再
構
成
と
し
た
。
出
所
と
原
秩
序
尊
重
の
１
人
原
則
も
、
そ

の
前
提
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
「
史
料
群
の
階
層
構
造
」

は
同
氏
が
欧
米
の
史

料
整
理
論
よ
り
紹
介
し
た
も
の
で
、
史
料
群
内
部
に
図
５
の
よ
う
な
階
層
秩
序

を
考
え
る
。
そ
の
再
構
成
作
業
で
史
料
群
の
構
造
的
認
識
が
必
要
と
さ
れ
る
。

安
藤
氏
は
史
料
整
理
に
、
①
概
要
調
査
、
②
内
容
調
査
、
③
構
造
分
析
、
④

多
角
的
検
索
の
四
段
階
を
設
定
し
た
。
そ
し
て
、
各
段
階
で
作
成
さ
れ
る
べ
き

目
録
を
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

①
概
要
調
査
目
録
…
保
存
現
状
な
ど
の
環
境
情
報
や
小
群
単
位
の
形
態
情
報

の
記
録
化
と
提
供

②
内
容
調
査
目
録
…

一
点
ま
た
は
小
群
単
位
の
内
容
情
報
の
記
述
と
提
供

③
構
造
分
析
目
録
…
記
録
史
料
群
の
内
的
構
造
情
報
の
説
明
的
記
述
と
提
供

④
多
角
的
検
索
目
録
…
年
代

・
主
題
な
ど
か
ら
の
多
角
的
検
索
手
段
の
提
供

史
料
整
理
が
疎
か
ら
精

へ
段
階
的
に
進
め
ら
れ
、
そ
の
各
段
階
に
応
じ
て
日

録
が
作
成
さ
れ
る
仕
組
み
で
あ
る
。
第
二
段
階
で
作
成
さ
れ
る
構
造
分
析
日
録

を
、
同
氏
は

「基
本
国
録
」
と
も
呼
ん
で
い
る
。
同
氏
は
、
「
史
料
日
録
の
よ

り
重
要
な
役
割
は
、
記
録
史
料
群
の
構
造
的
認
識
に
関
わ
る
部
分
」
に
あ
る
と

し
て
お
り
、
こ
の
第
二
段
階
の
日
録

（本
稿
で
は
、
以
ド
、
基
本
目
録
と
呼
ぶ
）

を
最
も
重
視
し
て
い
る
。

基
本
国
録
は

一‐史
料
群
の
階
層
構
造
」
を
叙
述
形
式
で
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

グ
ル
ー
プ
か
ら
シ
リ
ー
ズ

・
レ
ベ
ル
ま
で
、
各
史
料
群
レ
ベ
ル
の
内
容
や
構
造
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ドキュメント・ レベル

物理的な最小分寓1単位で

個々のファイルや文書

等
が
歴
史
的

に
分
析
さ
れ
た
上
、

文
章

で
説
明
さ
れ
る
。

安
藤
氏

は
こ
れ
を

一
集
合
的
記
述
」
と
紹
介
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
集
合
的
記
述

の
内
容
は
、

史
料
群
展
．小
の
形

で
表
現
す
る
こ
と
が
可
能
と
考
え
ら
れ
る
。

史
料
群
展
示

に
お
い
て
は
、
文
書
作
成
組
織

の
機
構
と
機
能
、
作
成
文
書

の

種
類
、
文
書
作
成

の
歴
史
的
背
景
な
ど
が
解
説
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら

は
全

て
、
基
本
国
録
編
成

の
た
め
の
調
査
過
程

で
明
ら
か
に
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
基
本
目
録
編
成
と
展
示
活
動
と
は
比
較
的
結
び
付
け
や
す
い
。

こ
れ
ま
で

も
史
料
整
理
の
成
果
に
基
づ
き
展
示
を
行
な

っ
た
例
は
多

い
と
思
わ
れ
る
。
基

記
録
史
料
の
展
示
に
関
す
る

一
試
論

本
国
録
編
成
の
た
め
の
史
料
整
理
に
連
動
さ
せ
れ
ば
、
展
示
活
動
が
日
常
業
務

か
ら
遊
離
す
る
事
態
を
避
け
ら
れ
る
。

展
示
で
基
本
＝
録
の
集
合
的
記
述
を
表
現
し
た
場
合
、
日
録
の
抄
録
と
し
て

の
役
割
が
期
待
出
来
る
。
そ
れ
は
、
初
歩
的
段
階
の
利
用
者
層

へ
の
呈
示
が
望

ま
し
い
。
こ
れ
ま
で
、
展
示
が
史
料
群
を
意
識
せ
ず
行
な
わ
れ
て
い
た
時
に
も
、

収
蔵
史
料
に
関
す
る
情
報
発
信
の
効
果
が
認
め
ら
れ
た
。
故
に
、
史
料
群
の
構

造
分
析
を
展
示
に
反
映
さ
せ
れ
ば
、
よ
り
適
切
な
情
報
発
信
が
出
来
る
。

展
示
活
動
と
基
本
国
録
編
成
と
を
連
動
さ
せ
る
場
合
、
既
に
＝
録
の
た
め
の

五

一
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記
録
史
料
の
展
示
に
関
す
る
一
試
論

史
料
群
の
分
析
結
果
が
纏
め
ら
れ
て
い
れ
ば
理
想
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本

の
公
文
書
館
で
は
、
基
本
国
録
の
概
念
が
未
だ

一
般
に
浸
透
し
て
い
な
い
。
秋

田
県
公
文
書
館
で
も
、
現
在
、
県
庁
文
書
に
つ
い
て
は
閲
覧
用
に
表
題
目
録
が

あ
る
の
み
で
あ
る
。
将
来
的
に
新
た
な
同
録
が
刊
行
さ
れ
る
可
能
性
は
有
る
が
、

具
体
的
な
計
画
は
未
だ
立
て
ら
れ
て
い
な
い
。

だ
が
発
想
を
転
換
す
れ
ば
、
展
示
準
備
の
際
の
史
料
群
分
析
が
、
将
来
の
目

録
編
成

へ
の
研
究
蓄
積
に
な
り
得
る
。
高
橋
務
氏
に
よ
る
明
治
十
年
代
の
県
庁

勧
業
簿
冊
群
の
緊
理
が
そ
の
例
で
あ
る
。
秋
田
県
公
文
書
館
で
は
、
公
文
書
課

と
占
文
書
課
が
毎
年
交
替
で
企
画
展
を
担
当
す
る
。
定
期
的
に
企
画
展
を
行
な

う
以
上
、
将
来
に
向
け
確
実
に
蓄
積
を
残
す
方
が
効
率
的
で
あ
る
。

ま
た
、
県
庁
文
書
な
ど
近
代
行
政
文
書
の
場
合
は
、
シ
リ
ー
ズ

・
レ
ベ
ル
単

位
で
史
料
群
展
示
を
行
な
う
こ
と
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
。
サ
ブ
グ
ル
ー
プ

・

レ
ベ
ル
以
上
で
は
調
査
す
る
簿
冊
の
点
数
が
多
く
な
り
、
日
常
業
務
と
の
連
動

が
難
し
く
な
る
。
年
間
の
展
示
回
数
も
史
料
整
理
が
確
実
に
出
来
る
程
度
に
設

定
す
べ
き
で
あ
る
。
年
間
に
圧
回
も
六
国
も
企
画
展
を
行
な
え
ば
、
史
料
整
理

が
追
い
付
か
ず
、
全
く
の
展
示
準
備
の
み
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
の
展
示

活
動
は

「非
本
来
的
業
務
」
に
な
り
兼
ね
な
い
。

次
に
、
史
料
群
分
析
を
ど
の
よ
う
に
行
な
う
べ
き
か
、
近
代
行
政
文
書
の
場

合
で
検
討
す
る
。
竹
林
忠
男
氏
は
、
行
政
文
書
の
整
理
に
お
け
る
原
秩
序
尊
重

の
原
則
の
適
用
方
法
を
呈
示
し
た
。
同
氏
は
、
文
書
館
に
お
け
る
行
政
文
書
の

配
列
が
出
所
機
関
の
文
書
管
理
保
存
の
秩
序
を
引
継
ぎ
、
基
本
田
録
の
編
成
が

各
原
課
の
秩
序
を
基
準
と
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
史
料
群
展
示
に
お
い
て

五
二

も
、
文
書
作
成
原
課
の
秩
序
が
復
元
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

竹
林
氏
は
、
ま
た
、
原
課
秩
序
の
把
握
方
法
と
し
て
、
第

一
に
、
行
政
機
関

の
組
織
規
定
と
文
書
分
類
表
を
基
本
に
調
査
す
る
こ
と
を
呈
示
し
て
い
る
。
組

織
規
定
か
ら
原
課
の
組
織
と
事
務
分
掌
が
分
り
、
文
書
分
類
表
か
ら
簿
冊
編
綴

の
基
準
が
分
る
。
こ
れ
に
よ
り
文
書
作
成
の
基
本
的
枠
組
み
が
解
明
さ
れ
る
。

同
氏
は
第
１
に
、
こ
の
基
本
的
枠
組
み
に
基
づ
い
て
、
実
際
に
残
さ
れ
た
史
料

群
自
体
の
構
造
分
析
を
行
な
う
こ
と
を
呈
示
し
て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
調
査
に
よ

っ
て
、
記
録
史
料
群
の
内
的
構
造
が
示
さ
れ
る
。
し

か
し
、
組
織
規
定
と
文
書
分
類
表
が
作
成
さ
れ
て
も
、
具
体
的
な
事
業
や
事
件

が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
文
書
も
作
成
さ
れ
ず
簿
冊
も
編
綴
さ
れ
な
い
。
笠
谷
氏

は
、
史
料
の
存
在
契
機
と
し
て
の
個
別
具
体
的
な
問
題
の
纏
ま
り
を

「
事
案
」

と
命
名
し
て
い
る
。
事
案
の
発
生
が
文
書
作
成
の
契
機
で
あ
る
た
め
、
史
料
群

分
析
の
際
に
は
、
関
係
主
要
事
案
の
解
明
が
重
要
に
な
る
。
例
え
ば
、
県
庁
文

書
の
上
木
関
係
簿
冊
群
を
分
析
す
る
際
に
は
、
文
書
作
成
時
に
行
な
わ
れ
た
主

要
土
木
事
業
に
つ
い
て
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
。

個
別
の
事
案
は
、
国
や
都
道
府
県
の
行
政
政
策
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。

ま
た
、
事
務
分
掌
と
簿
冊
編
綴
の
部
の
変
遷
も
、
都
道
府
県
の
政
策
重
点
の
置

き
方
と
そ
の
推
移
を
反
映
し
て
い
る
。
故
に
、
国
や
都
道
府
県
の
行
政
政
策
等

か
ら
歴
史
的
背
景
を
解
明
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
企
画
展

「
明
治
卜
年
代

秋
田
の
勧
農
政
策
」
で
は
、
当
時
の
県
の
勧
業
政
策
を

「
秋
田
県
史
料
」
と

「
秋
田
県
勧
業
年
報

一
か
ら
概
観
し
、
簿
冊
中
の
事
案
を
位
置
付
け
た
。
ま
た
、

県
の
行
政
政
策
全
体
を
概
観
出
来
る
基
本
史
料
と
し
て
は

「秋
田
県
議
会
議
事



録
」
も
有
用
で
あ
る
。

基
本
目
録
及
び
史
料
群
展
示
の
た
め
の
史
料
整
理
の
手
順
と
し
て
は
、
①
組

織
規
定
と
文
書
分
類
表
の
調
査
、
②
史
料
群
自
体
の
分
析
、
③
主
要
事
案
の
歴

史
的
位
置
付
け
の
二
段
階
が
必
要
で
あ
る
。

次
に
、
秋
田
県
公
文
書
館
収
蔵
の
戦
前
県
庁
文
書
よ
り
、
鉄
道
事
務
関
係
簿

冊
群
を
選
び
、
企
画
展
を
行
な
う
想
定
で
史
料
整
理
と
展
示
構
成
を
試
み
る
。

記
録
史
料
認
識
論
の
領
域
で
の
史
料
群
展
示
の
方
法
を
模
索
し
て
み
た
い
。

〓
一　
鉄
道
事
務
関
係
簿
冊
群
に
よ
る
史
料
群
展
示

１
　
史
料
群
の
内
的
構
造
の
再
構
成

秋
田
県
公
文
書
館
に
お
い
て
、
戦
前
県
庁
文
書
の
書
架
配
列
は
文
書
作
成
原

課
の
秩
序
を
残
し
て
い
な
い
。
特
に
鉄
道
事
務
関
係
の
場
合
、
簿
冊
数
が
少
な

い
Ｌ
に
分
散
し
て
配
架
さ
れ
て
い
る
た
め
、
史
料
群
全
体
の
把
握
が
困
難
で
あ

る
。
し
か
し
、
戦
前
県
庁
文
書
の
表
紙
記
載
事
項
は
パ
ソ
コ
ン
入
力
さ
れ
て
お

り
、
鉄
道
事
務
関
係
の
簿
冊
も
検
索
が
可
能
で
あ

っ
た
。
「鉄
道
」
、
「
軌
道
」
、

「停
車
場
」
の
何
れ
か
の
語
句
を
表
紙
記
載
に
含
む
簿
冊
が
六
四
点
検
索
さ
れ
、

そ
の
大
半
が
上
木
行
政
分
野
の
簿
冊
で
あ

っ
た
。

ａ
　
組
織
規
定
と
文
書
分
類
表
の
調
査

史
料
群
展
一小
の
た
め
に
は
、
こ
の
六
十
四
占
〔の
中
か
ら
同

一
シ
リ
ー
ズ

・
レ

ベ
ル
に
属
す
る
簿
冊
を
選
り
分
け
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
。
表
２
で
は
鉄
道
事

務
関
係
の
主
管
課
係
を
、
組
織
規
定
で
あ
る

「秋
田
県
処
務
細
則
」
に
基
づ
き

記
録
史
料
の
展
示
に
関
す
る
一
試
論

表 2 鉄道関係事務の主管課係の変遷

鉄道に関する分掌 1 法令番写

内務部第 1課 土木係 戻蓮Tル コト 副T苓可可紅おτ呼「け解豆7年■嘱合不吾1

訓令甲第1131j

明治27724丁丙務部第二課鉄道事務係「 鉄道二関ステリコト 訓令甲第113:訂「「秋田県処務細雨I

(明 治27年「県令全書J)

明治29 3311内落蔀第二課鉄道事務孫 1鉄道三蘭ズ万百下 訓令甲第49弓可「秋田県処務細貝II~
(明治29年「県令全書」)

蔀丁輛荘可孫
~~

軌道及鉄道ノ敷設 訓令甲第23号 秋田県処務細則 |

|二 関スル事 ―――
― ―――LII里上全拠___

訓令甲第52号 |1秋 田県処務細則」明治407151内 務部 +1木 課 軌道及鉄道ノ敷設
二関スル事項 |(明治4()年「県令全書J)

大正15 6291内務部上木課 1鉄道、軌道 ノ敷設 1訓令甲第37号  「秋田県処務細則_

二関スル事項   | (人 IE15年 「秋田県報J

上巻 )

五

三

明治261129

明治M■ ■∞ 内務部第二課土蘇 瑞 藪

…

¨ ぷ 魃 釉 争
豊⊇

|ル 事 |(庁中令規J)

*「秋 |ヨ 県処務細則Jの全面改 I巨 と鉄道事務主管課係に関わる部分改正を採録



表 3 鉄道関係事務文書の簿冊編纂基準

部  名 細

1勾 J努音ζ 鉄j童 事務係
‐
官設鉄道

私設鉄道

雑  款

内務部  第二課  鉄道事務係 1官設鉄道
‐
官設鉄道 1明治29年

私設鉄道 1私設鉄道 |「秋田県県令全吉

内務部

私設鉄道 |「 秋田県県令全書J

内務部  .第二課 庶務係 道 1軌道及

‐私設鉄道
明治31年

「秋 ||1県 県令全書二

明治38年

「秋 [口 県県令全書J

道 1軌道及

鉄道 「秋 ||1県 県令全書J

道 軌道及
鉄道

*明治38年訓令呼1第 23']「秋田県処務細員|∫ Jで は、第 5章 文書絡i纂 に文書の保存は
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記
録
史
料
の
展
示
に
関
す
る

一
試
論

鉄

鉄

五
四

整
理
し
た
。
表
３
で
は
、
鉄
道
事
務
関
係
の
簿
冊
の
編
纂
果
準
を
文
書
分
類
表

よ
り
整
理
し
た
。
土
木
行
政
の
鉄
道
事
務
関
係
簿
冊
の
年
代
下
限
が
大
正
十
三

年
で
あ
る
た
め
、
卜
五
年
の
処
務
細
則
改
正
時
ま
で
を
纏
め
た
。

表
２
を
見
る
と
、
明
治
三
卜
六
年
に
鉄
道
関
係
の
事
務
が
分
掌
に
初
め
て
加

え
ら
れ
て
い
る
。
前
年
に

「鉄
道
敷
設
法
」
が
公
布
に
な
り
、
福
島

・
青
森
間

の
奥
羽
線
が
第

一
期
Ｉ
事
予
定
線
に
編
人
さ
れ
た
。
官
設
鉄
道
で
あ
る
奥
羽
線

の
敷
設
に
秋
田
県
は
直
接
に
は
関
わ
ら
な
い
．
が
、
管
内
で
の
線
路
敷
設
工
事

に
伴
い
関
連
事
務
が
増
加
す
る
こ
と
を
想
定
し
、
第
二
課
土
木
係
の
分
掌
に
鉄

道
関
係
の
事
務
を
加
え
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
以
後
、
鉄
道
関
係
の
事
務
は

土
木
行
政
分
野
で
扱
わ
れ
て
い
る
。

第
二
課
土
木
係
に
お
い
て
、
鉄
道
関
係
の
事
務
は
分
掌
中
の

一
つ
に
過
ぎ
な

か

っ
た
が
、
明
治
．
一十
七
年
に
な
る
と
鉄
道
事
務
係
が
独
立
し
て
い
る
。
前
年

七
月
に
奥
羽
北
線
が
青
森
か
ら
起
上
し
、
こ
の
年
１
月
に
は
南
線
が
福
島
か
ら

起

・
Ｅ
し
た
。
ま
た
、
こ
の
年
、
県
は
奥
羽
線
開
通
に
合
わ
せ
大
久
保
村
よ
り
船

川
港
に
至
る
私
設
鉄
道
敷
設
を
計
画
し
て
い
る
。
事
務
量
増
加
を
予
測
し
て
、

鉄
道
事
務
係
が
独
立
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
時
の
処
務
細
則
改
正
に

対
応
し
て

「
文
書
編
纂
細
則
」
も
部
分
改
正
さ
れ
た
。
表
３
よ
り
、
「
第
二
課

鉄
道
事
務
係
事
務
簿
」
が
、
「‐官
設
鉄
道
之
部
」
と

「
私
設
鉄
道
之
部
」
と

「
雑
款
之
部
」
の

二^
部
に
編
纂
さ
れ
る
予
定
だ

っ
た
こ
と
が
分
る
。

と
こ
ろ
が
、
明
治
．■
卜
年
の
処
務
細
則
改
正
で
鉄
道
事
務
係
は
廃
さ
れ
、
そ

の
分
掌
も
第
二
課
庶
務
係
の
分
掌
中
に
吸
収
さ
れ
た
。
表
３
の
通
り
、
改
正
に

対
応
し

「
文
書
保
存
規
則
」
も
制
定
さ
れ
、
鉄
道
事
務
関
係
簿
冊
は

「
第
二
課

文書編纂規定



庶
務
係
事
務
簿
」
の
内
の

「鉄
道
之
部
」
と
し
て
編
纂
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
た
、
鉄
道
に
関
す
る
分
掌
も

「軌
道
及
私
設
鉄
道

二
関

ス
ル
事
」
と
な
り
、

官
設
鉄
道
の
記
載
が
消
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
県
の
鉄
道
関
係
行
政
の
規
模
縮
小
は
、
現
実
の
事
務
量
に
対
応

し
た
結
果
と
推
察
さ
れ
る
。
鉄
道
事
務
係
の
廃
止
は
、
第
二
課
で
処
理
す
る
鉄

道
関
係
の
事
務
量
が
、
専
任
の
係
を
要
す
る
程
に
多
く
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。

ま
た
、
分
掌
か
ら
官
設
鉄
道
関
係
が
消
え
た
の
は
、
奥
羽
線
の
敷
設
に
関
す
る

事
務
量
の
少
な
さ
に
よ
る
。
私
設
鉄
道
関
係
が
残

っ
た
の
は
、
日
清
戦
争
前
後

か
ら
続
い
た
全
国
的
私
鉄
設
立
ブ
ー
ム
が
背
景
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
後
、
明
治
二
十
二
年
の
処
務
細
則
改
―１１
で
、
第
二
課
調
査
係
の
鉄
道
に

関
す
る
分
掌
は

「軌
道
及
鉄
道

二
関
ス
ル
事
」
と
な

っ
た
。
私
設
鉄
道
の
記
載

が
消
え
た
の
は
、
三
十
年
以
後
の
恐
慌
で
私
鉄
設
立
ブ
ー
ム
が
沈
静
化
し
た
た

め
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
れ
以
後
、
処
務
細
則
Ｌ
で
鉄
道
関
係
事
務
の
主
管
課
係

の
移
り
変
わ
り
は
あ
る
が
、
分
掌
内
容
に
特
に
大
き
な
変
化
は
無
い
。

ｂ
　
史
料
群
自
体
の
分
析

表
２
と
３
よ
り
、
鉄
道
事
務
関
係
簿
冊
群
の
作
成
さ
れ
た
基
本
的
枠
組
み
が

明
ら
か
に
な

っ
た
。
表
４
は
、
文
書
分
類
表
Ｌ
編
纂
さ
れ
る
筈
の
簿
冊
の
表
題

を
、
表
３
よ
り
類
推
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
継
年
事
業
や
特
定
事
件
に
関

し
て
多
く
の
文
書
が
作
成
さ
れ
た
場
合
、
事
業
や
事
件
の
名
称
を
付
け
た

一
件

書
類
が
別
冊
的
に
編
纂
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
以
後
、
表
４
の
型
の
簿
冊
を

「
事

務
簿
」
、
別
冊
的
な

一
件
書
類
を

「
一
件
書
」
と
呼
ぶ
。

表
５
は
鉄
道
関
係
主
管
課
係
の
事
務
簿
を
年
代
順
に
並

べ
た
も
の
で
あ
る
。

記
録
史
料
の
展
示
に
関
す
る
一
試
論

年
代
は
、
簿
冊
を
調
査
し

た
際
、
最
初
と
最
終
の
起

案
書
を
見
て
付
け
直
し
た
。

事
務
簿
を
全
冊
並
べ
る
と

年
代
が
ほ
ぼ
切
れ
日
無
く

続
く
。
鉄
道
関
係
の
事
務

簿
が
継
続
し
編
纂
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
分
る
。
ま
た
、

数
年
分
で
漸
く

一
冊
の
事

務
簿
が
編
纂
さ
れ
て
い
る
。

起
案
書
の
少
な
さ
に
よ
る

が
、
そ
れ
で
も
明
治
三
十

八
年
の
奥
羽
線
全
通
の
前

後
で
は
変
化
が
見
ら
れ
る
。

十
八
年
か
ら

一^．卜
八
年
ま

で
の
二

一
年
間
に
編
纂
さ
れ
た
事
務
簿
は
三
冊
だ
が
、
そ
の
後
大
正
十
三
年
ま

で
の
同
年
数
間
に
は
八
冊
編
纂
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
表
６
の

一
件
書
を
加
え

る
と
、
三
十
八
年
以
前
が
六
冊
、
以
後
が
二
十
五
冊
に
な
る
。
奥
羽
線
全
通
後

に
鉄
道
関
係
の
事
務
量
が
増
え
た
こ
と
を
示
す
。

表
５
で
は
、
当
初
検
索
し
た
県
庁
文
書
以
外
に
、
山
崎
文
庫
の

「
明
治
ｌ
十

年
代
鉄
道
関
係
書
類
」
を
加
え
た
。
明
治
二
十
七
年
の
鉄
道
事
務
係
設
置
以
前

に
作
成
さ
れ
た
鉄
道
関
係
の
起
案
書
等
が
纏
め
て

一
冊
に
編
綴
さ
れ
て
い
る
。

五
五

表 4 文書分類表に基づく事務簿の表題
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元
来
は
県
庁
文
書
の

一
冊
だ

っ
た
も
の
が
、
何
ら
か
の
事
情
で
分
か
れ
て
山
崎

文
庫
に
入

っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
内
容
的
に
は

「第
二
課
鉄
道
事
務
係
事

務
簿
」
の
前
に
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

「
第
二
課
鉄
道
事
務
係
事
務
簿
」
は
、
表
４
の
通
り
編
纂
さ
れ
て
い
れ
ば
二

つ
の
部
に
分
れ
た
筈
で
あ
る
。
だ
が
、
実
際
に
は
分
れ
る
べ
き
起
案
書
が

一
冊

に
綴
じ
ら
れ
た
。
前
述
し
た
通
り
、
鉄
道
事
務
係
の
実
際
の
事
務
量
が
予
想
外

に
少
な
か

っ
た
こ
と
に
因
る
。
こ
の
後
に
続
く

「第
二
課
事
務
簿
」
に
は
、
明

治

ニ^
ト
年
か
ら
二
十
六
年
の
起
案
書
が
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
期
間
中

に
、

庶
務
係
か
ら
調
査
係
、
更
に
上
工
係
か
ら
■
木
係
と
主
管
の
係
名
が
変

っ
た
た

め
、
「第
二
課
事
務
簿
」
の
表
題
に
さ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

明
治
三
卜
八
年
の
処
務
細
則
改
正
に
よ
り
、
鉄
道
関
係
の
主
管
は
第

一
部
十

木
課
上
ｌｉ
係
と
な

っ
た
。
こ
れ
に
対
応
し
て
編
纂
さ
れ
る
筈
の
事
務
簿
を
、
表

４
で
は

一
土
木
課
上
工
係
事
務
簿
　
鉄
道
之
部
」
と
類
推
し
た
。
し
か
し
、
四

十
年
の
処
務
細
則
改
正
で
主
管
が
内
務
部
土
木
課
に
な

っ
た
た
め
、
表
５
の
通

り
、
三
十
八
年
か
ら
四
十
二
年
ま
で
の
起
案
吉
は

「内
務
部
上
木
課
事
務
簿

鉄
道
之
部
」
の
表
題
で

一
冊
に
編
纂
さ
れ
て
い
る
。
以
後
人
正
卜
五
年
ま
で
処

務
細
則
改
正
が
無
か

っ
た
た
め
、
事
務
簿
の
表
題
に
変
化
は
無
い
。

大
正
卜
五
年
の
処
務
細
則
改
正
で
も
鉄
道
関
係
の
主
管
は
内
務
部
土
木
課
で

あ
り
、
文
書
分
類
表
に
も
変
化
が
無
い
。
故
に
、
以
後
の
鉄
道
関
係
事
務
簿
も
、

表
４
の
通
り

「内
務
部
土
木
課
事
務
簿
　
鉄
道
之
部
」
の
表
題
で
編
纂
さ
れ
る

原
則
だ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
表
５
に
見
る
通
り
、
実
際
に
は
ト

四
年
以
後
の
事
務
簿
が
存
在
し
な
い
。　
一
件
書
も
、
表
６
の
通
り
、
卜
年
以
後

記
録
史
料
の
展
示
に
関
す
る
＾
試
論

は
存
在
し
な
い
。
人
正
木
以
後
、
鉄
道
関
係
で

一
――――
の
事
務
簿
の
編
纂
が
不
可

能
に
な
り
、
関
係
起
案
書
が
他
の
部
に
綴
じ
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

表
５
と
６
に
整
理
し
た
三
卜

一
冊
は
、
１１
木
行
政
に
お
け
る
鉄
道
事
務
関
係

の
主
管
課
係
を
原
課
と
す
る
同

一
シ
リ
ー
ズ

・
レ
ベ
ル
の
史
料
群
と
把
握
出
来

る
。
当
初
パ
ソ
コ
ン
検
索
し
た
簿
冊
群
に
は
、
明
治
二
十

一
年
の
内
務
邸
第
五

課
農
工
商
掛
の
起
案
書
を
編
綴
し
た

「船
川
鉄
道
関
係
書
類
」
が
あ
る
。
ま
た
、

大

１１１
卜
五
年
以
降
の
商
――
水
産
課
の

「‐軌
道
関
係
書
類
」
が
＾^
冊^
あ
る
。
こ
の

他
、
■
木
行
政
主
管
課
を
原
課
と
す
る
停
車
場
道
――
事
関
係
の

一
件
書
が
、
．十

三
冊
あ
る
が
、
道
路
関
係
の
分
掌
で
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ

ら
他
の
課
或
い
は
同
じ
課
で
も
他
の
分
掌
で
編
纂
さ
れ
た
簿
冊
は
、
関
連
史
料

と
な
る
が
、
同

一
シ
リ
ー
ズ

・
レ
ベ
ル
に
入
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

Ｃ
　
主
要
事
実
の
歴
史
的
位
置
付
け

次
に
、
県
の
鉄
道
政
策
の
推
移
を

「
秋
田
県
県
会
議
事
録
」
よ
り
明
ら
か
に

し
、
各
簿
冊
の
中
の
主
要
事
案
を
歴
史
的
に
位
置
付
け
る
。
県
が
官
設
鉄
道
の

敷
設
計
画
に
直
接
関
わ
る
こ
と
は
無
い
。
し
か
し
、
県
内
か
ら
の
鉄
道
誘
致
等

の
要
望
は
県
会
の
意
見
占
と
し
て
国
に
提
出
さ
れ
、
官
設
鉄
道
の
敷
設
計
画
に

影
響
を
与
え
て
い
る
。
表
７
は

「秋
田
県
県
会
議
事
録
」
よ
り
鉄
道
関
係
の
意

見
書
を
抜
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

明
治
十
八
年
の
県
令
宛
て
意
見
書
は
、
秋
田
県
内
を
通
り
日
本
鉄
道
会
社
の

上
野

・
青
森
問
幹
線
に
連
絡
す
る
私
設
鉄
道
路
線
の
敷
設
を
要
望
し
て
い
る
。

上
野

・
青
森
間
幹
線
の
工
事
進
展
に
伴
い
隣
県
山
形
で
私
設
鉄
道
敷
設
運
動
が

台
頭
し
、
そ
の
動
き
が
秋
田
県
会
に
も
影
響
を
与
え
た
。
ま
た
、
そ
の
後

「第

二
七



表 7 鉄道敷設に関する県会意見書

臨訂 鵜 去蕊 馘 1-紫J鴨篤j耳編11:冊
| 

″
211・ :「 ::|:奥ヨ1線の塾薇            内務夫臣1明 7苔り441萩由真通常蚕藤百話

| ″ 261220 0奥羽線路線の予定線敷設の確定
″ 2812211・ 奥羽線の敷設速成
″ 3212241・ 奥羽線の敷設速成

羽越線の官設第一期線編入     |  ″  |       ″

″ 3512201・ 船川線と羽越線の敷設
″ 3612221・ 馬嗜i鉄道及び電車軌道敷設出願者に対 |り]t知 事 1明 治36年秋‖1県通常県会会議録

する県の優遇処置

39H171・ 羽越線の敷設速成

1216 0船川線の敷設調査

401214 ・横黒線の官設第 ‐期線編人

羽越線の官設第 ・期線編人     1  //         ″

″ 411219 0横黒線並び比較線の官設第 期́線編入 |  ″  1明治41年秋 III県通常県会会議録

船川線の官設第 ^期線編入     |  ″  |       ″

羽越線の官設第 ^期線編入     ‐ ″  |       ″

″ 4212111・ 羽越線、船川線、横黒線の官設第 ・期

線編人と横黒線比較線の調査

43121010羽越線、船川線、横黒線又は比較線の

官設第 ^期線編入

1218‐ 0船川線の敷設速成

4412- 0人 曲盛岡線の敷設

羽越線、船川線、横黒線又は比較線の |  ″  1       //
敷設速成             |     |
羽越線、船川線敷設速成      |  ″  ‐      ″

人館盛岡線の敷設

人i11112241・ 羽越線の敷設速成

陸羽横断線の敷設           ″         //
大館麻岡線の敷設           ″         〃

″ 21221 0羽 越線の敷設速成

陸羽横断線の敷設           ″         ″

人館盛岡線の敷設           ″         //
″ 31220 ・陸羽横断線の敷設

人館盛岡線の敷設         |  ″         ′/

羽越線の敷設速成         ‐  /′   |       ″

秋 |‖鉄道株式会社に対する県の補助  1県 知1事
″ 412161・ 羽越線の敷設速成

陸羽横断線の敷設         |  ″

″ 611301。 人館盛岡線の敷設速成

″ 8122010人 曲盛岡線の敷設速成

能代了i所川原線の敷設       ‐  ″         /′
船川線の軽便鉄道線路の改善    1  //  1       ″

1012191・ 院内本荘線、鷹巣角館線、毛馬内 i戸

線、本荘人曲線、能代船川線の敷設

1112221・ 院内本荘線、毛′it内 :戸線、本荘人曲

|      . 線、能代船川線の敷設

人正H年秋 |‖ 県通常県会決議録

人館盛岡線の敷設速成       |  ″  1人 I116年秋日1県通常県会会議録 |
″   |       ″        |人曲盛岡線の敷設

″  1明治26年 秋田県通常県会議事録

明治28年秋田県通常県会議事録

明治32年秋田県通常県会会議録

鳴t知1事 1明 治35年秋 HI県通常県会会議録

内務人「‐■ 明治39年秋田県通常県会会議録

県 知 事 ‐     ″

内務人「[: 明治40年秋 III県通常県会会議録

明治42年秋 HI県通常県会会議録

明治43年秋「|1県通常県会会議録

りl治4.4年 10月 秋田り:t臨時りIt会会議録

人正元年秋 HI県通常りit会 会議録

人正2年秋 III県通常県会決議録

人11:3年秋 1日 県通常県会決議録

内務大臣 1人 I114イ 11秋 田県通常県会決議録

夫I由年萩1油 真通帝員会決議孫 |

人正 10年秋 |||り It通常りlt会 決議録

記
録
史
料
の
展
・小
に
関
す
る

一
試
論

if

/ヽ



一
次
鉄
道
熱
」
の
私
鉄
設
立
ブ
ー
ム
が
到
来
し
た
。
し
か
し
、
二
十
四
年
に
は
、

官
設
鉄
道
の
県
内
敷
設
を
請
願
す
る
意
見
書
が
、
内
務
大
臣
宛
て
に
提
出
さ
れ

て
い
る
。
「第

一
次
鉄
道
熱
」
が
二
十
三
年
の
恐
慌
で
頓
挫
し
て
お
り
、
県
の

私
鉄
計
画
も
挫
折
し
た
た
め
と
推
察
さ
れ
る
。

明
治
二
十
五
年
に

一‐鉄
道
敷
設
法
」
が
公
布
さ
れ
、
音
森

・
福
島
間
の
奥
羽

線
が
第

一
期
工
事
線
に
指
定
さ
れ
た
。
敷
設
が
確
定
し
た
た
め
、
以
後
、
奥
羽

線
関
係
の
意
見
書
は
予
定
線
確
定
や
工
事
速
成
に
関
す
る
も
の
に
な
る
。
一
十^

二
年
に
奥
羽
線
の
敷
設
は
県
内
に
達
し
た
。
表
７
を
見
る
と
、
こ
の
年
か
ら
秋

田

・
新
発
田
間
の
羽
越
線
と
船
川

。
人
久
保
間
の
船
川
線
の
敷
設
速
成
の
意
見

書
が
提
出
さ
れ
始
め
て
い
る
。

明
治
三
十^
八
年
の
奥
羽
線
全
通
以
後
、
こ
の
二
線
と
横
手

・
黒
沢
尻
間
の
横

黒
線
の
敷
設
速
成
が
意
見
書
の
中
心
と
な
る
。
奥
羽
線
敷
設
後
の
次
な
る
課
題

が
こ
の
三
線
の
敷
設
だ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
羽
越
線
は
秋
田

・
京
阪
神
間
の

物
資
輸
送
、
船
川
線
は
船
川
港
と
奥
羽
線
の
連
絡
、
横
黒
線
は
奥
羽
東
北
両
幹

線
の
接
続
及
び
私
鉄
大
船
渡
線
か
ら
人
船
渡
港

へ
の
連
絡
の
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ

重
要
で
あ

っ
た
。
三
十́
九
年
に
、
羽
越
線
は
秋
田

・
新
発
田
間
の
路
線
と
し
て

予
定
線
に
加
え
ら
れ
た
。
四
十
四
年
に
は
、
船
川
線
が
軽
使
鉄
道
と
し
て
の
敷

設
を
認
め
ら
れ
た
。
羽
越
線
の
場
合
、
人
正
五
年
の
着
Ｉ
具
体
化
ま
で
、
毎
年
、

敷
設
速
成
を
求
め
る
意
見
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

明
治
四
十
四
年
以
後
に
な
る
と
、
大
曲

・
盛
岡
問
及
び
大
館

・
盛
岡
間
路
線

の
敷
設
速
成
に
関
す
る
意
見
吉
提
出
が
多
い
。
大
正
四
年
の
意
見
書
で
は
、
奥

羽
東
北
両
幹
線
を
結
ぶ
横
断
線
と
し
て
、
横
黒
線
と
右
記
二
路
線
が
挙
げ
ら
れ

記
録
史
料
の
展
示
に
関
す
る
一
試
論

た
。
既
に
民
間
で
計
画
さ
れ
て
い
た
横
手

・
本
荘
間
の
私
鉄
横
荘
線
と
連
絡
し
、

日
本
海
と
太
平
洋
を
鉄
道
で
結
ぶ
構
想
で
あ

っ
た
。
羽
越
線
と
船
川
線
の
敷
設

確
定
後
は
、
こ
２

．^
線
の
速
成
が
課
題
に
な

っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
翌
年
、
横

黒
線
は
敷
設
速
成
の
目
的
で

「
鉄
道
敷
設
法
」
中
の
予
定
線
か
ら
外
さ
れ
、
軽

便
鉄
道
と
し
て
の
着
――
が
決
定
し
た
。
大
曲

・
盛
岡
間
路
線
で
は
、
八
年
に
大

曲

・
生
保
内
間
と
盛
岡

・
橋
場
間
が
敷
設
着
Ｉ
さ
れ
た
。
人
館

・
盛
岡
間
路
線

で
は
、
既
に
秋
田
鉄
道
株
式
会
社
が
大
館

・
花
輪
間
の
鉄
道
敷
設
を
進
め
て
お

り
、
九
年
に
好
摩

・
花
輪
間
の
敷
設
が
着
王
さ
れ
た
。

人
正
年
間
は
、
以
１１
五
線
の
敷
設
速
成
が
県
会
の
重
要
課
題
と
な
り
、
実
際

に
着
工
ま
で
運
ば
れ
て
い
る
。
表
７
で
は
、
人
正
卜
年
か
ら
次
の
段
階
と
し
て
、

更
に
圧
線
の
敷
設
速
成
に
関
す
る
意
見
占
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
原
田
勝
正
氏

は
、
鉄
道
国
有
化
後
、
日
本
の
線
路
網
の
基
本
的
な
在
り
方
が
、
幹
線
鉄
道
の

最
終
的
延
長
段
階
か
ら
支
線
網
構
成
の
段
階
に
入

っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
更
に

明
治
四
十
二
年
の

「軽
便
鉄
道
法
」
と
翌
年
の

「
軽
使
鉄
道
補
助
法
」
の
公
布

に
よ
り
私
設
鉄
道
の
認
可
手
続
き
が
簡
略
化
さ
れ
、
以
後
、
地
域
社
会
で
の
軽

便
鉄
道
敷
設
が
相
次
い
だ
。
秋
田
県
内
に
お
い
て
も
、
三
．卜
八
年
の
奥
羽
線
開

通
後
、
枝
分
れ
の
形
で
官
設
と
私
設
の
鉄
道
路
線
が
敷
設
さ
れ
、
地
域
の
線
路

密
度
が
高
ま

っ
た
。
奥
羽
線
開
通
後
か
ら
人
正
年
間
に
か
け
て
の
県
会
意
見
書

は
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
の
中
で
存
在
の
意
味
を
理
解
出
来
る
。

以
上
、
県
会
意
見
書
の
内
容
の
傾
向
か
ら
考
え
て
、
秋
田
県
の
鉄
道
政
策
は

次
の
三
期
に
区
分
出
来
る
。

第

一
期
…
明
治
ニ
ト
五
年
の

「鉄
道
敷
設
法
」
公
布
以
前

五
九



記
録
史
料
の
展
示
に
関
す
る
一
試
論

第
二
期
…
明
治
一
．十
五
年
以
後
、
二
十
八
年
の
奥
羽
線
全
通
以
前

第
二
期
…
明
治
〓
一十
八
年
の
奥
羽
線
全
通
以
後

こ
の
三
期
区
分
に
沿

っ
て
、
表
５
の
事
務
簿
と
表
６
の

一
件
書
に
つ
い
て
Ｌ

要
な
事
案
を
歴
史
的
に
位
競
付
け
て
み
る
。

第

一
期
の
文
書
が
編
纂
さ
れ
た
事
務
簿
は

「‐明
治
―
卜
年
代
鉄
道
関
係
書
類

綴
」

一
冊
で
あ
る
。
明
治
十
八
年
以
降
、
県
の
後
押
し
で
１１
野

・
青
森
間
幹
線

と
連
絡
す
る
私
鉄
路
線
敷
設
が
計
画
さ
れ
た
。
事
務
簿
に
は
、
県
吉
記
官
羽
生

氏
熟
の
起
案
し
た

「秋
田
鉄
道
会
社
創
立

二
付
私
案
」
を
始
め
、
定
款
草
按
や

商

・
――
会
議
所

へ
の
意
見
諮
問
な
ど
、
三
卜
年
に
作
成
さ
れ
た
関
係
文
書
が
中
心

に
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
秋
田
鉄
道
会
社
の
設
立
出
願
を
跡
付
け
る
文

書
が
無
く
、
会
社
関
係
の
文
書
も

一ト
ー
年
以
後
綴
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の

年
の
恐
慌
に
よ
り

「第

一
次
鉄
道
熱
」
が
頓
挫
し
、
秋
田
鉄
道
会
社
の
設
立
も

具
体
化
し
な
か

っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
な
。

第
二
期
の
文
書
が
編
纂
さ
れ
た
事
務
簿
は
、
「
明
治
二
十
年
代
鉄
道
関
係
占

類
綴
」、
「
第
一
一課
鉄
道
事
務
係
事
務
簿
」、
「
第
■
課
事
務
簿
」
の

一．冊
で
あ
る
。

一
件
書
と
し
て
は
、
「
平
和
街
道
筋
鉄
道
布
設

二
関
ス
ル
調
査
表
」
、
一
船
川
大

久
保
間
鉄
道
調
査
」
、
「十
文
字
停
車
場
人
＝
変
更

二
関
ス
ル
書
類
綴
」
の
１
冊

が
あ
る
。
第
二
期
は
奥
羽
線
の
敷
設
決
定
か
ら
全
通
ま
で
の
期
間
で
あ
り
、
ま

た

「第
二
次
鉄
道
熱
」
の
私
鉄
設
立
ブ
ー
ム
を
間
に
挟
む
ｃ

「
明
治
三
十
年
代
鉄
道
関
係
書
類
綴
」
に
は
大
き
な
事
案
が
三

つ
含
ま
れ
て

い
る
。
明
治
ｌ
十
五
年
に
鉄
道
庁
に
よ
り
奥
羽
線
の
路
線
調
査
が
実
施
さ
れ
た

際
、
平
鹿
郡
の
横
手
町
と
浅
舞
村
の
双
方
で
誘
致
運
動
が
起
き
た
。
ま
た
、
二

卜
六
年
に
は
、
奥
羽
線
の
路
線
が
当
初
の
予
定
線
か
ら
比
較
線
に
変
更
さ
れ
る

動
き
に
対
し
、
予
定
線
敷
設
確
定
の
建
議
が
県
会
よ
り
内
務
人
―１１
に
提
出
さ
れ

た
。
三
卜
七
年
に
は
、
奥
羽
線
の
支
線
と
し
て
船
川
港
に
至
る
私
設
鉄
道
の
敷

設
が
県
主
導
で
計
画
さ
れ
た
。
事
務
簿
に
は
、
こ
の
一二
つ
の
事
案
が
元
に
な
り

作
成
さ
れ
た
起
案
書
が
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。
「船
川
人
久
保
問
鉄
道
調
査

」
は
、

県
が
民
間
会
社
に
委
託
し
た
測
量
調
査
の
結
果
を
綴
じ
た

一
件
書
で
あ
る
。

一第
二
課
鉄
道
事
務
係
事
務
簿
」
は
、
明
治
三
卜
九
年
か
ら
三
卜
年
に
か
け

て
の
私
設
鉄
道
関
係
の
起
案
書
が
大
半
で
あ
る
。
「‐第
二
次
鉄
道
熱
」

の
時
代

を
背
景
に
、
船
川
、
羽
越
、
鹿
角
、
陸
羽
、
奥
羽
中
央
、
羽
後
の
各
鉄
道
株
式

会
社
の
設
立
が
計
画
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
出
来
る
。
し
か
し
、
１
十
年
以
後
の

恐
慌
で

「第
二
次
鉄
道
熱
」
が
挫
折
し
、
こ
れ
ら
も
幻
の
私
鉄
に
終
わ

っ
た
。

「第
二
課
事
務
簿
」
に
は
、
明
治
三
十
四
年
か
ら
１
卜
六
年
に
か
け
て
の
奥

羽
線
敷
設
工
事
に
関
す
る
起
案
書
が
多
い
。
鉄
道
作
業
局
か
ら
工
事
を
請
け
負

っ

た
１１
建
業
者
が
、
１１
砂
運
搬
用
ト
ロ
ッ
コ
軌
道
を
国
道
に
敷
設
す
る
際
、
県
に

道
路
使
用
許
可
を
中
請
し
た
関
係
の
も
の
で
あ
る
。
鉄
道
関
係
の
１１
事
で
道
路

や
河
川
を
使
用
す
る
際
に
は
、
県
の
許
可
が
必
要
で
あ

っ
た
。
奥
羽
線
全
通
を

日
前
に
し
た
県
内
敷
設
――
事
の
進
捗
を
跡
付
け
て
い
る
。

「
十
文
字
停
車
場
人
口
変
更

二
関
ス
ル
書
類
綴
」
も
敷
設
工
事
の
進
捗
を
背

景
に
編
纂
さ
れ
た

一
件
書
で
あ
る
。
明
治
三
卜
五
年
当
時
、
停
車
場
人
口
を
東

側

（増
円
町
方

ｌｆＴｉ
）
と
西
側

（浅
舞
町
方
面
）
の
ど
ち
ら
に
設
置
す
る
か
で
地

元
に
対
立
が
生
じ
て
い
た
。　
一
件
書
は
、
県
が
双
方
か
ら
の
上
中
書
を
鉄
道
作

業
局
出
張
所
に
送
付
し
た
際
の
起
案
書
を
綴
じ
た
も
の
で
あ
る
。



第
二
期
の
文
書
が
編
纂
さ
れ
た
簿
冊
は
、
事
務
簿
と

一
件
書
を
合
せ
二
十
五

冊
に
な
る
。
前
述
し
た
通
り
、
こ
の
時
期
に
は
奥
羽
線
か
ら
枝
分
れ
の
形
で
官

設
と
私
設
の
鉄
道
路
線
が
敷
設
さ
れ
た
。
ま
た
、
奥
羽
線
の
全
通
後
、
鉱
産
物

や
林
産
物
な
ど
の
鉄
道
輸
送
も
本
格
化
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
背
景
で
事
務

量
が
増
え
、
対
応
し
て
簿
――――
も
多
く
編
纂
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

最
初
に
、
官
設
鉄
道
の
敷
設
に
関
す
る
事
案
を
検
討
す
る
。

船
川
線
に
つ
い
て
は
、　
一
件
占
で

「
船
川
築
港
同
鉄
道

二
関
ス
ル
調
書
往
復

書
類
」
と

「
船
川
鉄
道
施
設

二
関
ス
ル
書
類
」
が
編
纂
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
、

明
治
四
卜
三
年
に
船
川
港
が
第
．
一種
重
要
港
の
指
定
を
受
け
、
翌
年
に
県
の
港

湾
埋
立
三
箇
年
計
画
で
築
港
の
具
体
化
し
た
こ
と
を
背
景
と
す
る
。
ま
た
、
船

川
築
港
と
鉄
道
建
設
と
が
密
接
な
関
係
に
あ

っ
た
こ
と
も

小
す
。
後
者
の
年
代

は
、
人
正
元
年
か
ら
五
年
ま
で
の
船
川
線
敷
設
Ｅ
事
期
間
に
Ｉ
嘆
量
な
る
。
元

年
、
鉄
道
院
が
県
に
対
し
八
郎
川
に
鉄
橋
を
架
け
る
許

‐‐∫
を
求
め
た
．．．
し
か
し
、

川
幅
の
変
更
で
八
郎
潟
湖
岸
の
埋
立
開
墾
に
影
響
が
出
る
恐
れ
が
生
じ
、
地
元

町
村
よ
り
計
画
変
更
の
陳
情
書
が
提
出
さ
れ
た
。
そ
の
関
係

の
起
案
占
の
他
、

県
の
築
港
ｌｉ
事
と
鉄
道
院
の
船
川
線
敷
設
ＩＩ
事
と
が
同
時
期
に
重
な
っ
た
た
め
、

――
事
進
行
卜
の
調
整
に
関
す
る
起
案
書
も
多
い
。

羽
越
線
に
つ
い
て
は
、　
一
件

‐
１
‐
―

「
羽
越
沿
岸
鉄
道
敷
設

二
関
ス
ル
請
願
意
見

書
類
」
が
あ
る
。
人
正
五
年
の
鉄
道
院
秋
田
建
設
事
務
所
の
設
Ｈ
に
よ
る
敷
設

具
体
化
が
背
景
に
あ
る
。
内
容
は
沿
線
町
村
か
ら
の
陳
情
関
係
で
あ
る
。
由
利

郡
亀
田

・
本
荘
間
の
予
定
線

（西
廻
り
海
岸
線
）
と
比
較
線

（東
廻
り
内
陸
線
）

の
採
択
を
め
ぐ
る
対
立
、
牛
島
町
他
か
ら
の
停
車
場
設
置
の
要
甲
な
ど
、
沿
線

記
録
史
料
の
展
示
に
関
す
る
一
試
論

内
亀

鷹

巣

羽
後

大
森

前

郷

町
村
の
経
済
発
展
上
の
利
益
に
関
す
る
も
の
が
始
ど
で
あ
る
。

船
川
線
と
羽
越
線
に
比
べ
、
横
黒
線
の
敷
設
に
関
連
す
る
起
案
書
は
全
く
発

見
出
来
な
い
。
大
正
年
間
に
敷
設
工
事
が
行
な
わ
れ
た
他
の
官
設
路
線
に
つ
い

て
も
同
様
で
あ
る
。
船
川
線
と
羽
越
線
、
そ
れ
以
前
の
奥
羽
線
の
敷
設
に
関
連

す
る
起
案
書
は
、
ｌｉ
事
で
道
路
や
河
川
等
を
使
用
す
る
際
の
許
可
や
、
地
元
町

村
の
陳
情
書
等
の
進
達
な
ど
に
内
容
を
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
た
。
県
ｉ
本
行
政
の
官

設
鉄
道
敷
設

へ
の
具
体
的
な
関
わ
り
方
が
分
る
。
ま
た
、
県
庁
文
書
を
使
い
官

設
鉄
道
に
つ
い
て
調
査
す
る
際
の
史
料
的
限
界
も
示
し
て
い
る
。
横
黒
線
関
連

の
起
案
書
が
見
付
か
ら
な
い
こ
と
に
も
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
私
設
鉄
道
の
敷
設
に
関
す
る
事
案
を
検
討
す
る
。

前
述
の
通
り
、
明
治
末
よ
り
人
曲

・
盛
岡
問
と
大
館

・
盛
岡
間
の
官
設
鉄
道

エハ
＾

一
官設鉄道

一
私設鉄道

薇 藷

線

本 横荘鉄道
荘

姜 横黒線

図 6 大正 15年 の秋田県内鉄道網



記
録
史
料
の
展
小
に
関
す
る
一
試
論

の
速
成
が
県
会
意
見
占
に
盛
り
込
ま
れ
た
。
両
路
線
の
敷
設
は
地
元
民
に
と

っ

て
も
念
願
で
あ
り
、
人
正
年
間
に
は
私
設
鉄
道
敷
設
の
動
き
が
見
ら
れ
る
。

人
館

・
盛
岡
間
で
は
、
部
分
区
間
の
人
館

・
花
輪
間
を
結
ぶ
秋
田
鉄
道
株
式

会
社
が
大
正
元
年
に
軽
便
鉄
道
と
し
て
の
敷
設
免
許
を
受
け
た
。
一‐秋
田
鉄
道

株
式
会
社

二
関
ス
ル
書
類
」
四
冊
に
は
、
元
年
の
免
許
交
付
に
関
す
る
起
案
書

の
他
、
三

ｏ
一
．年
の
二
事
施
行
に
関
す
る
起
案
書
や
図

―ｌｌｉ
が
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。

三
年
に
県
知
事
に
提
出
さ
れ
た
県
会
意
見
占
は
、
こ
の
私
鉄
を
人
館

・
麻
岡
間

の
官
設
鉄
道
に
代
わ
る
も
の
と
認
め
、
県
費
で
の
補
助
を
求
め
て
い
る
。

人
曲

・
盛
岡
間
で
は
、
二
つ
の
私
鉄
会
社
の
設
立
計
画
が
確
認
出
来
る
。
人

正
三
～
五
年

一
内
務
部
Ｌ
木
課
事
務
簿
　
鉄
道
之
部
　
＾
．番
」
に
は
、
人
曲

・

長
野
間
を
結
ぶ
中
秋
軽
使
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
起
案
書
が
綴
じ
ら
れ
て
い

る
。
同
会
社
路
線
の
敷
設
免
許
申
請

‐
１１
は
人
正
三
年
に
提
出
さ
れ
た
が
、
五
年

に
諸
般
の
事
情
か
ら
不
許

‐‐∫
と
な

っ
た
。
ま
た
、
大

―１１
五
～
七
年

一
内
務
部
Ｌ

木
課
事
務
簿
　
鉄
道
之
部
」
に
は
、
人
曲

・
生
保
内
――１１
を
結
ぶ
人
生
鉄
道
株
式

会
社
に
関
す
る
起
案
書
が
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
会
社
も
圧
年
に

免
許
交
付
を
中
請
し
不
許

‐‐∫
と
な

っ
て
い
る
。
大
正
四
年
の

「
秋
田
県
通
常
県

会
会
議
録
」
中
に
は
、
中
秋
軽
便
鉄
道
株
式
会
社
を
官
設
鉄
道
に
代
わ
る
も
の

と
期
待
す
る
議
員
発
言
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
他
、
県
会
の
鉄
道
構
想
の

一
環
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
私
鉄
に
、
横
手

・

本
荘
間
の
路
線
敷
設
を
目
指
し
た
横
荘
鉄
道
株
式
会
社
が
あ
る
。
「
横
荘
鉄
道

二
関
ス
ル
書
類
」
＾
冊^
に
は
、
人
正
四
年
の
軽
便
鉄
道
敷
設
免
許
の
交
付
か
ら

六
年
の
――
事
施
行
認
可
ま
で
の
起
案
書
が
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。
「
横
荘
鉄
道
――

上（
．　^

事
関
係
書
類
」
は
、
そ
れ
に
続
く
七
年
ま
で
の
工
事
施
行
関
係

の

一
件
書

で
あ

る
ｃ
六
年

に
横
手
側
よ
り
工
事
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
を
跡
付
け
る
文
書
で
あ
る
。

私
設
鉄
道

の
場
合
、
免
許
交
付
や
Ｉ
事
認
可
の
中
請
書
が
県
を
経
由
し
て
提

出
さ
れ
た
た
め
、
官
設
鉄
道

の
場
合
よ
り
も
文
書
が
良
く
残

っ
て
い
る
。
残
さ

れ
た
会
社
定
款
や
路
線
図
な
ど
か
ら
全
体
像
も
掴
み
や
す

い
。

次

に
、
奥
羽
線
全
通
後

の
鉄
道
輸
送

に
関
す
る
事
案
を
検
討
す
る
。

明
治
三
卜
八
年
以
降

の
事
務
簿

に
な
る
と
、
鉱
産
物
及
び
材
産
物
運
搬
用
の

鉄
道

・
軌
道
の
敷
設
許
可
に
関
す
る
起
案
書
が
増
え
る
。
鉱
産
物
運
搬
用
の
鉄

道

・
軌
道
は
、
鉱
山
か
ら
鉄
道
停
車
場
ま
で
敷
設
さ
れ
た
場
合
が
多

い
。
小
坂

鉱
山
や
花
岡
鉱
山
、
そ
の
他

の
鉱
山
か
ら
敷
設
免
許
交
付
申
請
が
出
さ
れ
て
い

フつ
。明

治
四
ト
ー
～
四
―
四
年

「内
務
部
上
木
課
事
務
簿
　
鉄
道
之
部
　
全
」
に

は
、
小
坂
鉱
山
専
用
鉄
道
の
譲
渡
に
関
す
る
起
案
書
が
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。
鉱

山
経
営
者
の
藤
田
組
は
、
三
十^
五
年
に
専
用
鉄
道
の
敷
設
免
許
を
交
付
さ
れ
、

・ｆ．卜
九
年
に
工
事
に
着
手
し
た
。
専
用
鉄
道
は
小
坂
鉱
山
と
奥
羽
線
人
館
停
車

場
を
結
ぶ
も
の
で
、
四
十
＾
．年
に
小
坂
鉄
道
株
式
会
社
に
譲
渡
さ
れ
た
。
同
鉄

道
会
社
は

一
般
旅
客
貨
物
運
輸
を
目
的
に
営
業
さ
れ
た
。
背
景
と
し
て
は
、
四

卜
年
前
後
に
小
坂
鉱
山
の
生
産
量
の
増
大
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

「
小
坂
専
用
鉄
道
敷
設

二
関
ス
ル
書
類
」
は
、
人
正
五
年
に
藤
円
組
が
、
小

坂
鉄
道
小
坂
停
卓
場
ま
で
専
用
鉄
道
を
敷
設
し
た
関
係
の

一
件
書
で
あ
る
。

ま
た
、
花
岡
鉱
山
専
用
鉄
道
に
関
し
て
は
、
「‐大
館
花
岡
問
鉄
道
敷
設
書
類
」

二
冊
が
あ
る
。
こ
の
鉄
道
は
花
岡
鉱
山
と
小
坂
鉄
道
の
人
館
停
車
場
を
結
び
、



花
岡
鉱
山
の
鉱
石
を
小
坂
鉱
山
ま
で
連
ぶ
た
め
に
敷
設
さ
れ
た
。
簿
冊
に
は
、

大
正
１
年
の
小
林
鉱
業
事
務
所

へ
の
敷
設
免
許
交
付
関
係
の
起
案
書
が
綴
じ
ら

れ
て
い
る
。
四
年
に
、
小
林
鉱
業
事
務
所
か
ら
藤
田
組

へ
の
花
岡
鉱
山
鉱
業
権

利
の
移
動
に
伴
い
、
鉱
山
専
用
鉄
道
の
敷
設
権
が
譲
渡
さ
れ
た
。
更
に
、
小
坂

鉄
道
株
式
会
社
が
藤
田
組
よ
り
専
用
鉄
道
を
買
収
し
路
線
を
延
長
し
た
。
こ
の

間
の
権
利
移
動
等
に
関
す
る
起
案
書
も
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
他
、
人
ｉ１１
三
～
四
年

「
内
務
部
１１
木
課
事
務
簿
　
鉄
道
之
部
　
一
．番
」

に
は
、
中
外
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
株
式
会
社
の
専
用
軌
道
敷
設
に
関
す
る
起
案

書
が
あ
る
。
こ
の
専
用
軌
道
は
、
人
久
保
村
内
の
同
会
社
鉱
業
所
か
ら
奥
羽
線

人
久
保
停
車
場
ま
で
■
涯
青

（
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
）
を
運
ぶ
目
的
で
敷
設
さ
れ
た
。

一
方
、
林
産
物
輸
送
目
的
の
軌
道
敷
設
に
関
す
る
起
案
占
も
多
い
。
秋
田
人

林
区
讐
や
小
林
区
署
か
ら
県
に
対
し
、
国
有
林
野
で
伐
採
し
た
林
産
物
を
輸
送

す
る
森
林
軌
道
の
敷
設
許
可
が
度
々
求
め
ら
れ
た
。
森
林
軌
道
は
河
川
の
木
場

の
他
、
奥
羽
線
や
私
鉄
線
の
停
車
場
に
も
連
絡
す
る
よ
う
敷
設
さ
れ
て
い
る
。

鉱
産
物
や
林
産
物
等
の
資
源
に
つ
い
て
、
奥
羽
線
令
通
後
、
鉄
道
に
よ
る
輸

送
畦
が
増
大
し
た
。
鉄
道
が
県
内
の
産
業
経
済
に
与
え
た
影
響
を
、
簿
冊
の
中

に
垣
．‐―ｌｌ
見
ら
れ
る
。

こ
の
他
、
第
二
期
の
簿
冊
に
は
、
馬
卓
軌
道
会
社
に
関
す
る
起
案
書
を
含
む

も
の
も
あ
る
。
「
秋
田
軌
道
前
田
軌
道
関
係
書
類
」
に
は
、
大
正
Ｌ
年
の
秋
田

軌
道
株
式
会
社
の
営
業
に
関
す
る
起
案
吉
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、

「人
館

軌
道
関
係
書
類
」
に
は
、
幻
に
終
わ

っ
た
人
館
馬
車
軌
道
株
式
会
社
の
設
立
に

関
す
る
起
案
書
が
纏
め
ら
れ
て
い
る
。

記
録
史
料
の
展
示
に
関
す
る
一
試
論

２
　
史
料
群
整
理
か
ら
の
展
示
構
成

前
項
で
、
鉄
道
事
務
関
係
簿
冊
群
を
整
理
し
、
内
的
構
造
の
再
構
成
を
行
な
っ

た
。
次
に
、
そ
こ
か
ら
史
料
群
展
示
を
ど
の
よ
う
に
構
成
す
べ
き
か
検
討
す
る
。

史
料
群
展
示
を
実
践
す
る
前
の
青
写
真
を
作
成
し
て
み
た
い
。
史
料
群
を
展
示

す
る
際
に
、
配
慮
す
べ
き
点
は
次
の
二

つ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第

一
点
は
、
原
則
と
し
て
同

一
史
料
群
に
別
の
史
料
群
の
も
の
を
混
ぜ
な
い

こ
と
で
あ
る
。
歴
史
系
博
物
館
の
場
合
は
、
テ
ー
マ
に
関
す
る
凡
ゆ
る
資
料
を

集
め
て
展
示
シ
ナ
リ
オ
を
作
成
し
得
る
。
し
か
し
、
公
文
書
館
の
場
合
、
同
じ

方
法
で
展
示
を
行
な
う
と
、
テ
ー
マ
に
関
す
る
特
定
史
料
群
が
判
別
出
来
な
く

な
る
。
展
示
構
成
Ｌ
、
同

一
史
料
群
の
中
に
関
連
史
料
を
混
ぜ
る
場
合
は
、
解

説
キ
ャ
ブ
シ
ョ
ン
に
注
記
す
る
な
ど
の
明
確
な
区
別
が
必
要
で
あ
る
。

第
二
点
は
、
史
料
群
構
造
の
解
説
を
展
示
要
素
に
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
県

庁
簿
冊
の
場
合
は
、
組
織
規
定
及
び
文
書
分
類
表
、
ま
た
簿
冊
群
自
体
の
分
析

か
ら
解
説
を
作
成
出
来
る
。
展
示
パ
ネ
ル
、
ま
た
は
解
説
バ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
よ

る
提
示
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
表
現
は
平
易
明
解
が
甲
ま
し
い
。

第
二
点
は
、
史
料
群
中
の
主
要
事
案
か
ら
展
示

コ
ー
ナ
ー
を
設
定
す
る
こ
と

で
あ
る
。
歴
史
系
博
物
館
の
展
示
で
は
、
最
初
に
展
示
シ
ナ
リ
オ
Ｌ
で
コ
ー
ナ
ー

が
設
定
さ
れ
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
関
係
資
料
が
集
め
ら
れ
る
。
公
文
書
館
の
を何

な
う
史
料
群
展
示
で
は
、
逆
に
主
要
事
案
の
内
容
に
沿

っ
て
コ
ー
ナ
ー
が
設
定

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
史
料
の
存
在
原
因
で
あ
る
事
案
か
ら
展
示
構
成
を
組
み

Ｌ
げ
れ
ば
、
史
料
群
の
歴
史
的
背
景
も
明
ら
か
に
な
る
。
ま
た
特
定
史
料
群
の

持

つ
固
有
の
性
格
も
浮
び
Ｌ
が
る
筈
で
あ
る
。



記
録
史
料
の
展
示
に
関
す
る

．
試
論

以
Ｌ
三
点
が
史
料
群
展
示
に
最
小
限
必
要
な
配
慮
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
他
、

家
別
け
文
書
な
ど
で
、
最
初

の
保
存
状
態
が
記
録
さ
れ
て
い
れ
ば
、
展
示
■

で

復
元
す
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。
ま
た
、
史
料
群
展

小́
は
収
蔵
史
料

の
紹
介

に

な
る
の
で
、
基
本
的

に
は
利
用
者
層
向
け
に
な
る
。
し
か
し
、
展
示
表
現
Ｌ

の

配
慮

に
よ
り
、
理
解
者
層
の
興
味
を
引
く
内
容

に
な
る
可
能
性
も
持

っ
て
い
る
。

ま
た
、
史
料
群
展
示

の
中

に
、
公
文

‥‥―
館

の
史
料
保
存
機
能

の
紹
介

や
史
料
保

●
鉄
通
事
務
関
係
簿
冊
群
の
構
造

●

「鉄
道
敷
設
法

一
以
前

・
秋
田
鉄
道
会
社
設
立
計
画

●

一
鉄
道
敷
設
法

一
以
後

‐奥
羽
線
の
敷
設

‐

・
県
内
路
線
の
確
定
を
め
ぐ
る
対
立

・
私
鉄
船
川
線
敷
設
計
画

・

「
第
二
次
鉄
道
熱
」
と
幻
の
私
鉄
線

・
奥
羽
線
の
敷
設
――
事

・
卜
文
字
停
車
場
人
口
問
題

●
奥
羽
線
全
通
以
後

・
県
会
意
見
書
に
見
る
鉄
道
政
策

・
船
―――
線
と
羽
越
線
の
敷
設

・
陸
羽
横
断
線
と
私
設
鉄
道

・
鉱
山
専
用
鉄
道
と
森
林
軌
道

・
馬
車
軌
道
会
社

●
簿
冊
の
編
纂
方
法

●
戦
前
県
庁
文
書
の
保
存

●
秋
田
県
公
文
書
館
の
役
割

Ｒ
）
…
…

人

コ
ー
ナ
ー
、

…

…

・
小

コ
ー
ナ
↓

存
の
意
義
の
説
明
な
ど
、
理
解
者
層
向
け
の
部
分
を
組
み
込
む
こ
と
も
有
効
で

あ
る
。
史
料
群
展
示
で
あ

っ
て
も
、
利
用
者
層
向
け
と
理
解
者
層
向
け
の
展
示

を
折
衷
さ
せ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
。

鉄
道
事
務
関
係
簿
冊
群
に
つ
い
て
、
展
示
構
成
案
を
仮
に
作
成
す
れ
ば
表
８

の
よ
う
に
な
る
。
冒
頭
に
史
料
群
構
造
の
解
説
を
す
る
人

コ
ー
ナ
ー
を
設
け
、

続
い
て
県
の
鉄
道
行
政
の
一
期
区
分
か
ら
大
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
た
。
小
コ
ー
ナ
ー

は
簿
冊
中
の
主
要
事
案
か
ら
設
定
し
た
。
鉄
道
行
政
の
変
遷
は
簿
冊
の
編
綴
や

内
容
に
も
反
映
す
る
。
故
に
人
コ
ー
ナ
ー
は
簿
冊
群
の
二
期
区
分
と
な
り
、
年

代
順
に
設
定
さ
れ
る
。
従
来
型
の
鉄
道
展
示
の
方
法
で
は
、
官
設
鉄
道
、
私
設

鉄
道
、
馬
卓
鉄
道
な
ど
の
纏
ま
り
で
大

コ
ー
ナ
ー
が
設
定
さ
れ
が
ち
に
な
る
ｃ

そ
の
場
合
、
簿
冊
編
纂
の
傾
向
と
推
移
が
見
え
難
く
、
史
料
群
展
示
に
は
向
か

な
い
。

表
８
で
は

コ
ー
ナ
ー
の
み
提
示
し
た
が
、
史
に
史
料
群
展
示
の
性
格
を
出
す

た
め
に
次

の
二

つ
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
第

一
に
、
各
人

コ
ー
ナ
ー
の
冒
頭

で
各
期

に
編
纂
さ
れ

た
簿
――――
を
紹
介
し
、
全
体

の
概
要
を
解
説
す
る
こ
と
で
あ

る
。
各
期

の
簿
冊
編
纂

の
傾
向
が
明
ら
か
に
比
較

で
き
る
。

一弟
＾
．に
、
史
料

の
持

つ
限
界
を
明
示
す
る
こ
と

で
あ
る
。
鉄
道
関
係

の
簿
冊

と
言

っ
て
も
、
秋
田
県
の
■
木
行
政
部
課
作
成

の
起
案
書
を
編
綴
し
た
も
の
で

あ
る
。
特

に
官
設
鉄
道

の
場
合
、

こ
の
簿
冊
群

の
み
で
は
敷
設
Ｉ
事

の
企
容
が

分
ら
な
い
。
奥
羽
線
敷
設
に
関
連
す
る
県

の
起
案
書
は
、
１１
建
業
者

へ
の
道
路

使
用
許
可
や
地
元
の
陳
情
吉

の
送
付
等

に
関
す
る
も
の
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
を
有
り
の
倍

に
展
示
す
る
こ
と
で
、
十
木
行
政
分
野

の
鉄
道
事
務
関
係
簿

表 8 鉄道事務関係簿冊群による展示構成
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冊
群

の
性
格
が
明
ら
か
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
、
国

の
鉄
道
関
係
公
文
書

は
、

現
在
、
国
立
公
文
占
館
や
交
通
博
物
館

に
保
管
さ
れ

一
般

の
閲
覧
も
可
能

で
あ

る
。

こ
の
こ
と
を
展
示

の
中

で
紹
介
す
れ
ば
、
利
用
者
層

へ
の
情
報
提
供
と
な

り
、
史
料
保
存
機
関
の
役
割
を
理
解
者
層

に
伝
え
る
こ
と
に
も
な
る
。

以
Ｌ

の
方
法

に
よ
り
、
史
料
群
展
示
の
特
徴
を
出
す

こ
と
が
可
能
と
考
え
ら

れ
る
。
だ
が
、
小

コ
ー
ナ
ー
の
事
案
を
歴
史
的

に
位
置
付
け
る
た
め
、
国
や
県

の
鉄
道
行
政

に
関
す
る
史
料
が
必
要

に
な
る
。

「
法
令
全
書
」

や

「‐官
報
」
、

「
秋
田
県
県
会
議
事
録
」
や

「
秋
田
県
統
計
占

一
な
ど
の
基
本
史
料

は
、

形
態

的

に
も
展
示
の
簿
冊
群
か
ら
明
確

に
区
別
出
来
る
。

こ
れ
ら
基
本
史
料
を
補
助

史
料
と
し

て
展
示
す
る
方
法
も
考
え
ら
れ
る
ハ）
同
時
．に
、
基
本
史
料
自
体

の
解

説
を
付
け
る
こ
と

で
、
そ
の
効
果
的
な
利
用
方
法
も
呈
示
出
来
る
。

ま
た
、
一
秋
田
県
県
会
議
事
録
」
は
、
秋
田
県
公
文
書
館
が

マ
イ
ク

ロ
フ
ィ

ル
ム
で
保
管
し
て
い
る
。

フ
ィ
ル
ム
か
ら
県
会
意
見
書

の
部
分
を

ア
リ
ン
ト
し

展
示
す
る
こ
と
で
、
史
料
紹
介
と
共

に
、
史
料
保
存
媒
体

に

つ
い
て
の
普
及
も

出
来
る
。

マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
撮
影
作
業

の
写
真
も
展
示
す
れ
ば
、
保
存
業
務

に

つ
い
て
の
理
解
者
層
拡
大

に
も
繋
が
る
。

表
８
の
展
示
構
成

の
後
半

に
、
大

コ
ー
ナ
ー
と
し
て
、
「簿
冊
の
編
纂
方
法
」、

「
戦
前
県
庁
文
書

の
保
存
」
、
「
秋
田
県
公
文
書
館

の
役
割

」
の
一
一
つ
を
設
定
し

て
み
た
。
理
解
者
層
拡
大
を
目
的
と
し
た
展
示

コ
ー
ナ
ー
で
あ
る
。
構
成
と
し

て
は
、
利
用
者
層
拡
大
と
理
解
者
層
拡
大

の
展
示
の
折
衷
型
と
な
る
。
北
海
道

立
文
書
館

の
特
別
展

「
新
し
い
史
料
、
よ
み
が
え
る
歴
史
」

の
構
成
を
参
考
と

し
た
。

記
録
史
料
の
展
示
に
関
す
る

一
試
論

結
び
に
か
え
て

本
稿
で
は
、
公
文
書
館
の
展
示
論
を
検

―…‐―
し
、
記
録
史
料
認
識
論
の
領
域
で

史
料
群
展
示
の
構
成
を
試
み
た
。
記
録
史
料
管
理
論
の
領
域
で
の
展
示
実
践
が

既
に
有
る
が
、
両
領
域
の
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
て
、
初
め
て
公
文
書
館
固
有
の
展

示
論
が
確
立
す
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
展
示
論
に
は
実
践
の
裏
付
け
を
必
要
と
す
る
分
野
が
あ
る
。
展
示

場
構
成
や
展
示
表
現
と
い
っ
た
技
術
的
な
分
野
で
あ
る
。
公
文
書
館
の
場
合
、

「
展
示
に
向
か
な
い
」
と
の
悪
評
高
い
古
文
書
や
公
文
書
を
展
示
す
る
の
で
あ

る
。
博
物
館
の
展
示
と
は
多
少
異
な
る
表
現
や
技
術
が
必
要
と
さ
れ
る
。
公
文

書
館
の
展
示
論
自
体
が
未
だ
確
立
し
て
い
な
い
現
在
で
あ
る
が
、
そ
の

一
部
門

と
し
て

「
展
示
技
術
論
」
を
や
や
別
個
に
考
え
る
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
。

平
成
八
年
に
仙
台
市
立
博
物
館
で
、
荒
井
聡
氏
が
担
当
し
た
企
画
展

「ち
ょ
っ

と
伊
達
な
占
文
書
た
ち
二
は
、
占
文
書
の
媒
質
や
様
式
に
関
す
る
展
示
で
あ

っ

た
。
硬
い
内
容
に
な
り
が
ち
な
テ
ー
マ
を
、
同
氏
は
構
成
の
ＩＩ
人
と
ウ
ィ
ッ
ト

有
る
表
現
で
料
理
し
、　
一
般
市
民
の
楽
し
め
る
展
示
を
提
供
し
た
。
同
氏
は
、

古
文
書
が
展
示
に
向
か
な
い
と
の

「
常
識
」
も
見
事
に
覆
し
て
い
る
。

公
文
書
館
が
理
解
者
層
拡
大
の
展
示
を
行
な
う
場
合
も
、
展
示
の
表
現
方
法

が
重
要
な
鍵
に
な
る
。
公
文
書
館
の
展
示
論
に
お
い
て
、
「
展
示
技
術
論
」

の

検
討
が
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
る
。

六

五



記
録
史
料
の
展
示
に
関
す
る

一
試
論

王ヽ（
１
）

文
書
館
、
古
文
書
館
、
史
料
館
、
歴
史
資
料
館
な
ど
の
名
称
も
あ
る
が
、
本
稿

で
は

「
公
文
書
館
」
を
使
用
す
る
。

（
２
）

鈴
江
英

一　
一
地
形
模
型

『草
創
期
の
札
幌
』
の
制
作

に

つ
い
て
―
制
作
の
意
図

と
関
係
資
料
―
」
翁
北
海
道
立
文
書
館
研
究
紀
要
』
創
刊
号
、　
一
九
八
六
年
）
、

占
山
英
幸

一
開
館
五
周
年
記
念
特
別
展
示
に
つ
い
て
」
翁
同
』
第
六
号

　

一
九

九

一
年
）
、
中
野
等

一文
書
館

（史
料
館
）
に
お
け
る

『
展
示
』
業
務
‐
柳
川
古

文
書
館
を
素
材
と
し
て
―
」
貧
記
録
と
史
料
」
第
一
．号
　
全
国
歴
史
資
料
保
存

利
用
機
関
連
絡
協
議
会
、　
一
九
九

一
年
）

（
３
）

森
本
祥
子

一
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
の
専
門
性
―
普
及
活
動
の
視
点
か
ら
　
」
（
『
史
料

館
研
究
紀
要
」
第
二
七
号

　

一
九
九
六
年
）

同

安
藤
正
人

「
記
録
史
料
学
と
ア
ー
キ
ビ
ス
ト

一
Ｇ
岩
波
講
座
　
日
本
通
史
」
別

巻
３
　
史
料
論
　
中石
波
書
店

　
一
九
九
五
年
）

森
本
、
前
掲
論
文

小
玉
誠

´
郎

「
公
文
書
課
の
仕
事
―
公
文
書
保
存
の
意
義
―

一
（秋
田
県
公
文
書

館

『
公
文
書
館
だ
よ
り
』
創
刊
号

　
一
九
九
四
年
）

（
９
）

森
本
、
前
掲
論
文

（
１０
）

『捨
て
る
前
に
ち
ょ
っ
と
―
　
あ
な
た
が
選
ぶ
歴
史
資
料
』
（東
京
都
公
文
書
館
）、

『
そ
れ
く
だ
さ
い
」
（新
潟
県
立
文
書
館
）
、
他
に

『
あ

っ
！
あ
れ
が
歴
史
的
公
文

書
か
も
知
れ
な
い
」
（神
奈
川
県
県
民
部
総
務
室
公
文
書
館
建
設
準
備
担
当
）
な

ど
が
あ
る
。

（
＝
）

上円
山
、
前
掲
論
文

（
‐２
）

中
野
、
前
掲
論
文

（
‐３
）

森
本
、
前
掲
論
文
　
森
本
氏
は
欧
米
公
文
書
館

の
普
及
活
動

に

つ
い
て
展
示
活

動
を
中
心
に
紹
介
し
て
い
る
。

（
‐４
）

両
展
示
共
に
高
橋
務
と
柴
田
知
彰
が
担
当
し
た
。

・́ハ
エハ

（
‐５
）

中
野
、
前
掲
論
文

（
‐６
）

高
橋
覚

「
企
画
展

『
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
世
界
』

が
目
指
す
こ
と

一
（
全
史
料
協

『会
報
』
第
二
三
号

　
一
九
九
五
年
）

（
‐７
）

『第
■
卜
二
回
　
全
国
歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡
協
議
会
　
全
国
大
会
』

五
二
～
圧
七
頁
、
高
橋
正
雄

一頼
ら
れ
る
文
書
館

へ
の
努
力
」
、
渡
辺
英
夫

一‐地

域
史
の
研
究
と
文
書
館
」、
高
埜
利
彦

「
歴
史
研
究

・
教
育
と
史
料
保
存
問
題
」

（
‐８
）

ｉｒ［
江
剛

「
文
書
館
と
史
料
保
存

へ
の
理
解
を
め
ざ
し
た
普
及
活
動
　
群
馬
県
立

文
書
館
の
事
例
か
ら
―

一

森
本
、
前
掲
論
文

中
野
、
前
掲
論
文

荒
川
善
夫

「栃
木
県
立
文
書
館
の
教
育
普
及
事
業
の
変
遷
に
つ
い
て
」
（
全
史
料

協
関
東
部
会
会
報

『
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
』
第
二
三
号

　

、
九
九
四
年
）

青
山
、
前
掲
論
文
、
展
示
は
次
の
七
ゾ
ー
ン
で
構
成
さ
れ
た
。

ゾ
ー
ン
ー
　
プ

ロ
ロ
ー
グ

ゾ
ー
ン
Ⅱ
　
文
書
は
残
る

ゾ
ー
ン
Ⅲ
　
Ｖ
Ｔ
Ｒ

「
北
海
道
立
文
書
館

一

ゾ
ー
ン
Ⅳ
　
文
書
と
地
域
の
歴
史

ゾ
ー
ン
Ｖ
　
古
文
書
解
読

コ
ー
ナ
ー

ゾ
ー
ン
Ⅵ
　
史
料
の
保
存
と
保
護

ゾ
ー
ン
Ⅶ
　
エ
ピ
ロ
ー
グ

（
２３
）

「本
館
の
問
題
点
と
改
善
の
方
向

一
（全
史
料
協
関
東
部
会
月
例
会
資
料

八
七
年
六
月
）

（
２４
）

荒
川
、
前
掲
論
文

（
２５
）

新
井
勝
紘

一近
代
史
研
究
と
博
物
館
展
示
」．
翁
歴
史
評
論
』
第
五
一
六^
号

　

´

九
九
四
年
）
、
吉
田
仲
之

「
江
戸
東
京
博
物
館
で
考
え
る
展
一小
叙
述

に
つ
い
て

一

（同
）

（
２６
）

秋
田
県
公
文
書
館
で
は
平
成
五
年
十

．
月
の
開
館
時

に
合
わ
せ
、
県
庁
文
書

に

つ
い
て
昭
和
三
十
年
以
前

の
も
の
を
公
開
対
象
と
し
閲
覧
日
録
を
作
成
し
た
。

（
４
）

↑
ｂ
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
‐９
）

（
釦
）

（
２‐
）

（
２２
）
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＝
録
は
表
題
＝
録
の
形
に
な
り
、
年
代
と
部
課
に

つ
い
て
は
簿
冊
の
表
紙
記
載

を
そ
の
ま
ま
採

っ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
簿
冊
の
中

に
綴
じ
ら
れ
た
起
案
文
書

を
調
べ
る
と
、
表
紙
記
載

の
年
代
と
部
課
が
正
確

で
な
い
ケ
ー
ス
も
あ

っ
た
。

簿
冊
の
実
際
の
年
代
と
部
課
を
正
確

に
表
す
た
め
、

二
次
点
検
作
業
と
し
て
、

簿
冊
の
中
の
起
案
文
書
を

一
件
ず

つ
調
べ
、
簿
冊
の
開
始
及
び
最
終

の
部
課
と

年
代
を
確
定
す
る
作
業
を
現
在
も
続
け
て
い
る
。

（
２７
）

高
橋
務
　
明
治
卜
年
代
秋
田
県

の
勧
農
政
策
の

一
事
例

一
（
秋
田
県
公
文
書
館

『
研
究
紀
要
』
第
二
号
、　
一
九
九
六
年
）

（
２８
）

森
木
、
前
掲
論
文

（
２９
）

鈴
江
、
前
掲
論
文
　
鈴
江
氏
は

「文
書
館
と
し
て
の
」
展
示
の
立
場
を
貫
く
こ

と
が
出
来
た
と
思
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
Ю

）

青
山
、
前
掲
論
文
　
各
文
書
の
重
層
性
と
独
自
性
に

つ
い
て
は

一‐例
え
ば
、
近

代
文
書
の
場
合
、
家
ま
た
は
団
体
に
保
存
さ
れ
る
文
書
と
市
町
村

・
都
道
府
県

・

省
庁
等
の
文
書
に
共
通
の
も
の

（
あ
る
も
の
は
控
え
で
あ
り
、

あ
る
も
の
は
原

文
書
）
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
組
織

に
と

っ
て
は
固
有

の
役
割
を

担

っ
て
い
る
）
Ｉ
）、　
一
方
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
組
織
に
は
そ
れ
以
外

の
独
自
な
資

料
を
持

っ
て
い
る
こ
と
を
再
現
し
、
そ
れ
ら
が
地
域

の
歴
史
を

―――‥
構
成
す
る
に

必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時

に
、
各
団
体
等

で
資
料
を
保
存
す
る
必
要
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
。
一
と
述

べ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
未
発
に
終
わ

っ
た
二
構
想
を

一
文
書
館

の
本
来

の
方

法
に
根
ざ
し
た
展
示
」
と
し
て
い
る
。

中
野
、
前
掲
論
文

長
沢
洋

「常
設
展
示
を
め
ぐ

っ
て
」．
翁
広
島
県
立
文
書
館
紀
要
」
第
二
号

　

一

九
九
四
年
）

長
沢
氏
は
、
「‐展
示
の
主
題
や
内
容
を
具
体
的
に
考
え
る
際
に
は
、

『．史
料
と
は
何
か
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
核
に
し
た
上

で
、
ア
界
料

‥
文
書
そ

の
も
の
に
つ
い
て
の
認
識
や
知
識
』
と
い
う
程
度

に
幅

の
あ
る
指
針
を
持

つ
の

が
よ
い
と
考
え
る
一
と
述
べ
て
い
る
。

（
３３
）

安
藤
、
前
掲
論
文

記
録
史
料
の
展
示
に
関
す
る

．
試
論

（
３４
）

安
藤
、
前
掲
論
文
　
「史
料
管
理
」
に
つ
い
て
は
、
一‐史
料
と
な
る
素
材
そ
の
も

の
を
収
集
あ
る
い
は
保
全
し
、
史
料
と
し
て
広
く
利
用
で
き
る
よ
う
適
切

に
整

理
し
、
永
続
的
な
保
全

・
公
開
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、

こ
れ
を
維
持
す
る
こ
と

で
あ
る
」
と
定
義
し
て
い
る
。　
一
方
、
一史
料
認
識

一
に
つ
い
て
は
、
笠
谷
和
比

占
氏
の
定
義
よ
り

「史
料
と
な
る
素
材
の
属
性
や
存
在

の
意
味
を
科
学
的

に
明

ら
か
に
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
史
料
と
し
て
の
本
質
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
」

と
し
て
い
る
。

（
％
）

安
藤
、
前
掲
論
文
　
安
藤
氏
は
、
史
料
管
理
の
各
作
業
プ

ロ
セ
ス
に
関
連
す
る

検
討
課
題
を
次
の
よ
う
に
纏
め
て
い
る
。

①
調
査
収
集
…
史
料
調
査
論
、
評
価
選
別
論
、
移
管
収
集
論

②
整
理
記
述
…
史
料
整
理
論
、
日
録
記
述
論
、
検
索
シ
ス
テ
ム
論

（自
動
化
論
を
含
む
）

０
保
存
管
理
…
記
録
媒
体
論
、
環
境
管
理
論
、
保
存
修
復
論

●
利
用
提
供
…
公
開
制
度
論
、
情
報
提
供
論
、
教
育
普
及
論

０
管
理
体
制
…
史
料
管
理
機
関
論
、
史
料
管
理
制
度
論
、
専
門
職
論

（
３６
）

最
近
で
は
、
仙
台
市
立
博
物
館
の
平
成
七
年
度
企
画
展

一‐
ち

ょ
っ
と
伊
達
な
占

文
書
た
ち
」
や
、
秋
田
県
立
博
物
館
の
八
年
度
企
画
展

一
絵
図
を
読
む
　
描
か

れ
た
近
世
秋
田
の
地
理
」
な
ど
が
あ
る
。

（
３７
）

笠
谷
和
比
古

「史
料
認
識
論
」
（国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
編

「
史
料

の
移
理

と
管
理
」

岩
波
書
店

　

一
九
八
八
年
　
第
Ⅱ
部
第

．
章
）

（
３８
）

平
成
八
年
度
春
期
特
別
展
示

「‐近
障
文
字
社
会

の
ひ
ろ
が
り
―
史
料
館
収
蔵
史

料
展
―

一
解
説
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

（国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館

　
一
九
九
六
年
）

（
３９
）

山
田
哲
好

「史
料
の
利
―‐ｌｌ
と
普
及
活
動
」
鳥
史
料
管
理
学
研
修
会
講
義
要
綱
』

国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
、　
一
九
九
六
年
）

（
岬
）

中
野
、
前
掲
論
文

（
４‐
）

安
藤
、
前
掲
論
文
　
ま
た
、
前
述
の
通
り
、
笠
谷
和
比
古
氏
も
史
料
認
識

の
四

段
階
を
呈
示
し
て
い
る
。

（
４２
）
　

　

同
　
安
藤
氏
は

「
…
そ
の
記
録
史
料
群
の
内
的
構
造

（体
系
的
秩
序
）
を
、

六
七

32 31



記
録
史
料
の
展
示
に
関
す
る

一
試
論

記
録
史
料
群
の
発
生
母
体
で
あ
る
組
織
体
や
個
人
の
機
能
、
さ
ら
に
は
そ
の
組

織
体
や
個
人
の
活
動
を
規
定
す
る
社
会
や
国
家
の
機
能
と
の
関
連

に
お
い
て
明

ら
か
に
す
る
と
い
う
研
究
が
必
要
に
な

っ
て
く
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。

（
４３
）
　

　

同

（
４４
）

安
藤
正
人

「
記
録
史
料
目
録
論
」
翁
歴
史
評
論
』
第
四
九
七
号
　
校
倉
書
一房

一
九
九

一
年
）

（
４５
）
　

　

同
　
安
藤
氏
は
基
本
国
録
の
編
成
モ
デ
ル
を
次
の
よ
う
に
呈
示
し
て
い
る
。

グ
ル
ー
プ
記
述

（叙
述
体
）

サ
ブ
グ
ル
ー
プ
Ａ
記
述

（叙
述
体
）

シ
リ
ー
ズ
ａ
記
述

（叙
述
体
）

ア
イ
テ
ム
記
述

（
一
点
別
リ
ス
ト
）

シ
リ
ー
ズ
ｂ
記
述

（叙
述
体
）

ア
イ
テ
ム
記
述

（
一
点
別
リ
ス
ト
）

シ
リ
ー
ズ
ｃ
記
述

（叙
述
体
）

ア
イ
テ
ム
記
述

（
＾
点
別
リ
ス
ト
）

サ
ブ
グ
ル
ー
プ
Ｂ
記
述

（叙
述
体
）

シ
リ
ー
ズ
ｄ
記
述

（叙
述
体
）

ア
イ
テ
ム
記
述

（
一
点
別
リ
ス
ト
）

六
八

（
５‐
）

一秋
田
県
史
料
」
に
つ
い
て
は
、
高
橋
務
氏
の
前
掲
論
文
と
、
同
氏
に
よ
る
資
料

紹
介

「
『秋
田
県
史
料
』
に
つ
い
て
」
（秋
田
県
公
文
書
館

『
公
文
書
館
だ
よ
り
』

第
五
号
　

一
九
九
六
年
）
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。

（
毘
）

秋
田
県
に
お
け
る
勧
業
行
政
の
重
要
事
項
と
諸
産
業

の
統
計
を
収
録
し
た
年
報

で
あ
る
。
明
治
十

＾
年
か
ら

二́
十
六
年
分
ま
で
継
続
的

に
発
行
さ
れ
た
。
秋
田

県
公
文
書
館
に
全
冊
保
存
さ
れ
て
い
る
。

（
５３
）

秋
田
県
議
会
事
務
局
収
蔵
　
秋
田
県
公
文
書
館
で
は
、
平
成
八
年
度

に
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
撮
影
し
、
複
製
を

一
部
保
存
し
て
い
る
。

明
治
ｉ
十
五
年
法
律
第
四
号

（明
治
二
十
五
年

「
法
令
全
書
」
所
収
）

『秋
田
鉄
道
管
理
局
史
」
（秋
田
鉄
道
管
理
局
、　
一
九
六

一
年
）

一
．^
一頁

「
明
治
三
卜
年
代
鉄
道
関
係
書
類
綴
」

明
治
三
十
年

「第

一課
鉄
道
事
務
係
事
務
簿
」
で
は
、
私
設
鉄
道
関
係

の
起
案

書
八
件
に
対
し
官
設
鉄
道
関
係
は

，
．件
で
あ
る
。

（
５８
）

野
田
正
穂

・
原
田
勝
止

・
青
木
栄

´
・
老
川
慶
喜
編

『
日
本

の
鉄
道
　
成
立
と

展
開
　
』
（
日
本
経
済
評
論
社
、　
一
九
八
六
年
）

七
０
頁
。

47 46
（
４８
）

（
４９
）

（
Ю
）

高
橋
務
、
前
掲
論
文

竹
林
忠
男

一
行
政
文
書
の
整
理
と
編
成

問
題
点
―
一
島
記
録
と
史
料
」
第
五
号

協
議
会

　
一
九
九
四
年
）

笠
谷
、
前
掲
論
文
　
一当
該
集
団
を
め
ぐ
る
諸
関
係
の
そ
れ
ぞ
れ
の
中

に
お
い
て

生
起
す
る
事
件
、
案
件
、
用
件
、
事
柄
、
問
題
事
項
と
い

っ
た
個
別
具
体
的
な

問
題
の
ま
と
ま
り
」
を

「
事
案

一
と
し
て
い
る
。

高
橋
務
、
前
掲
論
文

司

明
治

二́
十
二
年
か
ら

ニ
ト
六
年
に
か
け
て
処
務
細
則
の
部
分
改
正
に
よ
り
、
鉄

道
関
係
事
務
■
管
係
は
、
庶
務
係
、
調
査
係
、
土
工
係
、
土
木
係
と
移
行
す
る
。

が
、
こ
れ
に
対
応
し
た
文
書
保
存
規
則
の
部
分
改
正
を

「
秋
田
県
県
令
全
書

」

中
に
見
出
せ
な
い
。
こ
の
間
、
文
書
保
存
規
則
の
改
正
は
一何
な
わ
れ
な
か

っ
た

ら
し
い
。
庶
務
係
の
調
査
係

へ
の
改
正
で
は
、
分
掌
内
容
が

「‐軌
道
及
私
設
鉄

道

二
関
ス
ル
事
」
か
ら

「軌
道
及
鉄
道

二
関
ス
ル
事
」

に
な

っ
た
が
、
簿
冊
の

部
名

（「鉄
道
之
部
し

へ
の
影
響
は
考
え
ら
れ
な
い
。

そ
の
後

の
上
Ｌ
係
と
土

木
係
も
分
掌
内
容
に
変
化
が
無
い
か
ら
同
様
で
あ
る
。

こ
の
間
の
簿
冊
が
、
文

書
保
存
規
則
の
原
則
で
作
成
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
表
５
の
よ
う
に
簿
冊
表
題

「
第
一
課^
庶
務
係
事
務
簿

一
の

「庶
務
係
」
の
部
分
が
、
調
査
係
、
上
二
係
、
土

木
係
と
変
る
の
み
で
、
部
名
は

一鉄
道
之
部
」
の
儘
と
類
推
さ
れ
る
。

（
６‐
）

明
治
三
十
九
年
訓
令
甲
第
五
十
号

「文
書
保
存
規
則
」
第
八
条

一
継
年
事
業
又

史
料
整
理
基
本
原
則
の
適
用
と
そ
の

全
国
歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡

57 56 55 54
（
５９
）

（
６０
）



ハ
一
事
件

ニ
シ
テ
彩
多
ノ
文
書
ア
ル
モ
ノ
ハ
一
件
書
ト
シ
テ
編
纂

ス
ヘ
シ
」

（
明

治
二
十
九
年

「秋
田
県
県
令
全
書
」
所
収
）

（
６２
）

山
崎
文
庫
は
郷
土
史
家
山
崎
真

一
郎
氏
の
旧
蔵
史
料
群

で
あ
り
、
秋
田
県
公
文

書
館
開
館
時
に
秋
田
県
立
図
書
館
か
ら
移
管
さ
れ
た
。
現
在
、
明
治
四
年
以
前

の
史
料
を
収
め
た
貴
重
書
書
庫
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
山
崎

一
二

一
五

一‐明
治

二
十
年
代
鉄
道
関
係
書
類
綴
」
は
、
山
崎
文
庫
Ｈ
録

で
は

一
明
治
廿
年
代
奥
羽

鉄
道
関
係
記
録
集
」
の
表
題
で
記
載
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
簿
冊
の
表
紙
が

補
修
等
で
付
け
替
え
ら
れ
た
跡
が
あ
り
、
「‐明
治
け
年
代
奥
羽
鉄
道
関
係
記
録
集
」

の
表
題
も
山
崎
氏
に
よ
り
付
け
ら
れ
た
可
能
性
が
高

い
。
簿
冊
の
内
容
も
、
明

治
二
十
年
前
後
の
私
設
秋
田
鉄
道
会
社

に
関
す
る
起
案
書
が
約
半
分
を
占
め
、

表
題
と
必
ず
し
も

一
致
し
な
い
。
簿
冊
中
の
件
名
目
録
冒
頭

に
記
載
さ
れ
た

「
明
治
二
十
年
代
鉄
道
関
係
書
類
綴
」
が
、
県
庁
て
編
纂
さ
れ
た
際
に
付
け
ら
れ

た
本
来
の
表
題
と
考
え
ら
れ
る
。
故
に
本
稿
で
は
、
山
崎

一
二

一
五
を

一
明
治

二
十
年
代
鉄
道
関
係
書
類
綴
」
の
資
料
名
で
呼
ぶ
。

（
６３
）

簿
冊
の
表
紙
に

「鹿
角
郡
小
坂
村
鉱
山
鉱
業
人
藤
田
組

ヨ
リ
鉱
業
用
軌
道
布
設

願
之
件
　
全
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

．
件
日
の
起
案
書

の
件
名

で

あ
り
、
そ
の
後
に
官
設
鉄
道
関
係
と
私
設
鉄
道
関
係
の
起
案
書
が

．
一
件
綴
じ

ら
れ
て
い
る
。

（
６４
）

大
正
十
五
年

「
内
務
部
土
木
課
事
務
簿
　
雑
款

一
に
は
、
鉄
道
用
地
関
係
と
軌

道
敷
設
関
係

の
起
案
書
が

一
件
ず

つ
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
昭
和
六
年

「
内
務
部
上
木
課
事
務
簿
　
道
路
占
用
之
部
」
に
は
、
軌
道
敷
設
関
係
が
二
件
綴

じ
ら
れ
て
い
る
。

（
６５
）

「船
川
鉄
道
関
係
書
類
」
に
は
、
内
務
部
第
五
課
桜
田
属
に
よ
る
起
案
書
が
綴
じ

ら
れ
て
い
る
。
明
治
二
十
年

「
第
五
課
農
工
商
掛
事
務
簿
　
商
工
之
部
弐
番
」

に
は
、
同
人
に
よ
る
船
川
鉄
道
株
式
会
社
設
立
関
係
の
起
案
書
が
綴
じ
ら
れ
て

い
る
。
一
船
川
鉄
道
関
係
書
類
」
も
第
五
課
農
工
商
掛
を
原
課
と
し
た

一
件
書
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
明
治
一
．十
九
年

「第
五
課
農
工
商
掛
事
務
簿
　
商
工
之

部
全
」
に
は
秋
田
馬
車
鉄
道
株
式
会
社
の
営
業
報
告
関
係
の
起
案
書
が
綴
じ
ら

記
録
史
料
の
展
示
に
関
す
る

一
試
論

れ
て
い
る
。
遡

っ
て
、
明
治
二
十
年

「第

．
部
勧
業
課
事
務
簿
　
雑
款
之
部
全
」

に
は
同
会
社
の
設
立
関
係
の
起
案
書
が
あ
り
、
一
．十
二
年

「
同
事
務
簿
　
〈
本
社

之
部
全
」
に
も
同
会
社
関
係
の
起
案
書
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
明
治
二
十
年
代

か
ら
二
十

一
年
頃
ま
で
、
県
内
私
鉄
の
設
立
出
願
や
営
業

に
関
す
る
事
務
は

一

般
の
会
社
同
様
に
商
――
を何
政
で
扱
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
表
６
の

一
第

二
課
鉄
道
事
務
係
事
務
簿

一
に
は
、
二
十
九
年
か
ら
二
十
年

に
か
け
て
の
私
鉄

関
係
の
起
案
書
が
七
件
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
は
県
外

に
本
社

を
置
く
会
社
に
つ
い
て
、
発
起
人
の
身
元
や
鉄
道
敷
設

の
地
元
の
効
用
等
を
調

査
し
た
起
案
書
で
あ
る
。
二
十
年
当
時
、
県
内
に
敷
設
さ
れ
る
私
鉄
に

つ
い
て

の
調
査
は
第
一
課^
鉄
道
事
務
係
の
分
掌
だ
が
、
県
内

に
本
社
を
置
く
私
鉄
会
社

の
設
立
出
願
等
に
関
し
て
は
第
五
課
農
工
商
掛
の
分
掌
だ

っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

し
か
し
、
大
正
年
間
に
は
、
横
荘
鉄
道
株
式
会
社
な
ど
県
内

の
私
鉄
会
社

の
設

立
出
願
等
に
関
す
る
事
務
が
内
務
部
土
木
課
の
分
掌
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

秋
田
電
気
軌
道
株
式
会
社
な
ど
軌
道
会
社
の
営
業

に
関
す
る
起
案
書
を
綴
じ
た

も
の
で
あ
る
。
表
６
の

一秋
田
軌
道
前
田
軌
道
関
係
書
類
」

は
大
正
七
年
か
ら

八
年
に
か
け
て
の

一
件
書
だ
が
、
軌
道
会
社
の
営
業
関
係
は
十
木
課
で
起
案
さ

れ
て
い
る
。
十
五
年
以
前
に
、
関
係
事
務
の
担
当
が
上
木
課
か
ら
商
工
水
産
課

に
移

っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

『
秋
田
県
史
』
第
五
巻
明
治
編

（
以
下
、
「
明
治
編
し
　

二^
九
七
頁

『
日
本
の
鉄
道
―
成
立
と
展
開
―
』

七
〇
頁

「
明
治
四
十
二
年
秋
田
県
通
常
県
会
会
議
録
」
（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
）

十
二
月

十
日
の
議
案
第

一
八
号
で
、
北
原
九
け
郎
議
員
は

一
本
県

ノ
年
来
希
望

ス
ル
鉄

道

ハ
羽
越
線
横
断
線
船
川
追
分
間
ノ
各
線
路
ナ
リ
」
と
発
言
し
て
い
る
。

明
治
三
十
九
年
法
律
第
十
四
号

（明
治
二
十
九
年

「
法
令
全
書
」
所
収
）

「秋
田
県
土
木
史
』
第
二
巻

（以
下

『上
木
史
し
　
七
四
三
頁

同
　
七
四
〇
頁
　
人
正
五
年
に
鉄
道
院
の
秋
田
県
設
事
務
所
が
設
置
さ
れ
、

羽
越
線
建
設
が
具
体
化
し
た
。

「
…
又
横
手
黒
沢
尻
線

二
連
絡
ス
ヘ
キ
平
鹿
郡
横
手
町
ヨ
リ
由
利
郡
本
荘
町

二
達

六
九

（
６６
）

（
７３
）

72 71 70 69 68 67



記
録
史
料
の
展
示
に
関
す
る

一
試
論

ス
ル
私
設
軽
便
鉄
道
モ
亦
本
県
有
志

二
於
テ
其

ノ
布
設

ヲ
計
画
シ
今
ヤ
着
々
進

行
中

二
属
セ
リ
如
此

ニ
シ
テ
速

二
横
断
線
ノ
布
設

ヲ
看
奥
羽
東
北
両
幹
線

二
接

続
セ
シ
ム
ル
ト
キ

ハ
羽
越
沿
岸
鉄
道
及
船
川
鉄
道

ノ
活
用

ヲ
モ

一
層
有
効

ナ
ラ

シ
ム
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
東
北
多
年
ノ
宿
望
タ
ル
ロ
本
海
卜
太
平
洋
ト
ノ
連
絡

ヲ
現

実

ナ
ラ

シ
ム
ル
モ
ノ

ニ
シ
テ
…

一

（
７４
）

「
上
木
史
』

七

四
四
頁

（
７５
）
　

　

同
　
七
四
五
～
七
四
六
貞

（
７６
）

大
正
三
～
三
年

「秋
田
鉄
道
株
式
会
社

二
関
ス
ル
書
類
」
図
面
共
　
四
冊
ノ
内

（
７７
）

原
田
勝
正

『
日
本
の
鉄
道
』
Ｔ
］
川
弘
文
館
、
　

九
九

＾
年
）

七
三
～
七
四
頁

（Ъ
）

一〓日
本
の
鉄
道
　
成
立
と
展
開
―
』

一
四
九
貞

（
７９
）
　

　

同
　
七
●
頁

（
“
）
　

　

同

（
８‐
）

『
Ｌ
木
史
」

七
四
三
頁

（
８２
）
　

　

同
　
　
Ｌ
四
Ｃ
頁

（
甲
）

人
正
三
年
六
月
十
九
日
提
出
の
敷
設
申
請
書
に
は
起
業
Ｈ
論
兄
書
と
定
款
が
添

付
さ
れ
て
い
る
。
当
初
計
画
で
は
角
館
が
終
点
で
あ

っ
た
が
、
後
に
大
曲
―
花

館

―
四
ツ
屋
―
長
野
の
路
線
と
な

っ
た
。
奥
羽
線
と
の
連
絡

に
よ
る
角
館
方
面

物
資
の
輸
送
が
目
的
で
あ

っ
た
。

（
８４
）

大
正
五
年
八
月
ニ
ト
日
に
提
出
さ
れ
た
敷
設
申
請
書

に
起
業
目
論
見
書
が
添
付

さ
れ
て
い
る
。
大
曲
‐
四
ツ
屋
―
長
野
‐
角
館

‐神
代
―
生
保
内
の
路
線
が
計

画
さ
れ
た
。

（
８５
）

卜
二
月
十
六
日
議
案
第
十
四
り
の
議
事
に
お
い
て
、
三
一十

＾
番
川
上
勝
淑
議
員

は
陸
羽
横
断
線
速
成
の
必
要
を
説
き

つ
つ
、
秋
田
鉄
道
株
式
会
社
と
横
荘
鉄
道

株
式
会
社
の
横
断
線
と
し
て
の
役
割
に
期
待
を
寄
せ
て
い
る
。

そ
し
て
、

「
又

大
曲
盛
岡
間

二
在
リ
テ
ハ
盛
岡
橋
場
問
丼

二
人
曲
角
館
間

二
於

テ
軽
使
鉄
道
敷

設
ノ
計
画
ア
リ
ト
聞
ク
」
と
紹
介
し
て
い
る
。

（
８６
）

『
小
坂
町
史
』

四

一
一
．～
四

一
四
頁
、
明
治
四
卜

一
年
四
月
か
ら
小
坂
鉱
山

で

七
●

露
天
採
掘
が
開
始
さ
れ
、
以
後
、
大
正
九
年
六
月
ま
で
の
約
十
二
年
間
操
業
し

大
き
な
成
果
を
挙
げ
た
。

（
舒
）

「土
木
史
二
　
七
五
六
頁

（
田
）

「
明
治
編
」一　
四
●
三
～
四
０
四
頁

（
８９
）

秋
田
軌
道
株
式
会
社
は
、
明
治
二
十

一
年
に
秋
田
馬
草
鉄
道
会
社
と
し
て
設
立

さ
れ
た
。

（
”
）

企
画
展

一
ち
ょ
っ
と
伊
達
な
古
文
書
た
ち

一
の
展
示
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

１
　
威
風
堂
々
　
さ
す
が
立
派
な
公
文
書

‐

２
　
花
押
綾
乱

‐
個
性
あ
ふ
れ
る
花
押
―

３
　
印
章
万
華
‐
十
人
十
色
の
ハ
ン
コ

４
　
書
状
探
索
‐
ち
ょ
っ
と
意
外
な
手
紙
の
財
界

一ｂ
　
百
相
百
輝
　
ま
だ
ま
だ
こ
ん
な
占
文
書
も
―

（
公
文
書
課
七
任
　
し
ば
た
　
と
も
あ
き
）



《史
料
紹
介
》

上
松
廣
次
氏
所
蔵
文
書

は
じ
め
に

家
譜

・
系
図
類

知
行
関
係

そ
の
他

は

じ

め

に

本
稿
で
紹
介
す
る

「上
松
廣
次
氏
所
蔵
文
書
」
（以
下
、
上
松
家
史
料
）
は
、

札
幌
市
白
石
区
在
住
の
上
松
廣
次
氏
に
よ
り
所
蔵
さ
れ
る
史
料
群
で
あ
る
。
平

成
八
年
四
月
二
日
、
同
氏
よ
り
同
家
所
蔵
の
史
料
に
つ
い
て
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
が

あ
り
、
同
二
十
七
日
同
氏
が
史
料
の

一
部
を
持

っ
て
直
接
来
館
さ
れ
た
。
そ
の

際
持
参
し
て
い
た
だ
い
た
史
料
を
調
査

・
撮
影
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
い便
討
し
た
結

果
、
史
料
群
全
体
の
把
握
が
必
要
と
の
結
論
に
い
た

っ
た
。
そ
の
後
六
月
卜
四

日
札
幌
市
の
上
松
廣
次
氏
宅

へ
伺
い
、
改
め
て
史
料
群
の
調
査
を
行

っ
た
。

上
松
家
史
料
は
総
数
三
十
七
点
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
別
表
の
と
お
り
で
あ

る
。
秋
田
藩
士
の
系
譜
を
持

つ
同
氏
が
所
蔵
さ
れ
る
史
料
群
は
、
そ
の
ほ
と
ん

上
松
廣
次
氏
所
蔵
文
書

煙

山

英

俊

ど
が
近
世
秋
田
藩
関
係
の
文
書

・
短
冊
類
、
家
譜

・
系
図
類
で
占
め
ら
れ
る
。

上
松
廣
次
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
史
料
群
は
上
松
家
に
代
々
伝
わ
っ
た
も
の
で
、

同
氏
の
父
廣
義
氏
が
、
明
治
二
十
五
年
北
海
道
に
移
住
し
た
後
、
廣
義
氏
の
姉

の
嫁
ぎ
先
に
預
け
て
あ

っ
た
史
料
を
大
正
年
間
に
引
き
取
り
、
札
幌
に
移
し
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
史
料
の
概
要
に
つ
い
て
ま
と
め
、
紹
介
す
る
。

一　
家
譜

ｏ
系
図
類

史
料
７

「上
松
家
系
図
」
、
史
料
１８

「
ｔ
松
家
系
並
置
、
史
料
１９

「上
松
家
壺
置
、

史
料
２‐

「
源
姓
上
松
氏
系
図
」
の
４
点
が
Ｌ
げ
ら
れ
る
。
内
容
は
ほ
と
ん
ど

一

致
し
て
、
常
陸
以
来
の
佐
竹
家
臣
で
あ
る
系
譜
を
伝
え
る
。
こ
の
う
ち
史
料
２‐

の
表
題
に

「
源
姓
」
と
あ
る
が
、
史
料
自
体
で
は
藤
原
姓
と
し
て
お
り
、
ま
た
、

他
の
三
点
も
す
べ
て
藤
原
姓
と
な

っ
て
い
て
、
藤
原
姓
で
あ
る
こ
と
に
問
題
は

な
い
よ
う
に
思
え
る
。

こ
れ
ら
の
家
譜

・
系
図
類
の
う
ち
、
史
料
１９

「上
松
家
譜
」
に
よ
れ
ば
、
上

松
氏
は
始
め
関
東
管
領
上
杉
氏
に
仕
え
て
い
た
が
、
天
正
七
年
上
杉
憲
政
が
越

七

．



表 上松廣次家所蔵文書一覧
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後
で
殺
害
さ
れ
た
後
、
佐
竹
氏
に
仕
え
る
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
。
史
料
８

「秋
田
史
館
青
印
状
」
は
、
秋
田
藩
の
修
史
事
業
の
過
程

で
秋
田
史
館
が
佐
竹

東
家
義
久
の
発
給
し
た
吉
状
の
内
容
を
証
明
し
た
も
の
で
あ
り
、
家
譜
類
の
内

容
を
一表
付
け
る
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
応
す
る
史
料
と
し
て
は
、
秋

田
藩
家
蔵
文
書

「
東
義
久
判
物
写
」
（整
理
記
号

・
番
け
Ａ
二
八
●
．
六
九

―

四
七
）
が
あ
る
。
ま
た
史
料
７

「Ｌ
松
家
系
図
」
は

一
覧
表
に
も
あ
る
と
お
り

「Ｌ
松
家
系
図
」
（
Ａ
■
八
八
．
三
―

一
一
八
●
）
と
同
内
容
で
あ
り
、
元
禄
期

に
修
史
事
業
が
行
わ
れ
た
際
、
秋
田
藩
に
提
出
し
た
系
図
の
写
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
系
図
の
う
ち

「
廣
庸
」
の
三
男

「
恒
平
」
が

「片
岡
市
郎
有
衛
門
依
無
子

成
養
子
」
と
あ
る
が
、
「片
岡
氏
覚
書
」
（Ａ

二
八
八
．
一
．―

一
五
六
Ｃ
、
元
禄

卜

一
年
寅
二
月
十
六
日
）
に

「上
松
長
左
衛
円
三
男
聟
養
子
　
孫
　
同
　
工
［右

衛
門
　
恒
平
」
と
い
う
記
載
が
あ
り
、
内
容
を
裏
付
け
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
ｃ

残
る
三
点
は
、
本
館
所
蔵
の
系
図
が
作
成
さ
れ
た
元
禄
以
降
、
幕
末
ま
で
の
上

松
氏
の
系
譜
を
記
録
し
て
い
る
。

ま
た
史
料
２６

一―勤
功
覚
」
は
、　

―
幕
末
に
お
け
る
Ｌ
松
氏
の
藩
政

へ
の
勤
務

・

功
績
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
一‐勤
功
覚
」
の
内
容
を
裏
付
け
る
史
料
と
し

て
、
「士
族
卒
明
細
短
冊
」
秋
田
町
分
第
卜
号

（整
理
番
号

一　
一
五

一
九
）
が

あ
る
。
上
松
家
史
料
の
家
譜
類
は
、
比
較
的
史
料
が
少
な
い
幕
末
期
に
お
け
る

秋
田
藩
士
の
動
向
を
探
る
事
の
で
き
る
史
料
と
考
え
ら
れ
る
。

一
一　
知
行
関
係

上
松
氏
の
知
行
関
係
に
つ
い
て
は
史
料
ｌ

ｏ
９

ｏ
ｌＯ

ｏ
‐ｌ

ｏ
‐２

・
‐３

ｏ
‐４

・

上
松
廣
次
氏
所
蔵
文
書

‐６

・
‐７

・
２０

．
２‐

．
２３

ｏ
２５

ｏ
２７

ｏ
２８

ｏ
２９
の
卜
五
点
が
上
げ
ら
れ
る

（右
表

参
照
）
。
年
代
は
承
応
三
年
か
ら
慶
応

．^^
年
ま
で
の
三
百
十

二^
年
間
に
わ
た
り
、

特
に
知
行
地
高
に
関
す
る
覚
書
が
十
点
を
占
め
る
。
上
松
氏
の
知
行
地
は
山
本

郡

・
仙
北
郡

・
平
鹿
郡

・
雄
勝
郡
に
散
在
し
て
お
り
、
秋
田
藩
の
地
方
知
行
制

度
の
実
態
を
知
る
手
掛
か
り
に
な
る
と
同
時
に
、
知
行
に
関
し
て
は
秋
田
藩
庁

側
か
ら
の
記
録
が
多
い
本
館
の
史
料
を
理
解
す
る
上
で
参
考
と
な
る
。
平
鹿
郡

増
田
村
関
係
の
史
料
１０

ｏ
ｌｌ

ｏ
‐２

ｏ
‐３
で
、
延
享
一
年^
、
増
田
村
で
火
災
が
発

生
し
村
の
郷
帳
な
ど
を
焼
失
し
た
こ
と
、
そ
の
後
の
混
乱
に
よ
り
上
松
家
の
知

行
分
に
過
高
が
生
じ
た
こ
と
、
村
の
訴
え
に
よ
り
上
松
家
が
藩
庁
に
修
正
を
中

し
出
て
い
る
こ
と
な
ど
が
わ
か
る
。

〓
一　
そ
の
他

史
料
２

●
４

「佐
竹
義
処
書
状
写
」
は
、
江
戸
在
府
中
の
秋
田
藩
三
代
藩
主

義
処
が
秋
田
に
い
た
父
義
隆
に
送

っ
た
私
信
の
写
し
と
思
わ
れ
る
。
特
に
史
料

２
は
、
紀
伊

・
水
戸
徳
川
家
を
は
じ
め
諸
大
名
の
動
向
、
松
平
信
綱
死
去
後
の

江
戸
の
様
子
な
ど
を
伝
え
、
興
味
深
い
。
こ
の
一
．占
〔が
な
ぜ
Ｌ
松
家
に
伝
来
し

た
か
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

史
料
１７

一～仮
證
文
之
事
」
、
史
料
２４

「御
墓
證
文
之
事
」

は
泉
村

（
秋
田
市

泉
）
に
あ
る
真
言
宗
泉
福
院
と
Ｌ
松
氏
の
関
係
を

小^
す
史
料
で
あ
る
。

以
ド
、
個
々
の
史
料
を
紹
介
す
る
が
、
す
べ
て
を
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
な

か

っ
た
点
を
ご
了
承
願
い
た
い
。
紙
数
の
制
約
Ｌ
、
簿
冊
等
は
省
き
、　
一
紙
物

の
み
と
し
た
。

七

三



上
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史
料
１
　
増
田
村
内
駒
木
村

・
払
田
村
知
行
覚

六

つ
成

二
拾
石
内
拾
石
　
　
　
　
　
　
　
　
　
増
田
村
内
植
松
長
左
衛
門

同
拾
三
石
四
斗
五
升
七
合
　
　
増
田
之
内
駒
木
村

同
六
イ
・
―
五
斗
四
升
三
合
　
　
　
払
田
村

承
応
三
年二

月
卜

一
日

（青
印
）

史
料
２
　
佐
竹
義
処
書
状
写

尚
々
松
平
出
羽
殿
ぢ
御
用
御
座
候
由

二
而
御
状
参
候

間
指
Ｌ
中
候
方
々
ち
之
御
状
と
も
指
Ｌ
候
以
上

当
九
日
御
日
付
之
御
飛
札
同

十
七
日
西
之
刻
参
肴
候
所

奉
拝
見
候
先
以
御
機
嫌

能
被
為
成
御
座
候
由
珍
重

二
奉

存
候

一
去
月
貯
七
ロ
ニ
西
之
丸

へ
被
　
為
成
候

に
付
御
老
中
迄
御
飛
脚
に
て

可
被
仰
入
と
被
思
召
候
間
土
屋

但
馬
殿

へ
御
尋
中
候
而
御
状

認
遣
可
中
畏
奉
存
候

一
紀
伊
国
人
納
言
殿
同
左
京
殿

御
下
国

二
付
御
状

‐Ｊ
被
遣
候
間

紀
伊
国
殿
御
家
老
衆

へ
之
御

状
左
京
殿

へ
之
御
状
認
遣

可
中
旨
畏
奉
存
候

水
戸
中
将
殿
御
妹
御
祝
言

相
済
候

二
付
御
樽
肴
可
被
遣
候

問
水
戸
殿
御
家
老
衆

へ
之

御
状
認
惣
内
か
四
郎
兵
衛

二
遣
可

中
旨
畏
奉
存
候
併
御
使
者

入
可
申
候

ハ
ヽ
震
元

二
而
誰
成
と
も

中
付
可
遣
旨
畏
奉
存
候

仙
北

二
而
向
鳥
三
ツ
為
取

被
成
候
菱
喰
鴨
＝
計
鴨

ハ

百
之
上
為
御
取
被
成
候
由
鳥

あ
ら
く
御
座
候
由
被
仰
ド
候
カ

御
約
数
沢
山

二
而
御
ち
か
ら

二
奉

存
候

先
可
中
Ｌ
を
震
元
台
所

ニ

御
座
候
雉
子
被
下
候
由
数
馬

所
ち
伊
織
所
迄
申
遣
候
過
分

至
極

二
奉
存
候

幸
便
玄
州

へ
御
丸
薬
御
用

二
而

七

四



御
状
被
遣
候
御
丸
薬
参
次

第

二
早
々
指
Ｌ
可
中
旨
畏

奉
存
候
玄
州

ハ
肺

二
而
宮
の
ド

ヘ

当
十
六
ロ
ニ
御
立
候
而
湯
治
に
て

御
座
候
間
態
飛
脚

二
而
御

状
遣
中
候
御
薬
参
次
第

ニ

指
上
可
中
候

一
当
九
日
御
日
付

二
而
川
井
造
酒

罷
登

二
尊
書
同
十
九
ロ
ニ
参

着
の
Ｌ
奉
拝
見
候

一
久
世
大
和
殿
上
屋
但
馬
殿
御
役

被
　
仰
付
候

二
付
造
酒
御
使

者

二
被
遣
候
御
尤

二
奉
存
候

御
太
刀
御
小
袖
五
ツ
宛
可
被
遣
候

間
中
付
遣
可
中
旨
畏
奉

存
候

一
松
平
信
濃
守
殿
当
七
ロ
ニ
出
雲

発
足

二
而
十
三
ロ
ニ
人
坂

へ
御

着
愛
元

ヘ
ハ
廿
六
ロ
ニ
参
符
被

成
候
由
承
候

一
神
尾
若
狭
守
殿
ち
御
前
様

へ
御

約
束
之
由

二
面
鳥
屋
隼

一
ツ

上
松
廣
次
氏
所
蔵
文
書

参
候
愛
元

二
指
置
中
越
候
私

手
前

二
指
置
御
参
勤
之
Ｌ

ニ

申
候
様

二
と
若
狭
殿
ぶ
御

中
越
候

へ
と
も
先
中
上
候

一
松
平
越
前
守
殿

ニ
ハ
来
月
十
日

十

一
日
之
時
分
震
元

へ
御
着
候
様

ニ

御
国
本
御
立
候
由
承
候

一
今
程

ハ
久
保
田
御
発
足
可
被

遊
と
奉
存
候
定
面
仙
北

二
而

御
鷹
野
被
為
成
御
登
可
被
と

奉
存
候

一
此
飛
脚
昨
＝

一
ロ
ニ
愛
元
罷

ド
候

一
松
平
伊
豆
守
殿
御
死
去

二
付

公
方
様

一
昨
＝
Ｈ
迄
御
精
進

被
遊
候
由
承
候

一
伊
豆
守
様
御
死
去

二
付
江
戸

中
之
振
舞
も
明
廿
三
日

迄

ハ
無
御
座
振
舞
之
御
約

束
之
衆

ハ
延
候
由
尤
は
な
み

も
の
な
と
も
無
御
座
候
さ
か
い

町
に
て
之
あ
や
つ
り
狂
言

七
五



Ｌ
松
廣
次
氏
所
蔵
文
書

な
と
も
七
日
程

ハ
不
仕
候
様

二
承
候

此
外
別
而
相
替
儀
無
御
座
候

頓
而
障
明
造
酒
罷
ド
可
中
候
間

其
節
委
曲
可
中
上
候
恐
惇

一卍
壬
［

佐
竹
右
京

二
月
廿
二
日
　
　
義
処

（花
押
）

義
隆
様

参
尊
報

史
料
８
　
秋
田
史
館
青
印
状

上
松
庄
人
夫

佐
竹
中
務
人
輔
義
久
吉
壱
通

右
伝
来
之
文
書
堂
る
事
顕
然
也

働
委
細
写
之
御
記
録
江
被
載
置
詑

向
来
火
災
紛
失
等
於
有
之

ハ

以
御
序
御
写
拝
領
可
備
後
代
之

亀
鑑
ホ
成
也

宝
永
四
年
二
月
日

（青
印
）

史
料
９
　
上
溝
村
知
行
覚

覚

御
代
官
又
井
市

内
二
升
四
合

＝
Ｔ
τ
丁‐．■
ビ
〈
日

那
珂
七
人
夫

Ｌ
松
庄
人
人

右
者
去
寅
年
知
行
所
上
溝
村

関
下

二
罷
成

二
付
有
代
地
大
日
村
上
り

地
之
内

二
而
当
卯
ノ
年
ろ
相
渡
中
候

巳
　
・
Ｌ

正
徳
元
年
卯
六
月
七
日
御
金
蔵

史
料
１０
　
増
田
村
肝
煎
他
書
状

一　

当
村
御
地
頭
上
松
庄
左
衛
門
殿
御
知
行
分
当
高

式
拾
五
石
九
斗
四
升
壱
合
御
本
田
御
判
紙
高
之
通

書
抜
致
指
１１
可
中
候
由
被
仰
付
候
故
色
々

一
筆

限
り
相
調
指
上
中
度
吟
味
仕

ゝ
候
得
共
各
々
様
方

二
も

御
覚
被
遊
之
通
当
村
之
儀
者
先
年
出
火

二
而
御

本
帳
御
開
共

二
御
帳
張
紙
等
茂
取
失
怯
壱

_L  i
溝 郎

11  本寸
り
地

ヒ



筆
限
り
茂
不
相
見
候
得

ゝ
故
郷
中
無
残
御
給
分

ハ

百
姓
壱
人
限
当
高
払

二
仕
御
皆
済
仕
罷
有
申
候

右
之
趣

二
御
座
候
故
壱
筆
限
御
本
田
尤
御
本
田
代

開
之
訳
共
碇
と
相
調
書
上
可
中
様
無
御
座
候

依
之
壱
人
限
書
高
相
印
御
皆
済
御
手
控

写
指
Ｌ
中
候
被
仰
付
候
御
高
と
指
引
当
高

四
斗
八
升
三
合
過
高

二
相
見
得
中
候
足
共
御
開
等

之
訳
茂
不
相
見
得
候
右
之
趣
御
帰
之
１１
何
分
茂

御
地
頭
庄
左
衛
門
殿
江
御
取
合
被
成
下
度
奉
存
候
以
ト

増
田
村
肝
煎

九
右
衛
門

久
右
衛
門

八
右
衛
門

延
享
三
年
寅
四
月
廿
三
日

志
賀
多
助
殿

小
泉
七
郎
右
衛
門
殿

井
１１
侍
五
郎
殿

史
料
１１
　
増
田
村
知
行
高
に
付
口
上

月
致
病
死
本
田
知
行
高

Ｌ
松
廣
次
氏
所
蔵
文
書

私
養
父 ||
ナli ll
大
夫
去
年

1司

本ヽl

長
lr l‐

夕|:

八
拾
石
御
相
違
無
御
座
家
督
被
仰
付
難
有
仕
合
奉
存
候

右
高
之
内
平
鹿
郡
増
田
村

二
而
本
田
高
弐
拾
五
石
九
斗

四
升
壱
合
之
外
開
高
四
斗
八
升
．．．合
従
先
祖
致
所
務

来
候
訳
去
■
年
物
成
皆
済
之
時
見
当
候
故
，１１
年

物
成
小
役
銀
共
受
取
不
中
郷
中
江
頂
ケ
置
申
候
増
田
村

ハ

新
知
二拾
石
拝
領
仕
候
地
形
之
内
二
而
右
開
高
曾
祖
父

曾
祖
父
長
左
衛
門
代
承
応
三
年
長
左
衛
門
代
ぢ
致
所
務
候
与

中
伝
候
得
共
指
而
支
證
之
書
付

ハ
無
之
候
尤
開
場
御

指
紙
茂
所
持
不
仕
候
祖
父
長
左
衛
門
代
延
宝
元
年

御
知
行
五
拾
石
拝
領
仕
都
合
八
拾
石
罷
成
り
候
右
過
高

之
儀
早
速
可
中
ｌ‐
奉
存
候
得
共
内
々
吟
味
不
仕
候
而

ハ
難

中
上
御
検
地
役
志
賀
多
助
小
泉
七
郎
右
衛
門
井
Ｌ
伝
五
郎

相
廻
候
御
用
序

‐ｆ‐ｉ
頼
増
田
村
高
致
儀
知
行
分
書

抜
帳
指
出
候
様

二
与
申
含
候
所
郷
帳

一
筆
限
相
調
指

出
中
度
色
々
吟
味
仕
候
得
共
　
Ｌ
江
茂
相
違
達
候
通
当
村
之
儀

ハ

先
年
出
火

二
面
本
帳
、
開
帳
共
張
紙
等
茂
取
失
ひ
帳
面

一
筆
限
不
相
見
得
候
故
郷
中
給
分
之
百
姓
壱
人
限
当

高
払

二
而
皆
済
仕
罷
有
中
候
故

一
筆
限
本
田
、
開
之
訳

書
出
可
中
様
無
之
候
付
当
高
弐
拾
六
石
四
斗
式
升
四
合

先
年
ち
納
来
候
与
中
書
出
之
内
本
田
高
引
候
得
者

残
高
四
十
八
升
三
合
私
方
之
覚
江
引
合
中
候
猶
頃
日

吟
味
仕
候
処
過
高
相
究
候
然
者
養
父
庄
大
夫
代
御
竿

打
減
御
代
地
拝
領
仕
高
行
違
候

二
付
享
保
二
年



上
松
廣
次
氏
所
蔵
文
書

御
判
紙
御
書
替
奉
願
同
二
年
御
書
替
之
新

御
判
紙
頂
戴
仕
候
其
以
後
享
保
十
巳
年
開
有
高
増

減
被
　
仰
出
候
節
不
中
１１
　
御
判
紙
高
之
外
開
高
四
斗

八
升
三
合
過
高
年
久
敷
所
務
仕
罷
有
候
儀
無
調
法

至
極
奉
存
候

二
付
遠
慮
仕
罷
有
中
候
右
之
趣
被
仰
１１

被
下
度
奉
存
候
以
Ｌ

十

一
月
五
日

Ｌ
松
庄
左
衛
門

名
此
位

二
被
ド
ケ

延
享
二
年

西
宮
彦
有
衛
円
殿

ヲ
以
申
Ｌ
候

（端
裏
書
）

来
春
地
形
御
検
使
之
上
何
之
御
沙
汰

二
可
被
為
候
山
被
相
渡
候

史
料
１２
　
増
田
村
知
行
高
に
付
口
上

私
知
行
所
増
田
村

二
而
先
祖
ち
過
高
有
之
候
段

被
害
仰
付
故
知
行
高
吟
味
之
節
相
加
候
付
去
寅
卜

一
月
中

遠
慮
中
立
候
所
其
節
被
仰
渡
候

ハ
来
春
地
形
御
吟
味

ノ
上

御
沙
汰
可
被
成
置
候
間
当
分
遠
慮

二
不
及
候
段
被
仰
渡
候
然
者

今
度
御
検
地
役
丹
仁
右
衛
門
伊
藤
儀
右
衛
円
林
郷
之
助
調
上
被

仰
渡
候

ハ
右
過
高
四
斗
八
升
三
合
之
分
当
分
御
蔵
人

二
被
成
直

候
尤
去
ル
■
年
ち
被
召
Ｌ
候
段
被
仰
渡
候
芹
様
バ
先
祖
ち
年
々

所
務
致
来
候
段
無
調
法
之
至
奉
存
候
以
依
遠
慮
仕
罷
有
候

有
之
趣
被
下
度
奉
存
候
以
上

上
松
庄
左
衛
門

（花
押
）

西
宮
彦
右
衛
門
殿
ヲ
以
中
立
候
則
遠
慮
御
免

史
料
１３
　
増
田
村
知
行
に
付
覚

覚

去
秋
中
中
立
候
養
父
正
大
人

致
病
死
本
田
知
行
八
拾
石

家
督
無
相
違
被
被
仰
付
候
高

之
内
増
田
村
本
田
式
拾
五
石
九
斗

四
升
壱
合
御
判
紙
高
之
外
開
高

四
斗
八
升
三
合
先
祖
ぢ
致
所
務

来
候
分
■
年
物
成
皆
済
之
節

見
当
り
候
故
■
年
物
成
小
役
銀

延

四 六
JI」 月
4F ブL

「 |

[1

松
111

左
律i

llЧ

七
八



郷
中

へ
預
ケ
置
中
候
増
田
村

ハ
曾
祖
父

長
左
衛
門
承
応
三
年
新
知
三
拾
石

拝
領
之
地
形
之
内

二
候
右
開
高

其
一即
　
所
務
致
来
候
由
中
伝

候
得
共
御
差
紙
等
茂
無
之
過

高

二
御
座
候
故
内

々
吟
味
致
候
所

右
村
先
年
出
火
之
節
郷
帳
張
需

等
致
紛
失
本
国
開
之
差
別

相
知
兼
百
姓
壱
人
限
当
高
を
以

皆
済
致
候
故
有
過
高
之
訳
相
知

不
中
候
年
久
敷
過
高
所
務
致

罷
有
候
段
不
調
法

二
奉
存
候
由

中
立

二
付
此
度
吟
味
被
仰
付
候

申
立
之
通
右
村
郷
帳
不
埒

ニ
ーーーｉ

本
田
開
之
内
過
高
と
中
儀

一
向

不
得
相
見
候
去

ル
ｒ

ノ
年
迄
当
高

弐
拾
六
石
四
十
弐
升
四
合
所
務

致
候
分
百
姓
壱
人
限
り
持
高
相
達

無
之
右
高
之
内
御
判
紙
高

弐
拾
五
石
九
斗
四
升
壱
合
是
又

有
高
右
之
外
四
十
八
升
三
合

過
高

二
相
見
得
候
得
共
郷
帳
不
埒

二
而

上
松
廣
次
氏
所
蔵
文
書

本
田
開
高
之
内
過
高
と
中
儀

不
相
知

二
付
当
分
御
蔵
人

二
被

仰
付
候
尤
去
ル
■
年
ち
被
召
上
候

有
之
通
相
済
候
以
Ｌ

六
月
八
日

史
料
１４
　
大
森
村
知
行
覚

覚

御
代
官
佐
藤
又
左
衛
門

当
高
式
石
式
斗

二^
升
三
合

人
森
村Ｌ

り
地

右
者
去
中
年
知
行
之
内
増
田
村
平
均

御
竿
相
人
墨
候

二
付
折
掛
割
合
代
知

人
森
村
上
り
地
之
内

二
而
当
年
ち
相
渡
候

以
上

宝
磨
二
年
西
七
月
廿
六
日
御
金
蔵

林 夕}り
｀
l

藤 イ三
奴ド 僧隻 オ「

之 右 律i

助 衛 門
ll]

七

九



Ｌ
松
廣
次
氏
所
蔵
文
書

Ｌ
松
庄
左
衛
門
殿

史
料
１６
　
知
行
地
書
上

七
拾
七
石
七
斗
八
升
八
合
六

ツ
成

内
弐
拾
壱
石
圧
斗
壱
升
六
合

同
式
拾
五
石
三
十
五
升
七
合

同
拾
九
石
六
斗
九
升
六
合

同
八
斗
壱
升
六
合

同
七
石
壱
斗
尾
六
升

宝
暦
ト

（黒
印
）

史
料
１７
　
仮
證
文
之
事

仮
證
文
之
事

一　

貴
殿
御
親
父
御
不
孝

二
付
先
年
ち
御
訴

′

「
11
,・ヽ
りl

ll

ノヽ
日

１１
松
序
左
衛
門

平
鹿
郡

増
田
村
之
内

同
　
郡

Ｌ
溝
村
之
内

仙
北
郡

橋
本
村
之
内

同
　
郡

払
田
村

雄
勝
郡

赤
袴
村
之
内

山
本
部

人
森
村
之
内

壱
通

二
而
被
葬
弥
此
度
も
右

二
順
し
御
葬

被
成
度
山
被
仰
入
候
処

二
古
来
い
ケ
程
之
趣
意

御
中
合
も
難
相
知

レ
左
候

ヘ
ハ
拙
僧
代

二
も
御
断

ニ

不
壱
度
□
葬
譴
候
事
と
御
中
被
仰
聞
候
得
共

人
院
之
湖
故
不
案
内
其
分

二
て
為
葬
中
候

此
木
は
不
相
成
角

‐―‐ｉ
只
今
相
改
永
々
日
米

壱
斗
五
升

ツ
ツ
（ヒ
字
紙
折
り
日
不
祥
）
筈
当

銀
三
拾
日
為
御
礼
性

二
受
取
中
候
当
秋
中

Ｌ
地
間
数
相
改
本
證
文

二
御
引
替
可
仕
候

働
‐―‐ｉ
為
後
日
之
如
件

明
和
四
年亥

四
月
＝
九
日

（黒
印
）

Jト

11

イヽ
篠l

イt
ti
鈴
木

払 藤
lJ  l

11 本寸 虫ド
り
地

|:1 11
松

三 長
イi ス:

衛 衛
ドЧ ド]
殿 殿

史
料
２０
　
払
田
村
知
行
覚

覚

泉
福
院

八

〇



右
者
去
巳
春
調
払
―――
村

知
行
之
内
関
屋
ド
成
御

代
知
右
同
上
り
地
之
内

ニ
ーｌｌｉ
当
巳
年
方
相
渡
候
以
ｌｉ

Ｈ
御
金
蔵

Ｌ
松
長
左
衛
門
殿

史
料
２２
　
大
森
村
知
行
覚

党

当
高
四
石
七
十
四
升
三
合

右
者
去
卯
年
調
Ｌ
溝
村
知
行

之
内
平
均
御
竿
被
人
置
打
減
高

御
割
合
代
知
大
森
村
上
り
地
之
内

に
て
当
辰
年
み
相
渡
候
以
Ｌ

文
政
三
年
辰
七
月

．^．日
御
金
蔵

上
松
廣
次
氏
所
蔵
文
書

｀
14

鹿
オ‖

`大
森

11 本寸
り
地

Ｌ
松
正
左
衛
門
殿

史
料
２３
　
一局
関
上
郷
村
知
行
覚

覚

右
者
去
年
秋
調
べ
大
森
村
知
行

之
内
悪
所
引
替
代
知
高
関
上
郷
村

Ｌ
り
地
之
内
高
当
来
年
ち
相
渡
候

以
上

文
政
六
年
末
七
月
二
日
御
金
蔵

上
松
正
／
‐‥
衛
門
殿

史
料
２４
　
御
墓
証
文
之
事

御
墓
証
文
之
事

通
之
内
中
程
西
山
根
元
御
墓
之

北
東
西
南
北
六
尺
四
方
此
度
新
小

)粕

F]
νLl

イi

―ヒ
fl‐

PЧ

Jト

合 仙
Jヒ

∴覇 イ‖∫
1翅

上l

狙ド
li 本寸
り
地

/｀



上
松
廣
次
氏
所
蔵
文
書

訳
柄
有
之
候

二
付
永
代
進
置
候
尤

無
御
料
代

二
差
上
候
御
勝
手
次
第
御

葬
り
被
致
候
而
茂
不
苫
候
為
後

證
依
而
如
件

文
政
八
年

乙
西
十
月
十
七
日
　
泉
福
院

（黒
印
）

上
松
庄
芹
衛
門
殿

史
料
２５
　
一呂
関
上
郷
村
知
行
覚

覚

仙
北
郡

当
高
壱
升
　
　
　
　
一尚
関
上
郷
村Ｌ

り
地

右
者
去
卯
秋
調
高
関
上
郷
村
知
行

之
内
御
用
地
成
折
御
代
知
右
同
む
ら

上
り
地
之
内

二
而
当
辰
年
よ
里
相
渡
候

以
上

天
保

二^
年
辰
七
月
八
日
御
金
蔵

上
松
庄
左
衛
門
殿

史
料
２７
　
払
田
村
知
行
覚

覚

）「
古
同
士電
＝イ
十τ
一月
ｔ
一〈
回

右
者
当
中
春
調
増
田
村
知
行

之
内
飛
下
除
地
儀
御
代
知
払
田
村

Ｌ
り
地
之
内
而
当
中
年
ぢ
相
渡
候
以
上

大
保
七
年
申
七
月
五
日
御
金
蔵

上
松
正
左
衛
門

史
料
２８
　
上
溝
村
知
行
覚

覚

平
鹿
郡

当
高
壱
升
四
合
　
　
　
　
　
　
　
　
上
溝
村た

り
地

有||

Jヒ

払 郡
田

上 村
り
地



右
者
当
亥
春
調
高
関
上
郷
村
知
行
之
内

御
川
地
儀
候
代
知
上
溝
村
１１
り
地
之
内

二
而

当
亥
年
ち
相
渡
候
以
Ｌ

文
久
三
年
亥
七
月
四
日
御
金
蔵

上
松
正
治
殿

史
料
２９
　
増
田
村
知
行
覚

覚

平
鹿
郡

当
高
五
升
八
合
　
　
　
　
　
　
曽
＝

上

‐

寸Ｌ
り
地

右
者
当
知
春
調
高
関
上
郷
村
知
行
之
内

御
用
地
成
御
代
知
増
田
村
上
り
地
之
内

ニ
ーーｌｉ

当
知
俊
あ
相
渡
候
以
上

慶
応
三
年
知
八
月
二
日
御
金
蔵

１１
松
廣
次
氏
所
蔵
文
書

[1

松
「[:

治
殿

史
料
３２
　
拝
借
分
書
上

Ｌ
松
長
左
衛
門

同   元 貫
同   同 同 九 内 禄 百
νЧ   三 _二 年 四 八 ヒ
|!千 「f Ff FЧ  I年 亥 拾
三  ノ` 同 月 弐 11 クヽ

|:11111111:1
メく ノk  νЧ  チi
拾 拾 白

・
拾

iH式 壱

Fnl 同
-1  二i
l一 拾
式 目
匁 拾  :匁

「1 月 一
う)

拾   拾
L‐    ノ`
匁   匁
ノ`   ′亡]

八 分 三 分 五 分
1頃   |‖i   厘

匁

七

匁拾
目

匁
三
分

四
厘

右
同

山
式
割
米
拾
壱
石

九
升

先
年
万
拝
借
地
形

二
て

被
召
上
候
喋
分

右
弐
割
米
拾
五
石

七
斗
六
升
五
合

論
馬
代
銀

成
年
指
上
米
拾
弐
石

御
米
役
所
面

御
金
蔵
御
貸
銀

壱
岐
守
様
御
貸
銀

馬
場
野
内
御
掛

□
代

ノヽ



宝
永
三
年
成
暮
　
壱
ケ
年
六
拾
目
宛

幾
年

二
而
も
済
切
次
第
Ｌ
納
致
候
様
と
被
仰

付
記
　
こ
の
史
料
紹
介
を
行
う
に
あ
た

っ
て
、
調
査
を
快
諾
さ
れ
た
Ｌ
松
廣
次
氏
は

じ
め
Ｌ
松
家
の
方
々
と
、
史
料
解
読
に
あ
た

っ
て
協
力
を
得
た
、
本
館
古
文
書
課
職
員

・

嘱
託
職
員
全
員
に
謝
意
を
表
し
た
い
。
現
在
上
松
家
史
料
は
Ｌ
松
家

の
所
蔵

・
管
理
下

に
あ
り
、
こ
の
史
料
群
を
利
用
し
て
出
版

ｏ
掲
載

ｏ
そ
の
他

の
機
会

に
発
表

の
場
を
も

た
れ
る
場
合
に
は
所
蔵
者
の
承
諾
を
必
要
と
す
る
。

（占
文
書
課
主
事
　
け
む
や
ま
　
ひ
で
と
し
）

イくl
候
以
Jl

ｌｌ
松
廣
次
氏
所
蔵
文
書

同
弐
百
五
拾
弐
匁

同
百
三
拾
目

御
貸
金
代
米

七
石
弐
斗

伊
勢
屋
源
右
衛
門
所

買

掛

八

四



《細
報
生
回》

は
じ
め
に

一　

公
文
書

の
引
継
ぎ
、
整
理
、
選
別
及
び
公
開

１
　
公
文
書

の
引
継
ぎ

２
　
公
文
書

の
整
理
、
選
別

３
　
公
文
書

の
公
開

一
一　
公
文
書
館
と
情
報
公
開

〓
一　
公
文
書

の
公
開

・
非
公
開

四
　
公
文
書

の
閲
覧
制
限

に

つ
い
て
の
調
査
票

五
　
公
文
書

の
閲
覧
制
限

に

つ
い
て
の
調
査
票

の
集
計
結
果

お
わ
り
には

じ

め

に

本
館

で
は
現
在
、
非
公
開
基
準

の
設
定
を
検
討
し
て
い
る
。
本
格
的
な
検
討

は
今
年
度
か
ら
公
文
書
課

で
行

っ
て
い
る
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
他
館

の
現
状

閲
覧
制
限
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
結
果
分
析

公

文

圭
日

を
把
握
す
る
た
め
に
、
平
成
六
年
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
。
そ
の
概

要
の
報
告
は
、
秋
田
県
公
文
書
館

『
公
文
書
館
だ
よ
り
』
第
四
号

（平
成
八
年

四
月

一
日
発
行
）
で
行

っ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
に
対
す
る
各
館
の
同
答
と
そ

の
分
析
を
報
告
し
て
お
き
た
い
。
年
度
が
や
や
古
い
た
め
、
現
在
の
館
の
実
情

と
違
う
点
や
ア
ン
ケ
ー
ト
時
点
で
開
館
し
て
い
な
か

っ
た
館
も
あ
る
と
は
思
う

が
、　
一
九
九
四
年
時
点
で
の
各
館
の
状
況
を
示
し
た
も
の
と
理
解
し
て
、
活
用

し
て
い
た
だ
き
た
い
。

本
館
で
は
、
県
庁
か
ら
引
き
継
い
だ
公
文
書
の
う
ち
、
戦
後
永
年
文
書
に
つ

い
て
は
ま
だ
公
開
さ
れ
て
い
な
い
。
二
〇
年
原
則
に
よ
っ
て
公
開
す
る
こ
と
に

な

っ
て
い
る
の
だ
が
、
未
整
理
の
た
め
、
五
十
年
前
の
も
の
ま
で
公
開
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
日
常
業
務
の
多
忙
、
人
員
配
置
の
些
少
、
該
当

文
書
の
多
量
に
よ
る
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
基
本
的
に
公
開
の
た
め
の
場

と
い
う
公
文
書
館
の
使
命
か
ら
み
て
、
職
員
と
し
て
慨
泥
た
る
も
の
が
あ
る
。

し
か
し
、
内
情
は
単
な
る
整
理
の
遅
れ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
本
館
の
公
開

に
対
す
る
基
本
的
理
念
に
関
わ

っ
て
い
る
。
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
分
析
と
い
う

八
五

閲
覧
制
限
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
結
果
分
析

課



閲
覧
制
限
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
結
果
分
析

テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
ま
ず
本
館
の
実
状
か
ら
述
べ
て
お
き
た
い
。

一
　

公
文
書
の
引
継
ぎ
、
整
理
、
選
別
及
び
公
開

１
　
公
文
書
の
引
継
ぎ

本
来
公
文
書
館
に
お
け
る
選
別
は
公
文
書
の
発
生
後
相
当
の
年
月
が
経
過
し

て
か
ら
行
う
の
が
理
想
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
公
文
書
に
は

そ
れ
ぞ
れ
異
な

っ
た
保
存
期
間
が
あ
り
、
本
県
の
場
合
で
も
公
文
書
館
で
同
じ

発
生
年
度
の
公
文
書
が
そ
ろ
う
の
は
早
く
て
も
十
年
後
で
あ
り
、
発
生
年
度
の

同
じ
公
文
書
の
全
体
像
が
見
え
な
い
と
選
別
も
で
き
な
い
、
と
い
う
発
想
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
県
で
は
公
文
書
全
部
を
引
き
継
ぐ
こ
と
に
し
た
の

で
あ
る
。

ま
ず
原
課
所
は
、
作
成
又
は
取
得
し
た
公
文
書
を
、
事
案
の
完
結
後
簿
冊
に

編
綴
し
、
翌

一
年
間
保
存
し
、
さ
ら
に
翌
年
、
保
存
期
間
が
二
年
未
満
の
も
の

を
除
く
す
べ
て
の
簿
冊
を
、
引
継
書
を
添
え
て
学
事
文
書
課
に
引
き
継
ぐ
。
学

事
文
書
課
は
、
保
存
期
間
が
二
年
、
五
年
、
十
年
の
簿
冊
を
、
原
課
所
の
行
政

利
用
に
供
す
る
た
め
保
存
期
限
ま
で
保
存
し
、
期
限
経
過
後
引
継
書
を
添
え
て

本
館
に
引
き
継
ぐ
。
永
年
保
存
の
簿
冊
は
、
十
年
保
存
の
簿
冊
と
同
様
に
取
り

扱
う
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
引
継
は
、
当
分
の
間
、
知
事
部
局

（本
庁
、
地
方
機
関
と

も
）
を
対
象
と
し
て
い
る
。

２
　
公
文
書
の
整
理
、
選
別

・、

し
、

選
別
に
当
た
る
前
に
基
本
的
に
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

選
別
さ
れ
た
公
文
書
は
い
つ
の
日
か
研
究
者
の
評
価
を
得
て
歴
史
資
料
と
な
る

可
能
性
が
大
き
い
も
の
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
選
別
さ
れ
な
か

っ
た
公

文
書
が
全
く
歴
史
的
価
値
を
持
た
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
し
た
が

っ
て
公
文
書
館
と
し
て
は
、
選
別
さ
れ
な
か

っ
た
公
文
書
に
関

し
て
も
し

っ
か
り
し
た
記
録
を
残
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
将
来
の
研

究
者
が
過
去
の
歴
史
を
正
し
く
評
価
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
当
時
の
文
書
を
は

じ
め
と
す
る
記
録
全
般
の
大
要
を
把
握
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、

廃
棄
リ
ス
ト
を
も
と
に
選
別
す
る
と
い
う
方
法
を
選
択
し
な
か

っ
た
理
由
で
も

あ
る
。

本
館
で
は
、
引
き
継
い
だ
簿
冊
を
燻
蒸
後
、
引
継
年
度
別
に
課
所
順
に
配
架

し
、
第

一
次
及
び
第
二
次
整
理
を
行
う
。
第

一
次
整
理
の
目
的
は
、
次
の
■
つ

で
あ
る
。

①
　
本
館
所
蔵
簿
冊
と
し
て
登
録
す
る
。

②
　
引
継
書
に
記
入
さ
れ
た
簿
冊
題
名
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
簿
冊
表
面

に
記
載
さ
れ
た
そ
の
他
の
文
字
情
報
を
す
べ
て
記
録
す
る
。

第

一
次
整
理
に
よ

っ
て
記
録
さ
れ
た
情
報
は
、
原
課
所
の
利
用
の
際
の
手
が

か
り
と
な
る
し
、
仮
に
選
別
の
結
果
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
も
、
最
小
限

必
要
な
情
報
と
し
て
残
す
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
、
本
館
で
は
、
学
に
簿
冊
表
面
に
記
載
さ
れ
た
文
字
情
報
を
記
録
す
る

第

一
次
整
理
だ
け
で
な
く
、
簿
冊
の
中
身
を
精
査
し
て
、
そ
こ
か
ら
新
た
に
必

要
な
情
報
を
引
き
出
し
記
録
す
る
と
い
う
第
´
一次
整
理
に
よ
っ
て
、
本
館
と
し



て
の
日
録
を
作
成
す
る
。
こ
の
目
録
に
よ
り
、
仮
に
簿
冊
そ
の
も
の
が
失
わ
れ

て
も
何
が
書
か
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
か
分
か
る
、
と
い
う
整
理
方
法
を
目
指
す
。

そ
こ
で
、
本
館
で
は
次
の
よ
う
な
整
理
を
す
る
こ
と
と
し
た
。

①
　
簿
冊
の
資
料
名

（簿
冊
題
名
）
は
、
そ
の
簿
冊
の
内
容
を
正
し
く
表
す

よ
う
な
適
切
な
資
料
名
を

つ
け
る
。
大
半
は
事
務
担
当
者
の
恣
意
的
、
簡

便
な
資
料
名
と
な

っ
て
い
て
、
そ
の
事
務
に
精
通
し
て
い
る
も
の
で
な
け

れ
ば
分
か
ら
な
い
も
の
と
な

っ
て
い
る
。

②
　
簿
冊
の
内
容
を
補
完
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
付
け
加
え
る
。

③
　
簿
冊
の
作
成
年
度
、
作
成
機
関

（
で
き
れ
ば
担
当
係
ま
で
）
を
明
確
に

す
る
。
こ
れ
は
、
同

一
年
度
に
お
け
る
県
の
行
政
事
務
分
掌
及
び
文
書
の

体
系
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
。

④
　
同

一
資
料
名
の
も
の
が
大
量
に
あ
る
、
あ
る
い
は
毎
年
発
生
す
る
も
の

な
ど
は
、
で
き
れ
ば
解
説
、
解
題
を

つ
け
る
。

な
お
、
第
二
次
整
理
で
は
選
別
の
第

一
段
階
と
し
て
、
選
別
を
念
頭
に
入
れ

た
心
証
を
形
成
し
て
お
く
。

本
館
で
は
ま
だ
具
体
的
な
選
別
を
行

っ
て
い
な
い
が
、
選
別
の
結
果
、
公
文

書
館
と
し
て
永
久
保
存
に
値
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
も
の
は
、
原
課
所
に
通
知

し
て
廃
棄
す
る
こ
と
に
な
る
。

３
　
公
文
書
の
公
開

選
別
の
結
果
、
公
文
書
館
と
し
て
永
久
に
保
存
す
る
と
決
定
し
た
も
の
及
び

永
年
保
存
の
簿
冊
は
、
発
生
三
〇
年
後
に

一
般
に
公
開
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

現
時
点
で
の
公
開
の
対
象
と
な
る
も
の
は
昭
和
四
十
年
ま
で
の
永
年
保
存
の
簿

閲
覧
制
限
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
結
果
分
析

冊
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
現
４
公
開
し
て
い
る
も
の
は
戦
前
の
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
は
二
つ
の
理
由
が
あ
る
。

①
　
戦
後
の
も
の
を
公
開
す
る
場
合
、
原
課
所
と
公
開
の
可
否
に
つ
い
て
協

議
を
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
公
開

・
非
公
開

に
つ
い
て
本
館
の
基
準
が
明
確
に
定
ま

っ
て
お
ら
ず
、
し
た
が

っ
て
本
格

的
な
簿
冊
内
容
の
検
討
が
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。
こ
れ
に
対
し
て

戦
前
の
も
の
は
所
有
、
管
理
の
権
限
が
本
館
に
あ
る
た
め
原
課
所
と
の
協

議
を
要
し
な
い
こ
と
、
及
び
開
館
に
当
た
り
歴
史
資
料
と
し
て
の
公
文
書

の
公
開
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
。
そ
の
た
め
、
著
し
く
人
権
を
侵
害
す

る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
な
ど
を
大
雑
把
に
抽
出
し
て
非
公
開
と
し
た
。

②
　
本
館
に
お
い
て
公
開
し
な
い
も
の
は
、
情
報
公
開
制
度
に
よ

っ
て
利
用

可
能
で
あ
る
こ
と
。

二
　
公
文
書
館
と
情
報
公
開

公
文
書
館
に
お
け
る
利
用
と
情
報
公
開
制
度
に
基
づ
く
閲
覧
請
求
と
の
適
用

関
係
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

秋
田
県
公
文
書
公
開
条
例
第
二
条

（定
義
）
第

一
項
で
は
、
条
例
の
適
用
を

受
け
る

「
公
文
書
」
を

「
実
施
機
関
が
管
理
し
て
い
る
も
の
」
と
規
定
し
、

「管
理
し
て
い
る
も
の
」
と
は

「
文
書
管
理
規
程
等
に
基
づ
き
、
保
管
ま
た
は

保
存
し
て
い
る
も
の
を
い
う
」
と
し
て
い
る
。
本
県
文
書
管
理
規
程
で
は
、
保

存
期
間
が
経
過
し
た
文
書
は
公
文
書
館
に
引
き
継
ぎ
、
公
文
書
館
で
廃
棄
す
る
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こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
本
館
が
管
理
す
る
公
文
書
は
す
べ
て
条
例

の
適
用
を
受
け
る
。
し
か
し
、
同
条
例
第
十
六
条

（他
の
制
度
と
の
調
整
）
第

二
項
で
は
、
一
こ
の
条
例
の
規
定
は
、
県
の
図
書
館
、
博
物
館
そ
の
他

こ
れ
ら

に
類
す
る
施
設
に
お
い
て
、
県
民
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
管
理

し
て
い
る
公
文
書
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
」
と
有
り
、

こ
の
い
わ
ゆ
る

「適
用
除
外

」
に
よ
り
、
本
館
が
管
理
す
る
公
文
書
で

一
般

の
関
覧
に
供
し
て

い
る
も
の
は
条
例
の
適
用
を
受
け
な
い
。
逆
に
、　
一
般
の
閲
覧
に
供
し
て
い
な

い
も
の
は
条
例
の
手
続
に
よ
り
公
開
請
求
で
き
る
。

〓
一　
公
文
書
の
公
開

・
非
公
開

公
文
書
の
公
開
に
関
し
て
、
個
人
情
報
で
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
に
よ
る
不
利

益
を
与
え
る
よ
う
な
文
書
等
に
つ
い
て
は
、
非
公
開
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
公

文
書
公
開
条
例
に
お
い
て
も
、
個
人
情
報
そ
の
他
は
不
開
示
と
な

っ
て
お
り
、

公
文
書
館
は
直
接
条
例
の
適
用
を
受
け
な
い
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
公
開
文
書

に
つ
い
て
で
あ
り
、
非
公
開
文
書
や
三
０
年
未
満
の
文
書
は
条
例
の
適
用
を
受

け
る
。
し
た
が

っ
て
本
館
に
お
け
る
公
開
非
公
開
の
判
断
も
、
公
文
書
公
開
条

例
に
あ
る
程
度
則

っ
た
形
で
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

現
在
進
め

つ
つ
あ
る
非
公
開
基
準
も
、
以
た
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
い
て

公
文
書
公
開
条
例
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
サ
ン
ブ
ル
事
例
の
検
討
に
よ

っ
て
、
歴

史
資
料
と
し
て
の
非
公
開
項
目
を
特
定
し
、
さ
ら
に
そ
の
解
除
期
限
を
決
定
す

る
と
い
う
作
業
を
行

っ
て
い
る
。
本
年
度
中
に
課
内
で
成
案
が
ま
と
ま
り
、
館

の
基
準
と
し
て
ま
と
め
る
段
階
に
き
て
い
る
。

こ
の
非
公
開
基
準
の
策
定
に
よ

っ
て
、
戦
後
永
年
文
書
の
二
次
点
検
が
行
わ

れ
、
二
次
点
検
が
終
了
し
て
非
公
開
文
書
が
特
定
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
時
点
で
原

課
と
協
議
し
、
非
公
開
が
確
定
す
る
。
そ
の
上
で
、
非
公
開
部
分
の
技
術
的
処

理

（被
覆
な
ど
）
が
行
わ
れ
、
日
録
が
整
備
さ
れ
た
段
階
で
公
開
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

現
在
公
開
し
て
い
る
戦
前
文
書
に
つ
い
て
も
、
非
公
開
基
準
が
定
ま
れ
ば
、

そ
れ
に
応
じ
て
再
点
検
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
戦
前
文
書
の
非
公
開

に
つ
い
て
は
、
戸
籍
等
の
項
目
で
該
当
し
そ
う
な
も
の
は
使
宜
的
に
非
公
開
の

扱
い
と
し
て
い
る
が
、
全
て
の
文
書
の
点
検
が
完
全
に
な何
わ
れ
て
い
る
訳
で
は

な
く
、
解
除
期
限
も
な
い
。
ま
た
公
文
書
だ
け
で
は
な
く
本
館
所
蔵
の
全
て
の

文
書
に
適
用
さ
せ
る
基
準
で
あ
る
た
め
、
寄
贈

・
寄
託
を
う
け
た
私
文
書
の
点

検
も
必
要
と
な
る
。
し
た
が

っ
て
非
公
開
基
準
策
定
に
よ

っ
て
、
全
て
の
整
理

作
業
が
は
じ
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
今
′そ
の
端
緒
に
あ
る
と
い
え
る
。

し
か
し
非
公
開
基
準
の
策
定
と
い
う
の
は
、
実
際
に
は
容
易
な
作
業
で
は
な

い
。
今
年
度
行
わ
れ
た
和
歌
山
県
立
文
書
館
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
非
公
開
基

準
を
も

つ
公
文
書
館
は
２６
館
中
１８
館
で
あ
り
、
開
鎖
期
間
解
除
の
規
定
の
あ
る

非
公
開
基
準
に
つ
い
て
は
寡
間
に
し
て
未
だ
知
見
し
て
い
な
い
。
非
公
開
基
準

そ
の
も
の
も
各
公
文
書
館
で
そ
の
実
情
に
あ
わ
せ
て
独
自
に
作
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
各
公
文
書
館
で
、
文
書
の
保
存
数

ｏ
保
存
状
況

・
保
存
形
態
、
あ
る
い

は
公
文
書
の
引
継
形
態
も
違
う
た
め
、
自
ず
と
公
開
の
仕
方

・
非
公
開
に
対
す

る
考
え
方
が
違

っ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
同
じ
内
容
の
文
書
に
つ
い
て
、
あ
る

/＼

ノヽ



県

で
は
公
開
し
別
の
県

で
は
非
公
開
と
す
る
と
い
う
現
状
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

公
文
書

の
公
開

に

つ
い
て
、
条
例

の
内
容

の
違
う
県
同
上

で
差
異
が
あ
る
の
は

仕
方
が
な

い
と
し
て
も
、
そ
れ
は

一
定

の
年
数
を
経
た
後
、
歴
史
資
料
と
し
て

公
文
書
館

で
公
開
さ
れ
る
と
い
う
前
提
が
あ

っ
て
許
容
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

公
文
書
館

で
の
公
開

に
差
異
が
あ
る
の
は
、
そ
の
意
味

で
館

の
存
在
意

義

に
も
関
わ
る
こ
と
と
い
え
ま
い
か
。

・公
文
書

の
公
開

に

つ
い
て
は
、
よ
う
や
く
国

の
情
報
公
開
法
が
制
定

の
軌
道

に
乗
り

つ
つ
あ
る
段
階

に
な
り
、
統

一
し
た
不
開
示
情
報

の
基
準
も
法
制
定

に

伴

っ
て
で
き
あ
が
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
現
用
文
占

の
公

開
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
歴
史
資
料

の
公
開

に

つ
い
て
は
、
公
文
書
館
が
自

ら
の
仕
事

の
中

で
作
り
上
げ

て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
．́
全
国

の
ど

の
公
文
書
館

に
も
適
用
さ
れ
る
普
遍
的
な
基
準

の
制
定
が
焦
属

の
課
題
と
い

っ

て
よ
い
。

し
た
が

っ
て
、
本
館

の
基
準
作
成
作
業

の
根
底

に
は
、
普
遍
性
を
い
か
に
も

ち
う
る
か
、
と
い
う
意
識
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
意
味

で
、
全
国

の
公

文
書
館

に
対
す
る
閲
覧
制
限

ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
参
考
資
料
と
し
て
の
価
値
は
高

い
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、

こ
の
内
容

に

つ
い
て
他

の
館
と
も
共
有
す
る
こ
と

に

意
義
が
あ
る
と
考
え
、
報
告
を
す
る
こ
と
と
し
た
。

四
　
公
文
書

の
閲
覧
制
限
に
つ
い
て
の
調
査
票

各
館

に
お
願

い
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
質
問
項
目
は
以
下

の
通
り
で
あ
る
。

閲
覧
制
限
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
結
果
分
析

【
記
入
に
あ
た

っ
て
】

こ
の
調
査
票
を
記
入
に
あ
た

っ
て
は
、
以
ド
の
点
に
ご
留
意
お
願
い
し
ま
す
。

●
こ
こ
で
い
う
公
文
書
と
は
、
府
県
制

（又
は
市
制
）
施
行
後
、
都
道
府
県
又

は
市
が
作
成
し
た
文
書
で
行
政
円
行
物
の
行
政
資
料
は
除
き
ま
す
。
ま
た
、

行
政
文
書
と
い
う
呼
称
と
同
じ
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。

②
公
文
書
の
利
用
手
続
き
と
し
て
は
、
公
文
書
館
制
度
に
よ
る
利
用
に
限
る
も

の
と
し
、
情
報
公
開
制
度
に
よ
る
利
用
は
除
く
も
の
と
し
ま
す
。

③
対
象
と
す
る
利
用
者
は

一
般
の
利
用
者
と
し
、
職
務
Ｌ
利
用
す
る
都
道
府
県

ま
た
は
市
職
員
お
よ
び
学
術
研
究
等
の
特
別
関
覧
制
度
に
よ
る
利
用
者
は
除

き
ま
す
。

【
公
文
書
の
関
覧
の
現
状
に
つ
い
て
】

問
１
　
公
文
書
の
自
由
な
閲
覧

（以
下

「
公
開
」
と
い
い
ま
す
）
が
開
始
で
き

る
ま
で
の
閉
鎖
期
間
を
定
め
て
い
る
場
合
は
、
作
成
後
三
●
年
以
Ｌ
経
過
し

た
も
の

（
い
わ
ゆ
る
●
０
年
原
則
）
と
い
う
点
を
ど
の
よ
う
に
考
え
、
公
開

を
行

っ
て
い
ま
す
か
。
次
の
中
か
ら
該
当
す
る
事
項
の
記
号
を
○
で
囲
ん
で

く
だ
さ
い
。

ａ
　
三
０
年
原
則
に
沿

っ
た
考
え
方
を
し
、
公
開
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

ｂ
　
独
自
の
閉
鎖
期
間
を
設
定
し
、
公
開
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

↓
問
１
１
２
に
も
お
答
え
く
だ
さ
い
。

ｃ
　
特
に
閉
鎖
期
間
を
定
め
て
い
な
い
。
↓
問
１
１
１
に
お
答
え
く
だ
さ
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独 由
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閉 教
鎖 え
期 く
間 だ

の は _l   を さ
Ji

ri
ll:

の
公
文
書
の
取

一
つ
選
び
、
そ

非
公
開
、　
一
部
非
公
開

で
あ
る

こ
と

い
る
。

ftt  tヽ

号 つ
を ご
○ ろ

「Jll 成
ん さ

定 い
め  °

た
か

お
教

で 作       を

も 公  理 が
の 開   由 あ
を V   や り

||:1 ま
題 す
点 か
に    

°

つ 特
にヽ  に

九
〇

閲
覧
日
録

に
は
非
公
開
の
公
文
書
は
掲
載
し
て
い
な
い
が
、　
一
部
非
公

開
は
明
記
し
て
掲
載
し
て
い
る
。

関
覧
目
録

に
は
公
開
分
し
か
掲
載
し
て
い
な
い
。

そ
の
他

（具
体
的

に

一　

　

）

問
５
　

一
部
非
公
開

（部
分
公
開
）
の
扱
い
に
な

っ
て
い
る
公
文
書
の
閲
覧
は
、

資
料
を
ど
の
よ
う
に
被
覆
し
て
関
覧
さ
せ
て
い
ま
す
か
。　
一
部
非
公
開
の
公

文
書
を
閲
覧
さ
せ
て
い
る
場
合
の
み
そ
の
被
覆
方
法
を
図
示
し
て
説
明
を
お

願
い
し
ま
す
。

問
６
　
公
文
書
館
内
の
職
員
で
文
書
公
開
の
可
否
に
つ
い
て
の
検
討
作
業
を
担

当
す
る
職
員
の
職
名
と
そ
の
人
員
に
つ
い
て
お
教
え
く
だ
さ
い
。

（職
名
　
　
　
　
）
［人
員
　
　
　
　
］
名

【個
人
情
報
の
保
護
に
つ
い
て
】

問
７
　

一
定
の
閉
鎖
期
間
後
、
公
文
書
を
公
開
す
る
際
の
大
き
な
問
題
に
、
そ

れ
ぞ
れ
の
文
書
に
含
ま
れ
る
個
人
情
報
の
保
護
が
あ
る
と
考
｝そ
り
れ
ま
す
が
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て

一
定
の
成
文
化
し
た
基
準

（
一
項
目
と
し
て
規
定
し
た

も
の
を
含
む
）
を
設
け
て
い
ま
す
か
。
い
ず
れ
か
該
当
す
る
も
の
を
選
び
、

そ
の
記
号
を
〇
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

ａ
　
基
準
を
設
け
て
い
る
。
↓
間
７
１
１
に
も
お
答
え
く
だ
さ
い
。

ｂ
　
特
に
基
準
は
設
け
て
い
な
い
。

問
７
１
１
　
そ
の
基
準
は
い
つ
ご
ろ
で
き
た
も
の
で
す
か
。
ま
た
そ
の
名
称

を
お
教
え
く
だ
さ
い
。



年
代
＝

（　
　
　
）
、
名
称
＝

（　
　
　
　
）

問
８
　

＾
定
の
閉
鎖
期
間
後
を
終
え
た
簿
冊
の
形
態
の
公
文
書
の
中
に
、
次
の

よ
う
な
個
人
情
報
が
含
ま
れ
て
い
た
場
合
、
そ
の
簿
冊
を
ど
の
よ
う
に
取
扱

っ

て
い
ま
す
か
。
次
の
各
項
目
に
つ
い
て
、
そ
の
対
応
に
つ
い
て
い
ず
れ
か
該

当
す
る
事
柄
の
記
号
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。
ま
た

一
部
非
公
開
ま
た
は

非
公
開
と
さ
れ
た
場
合

（
ｂ
，
ｃ
の
場
合
）
、
今
後
ど
の
よ
う
な
条
件
を
満

た
し
た
場
合
に
公
開
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
か
。
そ
の
見
通
し
を
含
め
て
お

教
え
く
だ
さ
い
。

※
以
下
す
べ
て
の
間
に
対
し
て
同
答
の
選
択
肢
は
次
の
通
り

ａ
　
公
開
と
す
る
。

ｂ
　
該
当
部
分
を
被
覆
し
て
公
開
す
る
。

ｃ
　
非
公
開
と
す
る
。
（公
開
の
見
通
し

一　
　
　
　
　
）

ｄ
　
そ
の
他

（
１
）
族
籍

（士
族

・
平
民
等
が
含
ま
れ
て
い
る
文
書
）

（
２
）
戸^
籍

①
認
知
、
養
子
縁
組
、
失
踪
、
離
婚
等
に
つ
い
て
の
記
載
の
な
い
戸
籍
が
含

ま
れ
て
い
る
文
書

②
認
知
、
養
子
縁
組
、
失
踪
、
離
婚
等
に
つ
い
て
の
記
載
の
あ
る
戸
籍
が
含

ま
れ
て
い
る
文
書

（
３
）
履
歴
書

（住
所

・
氏
名

・
年
齢

・
族
籍

・
学
歴

・
職
歴
の
記
載
あ
り
）

①
叙
勲
、
受
章
申
請
等
の
た
め
、
添
付
書
類
と
し
て
作
成
さ
れ
た
履
歴
書
が

含
ま
れ
て
い
る
文
書

閲
覧
制
限
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
結
果
分
析

②
任
用
や
人
事
異
動
等
の
際
に
提
出
し
た
公
務
員
の
履
歴
書
が
含
ま
れ
て
い

る
文
書

③
学
校
開
設
、
会
社
設
立
等
の
中
請
に
あ
た

っ
て
提
出
さ
れ
た
書
類
の

一
部

と
し
て
の
履
歴
書
が
含
ま
れ
て
い
る
文
書

（
４
）
遺
伝
性
疾
患
の
診
断
書

（病
歴
の
記
録
も
含
む
）
が
含
ま
れ
て
い
る
文

圭
［

（
５
）
学
業
成
績

①
学
業
優
秀
の
生
徒
と
し
て
Ｌ
中
さ
れ
た
生
徒
の
成
績
が
含
ま
れ
て
い
る
文

童
日

②
落
第
、
不
合
格
、
劣
等
等
の
成
績
が
含
ま
れ
て
い
る
文
書

（
６
）
懲
戒
関
係
の
書
類

①
学
校
在
学
中
の
生
徒
の
懲
戒
処
分
の
記
録
が
含
ま
れ
て
い
る
文
書

②
公
務
員
の
懲
戒
処
分
に
つ
い
て
の
記
録
が
含
ま
れ
て
い
る
文
書

（
７
）
争
訟
の
記
録

①
行
政
が
司
法
機
関
と
し
て
役
割
を
機
能
さ
せ
て
い
た
当
時
の
裁
判
記
録
が

含
ま
れ
て
い
る
文
書

②
小
作
調
停
な
ど
裁
判
記
録
や
行
政
訴
訟
の
記
録
が
含
ま
れ
て
い
る
文
書

（
８
）
経
済
状
況
や
行
動
な
ど
個
人
の
私
生
活
に
関
す
る
記
録
が
含
ま
れ
て
い

る
文
書

問
９
　
当
館
は
設
置
し
て
か
ら
目
が
浅
い
こ
と
か
ら
、
今
後
多
く
の
問
題
に
直

面
す
る
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

つ
い
て
は
貴
館
が
公
文
書
の
関
覧
制
限
に

つ
い
て
苦
慮
し
た
こ
と
、
ま
た
、
苫
慮
し
て
解
決
し
た
こ
と
等
が
ご
ざ
い
ま

九

＾



表 1 公文書閲覧制限アンケー ト結果集計表

間 1 閉鎖期間

問 2 公開の年代

間 4 目録での非公開の扱い

問 7 個人情報保護の基準

F18 個人情報が含まれた簿冊の取り扱い

(1)族籍

(2)「 f籍 (認知、養 r縁組、失踪、離婚等)

① 記載なし

② 記載あり

(3)履歴書

① 叙勲、受章申請のため

② 任用、人事異動の際の公務

員の履歴

③ 学校開設、会社設立等の申請

(4)病歴 (遺伝性疾患の診断書)

(5)学業成績 ① 学業優秀

② 落第、不合格、劣等

(6)懲戒  ① 在学中のイL徒

② 公務員

(7)争訟

① rll法 機関としての裁判記録

② 小作調停、行政訴訟

(8)経済状況、行動、個人の私生活

関
覧
制
限
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
結
果
分
析

ブL

30年原則 1独 自 |な し

4 4

-1945 ～19551～ 1965 ～ 1975 その他

4 つ 9 b 4

すべて掲載 一部非は公開 1公開分のみ その他

2 4 6

設 けている 1設 けていな t

り扱い 公 開 部分公開 リト公開 その他

8 3 「 l 3

5 4

９

　

２

8

10

7

11

8

9

9

9

2

b

4

4



し
た
ら
、
参
考
と
い
た
し
た
く
、
ど
う
か
お
教
え
く
だ
さ
る
よ
う
お
願

い
い

た
し
ま
す
。

五
　
公
文
書

の
閲
覧
制
限
に
つ
い
て
の
調
査
票
の
集
計
結
果

１
　
ア
ン
ケ
ー
ト
の
依
頼
先
と
回
収
状
況

平
成
六
年
卜
月
四
日
、
都
道
府
県

・
政
令
指
定
都
市
公
文
書
館

の
合
計
２７
館

に
対
し
、
質
問
票
を
送
付
し
て
照
会
し
た
結
果
、

２６
館
か
ら
何
ら
か
の
回
答
が

あ

っ
た
。
１
館

（神
奈
川
県
立
公
文
書
館
）
の
み
催
促
し
て
も
回
答
を
え
ら
れ

な
か

っ
た
。

ま
た
、
回
答

の
結
果
、
川
崎
市
公
文
書
館
と
北
九
州
市
立
文
書
館
か
ら
は
公

文
書
館
制
度

に
も
と
づ
く
閲
覧
は
し
て
い
な
い
の
で

（情
報
公
開
―――――
度

で
の
み

の
関
覧
を
し
て
い
る
）
、
回
答
不
能
と
い
う
趣
旨

の
文
書
を
う
け
た
。

実
質

２４

館

（ご
く

一
部

の
み
２５
館
）
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

記
号
選
択

の
間

に

つ
い
て
は
、
表
１
に
そ
の
数
字
を
ま
と
め
て
お
い
た
の
一ゝ

問
１
以
ド

の
項
目

で
参
照
し
て
も
ら
い
た
い
。

２
　
問
１
に
つ
い
て
∧
閉
鎖
期
間
∨

２５
館
中
１６
館

で
、

ａ
の
文
書

の
公
開

に

つ
い
て
は
圧
倒
的

に
閉
鎖
期
間
３０
年

の
原
則
を
採
用
し
て
い
る
。

つ
い
で
ｂ
と

ｃ
が
同
数

の
４
館
、
さ
ら
に
ど
れ
に

も
該
当
し
な
い
も

の
が
１
館

で
あ

っ
た
。
ｂ
は
埼
Ｋ

・
岐
阜

‥
暴^
都

・
鳥
取
で
、

埼
玉

の
場
合
文
書

の
種
類
や
内
容

に
よ

っ
て
閉
鎖
期
間

の
な
い
文
書
と
”
年

の

閉
鎖
期
間
を
置
く
も
の
も
あ
る
。
岐
阜
２０
年
、
京
都
２５
年
、
鳥
取
４０
年
で
あ
る
。

関
覧
制
限
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
結
果
分
析

一
方
、
ｃ
は
北
海
道

・
富
山

・
広
島

・
広
島
市
の
４
館
で
あ
る
。
あ
え
て
閉

鎖
期
間
の
必
要
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず

一
定
期
間
の
閉
鎖
期
間
を
設
け
る
必
要

は
な
い
と
い
う
北
海
道
の
考
え
方
、
年
数
が
経
過
す
る
に
つ
れ
て
公
開
で
き
な

い
も
の
も
あ
る
と
い
う
広
島
市
の
考
え
は
参
考
に
な
る
と
思
う
。

福
島
は
す
べ
て
公
開
が
前
提
で
文
書
が
は
い
っ
て
く
る
と
い
う
の
で
閉
鎖
期

間
は
な
い
タ
イ
プ
の
館
で
あ
る
。

３
　
問
２
に
つ
い
て
∧
公
開
の
年
代
∨

公
開
時
期
と
し
て
は
、

ａ
が
群
馬

・
富
山

・
香
川

・
名
古
屋
市
の
４
館
、
ｂ

が
鳥
取

・
山
日
の
２
館
、

ｃ
が
茨
城

・
千
葉

・
東
京

・
新
潟

・
愛
知

・
兵
庫

・

和
歌
山

・
徳
島

・
大
阪
市
の
９
館
で
も

っ
と
も
多
い
。
ｄ
は
福
鳥

・
栃
木

・
岐

早

・
京
都

・
広
島
市
の
５
館
、

ｅ
は
北
海
道
貧

九
八
八
年
）
ｏ
埼
玉

（
一
九
八

１
年
）
ｏ
大
阪

（昭
和
＾
．卜
八
年
）
ｅ
広
島

（平
成
１
年
）
の
４
館
で
あ
る
。
各

館
に
よ

っ
て
相
違
し
て
い
る
が
、
■
流
は
３０
年
原
則
か
ら
い
っ
て
ｃ
で
あ
る
。

４
　
間
３
に
つ
い
て
∧
公
開
作
業
の
進
捗
状
況
∨

群
馬

・
岐
阜

ｏ
大
阪

・
山
口

・
香
川

・
名
占
屋
市

・
広
島
市
の
７
館
か
ら
具

体
的
な
問
題
点
等
の
記
載
を
得
た
。
「職
員
数
と
文
書
量
の
関
係
で
整
理
が
遅

れ
て
い
る
」
（香
川
）
と
い
う
．ご
葉
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。

５
　
間
４
に
つ
い
て
∧
目
録
で
の
非
公
開
の
扱
い
∨

ａ
が
２
館

（福
島

・
新
潟
）、
ｂ
が
４
館

（千
葉

・
富
山

・
鳥
取

・
香
川
）、

ｃ
が
６
館

（東
京

・
岐
阜

・
大
阪

・
兵
庫

ｏ
徳
島

・
名
古
屋
市
）
、
ｄ
が
Ｈ
館

（北
海
道

・
茨
城

・
栃
木

・
群
馬

・
埼
玉

・
京
都

・
和
歌
山

・
広
島

・
山
口

・

大
阪
市

ｏ
広
島
市
）
で
圧
倒
的
に
多
か

っ
た
。
ま
た
記
載
な
し
が
１
館

（愛
知
）

九
二



閲
覧
制
限
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
結
果
分
析

あ

っ
た
。

多
く
が
ｄ
を
あ
げ
た
理
由
は
、
選
択
肢

の
不
備
も
あ
る
が
、
単
純

に
は
割
り

切
れ
な
い
形

で
目
録
作
成
と
閲
覧

の
関
係
が
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。

６
　
問
５
に
つ
い
て
∧
非
公
開
文
書

の
閲
覧
方
法
∨

こ
の
こ
と
に

つ
い
て
同
答
し
た
館
は
１５
館

で
、
非
公
開
文
書
部
分
を
袋
綴
じ

す
る
の
が

一
般
的

で
あ
る
。
そ
れ
以
外

で
目
立

っ
た
回
答
例
は
、　
一
部
非
公
開

と
し
た
簿
冊
は
現
在
閲
覧
に
供
し
て
い
な
い

（新
潟
）
、

開
覧
筒
所
を
特
定
し

そ
の
部
分

の
み
閲
覧

（京
都
）
、
非
公
開
文
書
を
複
写
し
非
公
開
部
分
を

マ
ジ

ッ

ク
で
塗
り
潰
し
再
度
複
写
す
る

（鳥
取
）
、　
マ
イ
ク

ロ
の
み
の
関
覧

で

マ
イ
ク

ロ
の
そ
の
部
分
を
消
去
す
る

（香
川
）

で
あ
る
。

７
　
問
６
に
つ
い
て
∧
検
討
作
業
職
員
の
人
数
∨

最
低
１
名
か
ら
最
高
７
名
ま
で
各
館

に
よ
り
か
な
り
ば
ら

つ
き
が
み
ら
れ
る
。

１
名
は
３
館

（東
京

・
岐
阜

・
鳥
取
）
、
２
名
３
館

（
埼
玉

・
和
歌
山

・
名
占

屋
市
）
、
３
名
４
館

（群
馬

ｏ
千
葉

・
富
山

・
大
阪
）
、
４
名
２
館

（福
島

・
大

阪
市
）
、
５
名
５
館

（茨
城

・
京
都

・
広
島

・
徳
島

・
広
島
市
）
、

６
名

２
館

（栃
木

・
山
口
）
、
７
名
２
館

（新
潟

・
香
川
）
、
そ
の
他

２
館

は
主
務
課
と

の

協
議

で
判
断

（愛
知
）
、
原
課
が
決
め
る

（兵
庫
）
と
い
う
回
答

で
あ

っ
た
。

こ
の
違

い
は
文
書
を
ど
の
よ
う
に
館

に
受
け
入
れ
処
理
す
る
か
に
大
き
く
規
定

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
館
長
以
下
全
員
を
あ
げ

て
い
る
国
答
か
ら
、
当
方

の
ね

ら
い
通
り
の
担
当
者

の
み
を
あ
げ
た
館
ま
で
答
え
方

に
思
惑

の
違

い
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

８
　
問
７
に
つ
い
て
∧
個
人
情
報
保
護
の
基
準
∨

九
四

２３
館
か
ら
回
答
が
あ

っ
た
が
、

ａ
が
１５
館
、
ｂ
が
８
館
あ
る
。

ａ
の
う
ち
情

報
公
開
条
例

の
部
分
を
そ
の
ま
ま
援
用
し
て
い
る
館
が
ほ
と
ん
ど
で
、
実
際

の

公
文
書

の
公
開
基
準

に
適
用
で
き
る
も

の
か
と
い
う
疑
間
が
の
こ

っ
た
。
た
い

て
い
は
昭
和
六
十
年
以
降

に

つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
各
館

の
基
準

に

つ
い

て
は
、
表
２
で
ま
と
め
て
お
い
た
。

間
８

（１
）
に
つ
い
て
∧
族
籍
∨

ａ
公
開
　
８
　
福
島
、
茨
城
、
群
馬
、
鳥
取

条
件
付
き
　
埼
玉

（
「
新
平
民
」
等
部
落
差
別
に
結

び

つ
く
族
籍
は
非
公
開
）

新
潟

（人
権
に
配
慮
す
る
）

京
都

（学
術
目
的
の
み
）

広
島

（個
人
名
を
公
表
し
て
も
差
し
支

え
な
い
場
合
）

３
　
富
山
、
和
歌
山
、
香
川

５
　
千
葉
、
東
京
、
岐
阜
、
大
阪
市
、

広
島
市

（戦
前
の
も
の
な
し
）

ｄ
そ
の
他
　
３
　
北
海
道

（未
定
）

徳
島

（明
治
人
正
期
の
も
の
が
な
い
が
原
則
公
開
）

名
古
屋
市

（文
書
は
非
公
開
だ
が
簿
冊
は
公
開

↓
非
公
開
文
書
を
簿
冊
か
ら
分
離
）

８
館
と
他
の
項
目
に
比
べ
多
く
な

っ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
４
館
は

で
あ
り
、
残
り
の
４
館
が
無
条
件
で
公
開
と
な

っ
て
い
る
。
部
分
公

条
例: 公
イヽl 開
き は

C  b
リト  ーー‐

公 部
開 り11



表 2 個人情報保護基準 (作成年代順)

大 阪 ||∫ 1 1980年 代  1 公文書館収蔵文書管IFF要綱
埼  |: 1 1983   1 埼玉県行政情報公開条例
北 海 道 1 1985 利用1に 供 しない文書館資料の取扱基準
東  京 1 1985   1 公文書等の閲覧に関する基準

(1994改 11)

栃  木

富  山

千  葉

京  都

広  島

名 #fl玉 市

徳  島

群  15
新  潟

T‐  葉

和 歌 山
士奇   Iξ

愛  知

大  阪

986

987

988

文書の利用の制限に関する基準

富山県公文書館条例施行規則

文書館文書非公開判定基準表
988改 正 l fi政文 l甘取扱規程
988 広島県立文書館行政資料等取扱

ILh綱

名 |lf屋 市市政資料館条例施行細則
徳島県11文書館利用要領

閲覧制限力t準

公文li等利用除外尽準

個人情報保護条例
公文書利用除外りit準 について

個人情報保護条例

1993改「1)

989

990

992

992

993

993

994

?   1 愛知県公文♯1公 開条例
公文書公開条例 (準備中)

和 歌 山

鳥  取

公開の予定なし

公開は未定

閲
覧
制
限
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
結
果
分
析

開
は
、
族
籍
だ
け
を
部
分
的
に
公
開
す
る
と
い
う
の
は
で
き
な
い
の
で
、
族
籍

を
非
公
開
と
し
て
残
り
の
部
分
を
公
開
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
、
非
公
開
と
同
じ
と
な
る
。
そ
の
他
の
中
で
も
、
未
定
の
北
海
道
を
除

き
、
徳
島
に
は
戦
前
資
料
が
な
く
、
名
古
屋
市
で
は
当
該
文
書
は
非
公
開
と
し

て
い
る
の
で
、
公
開
は
４
館
、
未
定
が
１
館
、
の
こ
り
１４
館
は
非
公
開
と
考
え

て
よ
い
。
族
籍
に
つ
い
て
、
非
公
開
と
す
る
理
由
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
の
は
、

埼
玉
で

「新
平
民
」
の
記
載
が
部
落
差
別
に
結
び

つ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

１０
　
問
８

（２
）
０
に
つ
い
て
∧
戸
籍

・
記
載
な
し
∨

ａ
公
開
　
　
４
　
福
島
、
茨
城
、
埼
玉
、
鳥
取

ｂ

一
部
非
　
４
　
新
潟
、
京
都
、
和
歌
山
、
広
島

ｃ
非
公
開
　
９
　
北
海
道
、
群
馬
、
千
葉
、
東
京
、
岐
阜
、
富
山
、

香
川
、
大
阪
市
、
広
島
市

ｄ
そ
の
他
　
２
　
徳
島
、
名
古
屋
市

族
籍
に
比
べ
、
戸
籍
の
取
り
扱
い
は
各
館
と
も
か
な
り
慎
重
で
あ
る
。

族
籍
を
公
開
す
る
８
館
の
う
ち
４
館
が
非
公
開
か

一
部
非
と
な
り
、　
一
部
非

で
あ

っ
た
２
館
が
非
公
開
と
し
て
い
る
。
北
海
道
は
未
定
か
ら
非
公
開
と
な

っ

て
い
る
。

問
８

（２
）
②
に
つ
い
て
∧
戸
籍

・
記
載
あ
り
∨

骨
公
開
　
　
２
　
福
島
、
埼
玉

ｂ

一
部
非
　
３
　
一示
都
、
和
歌
山
、
広
島

ｃ
非
公
開
　
１２
　
北
海
道
、
茨
城
、
群
馬
、
千
葉
、
東
京
、
新
潟
、

富
山
、
岐
阜
、
香
川
、
鳥
取
、
大
阪
市
、
広
島
市

九
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一ｄ
そ
の
他
　
２
　
徳
島
、
名
占
屋
市

Ｃ

の
公
開

の
う
ち
２
館
が
、　
一
部
非

の
う
ち
１
館
が
非
公
開
と
な

っ
て
お
り
、

間
８
の
項
目

の
中

で
非
公
開
が
最
も
多
く
な

っ
て
い
る
。
戸
籍

の
記
載

で
特

に

個
人
が
知
ら
れ
た
く
な
い
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
ど
の
館

で
も
非
公
開
と
考
え

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

公
開
の
２
館
は
、
他
の
項
――
す

べ
て
に

つ
い
て
も
公
開

の
立
場
を
と

っ
て
い

る
。
福
島

の
場
合
は
、
研
究
者
を
対
象
と
し
て
お
り
、
資
料
請
求

の
際
に
担
当

者
が
そ
の
都
度
判
断
す
る
と
い
う
形

で
、
個
別
の
ケ
ー
ス
に
よ

っ
て
非
公
開
も

あ
り
得
る
と
し
て
い
る
。
埼
玉
は
、
原
課
と
の
協
議

に
よ

っ
て
公
開
非
公
開
を

決
定
し
て
お
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
す

べ
て
公
開
と
の
回
答
を
行

っ
て
い
る
。

従

っ
て
、
以
上

の
２
館
は
館
独
自

の
基
準
を
持

っ
て
い
る
訳

で
は
な
い
た
め
公

開
と
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
基
準

に
基
づ
い
て
項
目
を
検

――‐ｌ
し
て
い
る
と
は

い
え
な
い
。

ま
た
、
０
と
②
の
ち
が
い
を
み
る
と
、
３
館
は
、
記
載
の
あ
る
な
し
で
公
開

非
公
開
を
変
え
て
お
り
、
戸
籍
だ
か
ら
と
い
っ
て
非
公
開
と
は
し
な
い
と
い
う

立
場
で
あ
る
。
記
載
に
か
か
わ
ら
ず
戸
籍
そ
の
も
の
を
非
公
開
と
し
て
い
る
の

は
９
館
で
あ
り
、
半
数
は
そ
の
立
場
を
と
る
と
い
え
る
。

戸
籍
に
関
し
て
は
、
様
式
と
し
て
非
公
開
と
す
べ
き
か
記
載
内
容
に
よ

っ
て

非
公
開
と
す
べ
き
か
と
い
う
立
場
の
違
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
現
在
の
と

こ
ろ
、
様
式
と
し
て
の
非
公
開
が
■
流
と
い
え
る
。

‐２
　
問
８

（３
）
０
に
つ
い
て
∧
履
歴
書

・
叙
勲
受
章
申
請
∨

「
ａ
公
開
　
　
５
　
福
島
、
茨
城
、
群
馬
、
埼
玉
、
鳥
取

九

六

ｂ

一
部
非
　
４
　
一暴
都
、
和
歌
山
、
香
川
、
広
島

ｃ
非
公
開
　
８
　
北
海
道
、
千
葉
、
東
京
、
新
潟
、
富
山
、
岐
阜
、

大
阪
市
、
広
島
市

ｄ
そ
の
他
　
９
・　
徳
島
、
名
古
屋
市

問
８

（３
）
②
に
つ
い
て

∧
履
歴
書

・
任
用
人
事
異
動
の
公
務
員
の
場
合
∨新

潟
、
富
山
、

問
８

（３
）
０
に
つ
い
て

∧
履
歴
書

・
学
校
開
設
、
会
社
設
立
の
申
請
∨

ａ
公
開
　
　
４
　
福
島
、
群
馬
、
埼
玉
、
鳥
取

ｂ

一
部
非
　
６
　
新
潟
、
宮
山
、
京
都
、
和
歌
山
、
香
川
、
広
島

ｃ
非
公
開
　
７
　
北
海
道
、
茨
城
、
千
葉
、
東
京
、
岐
阜
、
大
阪
市
、

広
島
市

ｄ
そ
の
他
　
２
　
徳
島
、
名
占
屋
市

戸
籍
に
比
べ
る
と
公
開
す
る
館
が
や
や
多
く
な

っ
て
い
る
。
０
～
Ｃ
で
多
少

館
に
よ
る
バ
ラ
つ
き
は
あ
る
も
の
の
、
ほ
ぼ

（
２
）
の
①
と
同
じ
傾
向
、
す
な

わ
ち
履
歴
に
つ
い
て
は
戸
籍
の
記
載
な
し
と
同
様
の
取
り
扱
い
と
考
え
て
よ
い

と
思
わ
れ
る
。

d      C  b  a
そ   非 一 公

組  翁 ll開
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ｄ
そ
の
他
　
２
　
徳
島
、
名
古
屋
市

こ
の
項
目
は
、
（
２
）
の
２
と
同
じ
傾
向
、
す
な
わ
ち
病
摩
に
つ
い
て
は
Ｆ

籍
の
記
載
あ
り
と
同
様
の
取
り
扱
い
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
．

（群
馬
が

（
２
）
の
２
で
は
非
公
開
で

（
４
）
で
は

一
部
非
に
な
っ
て
い
る
が
理
由
は
わ

■
一は
戸
籍
の
記
載
な
し
と
同
じ
で
、
２
は
戸
籍
の
記
載
あ
り
と
―‐――
じ
傾
向
と

考
え
て
よ
い
。
０
で
は
、
鳥
取
が

（
２
）
の
０
で
公
開
で
あ

っ
た
も
の
が
非
公

開
と
な

っ
て
い
る
た
め
、
公
開
の
館
が
１
館
少
な
い
ｃ
ま
た
、
茨
城
が
●
は
公

開
で
、
２
が
非
公
開
と
な

っ
て
お
り
、
そ
の
他
の
館
は
す

べ
て
、
成
績
の
善
し

悪
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
公
開
非
公
開
の
立
場
を
変
え
て
い
な
い
。

‐８
　
問
８

（６
）
■
に
つ
い
て
∧
懲
戒

・
生
徒
∨

２
　
福
島
、
埼
玉

４
　
群
馬
、
京
都
、
和
歌
山
、
広
島

９
　
茨
城
、
千
葉
、
東
京
、
新
潟
、
宮
山
、
岐
阜
、

鳥
取
、
大
阪
市
、
広
島
市

３
　
北
海
道
、
徳
島
、
名
古
屋
市

２
に
つ
い
て
∧
懲
戒

・
公
務
員
∨

２
　
福
島
、
埼
玉

非
　
４
　
群
馬
、
京
都
、
和
歌
山
、
広
島

開
　
９
　
千
葉
、
東
京
、
新
潟
、
宮
山
、
岐
阜
、

香
川
、
大
阪
市
、
広
島
市

ｄ
そ
の
他
　
４
　
北
海
道
、
茨
城
、
徳
島
、
名
古
屋
市

●
２
と
も
戸
籍
の
記
載
あ
り

・
病
歴
と
同
じ
傾
向

で
あ
る
。
茨
城
は
●
が
非

公
開

で
０
が
そ
の
他
と
対
応
が
違

い
、
香
川
は
０

の
簿
冊
が
な
い
た
め
２

で
の

み
非
公
開
と
な

っ
て
い
る
。

２０
　
問
８

（
７
）
０
に

つ
い
て
∧
裁
判
記
録
∨

「
ａ
公
開
　
　
４
　
福
島
、
埼
玉
、
新
潟
、
岐
阜

九
七

か
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〔し
取

ｄ

そ

の
他

　
４

関
覧
制
限
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
結
果
分
析

）
に
つ
い
て
∧
病
歴

・
遺
伝
性
疾
患
∨

２
　
福
島
、
埼
Ｒ

４
　
群
馬
、
京
都
、
和
歌
山
、
広
島

Ｈ
　
北
海
道
、
茨
城
、
千
葉
、
東
京
、

岐
阜
、
香
川
、
鳥
取
、
大
阪
市
、

陽‖ 引

9   3

5 1也

一０
に
つ
い
て
∧
学
業
成
績

・
優
秀
∨

３
　
福
島
、
茨
城
、
埼
玉

３
　
群
馬
、
和
歌
山
、
広
島

・８
　
千
葉
、
東
京
、
新
潟
、
宮
山
、
岐
阜
、

大
阪
市
、
広
島
市

４
　
北
海
道
、
京
都
、
徳
島
、
名
占
犀
市

０
に
つ
い
て
∧
学
業
成
績

・
劣
等
∨

９
・　
福
島
、
埼
玉

群
馬
、
和
歌
山
、
広
島

茨
城
、
千
葉
、
東
京
、
新
潟
、
宮
山
、
岐
阜

鳥
取
、
大
阪
市
、
広
島
市

北
海
道
、
京
都
、
徳
島
、
名
古
屋
市 新

潟
、
富
山
、

広
島
市鳥

取
、



関
覧
制
限
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
結
果
分
析

ｂ

一
部
非
　
３
　
群
馬
、
和
歌
山
、
広
島

ｃ
非
公
開
　
７
　
千
葉
、
東
京
、
富
山
、
香
川
、
鳥
取
、
大
阪
市
、

広
島
市

ｄ
そ
の
他
　
５
　
北
海
道
、
茨
城

（該
当
文
書
な
し
）
、
京
都
、

徳
島
、
名
古
屋
市

②
に
つ
い
て
∧
小
作
調
停

・
行
政
訴
訟
∨

４
　
福
島
、
茨
城
、
埼
玉
、
岐
阜

群
馬
、
富
山
、
和
歌
山
、
広
島

千
葉
、
東
京
、
香
川
、
鳥
取
、
大
阪
市
、
広
島
市

北
海
道
、
京
都
、
徳
島
、
名
古
屋
市

し
と
同
じ
傾
向
と
い
え
る
。
（
２
）

に
比

べ
て
非

て
い
る
館
が
多
い
が
、
①
で
は
茨
城
が
該
当
文
書

と
な

っ
て
お
り

（②
で
は
公
開
）
、
北
海
道
は
①

っ
て
い
る
。

は

「
要
注
意
公

の
私
生
活
∨

広
島

岐
阜
、
香
川
、
鳥
取
、

九
八

一ｄ
そ
の
他
　
４
　
茨
城
、
京
都
、
徳
島
、
名
古
屋
市

戸
籍
の
記
載
あ
り
と
同
じ
傾
向
と
い
え
る
。

２３
　
問
８
全
体
に
つ
い
て

間
８
全
体
と
し
て
は
、
２
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
、
Ａ
戸
籍
の
記
載
な
し
パ

タ
ー
ン

（族
籍
、
履
歴
書
、
争
訟
）
と
、
Ｂ
戸
籍
の
記
載
あ
リ
パ
タ
ー
ン

（病

歴
、
学
業
成
績
、
懲
戒
、
私
生
活
）
と
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
Ａ
パ
タ
ー
ン
は
、
公
開

・
一
部
非
が
４
館
、
非
公
開
が
そ
の
倍
の
８
～
‐０

館
・
Ｂ
パ
タ
ー
ン
は
、
公
開
が
２
館
、　
一
部
非
が
そ
の
倍
の
４
館
、
非
公
開
が

さ
ら
に
そ
の
倍
の
８
館

と
い
う
状
況
と
な

っ
て
い
る
。

問
８
の
す
べ
て
の
項
目
に
つ
い
て

開   ② な 公

842に 開 公 は る の わ 載 464
つ L じ‖ メト ゛ イ也 つ な

含者鷲堀美::,
どギ尾壇婚でカミを
需共和 埼慰86
棗諮 ィキ与

=三 ` ｀   動 い て 部
・  る  ｀

非
個  °

戦 と
人   前 な

ル

回
24答

福
島

・
埼
玉
の
２
館

和
歌
山

・
広
島
の
２
館

千
葉

・
東
京

・
大
阪
市

・
広
島
市
の
４
館

徳
島

・
名
古
屋
市
の
２
館

回
答
が
な
か

っ
た
館
で
は
次
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

栃
木
↓
今
後
の
課
題

愛
知
↓
Ｌ
務
課
が
愛
知
県
公
文
書
公
開
条
例
第
６
条
の
規
定
を
準

用
し
て
判
断

大
阪
↓

「個
人
の
思
想
、
宗
教
、
身
体
的
特
徴
、
健
康
状
態
、
家
族

す
べ
て
公
開

す
べ
て

一
部
非

す
べ
て
非
公
開

す
べ
て
そ
の
他



構
成
、
職
業
、
学
歴
、
出
身
、
住
所
、
所
属
団
体
、
財
産
、　
　
　
　
　
　
茨

所
得
等

に
関
す
る
情
報
」
は
非
公
開
と
し
て
い
る

兵
庫
↓
文
書
課
よ
り
原
課

に
公
開
可
否
を
照
会
し
、
取
り
ま
と
め
の

う
え
、
公
館

に
通
知

（引
継
）
し
て
い
る

原
課
が
個
別
に
判
断
し
て
お
り
、
統

一
的
な
同
答
は
困
難

で

あ

る

山
口
↓
簿
冊
文
書
を
逐

一
点
検
し
て
い
な
い
た
め
、
人
権
侵
害
し

な
い
こ
と
を
注
記
し
た
閲
覧
票
で
請
求
さ
せ
て
い
る

２５
　
問
９
自
由
記
述

（１６
館
で
記
載
が
あ
り
、
そ
の
内
容
は
以
下
の
通
り
）

北
海
道

↓
個
人
情
報
を
含
む
文
書
を
非
公
開
と
す
る
期
間
に
つ
い
て
、

拠
り
ど
こ
ろ
と
す
べ
き
も
の
が
な
い
た
め
具
体
的
な
取
り
扱
い

に
つ
い
て
は
、

「
利
用
に
供
し
な
い
文
書
館
資
料
の
取
扱
基
準
」

に
準
拠
し
、
非
公
開
期
間
を
設
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
期
間
が

一妥
当
な
も
の
か
ど
う
か
の
判
断
に
苫
慮
し
て
い
る
。

福
　
島

↓
昭
和
四
十
五
年
の
開
館
以
降
、
閲
覧
者
は
研
究
者
が
中
心
で
　
　
　
　
　
　
群

閲
覧
の
目
的
を
も

っ
て
来
館
す
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
閲
覧
者

の
探
索
資
料
に
つ
い
て
職
員
が
よ
く
話
を
聞
い
て
対
応
す
る
。

資
料
館
に
収
蔵
さ
れ
た
資
料
は
す
べ
て
公
開
を
原
則
と
す
る
が
、

個
々
の
資
料
に
関
係
す
る
担
当
者
が
閲
覧
者
に
資
料
の
内
容
を

説
明
し
、
時
に
は
非
公
開
と
す
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
氏
名
に

つ
い
て
は
非
公
開
、
研
究
論
文
に
掲
載
す
る
時
は
記
号
付
、
掲

載
論
文
の
寄
贈
を
義
務
づ
け
て
い
る
。

閲
覧
制
限
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
結
果
分
析

城

↓
当
館

で
は
廃
棄
さ
れ
た

「
公
文
書
」
を
歴
史
的

・
学
術
的

・

文
化
的
価
値

の
観
点
か
ら
収
集

・
整
理

・
調
査

・
研
究
し
、
公

開
す
る
こ
と
を
大
原
則
と
し
て
い
る
。

「
要
再
点
検
文
書

の
取

扱

い
に

つ
い
て
」
は
、
そ
の
精
神
を
将
来

に
わ
た

っ
て
担
保
す

る
手
法

の

一
つ
と
し
て
、
担
当
部
署

（史
料
室
）
が
協
議
検
討

し
、
館
Ｌ
層
部
関
係
者

の
ｆ
解
を
得

て
内
部
資
料
と
し
て
作
成

し
た
も
の
で
あ
る
。

歴
史
的

・
学
術
的

・
文
化
的

「
資
料
」

に

つ
い
て
は
、
最
大

限
公
開
す
る
方
向

で
取
り
組
ん
で
い
る
が
、
利
用
者

の
責
任
と

の
兼
ね
合

い
で
公
開

の
ス
タ

ン
ス
も
広
が
る
と
思
う
。
機
械
的
、

ア
リ
バ
イ
証
明
的
な
公
開

ス
タ
ン
ス
は
、
資
料
全
体

の
価
値
を

お
と
し
め
か
ね
な
い
。
公
開

・
非
公
開
は
、
資
料
提
供
者
と
資

料
利
用
者
と
の
対
話

の
過
程

（物
理
的
時
間
を
含
む
）
か
ら
具

体
的

に
考
え
て
い
き
た
い
。

馬
↓

こ
れ
ま

で
の
当
館

の
関
覧
制
限

に

つ
い
て
の
具
体
的
な
取
り

決
め
は
、
お
も
に
戦
前
文
書
を
対
象
と
し
て
整
理
し
て
い
る
段

階

で
生
じ
て
き
た
問
題
点

に
沿

っ
て
関
係
各
機
関
と
の
協
議
、

指
導
を
受
け
、
決
定
し
て
き
た
。
今
後
、
よ
り
現
在

に
近

い
文

書
を
整
理

・
公
開
し
て
い
く
上

で
、
そ
れ
ら
に

つ
い
て
再
検
討

す
る
必
要
を
感
じ
て
い
る
。
公
開

・
非
公
開
と
な

っ
て
い
る
文

書

の
今
後

に

つ
い
て
は
、
未
だ
検
討
し
て
い
な
い
が
、
相
当
時

間
経
過
後

の
指
定
事
由
変
更
に

つ
い
て
、
具
体
的
な
内
容
ご
と

九
九



埼千新

関
覧
制
限
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
結
果
分
析

に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

っ
て
い
る
。

玉
↓
当
館

の
扱

っ
て
い
る
行
政
資
料
は
大
別
し
て
、
知
事
部
局
等

か
ら
管
理
委
任

（教
育
局
は
引
継
委
任
）
さ
れ
る
第

一
種
文
書

（
十

一
年
以
上
保
存
、
永
年
保
存
）

と
、

第

二
～
五
種

文
書

（有
期
限
）

で
廃
棄
さ
れ
た
も
の
の
中
か
ら
収
集

し
た
文
書
と

し
て
保
存
利
用
さ
れ
て
い
る

「
歴
史
資
料
」
が
あ
る
。
前
者
は

そ
の
性
格
Ｌ
、
原
課

（文
書
作
成
課
）
の
第

一
次
判
定
に
基
づ

き
閲
覧
室

で
利
用
に
供
し
て
お
り
、
非
公
開
文
書

の
請
求

に

つ

い
て
は
、
知
事
部
局
総
務
部
公
文
書

セ
ン
タ
ー

（同
建
物
内
）

に
そ
の
対
応
を
引
継

い
で
い
る
。
後
者

に

つ
い
て
は
、
情
報
公

開
条
例

の
適
用
外

で
あ
る
た
め
、
館
と
し
て
個
人
情
報

の
有
無

を
確
認
し
、
史

に
原
課
と
の
協
議
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
厳

正

に
対
応
し
て
い
る
。
設
置
Ｌ
体

（知
事
部
局

・
教
育
局
）

の

別
、
情
報
公
開
条
例

の
有
無
及
び
関
連
、
収
集
保
存
す
る
文
書

の
性
格

に
よ

っ
て
、
公
開
非
公
開
並
び
に
関
覧
制
限

の
条
件
等

も
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

菓
↓
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行

の
た
め
公
開

・
非
公
開

の
見
直
し

判
定
作
業
が
追
加

に
な

っ
た
。

潟
↓
非
公
開
史
料
検
討
委
員
会

の
判
断
が
常

に

一
定

の
基
準

で
行

わ
れ
る
よ
う
、
過
去

に
検
討
し
た
事
例
及
び
結
果
を
記
録
し
、

積
み
重
ね
て
い
く
よ
う
に
し
て
い
る
。

山
↓
当
館

で
も
永
久
保
存

の
現
用
公
文
書

の
間
覧
を
今
後
検
討
す

　̈ハ）
（）

る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

」示
　
都
↓
行
政
文
書
の
当
館
に
お
け
る
閲
覧
制
限
と
情
報
公
開
条
例
と

の
関
連
の
調
整
に
つ
い
て
、
多
く
の
検
討
を
要
し
た
。
当
館
で

保
存
し
て
い
る
府
の
永
年
保
存
文
書
は
、
情
報
公
開
の
対
象
文

書
で
も
あ
る
た
め
、
当
館
で
閲
覧
制
限
が
で
き
る
の
は
、
学
術

調
査
研
究
目
的
の
場
合
の
み
で
、
そ
れ
以
外
の
関
覧
に
つ
い
て

は
、
主
務
課
又
は
府
政
情
報
セ
ン
タ
ー
を
案
内
し
て
い
る
。
又

選
別
し
た
有
期
限
文
書
に
つ
い
て
は
、
当
館
の
規
程
で
関
覧
で

き
る
ま
で
の
間
は
、
引
続
き
情
報
公
開
の
対
象
と
な
る
こ
と
と

し
た
。
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
現
在
府
で
個
人
情

報
保
護
条
例
制
定
が
検
討
さ
れ
て
お
り
、
文
書
館
で
提
供
で
き

る
情
報
等

（著
名
な
故
人
に
関
す
る
情
報
等
）
の
関
連
も
含
め

て
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
を
検
討
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

和
歌
山
↓
当
館
に
つ
い
て
は
、
開
館
後

一
年
経
過
し
た
状
況
で
あ
る
の

で
、
今
後
閲
覧
制
限
に
は
様
々
な
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

現
在
の
と
こ
ろ
、
個
人
情
報
に
関
し
て
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保

護
を
基
本
と
し
て
い
る
。

鳥
　
取
↓

一
部
非
公
開
の
文
書
で
あ
る
が
、
非
公
開
部
分
の
特
定
が
出

来
て
い
な
い
も
の
が
か
な
り
あ
り
、
特
定
す
る
の
に
相
当
の
時

間
を
要
す
る
。

山
　
口
↓
あ
く
ま
で
も
人
権
侵
害
し
な
い
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
閲
覧

請
求
を
受
付
け
て
い
る
。
必
要
と
思
わ
れ
る
場
合
に
は
、
日
頭



で
注
意
を
添
え
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
特
別
な
問
題
を
発
生
さ
せ

て
い
な
い
。

徳
　
島
↓
公
開
に
は
柔
軟
な
対
応
と
か
な
り
難
し
い
判
断
が
必
要
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
人
権
に
関
わ
る
問
題
は
、
す
べ
て
統

一
的

な
基
準
だ
け
で
切
り
捨
て
る
こ
と
が
正
し
い
と
は
考
え
ら
れ
な

い
し
、
時
間
が
解
決
し
て
く
れ
る
問
題
も
多
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、

原
則
公
開
を
守
ら
な
け
れ
ば
と
考
え
る
。
し
か
し
仕
事
を
進
め

て
い
く
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
基
準
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。

香
　
川
↓
当
館
に
は
、
文
書
課
よ
り
引
き
継
が
れ
た
戦
前
公
文
書
は
非

常
に
少
な
く

（
．
一〇
０
冊
程
度
）
、
出
先
機
関
か
ら
収
集
し
た

文
書
を
あ
わ
せ
て
も
一
．０
０
冊
程
度
の
公
開
公
文
書
で
開
館
と

な

っ
た
。
現
在
昭
和
三
十
年
代
の
公
文
書
に
つ
い
て
公
開
協
議

を
進
め
て
い
る
が
、
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
最
低
で
も
八
０
年

程
度
の
経
過
は
要
す
る
と
い
う
判
断
で
、
慎
重
に
対
応
し
て
い

フ
Ｏ
。

名
古
屋
市
↓
非
公
開
事
由
の
具
体
的
判
断
基
準
の
作
成
が
難
し
く
苦
慮

し
て
い
る
。
ま
た
非
公
開
資
料
を
学
術
研
究
の
た
め
利
用
提
供

（公
開
）
す
る
に
あ
た

っ
て
の
具
体
的
な
取
扱
い
基
準
も
作
成

で
き
て
い
な
い
。

情
報
公
開
制
度
で
の
取
扱
い
れ
、
行
政
運
営
情
報
や
国
等
と

の
協
力
関
係
情
報
に
該
当
し
非
公
開
と
さ
れ
た
公
文
書
は
、
公

文
書
館
に
引
き
継
い
だ
後
で
あ

っ
て
も
、
完
結
後
三
〇
年
経
過

閲
覧
制
限
ア
ン
ケ
ー
ト
の
同
答
結
果
分
析

し
た
か
ら
と
い
っ
て
公
開
す
る
こ
と
は
難
し
い
状
況
に
あ
る
。

広
島
市
↓
保
存
年
限
満
ｆ
後
、
廃
棄
ま
た
は

一
般
の
利
用
に
供
す
る
こ

と
を
前
提
と
し
た
選
別

・
整
理

・
目
録
作
成
を
行
う
ま
で
の
間

（三
０
年
原
則
を
と

っ
た
場
合
の
保
存
満
ｆ
時
か
ら
三
０
年
経

過
ま
で
の
間
、
い
わ
ゆ
る
中
間
保
管
中
）
の
文
書
に
つ
い
て
、

公
文
書
公
開
制
度

・
公
文
書
館
制
度
の
い
ず
れ
を
適
用
さ
せ
る

べ
き
か
疑
間
で
あ
る
。

お
　
わ
　
り
　
に

以
■
が
、
閲
覧
制
限
に
関
す
る
各
公
文
書
館

へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
で
あ
る
。

各
館
に
よ

っ
て
実
状
は
大
き
く
違
う
が
、
傾
向
と
し
て
は
あ
る
程
度
出
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
各
館
の
実
状
は
、
埼
玉
県
立
文
書
館
の
主
張
に
あ
る
通
り
、

設
置
卜
体
の
違
い

・
公
文
書
の
引
継
形
態

・
情
報
公
開
条
例
と
の
関
連
に
よ
っ

て
左
右
さ
れ
て
お
り
、
全
国
的
に
統

一
し
た
基
準
の
作
成
の
難
し
さ
が
そ
こ
か

ら
は
わ
か
る
が
、
そ
れ
ら
を
越
え
て
普
遍
的
基
準
の
作
成
を
め
ざ
す
の
が
、
公

共
の
公
文
書
館
の
使
命
で
あ
ろ
う
。

ア
ン
ケ
ー
ト
に
は
、
非
公
開
文
書
の
解
除
期
限
に
関
す
る
質
問
事
項
が
な
か
っ

た
が
、
自
由
記
述
の
内
容
か
ら
み
て
、
ど
の
よ
う
に
非
公
開
部
分
を
特
定
す
る

か
と
い
う
点
に
重
点
が
あ

っ
て
、
解
除
期
限
ま
で
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
と
い

う
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
。

非
公
開
の
特
定
と
い
う
点
だ
け
で
考
え
て
も
、
情
報
公
開
条
例
の
適
用
を
受

一
〇

＾



閲
覧
制
限
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
結
果
分
析

け
れ
ば
、
条
例
の
非
公
開
が
そ
の
ま
ま
準
用
さ
れ
る
し
、
文
書
作
成
部
課
が
非

公
開
を
指
定
し
て
く
れ
ば
そ
れ
を
無
視
し
て
館
独
自
に
公
開
す
る
と
い
う
の
も

困
難
で
あ
る
。
し
か
し
情
報
公
開
条
例
は
各
地
方
公
共
団
体
で
個
人
情
報
の
定

義
も
、
不
開
示
情
報
の
内
容
も
違

っ
て
い
る
。
た
だ
そ
れ
を
適
用
さ
せ
て
い
る

だ
け
で
は
公
文
書
館
と
し
て
の
存
在
価
値
を
問
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ

ら
各
条
例
の
最
大
公
約
数
を
と

っ
て
非
公
開
基
準
を
作
る
作
業
の
積
み
重
ね
に

よ

っ
て
、
全
国
共
通
の
非
公
開
基
準
が
作
ら
れ
、
各
地
方
公
共
団
体
の
条
例
を

超
え
て
歴
史
資
料
の
提
供
と
い
う
公
文
書
館
の
役
割
が
果
た
せ
る
の
で
あ
る
。

歴
史
資
料
の
公
開
非
公
開
の
基
準
と
い
う
普
遍
性
を
も

つ
こ
と
に
よ

っ
て
、
書

類
作
成
部
課
の
利
害
を
超
え
て
、
公
文
書
館
独
自
の
判
断
が
優
先
さ
れ
る
体
制

づ
く
り
へ
と

つ
な
が

っ
て
い
く
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

す
べ
て
を
公
開
す
る
こ
と
で
歴
史
資
料
の
公
開
と
い
う
責
任
を
果
た
す
と
い

う
考
え
方
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
そ
の
館
が
こ
れ
ま
で
や

っ
て
き
た
経
験
に
基

づ
く
主
張
で
あ

っ
て
、
経
験
の
乏
し
い
他
の
館
が
援
用
で
き
る
論
理
で
は
な
い
。

全
国
の
館
、
こ
れ
か
ら
作
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
館
を
も
視
野
に
入
れ
て
、
ど
の
条

例
の
も
と
で
も
公
文
書
館
と
し
て
の
主
張
の
出
来
る
普
遍
性
の
あ
る
基
準
と
い

う
も
の
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
非
公
開
基
準
は
、
解
除
の
期
限
が
あ

っ
て
完
成
す
る
も
の
で
あ
る
。

非
公
開
は
特
定
で
き
て
も
、
そ
れ
を
永
遠
に
非
公
開
の
ま
ま
と
い
う
の
で
は
基

準
と
は
な
り
得
な
い
。
歴
史
資
料
と
し
て
、
後
世
の
評
価
を
待

つ
と
い
う
こ
と

も
方
法
と
し
て
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
あ
る
年
数
を
決
め
た
上
で

解
除
の
段
階
で
も
う

一
度
検
討
す
る
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
、
現
実
に
は
い
つ

一
∩
】
´

ま
で
も
非
公
開
が
解
除
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
り
、
や

は
り
公
文
書
館
自
体
の
在
り
方
を
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

完
壁
な
基
準
と
い
う
も
の
を
現
時
点
で
求
め
る
こ
と
は
無
理
が
あ
る
。
し
か

し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
基
準
を
作
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
る
ま
い
。

自
館
の
、
し
か
も
現
在
所
蔵
の
も
の
の
み
に
通
用
す
る
基
準
で
事
足
れ
り
と
す

る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
将
来
に
わ
た
る
、
他
県
に
お
い
て
も
準
用
で
き
る
、

普
遍
性
を
指
向
し
た
基
準
が
作
ら
れ
て
い
く
こ
と
が
理
想
で
あ
る
。
そ
れ
は
公

文
書
館
に
課
せ
ら
れ
た
大
き
な
課
題
の

一
つ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
で

あ
ろ
う
。

※
な
お
、
本
報
告
は
、　
一
、
三
を
小
玉
誠

一
郎

（公
文
書
課
長
）
、
五
の
１
～

８
を
高
橋
務

（前

・
公
文
書
課
専
門
員
）
、
そ
の
他
を
佐
藤
隆

（
現

・
公
文
書

課
専
門
員
）
が
担
当
し
た
。



二冥
　
報

（平
成
八
年
度
）

一　
展
示

今
年
度
は
古
文
書
課
が
担
当
し
、
館
蔵
資
料
紹
介

展
と
企
画
展
の
三
度
の
展
示
を
行

っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ

の
展
示
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

・
館
蔵
資
料
紹
介
展

「秋
田
を
訪
れ
た
国
日
付
」

期
間
　
八
月
二
―
五
日
～
九
月
二
十
三
日

国
日
付
と
は
江
．戸
幕
府
が
諸
藩

へ
派
遣
し
た
監
察

役
人
の
こ
と
で
、
秋
田
藩
に
は
元
禄
、
宝
暦
、
文
政
、

嘉
永
の
四
回
派
遣
さ
れ
た
。
慢
性
的
な
財
政
難
に
苦

し
む
な
か
、
国
目
付
に
ど
の
よ
う
に
応
対
す
る
か
と

い
う
こ
と
は
藩
の
存
続
に
関
わ
る
大
き
な
政
治
課
題

で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
、
数
々
の
資
料
が
残
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
展
示
で
は
、
年
代
ご
と
に
コ
ー
ナ
ー
を
設

け
て
こ
れ
ら
の
関
係
資
料
を
紹
介
し
た
。

主
な
展
示
資
料
と
し
て
、
国
目
付
を
迎
え
る
に
あ

た

っ
て
藩
か
ら
出
さ
れ
た
被
仰
渡
や
条
日
、
国
目
付

に
提
出
さ
れ
た
城
絵
図

・
城
下
絵
図
の
控
、
家
譜

・

国
典
類
抄

ｏ
国
日
付
Ｆ
向
取
纏
記
録
な
ど
の
記
録
を

紹
介
し
た
。

・
企
画
展

「享
保
年
間
の
秋
田
藩
　
今
宮
義
透
の
領
内
調
査
」

期
間
　
十
月
十
七
日
～
十

一
月
二
十
二
日

彙

報

江
戸
幕
府

の
見
当
山
調
査
命
令
を
き

っ
か
け
に
、

秋
田
藩

で
は
享
保
年
間
に
大
が
か
り
な
領
内
調
査
が

行
わ
れ
た
。

こ
の
過
程

で
収
集

・
作
成
さ
れ
た
資
料

を
、
①
見
当
山
調
査
②
今
宮
義
透

の
領
内
調
査
③
国

絵
図
改
正
と
村
名
改

の
三

コ
ー
ナ
ー
を
設
け
て
紹
介

し
た
。

①
で
は
、
調
査
の
過
程
で
従
来
の
国
絵
図
の
誤
り

を
発
見
し
、
幕
府
に
国
絵
図
改
正
を
出
願
す
る
ま
で

の
時
期
を
対
象
と
し
た
。
調
査
前
と
後
の
絵
図

（部

分
）
を
一
．枚
並
べ
て
展
示
し
、
従
来
の
絵
図
の
誤
り

を
わ
か
り
や
す
く
示
し
た
。

②
で
は
、
家
老
今
宮
義
透
の
指
揮
の
元
に
実
施
さ

れ
た
領
内
調
査
開
始
か
ら
、
担
当
者

へ
の
論
功
行
賞

に
至
る
ま
で
の
時
期
を
対
象
と
し
た
。
黒
印
高
帳
な

ど
の
ほ
か
、
調
査
の
過
程
で
作
成
さ
れ
た
郡
絵
図

・

町
絵
図
な
ど
を
紹
介
し
た
。

③
で
は
、
領
内
調
査
終
了
後
の
、
幕
府
と
の
国
絵

図
改
正
交
渉
の
再
開
か
ら
、
藩
が
改
正
願
い
を
撤
回

す
る
に
至
る
ま
で
を
対
象
と
し
た
。
交
渉
の
段
階
で

作
成
さ
れ
た
書
状
な
ど
を
中
心
に
紹
介
し
た
。

両
展
示
と
も
に
短
期
間
で
の
準
備
と
な
り
、
展
示

開
催
の
案
内

・
告
知
が
や
や
不
足
で
は
あ

っ
た
が
、

大
型
の
絵
図
を
ふ
ん
だ
ん
に
組
み
込
ん
で
の
展
示
に
、

来
場
者
は
圧
倒
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
今
後
は
、

案
内
方
法
の
改
善
を
含
め
、
資
料
説
明
を
さ
ら
に
工

夫
す
る
な
ど
来
場
者

へ
の
配
慮
を
充
実
さ
せ
、
よ
り

親
し
ま
れ
る
展
示
と
し
た
い
。
　

　

（加
藤
昌
宏
）

二
　
講
座

○
古
文
書
解
読
講
座

（入
門
講
座
）

今
年
度
の
入
門
講
座
は
、
五
月
二
十
八

・
ニ
ト
九

・

三
．十
日
の
一二
日
間
、
公
文
書
館
三
階
多
目
的
ホ
ー
ル

を
会
場
に
行
わ
れ
、
四
十
五
名
の
参
加
者
が
熱
心
に

解
読
に
取
り
組
ん
だ
。
こ
の
よ
う
な
機
会
を
通
じ
て
、

史
料
保
存
に
対
す
る
理
解
が
高
ま
る
こ
と
を
期
待
し

た
い
。
講
座
内
容

・
講
師
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

講
座
①

（
一
）
近
世
文
書
の
文
体

（候
文
）
の
特
色

を
知
る
。
分
し

一‐候
」
を
使

っ
た
多
様
な
用
例
を

知
り
意
味
を
理
解
す
る
。
　
　
　
　
　
柴
田
次
雄

講
座
②

（
一
）
近
世
文
書
に
頻
出
す
る
漢
文
的
な
用

例

・
用
語
を
知
る
。
公
し

送
り
仮
名

（助
詞
）

の
省
略
と
、
頻
出
す
る
送
り
仮
名
の
漢
字

・
当
て

字
の
例
を
知
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
勝
美

講
座
③

（
一
）
特
色
あ
る
当
て
字
の
用
例
を
知
る
。

（
二
）
十
千
十
二
支

ｏ
月
の
異
称

・
時
刻
の
表
記

を
知
り
異
体
字
の
例
を
知
る
。
　
　
　
越
中
正

一

講
座
④
演
習
　
近
世
文
書
を
読
む

（国
典
類
抄

・
御

亀
鑑
）
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幸
野
義
夫

講
座
⑤
演
習
　
近
世
文
書
を
読
む

（御
亀
鑑
）
。

柴
田
次
雄

講
座
⑥
講
義
　
占
文
書
解
読
の
道
じ
る
べ

鈴
木
　
登

（煙
山
英
俊
）

一
〇
三



彙
　
報

○
古
文
書
解
読
講
座

（専
修
講
座
）

今
年
度

の
専
修
講
座
は
、
八
月
二
日
、
公
文
書
館

三
階
多
目
的

ホ
ー
ル
を
会
場

に
、
四
卜
七
名

の
参
加

者
を
迎
え
て
行
わ
れ
た
。
講
座
内
容

・
講
師
は
次

の

通
り
で
あ
る
。

講
座
●

一
今
宮
大
学

の
領
内
調
査

」

講
座

，
二

秋
田
藩
家
老

の
横
浜
港
視
察
」

（
な
お
、
詳
細
は

「
公
文
書
館
だ
よ
り
』

紹
介
済
み
）

伊
藤
勝
美

柴
Ｈ
次
雄

“弟
五
‐‐ザ
で

専
修
講
座
は
、
解
読

の
状
礎
的
知
識

の
あ
る
方
を

対
象

に
し
て
お
り
、
少
々
難
度

の
高

い
講
座
を
準
備

し
た
の
で
あ
る
が
、
受
講
者
か
ら
は
テ
キ
ス
ト
の
量

・

レ
ベ
ル
と
も
に
ち

ょ
う
ど

よ
い
と
の
声
が
１‥―‥
倒
的

で

あ

っ
た
。
今
回
の
受
講
者
の
約
半
数
が
昨
年
以

――ｌｊ
本

館

の
講
座
を
受
講
し
た
経
験
が
あ
る
こ
と
も
、
受
講

者

の
レ
ベ
ル
の
上
昇
の

一
因
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
と
も
な
い
、
年
数
日
の
講
座
開
催
を
希
望

す
る
声
も
高
ま
り
、
〈
７
後

の
専
修
講
座

の
あ
り
方

に

つ
い
て
、
再
検
討

の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
講
座
開
催

の
ア
ビ
ー
ル
が
弱

い
と
の
意
見

が
受
講
者
か
ら

‐―１１
接
寄
せ
ら
れ
る
な
ど
、
講
座

の
案

内

・
告
知
方
法
を
見
直
す

べ
き
と
の
反
省
が
あ
げ
ら

れ
た
。
各
市
町
村

の
社
会
教
育
担
当
を
通
し
て
の
呼

び
か
け
な
ど
の
に
人
を
し
て
、
広
く
希
望
を
募
る
方

法
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

（加
藤
―‥‐―
宏
）

○
研
究
会

へ
の
講
師
派
遣

各
地
区
の
解
読
研
究
会

へ
職
員
を
派
遣
し
た
講
座

〓
一　
研
修

・
協
議
会

○
全
国
歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡
協
議
会
全
国

大
会第

一二
‐‐‐―
を
む
か
え
る
今
年
度
の
大
会
は
、
卜
月

．
十^
三
日
か
ら
一
．十
圧
Ｈ
ま
で
秋
田
市
文
化
会
館

ｏ

秋
田
県
公
文
書
館
を
会
場
に
開
催
さ
れ
た
。
大
会
に

参
加
し
た
館
員
の
コ
メ
ン
ト
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

・
研
修
会
Ａ

ア
ー
キ
ビ
ス
ト
と
し
て
学
ぶ
べ
き
も
の

国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
　
■
木
十
男

国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
の
＝
木
幸
男
氏
を
講

師
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
の
研
修
は
、
ア
ー
キ
ビ
ス
ト

が
必
要
と
な

っ
て
き
た
歴
史
的
経
緯
の
説
明
か
ら
始

ま
り
、
ど
の
よ
う
な
理
想
像
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の

か
、
ま
た
、
養
成
過
程
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
課
題

が
残
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
説
明
さ
れ
た
。

求
め
ら
れ
る
理
想
像
と
養
成
過
程
の
課
題
に
つ
い

て
は
、
全
史
料
協
専
門
職
問
題
特
別
委
員
会
報
告
書

Ｌ
国
立
公
文
書
館
長
諮
問
機
関
同
研
究
会
の
報
告
書

一
０
四

の
要
点
か
ら
、

ア
ー
キ
ビ
ス
ト
は
独
自

の
専
門
性
を

持
ち
、
歴
史
史
料
と
し
て
選
別

・
公
開
す
る
に
あ
た

っ

て
の
倫
理
性
が
章
要

で
あ
る
と
い
う
事
と
、
養
成

に

あ
た

っ
て
職
員
を
研
修

に
送
る
各
機
関
の
立
場
を
考

え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
が
強
調
さ

れ
て
い
た
。

そ
し
て
、
何
を
学
ぶ
べ
き
か
に

つ
い
て
は
、
公
文

書
館

の
日
常

の
業
務
と
な
る

「
記
録
管
理

・
資
料
管

理

・
展
示

・
保
存
等
」
だ
け
で
な
く
、

雇
｛̈
備
論

・

建
物
設
計
と
環
境
制
御

・
シ
ス
テ
ム
設
計
と
自
動
化

一

と
い

っ
た
運
営

に
関
す
る
こ
と
ま
で
、
多
岐

に
わ
た

る
分
野
の
知
識
ま
で
修
得
す
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と

で
あ

っ
た
。

現
在

の
日
本

で
は
諸
外
国

の
よ
う
に
発
達
し
た
公

文
書
館

の
運
営
方
法
が
確
立
し
て
い
な
い
状
態

で
あ

る
。
本
館

で
も
試
行
錯
誤
を
練
り
返
し
な
が
ら
手
作

業

で
作
業
を
進
め
て
い
る
が
、
全
国

に
あ
る
公
文
書

館
を
見

て
も
絶
対
と
思
わ
れ
る
運
営
方
法
は
無
く
、

公
文
書

の
公
開
や
選
別

・
廃
棄

に

つ
い
て
も
対
応
は

ま
ち
ま
ち
と
な

っ
て
い
る
。
同
じ
公
文
書
館
と
名
前

が
付

い
て
い
な
か
ら
、
対
応
が
異
な
る
と
い

っ
た
こ

と
が
起

こ
ら
な
い
よ
う
、
出
来
る
だ
け
早
い
時
期

に

ア
ー
キ
ビ
ス
ト
に
よ
る
統

一
さ
れ
た
公
文
書
の
公
開
、

選
別

・
廃
棄

に
つ
い
て
の
見
解
が
必
要

で
あ
ろ
う
と

―‐‐―や
つ
。

（松
本
和
義
）

は
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ｏ
研
修
会
Ｂ

記
録
史
料
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
　
石
原

一
則

発
表
内
容
は
以
ド
の
よ
う
で
あ

っ
た
。

記
録
管
理
の
主
要
テ
ー
マ
は
、
Ｃ
記
録
資
料
の
ラ

イ
フ
サ
イ
ク
ル
概
念
、
一０
記
録
作
成
に
関
す
る
管
理
、

０
ラ

ァ
イ
ル
管
理
、
一●
リ
テ
ン
シ
ョ
ン
ス
′ｒ
ジ

ュ
ー

ル
、
６
記
録
管
理
者
、
●

レ
コ
ー
ド
セ
ン
タ
ー
な
ど

が
あ
る
。

そ
の
中
で
、
記
録
資
料
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
概
念

と
は
、
人
に
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
が
あ
る
よ
う
に
、
使

用
頻
度
に
よ

っ
て
記
録
に
も
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
が
あ

る
と
す
る
考
え
方
を
言
い
、
記
録
を
現
川

‐…―^１
録
ヽ
非

現
用
記
録
、
半
現
―――
記
録
に
分
類
す
る
ｃ‐
ラ
イ
フ
十

イ
ク
ル
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
組
織
体

の
記
録
は

一‐流
れ
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
。

感
想
と
し
て
は
、
記
録
管
理
の
手
法
を
考
え
る
Ｌ

で
、
組
織
体
の
記
録
を
　
流
れ
」
と
し
て
捉
え
る
視

点
は
有
効
と
思
わ
れ
た
。

ま
た
、
リ
テ
ン
シ
ョ
ン
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル

（組
織
休

の
中
で
作
成
さ
れ
る
記
録
の
す
べ
て
に
対
し
て
、
い

つ
、
だ
れ
が
、
ど
ん
な
処
置
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
を
記
し
た

一
覧
表
）
を
作
成
し
て
お
く
こ
と
は

示
唆
に
富
む
も
の
で
あ

っ
た
。

（桜
庭
文
雄
）

彙

　

報

・
研
修
会
Ｃ

地
域
史
料
と
文
占
館

―
複
合
館
を
中
心
と
し
て
―

福
島
県
歴
史
資
料
館
　
藤
田
定
興

複
合
館

で
あ
る
福
島
県
歴
史
資
料
館
を
例
に
し
た

藤
田
氏

に
よ
る
こ
の
報
告
は
、
複
合
館
と
し
て
の
課

題
を
探
り
な
か
ら
、
複
合
館

で
あ
る
こ
と

の
意
義
を

積
極
的
″に
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

現
在
様

々
な
形

で
復
合
館
と
し
て
存
在
す
る
文
書

館

の
中

に
は
、
複
合
は
暫
定
的

で
あ
り
い
ず
れ
独
立

へ
と
の
考
え
を
持

つ
館
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
必
ず

し
も
独
立
館

で
は
な
く
と
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と

い
う
の
が
藤
田
氏

の
意
見

で
あ

っ
た
。
職
員

の
位
置

づ
け
や
姿
射
‐‐
の
扱
い

に
対
す
る
考
え
方
め

相
違
な
ど

が
存
在
は
す
る
が
、
将
来
的

に
市
町
村

レ
ベ
ル
ヘ
の

文
書
館

の
普
及
な
ど
を
考
え
た
場
合
、
複
合
館

で
も

や
む
を
得
な
い
面
も
あ
り
、
む
し
ろ
複
合
館
と
し
て

の
利
点
を
生
か
し
た
体
制

づ
く
り
の
検
討
な
ど
が
今

後
必
要

で
は
な
い
か
と
の
こ
と

で
あ

っ
た
。

本
館
も
図
書
館
と
の
複
合
館

で
あ
り
、
資
料

の
利

用
に
対
す
る
考
え
方
な
ど
多
く
の
相
違
点
が
あ
る
。

そ
の
た
め
、
互

い
に
利
用
者
を
混
乱
さ
せ
な
い
よ
う

な
配
慮
が
必
要
と
な

っ
て
い
る
。
複
合
館

で
あ
る
が

ゆ
え
に
生
じ
る
こ
れ
ら
の
問
題

に
対
し
、
相
こ
に
補

完
し
あ
え
る
連
絡
体
制
を
維
持
す
る
こ
と
が
本
館

の

運
営

に
と

っ
て
も
利
用
す
る
側

に
と

っ
て
も
大
切

で

あ
ろ
う
。

こ
れ
が
複
合
館

で
あ
る
利
点
を
生
か
す
第

一
歩

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（加
藤
吊
宏
）

・
研
修
会
Ｄ

史
料
保
存
機
関

に
お
け
る
史
料
保
存

の
現
状
と
対
策

元
大
阪
府
公
文
書
館
　
金
山
正
子

記
録
史
料
を

「
モ
ノ
」
と
し
て
物
理
的

に
保
存
管

理
す
る
シ
ス
テ
ム
に

つ
い
て
、
■
富
な
具
体
例
を
挙

げ
発
表
か
行
わ
れ
た
。

一
Ｉ
史
料

の
環
境
整
備
」
で
は
、
保
存
環
境
測
定

卜

の
チ

ェ
ッ
ク
事
項
と
、
保
存

に
適
し
た
環
境
整
備

の
た
め
の
具
体
的
対
策
が
挙
げ
ら
れ
た
ｃ

「
Ⅱ
史
料

の
現
状
調
査
と
保
護

一
で
は
、
劣
化
状

態
調
査

の
視
点
と
、
中
性
紙
保
存
箱
や
封
筒
な
ど
保

護
用
品
使
用
の
注
意
点
が
７
示
さ
れ
た
。

「
Ⅲ
史
料

の
修
復

一
で
は
、
保
存
修
復

の
原
則
、

修
復

の
基
準
、
修
復
史
料

の
選
定
、
修
復

の
計
画
と

委
託
、
修
復
記
録

の
作
成
と
管
理
の
圧
点
に

つ
き
、

現
場

の
視
点
か
ら
詳
細
な
説
明
が
行
わ
れ
た
。

「
Ⅳ
史
料
保
存
を
と
り
ま
く
現
況
と
展
望

一
で
は
、

図
書
館
や
博
物
館
、
化
学
研
究
者
や
修
復
技
術
者
、

出
版
業
界
や
製
紙

メ
ー
カ
ー
等
と
の
連
携

の
必
要
が

説
か
れ
た
。
ま
た
、
地
域
史
料

の
現
地
保
存
を
推
進

す
る
た
め
の
必
要
条
件
が
検
討
さ
れ
た
他
、
地
域

の

キ
ー

・
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
と
し
て
の
史
料
保
存
機
関

の

役
割

に

つ
い
て
も
分
析
が
行
わ
れ
た
。

い
ず
れ
も
現
場

で
の
実
践

の
一装
付
け
か
ら
話
さ
れ

た
貴
重
な
内
容

で
あ
る
。
一
史
料
保
存

の
た
め

に
、

先
ず
手
を
付
け
ら
れ
る
べ
き

こ
と
は
何
か
」
を
各
機

関
が
検
討
す
る
契
機
と
し
て
意
義
深
い
。（柴

田
知
彰
）

一
●
五



彙
　
報

・
自
由
テ
ー
マ
研
究
会

編
さ
ん
室
か
ら
文
書
館

へ

和
歌
山
県
立
文
書
館
　
龍
野
直
樹

県
史
編
纂
班
が
設
立
主
体
と
な

っ
た
和
歌
山
県
立

文
書
館
を
例
に
と
り
、
文
書
館
の
占
文
書
担
当
部
門

と
県
史
編
纂
業
務
と
の
相
違
に
つ
い
て
話
さ
れ
た
。

和
歌
山
県
立
文
書
館
で
は
、
県
史
編
纂
時
の
収
集

史
料

フ
ィ
ル
ム
を
移
管
さ
れ
た
が
、
大
半
が
未
公
開

の
ま
ま
で
あ
る
。
所
蔵
者
の
公
開
許
可
の
――――
題
や
、

県
史
編
纂
時
の
収
集
方
法
の
問
題
か
ら
、
公
開
に
は

史
料
の
内
容
把
握
と
再
整
理
が
必
要
な
た
め
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
障
害
が
出
た
原
因
は
、
文
書
館
と
県

史
編
纂
室
で
、
目
的
と
業
務
内
容
に
共
通
点
が
乏
し

い
こ
と
で
あ
る
ｃ
県
史
編
纂
室
は
、
歴
史
吉
を
編
纂

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
必
要
史
料
を
収
集
す
る
。
こ

れ
に
対
し
文
書
館
は
、
特
定
分
野
の
研
究
を
目
的
と

せ
ず
、
歴
史
史
料
と
し
て
重
要
な
文
書
を
収
集
す
る
。

文
書
館
の
場
合
、
史
料
を
保
存
し
な
が
ら

「
利
用

し
て
い
た
だ
く
」
の
で
あ
り
、
利
用
の
主
体
は
館
外

の

一
般
利
用
者
で
あ
る
。
館
自
体
が

「利
用
す
る
た

め
」
に
史
料
を
収
集
す
る
の
で
は
な
い
。
文
書
館
と

県
史
編
纂
室
は
、
史
料
の
収
集
者

・
整
理
者
が

「
み

ず
か
ら
の
目
的
の
た
め
に
史
料
を
収
集
す
る
か
否
か
」、

そ
し
て

「
み
ず
か
ら
の
目
的
の
た
め
に
史
料
を
利
用

す
る
か
否
か
」
の
一
．点
で
全
く
立
場
を
異
に
す
る
。

両
者
の
相
違
を
理
解
し
な
い
移
行
が
文
書
館
の
平
常

業
務
の
障
害
と
な
る
こ
と
を
実
体
験
か
ら
明
ら
か
に

し
た
点
で
重
要
な
報
告
で
あ
る
。
　

（柴
田
知
彰
）

・
自
由
テ
ー
マ
研
究
会

史
料
保
存
と
保
存
科
学

元
興
寺
文
化
財
研
究
所
　
村
田
忠
繁

史
料
保
存
の
現
状
は
、
専
門
職
員
の
不
足
や
認
識

の
相
違
な
ど
に
よ
り
地
域
格
差
が
感
じ
ら
れ
、
史
料

が
大
切
に
保
存
さ
れ
て
い
る
の
か
疑
間
を
感
じ
る
場

合
も
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
文
化
財

（物
）
の
保
存
に

関
わ

っ
て
き
た
が
、
そ
こ
で
生
ま
れ
た
成
果
を
史
料

保
存

（紙
）
に
生
か
せ
な
い
か
を
考
え
て
い
る
。
史

料
の
修
復
に
つ
い
て
は
、
紙
の
特
性
を
十
分
考
慮
し

な
が
ら
、
伝
統
的
技
術
と
科
学
的
技
術
の
融
合
を
図

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

理
想
的
に
は
、
す
べ
て
の
文
書
担
当
者
が
史
料
の

保
存
や
修
復
に
関
わ
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
そ
の
た

め
に
は
、
史
料
保
存
に
つ
い
て
の
情
報
の
一父
換
や
公

開
、
人
的
交
流
が
で
き
る
よ
う
な
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
、

あ
る
い
は
セ
ン
タ
ー
の
構
築
を
提
唱
し
た
い
。

史
料
保
存
に
関
す
る
現
場
の
声
、　
ニ
ー
ズ
を
是
非

聞
か
せ
て
欲
し
い
。

会
場
か
ら
は
、
史
料
の
保
存
や
修
復
に
つ
い
て
の

具
体
的
な
相
談
が
い
く

つ
か
出
た
。　
一
方
で
、
史
料

は
か
け
が
え
の
な
い
も
の
で
あ
る
た
め
、
新
し
い
技

術
を
使
う
際
は
慎
重
を
期
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

の
意
見
も
出
た
。

中
性
紙
に
よ
る
保
存
、
リ
ー
フ
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ

な
ど
本
館
で
も
保
存
技
術
の
進
歩
の
恩
恵
を
受
け
て

い
る
。
保
存
科
学
の
進
歩
に
期
待
し
た
い
。

（桜
庭
文
雄
）

．
（［）」ハ

・
自
由

テ
ー

マ
研
究
会

阪
神
淡
路
人
震
災
被
災
地

の
新
し
い
挑
戦

東
京
修
復
保
存

セ
ン
タ
ー
　
坂
本
　
勇

阪
神
大
震
災

の
経
験
か
ら
写
真
資
料

の
重
要
性

に

気
づ
か
さ
れ
た
と
い
う
坂
本
氏

に
よ
り
、
地
域
写
真

資
源

の
収
集
と
大
量
デ
ジ
タ
ル
化

の
試
み
に

つ
い
て

の
報
告
が
あ

っ
た
。
写
真
は
景
観

の
変
化
を

一
日

で

表
す
も
の
で
あ
り
、
記
録
と
し
て
重
要
な
だ
け
で
は

な
い
と
し
、

フ
ォ
ト
Ｃ
Ｄ
の
実
物
紹
介
と
と
も
に
、

写
真
記
録

の
整
理
に
と

っ
て
人
事
な
三
要
素

（撮
影

時
期

・
場
所

・
内
容
）
を
挙
げ
ら
れ
た
。
今
後

に

つ

い
て
も
Ｇ
Ｉ
Ｓ
地
図
情
報

シ
ス
テ
ム
と
の
連
携
な
ど

を
視
野
に
入
れ
て
行
く
必
要
が
あ
る
と
の
こ
と
で
あ

っ

た
。
ま
た
、
水
損
し
た
紙
資
料

の
大
量
修
復
保
存
技

術

の
事
例
報
告
と
し
て
、
凍
結
保
存
や
超
音
波
式

エ

ン
キ

ャ
プ
ス
レ
ー
シ
ョ
ン
法
な
ど
の
紹
介
が
あ

っ
た
。

阪
神
人
震
災

の
ス
ラ
イ
ド
は
、
一
年^
近
く
た

っ
た

今
も
写
真

に
よ
る
被
害
状
況

の
迫
力
に
驚
か
さ
れ
る
。

紙

の
資
料

の
保
存
も
重
要
な

テ
ー

マ
で
あ
る
が
、

紙
資
料
以
外

の
も
の
を
ど
の
よ
う
に
収
集
保
存
し
て

行
く
か
は
、
今
後

の
公
文
書
館

の
大
き
な
役
割

の

一

つ
と
な
ろ
う
。
災
害

に
対
す
る
考
え
は
日
本

で
は
甘

い
と
い
う
指
摘
は
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
、
戦
争
や
原

爆

に
対
す
る
備
え
も
然
る
こ
と
な
が
ら
、
何
百
年
と

い
う
時
間
の
ス
ケ
ー
ル
で
考
え
た
場
合
、
は
た
し
て

現
在

の
館

の
在
り
方

で
よ
い
か
と
い
う
と
疑
間
が
残

ら
ざ
る
を
得
な
い
。

最
後

に
指
摘
が
あ

っ
た
通
り
、
ど
こ
ま
で
本
気

で



資
料
を
守
る
気
が
あ
る
か
ど
う
か
が
、
我
々
に
問
わ

れ
て
い
る
と
い
う
自
覚
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（佐
藤
　
隆
）

・
大
会
テ
ー
マ
研
究
会

（全
体
会
）

頼
ら
れ
る
文
書
館

へ
の
努
力

近
畿
部
会
個
人
会
員
　
一品
橋

―１１
雄

歴
史
に
は
興
味
が
な
い
と
の
言
葉
か
ら
始
め
ら
れ

た
こ
の
報
告
で
は
、
高
橋
氏
の

一
企
業
者
と
し
て
の

見
解
が
述
べ
ら
れ
た
。

ま
ず
、
史
料
管
理
と
史
料
整
理
と
の
す
れ
違
い
に

つ
い
て
触
れ
、
企
業
の
組
織
内
に
史
料
の
保
存
管
理

業
務
が
定
着
し
た
と
は
言
え
な
い
現
実
と
、
従
来
の

史
料
整
理
に
お
け
る
研
究
者
の
ひ
と
り
よ
が
り
の
面

を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
文
書
館
と
は
、
こ
れ
ら
の
現

実
を
ふ
ま
え
、
地
域
の

一
般
住
民
や
組
織
か
ら
頼
ら

れ
る
存
在
と
な
る
べ
き
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し

一
方
で
は
、
文
書
館
そ
の
も
の
が

一
般
に

浸
透
し
て
い
な
い
現
実
も
あ
り
、
そ
の
上
で
文
書
館

が
努
力
す
べ
き
点
が
い
く

つ
か
挙
げ
ら
れ
た
。

な
か
で
も
、
評
価
を
急
が
な
い

「
長
期
的
展
望
」

の
必
要
性
と
、
長
期
的
運
用
に
立

っ
た
信
頼
あ
る
人

材
の
育
成
の
二
点
は
、
開
館
後
間
も
な
い
本
館
な
ど

歴
史
の
浅
い
機
関
に
と

っ
て
、
早
急
か

つ
慎
重
に
取

り
組
む
べ
き
最
重
要
課
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
本
館
に
お
い
て
も
、
各
市
町
村
や
企
業
へ
、

史
料
の
保
存
や
管
理
に
つ
い
て
の
働
き
か
け
が
必
要

と
な
る
ｃ
そ
の
時
に
、
史
料
保
存

・
管
理

・
整
理
に

お
い
て
地
域
の
核
と
し
て
信
頼
さ
れ
る
組
織
で
あ
る

彙
　
報

た
め
に
は
、
常

の
働
き
か
け
と
と
も

に
、

「
長
期
的

展
甲
」
と

「
人
材
育
成
」
と
に
よ
る
本
館
自
体

の
基

盤
固
め
の
努
力
が
必
要

で
あ
ろ
う
。

（加
藤
昌
宏
）

ｏ
大
会

テ
ー
マ
研
究
会

（全
体
会
）

地
域
史

の
研
究
と
文
書
館

秋
田
大
学
教
育
学
部
　
渡
辺
英
人

発
表

で
は
、
以
ド

の
四
点

に

つ
い
て
の
要
望
が
出

さ
れ
た
。

●
現
用
文
書

・
各
種
同
行
物

の
収
集
が
必
要

②
日
録

の
記
述
を
標
準
化
す
る
必
要

０
史
料

の
所
在
情
報

の
提
供
や
史
料

に
関
す
る
活
字

刊
行
物

の
紹
介
を
積
極
的

に
行

っ
て
ほ
し
い

④
全
史
料
協

の
人
会
規
程
を
緩
和
し
て
ほ
し
い

外
部

の
人

に
文
書
館

の
普
及
に

つ
い
て
意
見
を
聞

い
て
参
考

に
す
る
の
は
よ
い
が
、
あ
く
ま
で
参
考

で

あ

っ
て
そ
れ
に
振
り
回
さ
れ
る
の
は
ま
ず
い
の
で
は

な
い
か
。
保
存
利
用
機
関

の
機
関
大
会
と
い
う
位
置

づ
け
が
き
ち
ん
と
な
さ
れ
て
い
な
い
と
、
利
用
の
み

が

一
人
歩
き
し
て
利
用
者

の
み
に
目
が
向
け
ら
れ
た

方
向

の
み
が
重
視
さ
れ
過
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
る
。
保

存
機
関
と
し
て
の
役
割
、
情
報
交
換
が
ベ
ー
ス
に
な

け
れ
ば
、
歴
史
教
育

の
み
が
重
視
さ
れ
て
し
ま
う
し
、

機
関
職
員
と
し
て
大
会

に
参
加
す
る
メ
リ

ッ
ト
が
な

く
な
る
の
で
は
な
い
か
。

ｌ
二
回
円

の
大
会
と
な
り
、
占
参

の
会
員
に
は
内

部

の
問
題
は
自
明
の
こ
と
と
な
り
、
残
る
は
普
及
の

問
題

の
み
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
が
、
新
し
い
館

は
常

に
オ
ー
プ

ン
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
し
、
新
し
い

世
代

の
職
員
は
増
え
て
行
く
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
そ
れ

ら
の
新
し
い
状
況
を
踏
ま
え
て
機
関
協
議
会
と
し
て

の
内
部

の
地
歩
を
き
ち
ん
と
固
め
て
か
ら
、
周
辺
部

へ
と
広
げ

て
い
く
の
が
正
し
い
や
り
方

で
あ
ろ
う
。

私
自
身
、　
一
年
目

の
公
文
書
館
員

で
あ
り
、
そ
う
い

う
職
員

に
も
直
接
す
ぐ
役

に
立

つ
、
明
日
か
ら
の
仕

事

に
結
び

つ
く
討
議
を
期
待
し
た
い
。

（佐
藤
　
隆
）

ｏ
大
会

テ
ー

マ
研
究
会

（全
体
会
）

歴
史
研
究

・
教
育
と
史
料
保
存
問
題

学
習
院
大
学
文
学
部
　
一品
埜
利
彦

高
禁
氏
は
報
告

の
要
旨
を
①
歴
史
研
究
と
文
書
館

と
の
連
携

の
必
要
性
、
②

一
般
学
生
や
社
会

に
対
し

て
文
書
館

・
史
料
館
な
ど
史
料
保
存

の
必
要
性
を
当

た
り
前

の
こ
と
と
す
る
意
識
を
広
め
る
、
と
い
う
一
．

‐‐かに
ま
と
め
ら
れ
た
。

こ
の
う
ち
０

に

つ
い
て
、
最
近
ま
で

一
般

の
歴
史

研
究
者

に
は
、
史
料
を
利
用
し
よ
う
と
い
う
観
点
は

あ

っ
て
も
、
史
料
保
存

に
関
す
る
意
識
は
希
薄
だ

っ

た
が
、
現
在

で
は
、
特

に
若
手
研
究
者

の
中

で
史
料

保
存

・
公
開

に
対
す
る
認
識
が
当
然

の
も
の
と
な

っ

た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
動
向
を
推
し

進
め
、
実
際

に
史
料
を
扱
う
こ
と
の
多

い
歴
史
研
究

者
が
史
料
保
存

に

つ
い
て
学
ぶ
た
め
に
も
、
全
史
料

協

の
会
員
資
格

に

つ
い
て
検
討
す
る
べ
き
で
は
な
い

か
と
さ
れ
た
。

②

に
関
し
て
、
大
学
教
育
の
立
場
か
ら
、
ま
ず
ア
ー

一
Ｏ
Ｌ



貴
　
報

キ
ビ
ス
ト
養
成

に

つ
い
て
、

ア
ー
キ
ビ
ス
ト
養
成
を

専
門
と
す
る
大
学
院
大
学
を
設
け
る
、
あ
る
い
は
既

存

の
人
文
学
系
大
学
院

で
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
資
格
取
得

の
コ
ー
ス
を
設
け
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
と

さ
れ
た
。
ま
た
学
習
院
大
学

で
、
総
合
科
日

の
中

に

史
料
保
存
や
文
書
館
制
度
等

に
関
す
る
講
義
を
開
い

て
い
る
事
例
等
を
あ
げ
、

ア
ー
キ
ビ
ス
ト
養
成
と
は

別
に
、
学
生
や
社
会
全
体
が
、
史
料
保
存
が
当
た
り

前

の
こ
と
だ
と
認
識

で
き
る
よ
う
な
講
義

の
必
要
性

を
説
か
れ
た
。

（煙
山
英
俊
）

・
大
会

テ
ー

マ
研
究
会

（分
科
会
）

文
書
館
と
史
料
保
存

へ
の
理
解
を
め
ざ
し
た

普
及
活
動
　
群
馬
帖
立
文
書
館

の
事
例
か
ら

群
馬
県
立
文
書
館
　
」占
江
　
剛

講
座

の
開
催
、
展
示
、
刊
行
物

の
発
行
、

レ
フ
ァ

レ
ン
ス
な
ど
の
文
書
館

に
お
け
る
普
及
活
動

に

つ
い

て
、
占
江
氏
は
群
馬

の
事
例
を
報
告
す
る
と
と
も
に
、

今
後

の
課
題
な
ど
に
も
触
れ
ら
れ
た
。

群
馬

に
お
け
る
普
及
活
動
は
、
長
年

の
積
み
重
ね

が
徐
々
に
功
を
奏
し
、　
一
定

の
成
果
を
収
め
て
い
る

と
い
う
。

こ
れ
は
、
報
告
内

で
も
紹
介
さ
れ
た
関
東

部
会
月
例
会

の
参
考
資
料

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
常

に
問
題
点
、
改
善

の
方
向
、
将
来
的
な
構
想
を
念
頭

に
置
い
た
活
動

の
結
果

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
そ
の
成
果
は
ま
だ

「
点

一
の
段
階

で
あ

り
、
「
線
」
や

「
面
」

の
広
が
り
を
持

つ
次

の
段
階

に
進
む
た
め
に
は
、
普
及
活
動

の
再
考
と
、
新
し
い

流
れ
を
生
み
出
す
必
要
が
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

方
向
性
が
し

っ
か
り
定
ま

っ
た
ｌｌ
で
の
改
革
が
展
開

さ
れ
る
も
の
と
し
て
期
待
し
た
い
。

本
館
が
普
及
活
動
に
関
し
て
抱
え
る
課
題
は
、
群

馬
の
事
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
も
の
と
ほ
と
ん
ど
同

じ
と
言

っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
現
在
改
善
策
を
探

っ

て
い
る
段
階
で
あ
る
。
今
回
の
報
街
の
よ
う
な
先
進

館
の
活
動
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
本
館
の
方
向
性
を

は
っ
き
り
と
定
め
、
独
自
の
汁
及
活
動
を
展
開
で
き

る
よ
う
努
力
を
続
け
た
い
ｕ

（加
藤
呂
宏
）

・
大
会
テ
ー
マ
研
究
会

（分
科
会
）

文
書
館

へ
の
道
―
そ
の
Ｌ
壌
を
考
え
る

多
久
古
文
書
の
村
　
細
川
　
」単

佐
賀
県
多
久
市
の
地
域
文
書
館
の
現
状
報
告
と
、

担
当
者
の
こ
れ
ま
で
の
経
験
談
が
報
告
さ
れ
た
。

個
人
的
な
取
り
組
み
の
力
に
大
き
く
依
存
す
る
地

域
文
書
館
の
例
は
、
ひ
と

つ
の
事
例
と
し
て
は
取
り

組
む
べ
き
課
題
を
秘
め
て
い
る
と
は
い
え
、
や
は
り

個
別
特
殊
な
ケ
ー
ス
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ど
こ

の
地
域
で
も
同
じ
や
り
方
で
、
Ｌ
言
う
わ
け
に
は
い

か
な
い
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
実
情
に
あ
わ
せ
て
、

さ
ら
に
強
力
な
推
進
者
が
存
在
し
て
は
じ
め
て
成
り

立

つ
と
い
え
る
。

「
農
村
の
崩
壊
と
い
う
歴́
史
の
転
換
期
に
出
会

っ

た
と
い
う
自
党
が
古
文
書
の
保
存
に
向
か
わ
せ
た
」

と
い
う
報
告
者
の
発
言
は
、
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
と
し
て

ベ
ー
ス
と
な
る
姿
勢
を

小
す
も
の
と
し
て
、
我
々
自

身
か
肝
に
銘
じ
る
べ
き
至
言
と
い
え
よ
う
。　
一
ア
ー

キ
ビ
ス
ト
の
生
き
方
の
手
本
が
示
さ
れ
た
Ｌ
言

っ
て

よ
い
が
、
さ
ら
に
進
ん
で
地
域
文
書
館
の
課
題
と
い

う
こ
と
に
な
る
と
、
何

一
つ
展
望
が
開
け
て
い
な
い

と
い
う
現
状
認
識
に
止
ま
ら
ぎ
る
を
得
な
い
の
は
残

念
で
あ
る
。

女
性
の
報
告
者
で
あ
り
、
学
者
で
も
な
い
た
め
か
、

女
性
の
発
言
が
多
か

っ
た
。
文
書
館
は
男
性
中
心
の

職
場
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
女
性
の

力
に
因
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
し
、
女
性
が
積
極
的
に

研
究
会
の
場
で
実
務
的
な
意
見
交
換
を
行
う
と
い
う

の
は
必
要
で
あ
る
。
大
学
関
係
者
な
ど
学
者
意
識
の

強
い
人
々
の
参
加
し
な
い
実
務
的
な
意
見
交
換
の
で

き
る
場
が
是
非
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

報
告
者
が
問
題
点
と
し
て
あ
げ
た

「
高
齢
化
」

「
若
者
が

つ
い
て
こ
な
い
現
状
」

は
、
ど
こ
の
地
域

史
研
究
で
も
み
ら
れ
る
問
題
で
あ
り
、
全
体
的
な
地

域
の
課
題
と
し
て
考
え
て
行
く
べ
き
と
思
わ
れ
る
。

（佐
藤
　
隆
）

○
史
料
管
理
学
研
修
会

〈
短
期
研
修
〉

国
立
国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
が
Ｌ
催
す
る
第

四
二
回
史
料
管
理
学
研
修

（短
期
研
修
課
程
）
は
、

卜

一
月
卜

一
日
～
三
卜
＾
．日
の
日
程
で
、
長
野
県
長

野
市

（
ホ
テ
ル
信
濃
路
）
・
更
埴
市

（
長
野
県
■
歴

史
館
）
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
研
修
は
史
料

の
整
理

・
保
存

・
活
用
等
に
関
す
る
知
識
と
仕
法
を

普
及
す
る
目
的
で
毎
年
開
催
さ
れ
て
お
り
、
全
国
の



史
料
保
存
機
関

・
研
究
機
関
等
か
ら
五

一
名

の
参
加

が
あ

っ
た
。
史
料
管
理
に
関
す
る
最
新

の
専
門
的
知

識

に
触
れ
る
機
会
を
得
た
こ
と
は
非
常
に
有
り
難
く
、

今
後
、
研
修

の
内
容
を
本
館

の
活
動

に
生
か
し
て
い

き
た
い
。
研
修
会

の
内
容
は
次

の
通
り
で
あ
る
．

Ｉ
文
書
館
総
論

Ｔ
麟
だ
いの
文
書
館
と

ア
ー
キ
ビ
ス
ト
の
役
割

ｌＩ
記
録
史
料
論

●
記
録
史
料
論
及
び
近
現
代
史
料
論

２
近
世
史
料
論

１

（総
論

・
町
と
村

の
史
料
）

０
近
世
史
料
論

Ⅱ

（幕
藩
史
料
）

■
史
料
論
特
論

（被
差
別
の
史
料
）

Ш
記
録
史
料
管
理
論

■
官
公
庁
文
書

の
評
価
と
移
竹

・２
地
域
史
料

の
整
理
と
同
録
編
成

３
・近
現
代
史
料

の
整
理
と
Ｈ
録
編
成

Ｔ
史
料

の
保
存
環
境
と
劣
化
損
傷

の
予
防

５
劣
化
損
傷
史
料

の
保
存
修
復

・０
史
料

の
利
用
と
普
及
活
動

Ⅳ
史
料
管
理
の
実
際

・
機
関
見
学

‐ｌｉｌ
一長
野
県
立
歴
史
館

に
お
け
る
史
料
管
岬

（煙
山
英
俊
）

○
公
文
書
館
等
職
員
研
修

第
九
‐‐‐―
公
文
書
館
等
職
員
研
修
会
は
卜

一
月
卜
八

日
か
ら
＾

．ト
ー
日
ま
で
日
立
公
文
書
館

に
お
い
て
行

わ
れ
た
．́

こ
の
研
修

で
は
、
公
文
書
館
職
員
と
し
て
必
要
な

」案
　
報

基
礎
的
知
識
を
始
め
と
し
て
、
情
報
公
開
法
要
綱
案

の
説
明
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
‐―――
題
点
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
外
国

の
公
文
書
館

の
概
況
等
、
関
連
す
る

様

々
な
内
容

の
講
義
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
た
。
以

前
よ
り
本
や
実
務
を
通
し
て
若
■

の
知
識
を
持

っ
て

い
た

つ
も
り
で
あ

っ
た
が
、
改
め
て
深
く
理
解
す
る

事
が
出
来
た
と
思
う
。
特

に

「
公
文
書

の
管
理
と
０

Ａ
化

一
で
は
、
今
後

の
公
文
書
館

に
お
け
る
普
及
活

動

の

一
例
と
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
に
情
報
を
載

せ
る
べ
き
だ
と
い
う
意
見

に

つ
い
て
は
考
え
さ
せ
ら

れ
た
。

ま
た
、
国
立
公
文
書
館
と
千
葉
県
文
書
館

の
見
学

で
は
資
料
展
示
方
法
な
ど
か
本
館

の
参
考

に
な

っ
た

が
、
占
庫

に
入
る
と
保
存
資
料

の
増
加

に
よ
る
配
架

の
片
慮
が
窺
え
、

ソ
フ
ト
事
業
だ
け
で
な
く

（
―
ド

事
業

に
お
い
て
も
先
見
性
が
必
要

で
あ
る
事
を
痛
感

し
た
。

今
回
、
全
国
か
ら
集
ま

っ
た
受
講
生
と
こ
の
よ
う

な
場

で
交
流
す
る
こ
と
が
出
来

て
、
非
常

に
有
意
義

で
あ

っ
た
と
思
う
。

こ
の
研
修

で
学
ん
だ
こ
と
を
職

場

で
発
揮

で
き
る
よ
う
に
努
力
し
て
い
き
た
い
。

（松
本
和
義
）

四
　
県
内
古
文
書
所
在
調
査

（
日
程
）

Ｌ
月
ｉ
Ｈ
　
　
　
松
宮
忠

二^
氏
宅

（鹿
角
市
）

小
坂
町
立
総
合
博
物
館
郷
■
館

七
月
四
Ｈ
　
　
　
人
館
市
立
中
央
図
書
館

桜
庭
貞
人
氏
宅

（人
館
市
）

Ｌ
月
卜
六
日
　
　
円辰
村

モ
デ
ル
町
立
角
館
図
書
館

常
光
院

（村
野
孝
和
氏
宅
）

下
延

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー

奇
柳
清
氏
宅

（
以
Ｌ
、
角
館

町
）

卜
百

年

１
ビ

Ｈ

六
郷
町
学
友
館

小
西
礼
二
郎
氏
宅

（六
郷
町
）

能
代
市
史
編
さ
ん
室

山
本
町
中
央
公
民
館

河
村
作
右
衛
門
氏
宅

（山
本
町
）

町
立
森
占
図
書
館

阿
仁
町
郷
１１
文
化
保
存
伝
承
館

金
浦
町
教
育
委
員
会

佐
々
木
啓
喜
氏
宅

（金
浦
町
）

＝
　
岩
城
町
史
料
館

和
田
孝
ｆ
氏
宅

（岩
城
町
）

月

＾
．卜

一

（■
な
調
査
資
料
一

（松
宮
家
）
岩
泉
文
書

（小
坂
町
）
小
坂
町
文
書
、
精
錬
所
関
係
文
占
、

小
坂
村
拠
人
文
書

（能
代
市
）
根
本
弦
家
所
蔵
資
料
、
落
合
二
郎
家
所

．
〓
九

il^|‐
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彙

幸長

蔵
資
料
、
多
賀
谷
家
所
蔵
資
料

（山
本
町
）
金
岡
文
書

（森
占
町
）
Ｅ
藤
家
文
書
、
石
崎
文
書

（阿
仁
町
）
片
岡
文
書
、
今
林
文
書

本
年
度
は
、
十

一
市
町
村
卜
九

ケ
所

に

つ
い
て
所

在
調
査
が
行
わ
れ
た
ｃ

こ
の
調
査

で
は
、
資
料

の
所
在
確
認
と
と
も

に
保

存
環
境

の
調
査

・
確
認
を
行

っ
た
。
空
調
設
備
な
ど

を
備
え
た
書
庫

に
保
管
さ
れ
て
い
る
例
は
そ
れ
ほ
ど

多
く
は
な

い
が
、
各
々
の
状
況
に
あ
わ
せ
て
最
大
限

の
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
た
。
し

か
し
、
丁
寧

・
慎
重

に
扱
わ
れ
る
あ
ま
り
、
金
庫

の

中

で
資
料
が
湿
気
を
含
み
が
ち
な
も
の
も
あ
り
、
資

料
保
存

に
適
し
た
温
度

・
湿
度
な
ど
の
説
明
と
と
も

に
、
定
期
的
な
虫
卜
し
な
ど
を
勧
め
て
き
た
。
ま
た
、

中
性
紙
封
筒
や
褪
色
防

―ＩＩ
川
の
蛍
光
灯
な
ど
、
資
料

に
と

っ
て
よ
り
よ
い
保
存
方
法
が
あ
る
こ
と
も
あ
わ

せ
て
紹
介
し
た
。
な
お
、
す

で
に
中
性
紙
封
筒
を
導

入
し
て
の
再
整
理
を
実
施
し
て
い
る
施
設
を
確
認
で

き
た
。

一
方
反
省
点
と
し
て
、
資
料
を
保
存
す
る
な
か
で

生
じ
る
悩
み

・
問
題
点
な
ど
を
率
直

に
話
し
合
う
―ＩＩＩ

の
不
足
が
あ
げ
ら
れ
る
。　
一
部

に
は
、
知
事
部
局
に

属
す
る
本
館
が
、
博
物
館
な
ど
に
比

べ
て
敷
居
が
高

い
と
の
感
じ
を
持

っ
て
い
る
施
設
も
あ

っ
た
。
県
内

に
お
け
る
資
料
保
存

に
関
す
る
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
が
必

要
と
の
声
が
高
ま
る
な
か
、
本
館
が
早
急

に
改
善
す

る

べ
き
課
題

の
ひ
と

つ
で
あ
ろ
う
。

以
Ｌ
、

こ
れ
ま
で
の
反
省
を
生
か
し
、
来
年
度
以

降

の
所
在
調
合

に
お
い
て
も
、
県
内
全
体

の
資
料
保

存

に
対
す
る
意
識
を
高
め
ら
れ
る
よ
う
努
力
し
た
い
。

（加
藤
昌
宏
）

五
　
図
書
　
　
　
　
　
（平
成
九
年

一
月
末
現
在
）

○
寄
贈
図
書

（本
館
所
蔵
資
料
の
出
版
掲
載
等
の
許

芝
山
町
史
　
資
料
編
１
中
世
編

芝
山
町
教
育
委
員
会

―ヽ′‥
手
市
史
　
占
代

・
中
世
資
料
編十

手
市
史
編
さ
ん
宝

町
史
資
料
　
菊
池
文
書
　
　
一
一
ツ
丼
町
教
育
委
員
会

秋
田
県
相
撲
史
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
県
相
撲
連
需

企
画
展

「
絵
図
を
よ
む

」
解
説
図
録秋

田
県
立
博
物
館

秋
田
市
史
　
“弔
八
巻
中
世
史
料
編秋

田
市
史
編
さ
ん
空

鮫
川
村
史
　
資
料
編

（上
）鮫

川
村
史
編
さ
ん
委
員
会

象
潟
町
町
制
施
行

一
●
●
周
年
記
念

バ
ン
フ
レ
ッ
ト

象
潟
町
総
務
課

雄
和
町
史
料
集
六

「
女
米
木
安
藤
権

二^
郎
家
文
書
」

雄
和
町
立
図
書
館

象
潟
町
史
　
資
料
編
Ⅱ
　
　
象
潟
町
史
編
纂
委
員
会

一
（‐
）

近
世
庶
民
生
活
資
料

門
屋
養
安
日
記
　
Ｌ

羽
嶽
根
本
通
明
伝

○
各
公
文
書
館
か
ら
の
受
入
れ
図
書

国
立
公
文
書
館

北

の
丸

（第
二
八
］づ
）

国
立
公
文
書
館
年
報

（第
＾
五^
号
）

外
務
省
外
交
史
料
館

外
交
史
料
館
報

（第
九
号
）

国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館

史
料
館
収
蔵
史
料
総
覧

史
料
館
研
究
紀
要

（第
＾
一七
号
）

史
料
館
所
蔵
史
料
目
録

（第
六
一
集^
、
第
」↑

集
）

北
海
道
立
文
書
館

研
究
紀
要

（第

一
一
号
）

北
海
道
立
文
書
館
史
料
集

（第

一
一
）

北
海
道
立
文
書
館
所
蔵
公
文
書
件
名
目
録

（
一
．
）

北
海
道
立
文
書
館
所
蔵
資
料
目
録

（
一
一
）

福
島
県
歴
史
資
料
館

福
島
県
歴
史
資
料
館
研
究
紀
要

（第

一
八
号
）

歴
史
資
料
館
収
蔵
資
料
目
録

（第
一
．七
集
）

茨
城
県
立
歴
史
館

歴
史
館
学
習

の
し
お
り

史
料
目
録

（
ｉ^
八
、
二
九
）

茨
城
県
立
歴
史
館
報

（
二
０
、
１

一
、
一

茨
城
県
史
研
究

（七
六
）

栃
木
県
立
文
書
館

栃
木
県
史
料
所
在
日
録

（第
二
五
集
）

失 可
わ を
れ 受
た け
景 た
観 分

名
所
力ゞ
「::

る
ア|:

り!

|1寺

lli ft
サ||

弘
文
食ギi

未
刊
||

茶 記
谷 集
|^成

「「1メく
村

｀
第

巳 松 ‐

イt li珂  ′iS
,f)本青



栃
木
県
立
文
書
館
年
報

（第

一
Ｃ
号
）

栃
木
県
立
文
書
館
収
蔵
文
書
図
録

群
馬
県
立
文
書
館

ぐ
ん
ま
史
料
研
究

（第
六
号
、
第
Ｌ
号
）

群
馬
県
行
政
文
書
件
名
目
録

（第
八
集
）

群
馬
県
立
文
書
館
収
蔵
文
書
目
録

（
一
四
）

群
馬
県
史
収
集
複
製
資
料
目
録

（第

．^．集
）

双
文

（第

一
三
号́
）

群
馬
県
立
文
書
館
年
報

史
料
保
存

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
記
録
集

埼
玉
県
立
文
書
館

埼
玉
県
史
研
究

（第
．．
＾
号
）

収
蔵
文
書
日
録

（第

一^^
四
集
、
第
一・．五
集
）

岩
付
城
主
太
田
氏
文
書
展

北
武
蔵

の
戦
国
武
将
文
書
展

関
東
郡
代
伊
奈
氏
文
書
展

占
河
公
方
文
書
展

要
覧

（第

一
吾
年
、
第

一
四
号
）

文
書
館
紀
要

（第
九
号
）

埼
玉
県
関
係
行
政
文
書
件
名
日
録

埼
玉
県
立
文
書
館
収
蔵
地
図
＝
録

千
葉
県
文
書
館

千
葉
県
行
政
資
料
増
加
目
録

千
葉
県

の
文
書
館

（創
円
号
）

事
業
概
要

企
画
展
　
房
総

の
記
録
を
残
す
Ⅱ

企
画
展
　
奮
Ｌ
か
ら
見
た
．房
総

の
あ
ゆ
み

東
京
都
公
文
書
館

二集
　
報

行
政
文
書
Ｈ
録

・
学
事
編

（
明
治
―
六
年
）

東
京
都
行
政
資
料
集
録

東
京
都
公
文
書
館
年
報

（第

一
五
号
）

庁
内
刊
行
資
料
目
録

（
三
一
）

神
奈
川
県
立
公
文
書
館

神
奈
川
県
古
文
書
資
料
所
在
日
録

（第

一
八
集
）

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
規
程
集

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
年
報

新
潟
県
立
文
書
館

新
潟
県
立
文
書
館
年
報

（第
四
号
）

新
潟
県
立
文
書
館
規
定
集

新
潟
県
立
文
書
館
研
究
紀
要

（第
二
号
）

富
山
県
公
文
書
館

富
山
県
公
文
書
館
文
書
＝
録

富
山
県
公
文
書
館
年
報

（第
九
号
）

長
野
県
立
歴
史
館

長
野
県
立
歴
史
館
研
究
紀
要

（第
．
号^
）

長
野
県
行
政
文
占
――
録

（行
政
簿
冊

一
、
〓
）́

長
野
県
絵
図

・
地
図
目
録

歴
史
館
案
内

木
簡
が
語
る
占
代

の
信
濃

岐
阜
県
歴
史
資
料
館

岐
阜
県
歴
史
資
料
館
報

（第

一
九
号
）

岐
阜
県
行
政
資
料
＝
録

京
都
府
立
総
合
史
料
館

資
料
館
紀
要

（第
＾
四́
号
）

中
山
京
都

の
町

（第
卜
三
日
束
寺
百
合
文
書
展
）

大
阪
府
公
文
書
館

大
阪
あ
―
か
い
ぶ
ず

（特
集
号
四
）

和
歌
山
県
立
文
書
館

和
歌
山
県
立
文
書
館
紀
要

（第
二
号
）

収
蔵
史
料
＝
録

（
一
）

鳥
取
県
立
公
文
書
館

鳥
取
県
立
公
文
書
館
年
報

（第
六
号
）

行
政
資
料
Ｈ
録

（追
録
第
四
号
）

広
島
県
立
文
書
館

広
島
県
立
文
書
館
収
蔵
文
書
目
録

（第
二
集
）

広
島
県
立
文
書
館
複
製
資
料
目
録

（第
四
集
）

広
島
県
立
文
書
館
事
業
年
報

（第
七
号
）

山
口
県
文
書
館

年
報

山
口
県
文
書
館
行
政
資
料
目
録

（
．．́
）

山
口
県
文
書
館
諸
家
文
書
＝
録

（^
．．）

山
口
県
内
所
在
資
料
目
録

（第
二
三
集
）

山
田
県
文
書
館
研
究
紀
要

（第
一
´，
一集
）

香
川
県
立
文
書
館

香
川
県
行
政
資
料
日
録

（追
録
＾
一）

香
川
県
立
文
書
館
年
報

（第
二
号
）

収
蔵
文
書
目
録

（第
二
集
）

名
古
屋
市
市
政
資
料
館

名
古
屋
市
市
政
資
料
館
年
報

（第
四
号
）

大
阪
市
公
文
書
館

大
阪
市
公
文
書
館
研
究
紀
要

（第
八
号
）

大
阪
市
公
文
書
館
年
報

（第
八
号
）

大
阪
市
行
政
刊
行
物
目
録

広
島
市
公
文
書
館



貴
　
報

広
島
市
公
文
書
館
所
蔵
資
料
目
録

（第
．
●^
集
）

紀
要

（第

一
九
号
）

藤
沢
市
文
書
館

藤
沢
市
史
研
究

（
二
九
）

藤
沢
市
文
書
館
紀
要

（
一
九
）

○
県
内
市
町
村
史
関
連
図
書

（開
館
後
受
入
分
）

秋
田
市
史

（第
八
巻
）

秋
田
市
史
研
究

（第
１
号
～
第
圧
け
）

能
代
市
史

（資
料
編
考
占
）

能
代
市
史
研
究

（
．
、
四
）

能
代
市
史
資
料

（第
１
三
号
～
第
＾
．″
号
）

能
代
市
史
史
料
＝
録

（第
．
集^
～
第
六
集
）

鹿
角
市
史

（第
１
巻
ド
、
第
四
巻
）

鹿
角
市
史
資
料
編

（第
二
六
集
）

Ｌ
小
阿
仁
村
史

（通
史
編
、
資
料
編
）

１

ツ
丼
町
町
史
資
料

（
加
護
山
精
錬
所
、

峰
浜
村
誌

井
川
町
占
文

‐
――
目
録

（Ｌ
、
ド
）

雄
和
町
史
料
集

（
四
～
六
）

仁
賀
保
町
占
文
書
＝
録

（第

一
集
、
第
＾
．集
）

象
潟
町
史

（資
料
編

Ⅱ
）

象
潟
町
資
料
占
文
書
所
在
日
録

（第

一
集
）

西
日
町
史
研
究

（創
円
号
）

西
仙
北
町
史

（先
史
～
近
―――
一編
）

増
田
町
史
資
料
――
・‥
―
録

（第

一
集
～
第

一
―
集
）

平
鹿
町
史
料
集

（第
″
集
）

皆
瀬
村
史

○
県
外
自
治
体
史

茨
城
県
史
料

（中
―ｌｔ
編
Ⅵ
）

茨
城
県
史
年
表

千
葉
県

の
歴
史

（県
史

一
．
ｏ
ｌ
五

・
ｉ
六
）

千
葉
県

の
自
然
誌

（県
史
四
●
）

静
岡
県
史

（
通
史
編
三

・
′――
、
資
料
編
八
、
別
編
ｉ
）

福
岡
県
史

（近
代
史
料
編

　

■
編
）

宮
崎
県
史

（史
料
編
　
近
世
圧

・
近
現
代
四
）

新
編
弘
前
市
史

（資
料
編
■
　
近
世
編
　
）

仙
台
市
史

（資
料
編
．
、^
特
別
編
＾^
．）

幹
手
市
史

（占
代
中
陛
資
料
編
）

新
修
Ｈ
＃
一市
史

（ド
巻
）

長
岡
市
史

（資
料
編

一
～
圧
、
別
編
、
通
史
編
Ｌ
卜
）

寒
川
町
史

（
一
～
′――
、
八
、
九
、　
　
ｔ
　
´
＾
一巻
）

芝
山
町
史

（資
料
集
三
　
中
世
編
）

新
編
高
崎
市
史

（資
料
編
ｉ
　
中
世

Ｉ
）

東
京
市
史
稿

（市
街
編
第
八
し
、
産
業
編
第
四
●
）

鮫
川
村
史

（第
一
巻
　
資
料
編

（――
し

板
橋
区
史

（資
料
編

　

‥
し́

○
本
館
刊
行
物

‐
月

　

「
渋
江
和
光
日
記
」
（第

一
巻
）

‐
月
　
研
究
紀
要

（第
．
．号
）

公
文
書
館
だ
よ
り

（第
四
号
）

事
業
年
報

（第
ｉ
号
）

リ
ー
フ
レ
ッ
ト

「
秋
田
を
訪
れ
た
国
日
付
」

公
文
書
館
だ
よ
り

（一第
圧
号
）

パ
ン
フ
レ
ッ
ト

「
享
保
年
間
の
秋
田
藩
」

．　
秋
田
県
公
文
書
館
研
究
紀
要
　
一弟

一　
　
ヤ
成
九
年
二
月
＾
●^
＝
発
行

．　
獅
鰈
　
秋
田
県
公
文
書
館

十
文
字
町
史

羽
後
―――∫
歴
史
資
料

第
二
集
、
年
表
）
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